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（公印・契印省略） 

諮 問 第 ３ ２ ０ ９ 号 

令和８年２月２０日 

情報通信行政・郵政行政審議会 

会長 相田 仁 殿 

総務大臣 林 芳正 

諮  問  書 

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改

正する法律（令和７年法律第46号。以下「改正法」という。）による改

正後の電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第31条第11項第１号の規

定による同号に規定する特定関係事業者の指定のため、並びに同法第12

条の２第４項第２号並びに第31条第１項ただし書、第２項、第５項ただ

し書及び第３号並びに第10項の規定による公正競争の確保等に係る省令

委任事項を定めるため、別紙のとおり電気通信事業法施行規則（昭和60

年郵政省令第25号）等の一部を改正することとしたい。 

ついては、改正法附則第２条第２項及び第３項の規定に基づき、上記

のことについて諮問する。 
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案
（公正競争の確保等に関する規定の整備）

令和８年２月 2 0日
総務省総合通信基盤局
電 気 通 信 事 業 部
事 業 政 策 課

2



市場環境の変化に対応した公正競争の確保等に関する規律の見直しについて

1. NTT東日本・西日本の経営の自由度向上に資する規定の整備
NTT東西の業務範囲規制（本来業務は県内通信とする県域業務規制）は、メタル固定電話が競争の中心であった頃に制定されたものであったこと等

を踏まえ、NTT東西について、①本来業務における県域業務規制の撤廃（これに伴う移動通信・ISP業務の禁止の明確化を含む）、②活用業務及び目
的達成業務の事前届出制の緩和、③一部の合併・分割等について認可を不要とする緩和等を令和７年改正法において行ったところ、これら対象や手続
の詳細に関する規定を整備する。

2. 公正競争確保のためのセーフガード措置等に関する規定の整備
NTT東西の経営自由度の向上を図る措置を講ずることに伴い、公正競争上の弊害が懸念されていることや、一部公正競争確保のための措置がメタル固

定電話が中心の時代に作られたものであること等を踏まえ、①NTTグループ内の大規模事業者との合併等審査の導入、②NTTグループ内における特定の
事業者間の在籍出向等の禁止や有利な条件での取引の禁止、③卸関連情報の目的外利用等の禁止等を令和７年改正法において行ったところ、これら
の対象や手続の詳細に関する規定を整備する。

＜主な内容＞

 市場環境の変化に対応した公正な競争環境の整備等の観点から、総務省は、令和7年5月に、電気通信事業法及び日本電信電
話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第46号。以下「令和７年改正法」という。）により、電気通信
事業法（昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。）及び日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和59年法律第85号。
以下「NTT法」という。）を改正し、NTT東日本・西日本の経営自由度の向上を図る措置と公正競争の確保のためのセーフガード措
置の法定化等を行った。

 令和7年改正法の施行に向けた規定の整備等のため、主に以下の内容について、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令
第25号）、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則（昭和60年郵政省令第23号）等の一部改正を行うものである。
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線路敷設基盤等

公正競争の確保等に関する規律見直しの全体イメージ 2

NTT東日本・西日本

NTTドコモ
（携帯電話等）

NTTデータ
（SI、ソリューション等）

NTTドコモビジネス
（長距離通信、ISP等）

（相手方：契約数５万以上）
NTTBP、NTTーME、NTTPC、
NTTメディアサプライ、NTT東西、
ドコモビジネス（再掲）、NTTデータ（再掲）

禁止行為に係る一般規律

※すべての電気通信事業者が対象

禁止行為に係る一般規律

+MVNO

指定継続の
考え方追加

②

本来業務

活用業務

目的達成業務

固定電話、FTTH等
移動通信、ISPは不可

不可業務の詳細
⑧

実施基準等の
記載事項
⑨

譲渡等認可の対象
⑫

グループ内合併審査（登録の更新制）

NTTドコモ
（携帯電話等）

事後届出
の手続
⑩

外資比率の
報告等
⑬ NTT持株

在籍出向等
禁止のGL
⑤

合併等認可の
緩和の範囲

⑪

情報の目的外
利用禁止に卸追加

⑦

NTTデータG
※NTT東西、

ドコモも
一部対象

「特定関係事業者」に係る上乗せ規律
役員兼任等の禁止、取引の同等性確保

NTTデータ
の追加指定

③

一般コロケ
の同等性追加

⑥

在籍出向
禁止等の詳細

④

審査対象
の指定等
① 諮問対象

諮問対象

諮問対象 諮問対象

4



（参考）電気通信事業法に係る改正省令、ガイドライン一覧 3

項目 改正省令等 概要（主なもの）

① 登録の更新
（グループ内合併審査）

【省令】 電気通信事業法施行規則 対象となる特定電気通信事業の定義の規定

【告示】電気通信事業法施行規則第４条の２の３第１項第１
号及び第２号の規定に基づく総務大臣が指定する者を定める件

特定電気通信事業の対象となる電気通信事業者の指定
【NTT東西・NTTドコモ・NTTドコモビジネス・NTTデータ】

【ガイドライン】＜新規＞ 「グループ内合併等に伴う登録の更新制
度に当たっての基本的考え方」 グループ内合併等の登録の更新の審査範囲等の規定

② NTTドコモの禁止行為の相手方
に係る指定解除基準の変更

【ガイドライン】
「電気通信事業法第30条第１項及び第３項第２号の規定に
よる電気通信事業者の指定に当たっての基本的考え方」

契約数５万未満の場合における指定継続の考え方の追加

③ NTT東西の特定関係事業者
の追加指定

【告示】 電気通信事業法第31条第11項第１号の規定に基づく
特定関係事業者の指定に関する件

NTT東西の特定関係事業者にNTTデータを追加指定
（現在は、NTTドコモ、NTTドコモビジネスを指定）

④ 役員兼任・在籍出向の禁止 【省令】 電気通信事業法施行規則 役員兼任・在籍出向の禁止の対象業務等の規定

⑤ NTT持株等に係る
在籍出向の禁止等

【ガイドライン】＜新規＞
NTT株式会社等に係る公正競争の確保のために講ずる措置に
関する指針

以下のNTT持株等に対する在籍出向の禁止等の規定
【NTT持株 ⇔ NTTドコモ・NTTデータ・NTTデータＧ】
【NTT東西 ⇔ NTTデータG】

⑥ 取引条件の同等性の確保
（一般コロケーション）

【省令】 電気通信事業法施行規則 NTT東西における取引条件の同等性を求める対象として一般
コロケーションを追加

【ガイドライン等】
電気通信事業分野における競争の促進に関する指針

電気通信事業法上問題となる行為に、NTT東西における一
般コロケーションに係る事例を追加

⑦ 卸関連情報の
目的外利用の禁止

【ガイドライン等】
・ 電気通信事業分野における競争の促進に関する指針
・ MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関す
るガイドライン

・ NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る
電気通信事業法の適用に関するガイドライン

電気通信事業法上問題となる行為や市場支配的事業者に
係る規律として、NTT東西・ドコモにおける卸役務に係る情報
の目的外利用の記載等を追加

は諮問対象
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（参考）NTT法に係る改正省令、ガイドライン一覧 4

項目 改正省令等 概要（主なもの）

⑧ NTT東西の禁止業務 【省令】 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 本来業務及び活用業務として認められない移動通信業務・ISP
業務の規定

⑨ 実施基準に基づく
活用業務

【省令】 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 NTT東西が策定・公表する実施基準、実施状況報告の記載
項目

【ガイドライン】
NTT東西の活用業務に係る公正競争ガイドライン

活用業務の実施基準等の作成の考え方、公正競争確保に関
する考え方の規定

⑩ 目的達成業務の
事後届出化 【省令】 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 目的達成業務の事後届出の期限等の規定

⑪ 合併等認可の緩和の範囲 【省令】 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 認可を要しない法人等の規模の基準の規定

⑫ 重要設備譲渡等の認可の対象 【省令】 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 認可対象となる建物等の範囲等の規定

⑬ 外資比率等の報告 【省令】 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 NTT持株の外資比率の定期報告、外資規制の遵守状況報告
に係る記載項目等の規定

⑭ その他

【省令】 日本電信電話株式会社等に関する法律第２条５五
項の区域を定める省令（仮称・別途制定）

※NTT東西の県境等に係る住所を整理するもの
（県間通信に係る自己設置要件の例外関係）

【省令】 日本電信電話株式会社等に関する法律第２条第６
項第１号及び第２号の区域を定める省令（仮称・別途制定）

※NTT東西の県境等に係る住所を整理するもの
（本来業務に係る業務区域の範囲関係）

【省令】 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 ※役員就任の届出事項の変更に係る規定を整理するもの
（住所変更のみ、変更届出を不要とする）

は諮問対象

※ 以下では、電気通信事業法施行規則を「事業法施行規則」、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則を「NTT法施行規則」と表します。
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登録の更新（グループ内合併審査）等関係 5

１．登録の更新（グループ内合併審査)関係
【背景・現状】

令和７年改正後の事業法第12条の２では、市場支配的事業者（NTT東西又はNTTドコモ）がそのグループ会社と合併等を行った
場合、公正競争確保の観点での事後確認を行うため、登録の更新によるグループ内合併審査を導入した。
審査対象となる合併等の相手方は、総務省令で定める「特定電気通信事業」を営む者とされており、競争の確保等の観点から問題な

いかどうかを事後的に審査した上で、禁止行為規制の潜脱を防止する観点等から、必要に応じ登録の更新の条件を付すことができる。
【電気通信事業法施行規則の改正及び告示の制定】 ※諮問対象

審査対象となる「特定電気通信事業」を以下のとおり定義する（事業法施行規則第４条の２の３第１項各号、告示）
・NTT東西との合併等・・・総務大臣が指定する者（NTT東日本（西日本）、NTTドコモ、NTTドコモビジネス、NTTデータ）が営む

電気通信事業の全て
・NTTドコモとの合併等・・・総務大臣が指定する者（NTT東日本、NTT西日本、NTTドコモビジネス、NTTデータ）が営む電気通信

事業のうち、禁止行為の相手方としての指定（事業法第30条第３項第２号）に係る電気通信事業

【グループ内合併等に伴う登録の更新制度に当たっての基本的考え方の制定】
審査の対象となる電気通信事業の範囲や審査の考え方等の明確化のためのガイドラインを新たに制定する。

・ グループ内合併審査の対象となる事業者の指定は、法人の規模、市場支配的事業者との関係性（資本関係等）、グループ内の
電気通信事業における役割、電気通信市場と密接に関連した市場における地位などを勘案し、市場検証委員会の意見も聴取した
上で、指定する。

・ 審査では、特定電気通信事業を承継したことに伴う電気通信市場の公正な競争への影響を実質的に評価し、影響が生じるおそれ
があると判断した場合には、公正競争確保のための措置（承継した事業を営む部門と他の電気通信事業者との間の公平な取扱い
等）が取られているか否か等を確認し、懸念があると判断した場合には、当該懸念に対応した条件を付すこと等で対応する。

（市場検証委員会における考え方）
グループ内合併審査は、禁止行為規制（グループ内企業の不当優遇等）の潜脱を防止する観点と、自由な経営判断に基づく組
織再編を阻害しない観点を踏まると、NTT東西・ドコモに加え、NTTグループの長距離通信を担うNTTドコモビジネスと、電気通信
市場と密接に関係したSI,ソリューション市場において優位な地位にあるNTTデータを対象にすることが適当と考えられる。
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（参考）グループ内合併審査に係る制度整備 6

合併等する場合
（合併、吸収分割、事業譲受）
登録の更新が必要

登録更新の対象とすることにより、禁止
行為規制の潜脱による弊害が懸念さ
れる場合には、公正競争の確保に必
要な条件を付すことが可能

（諮問対象：事業法施行規則第４条の２の３関係）

NTT東日本・西日本

NTTドコモ

審査の対象となる特定電気通信事業

禁止行為の相手方となる
全ての電気通信事業者のうち

NTT東日本（西日本）
NTTドコモ
NTTドコモビジネス
NTTデータ

禁止行為の相手方として指定された
特定関係法人（８社）のうち

NTT東日本・西日本
NTTドコモビジネス
NTTデータ

合併等により市場支配的事業者が営むこととなった場合
には公正競争に及ぼす影響が大きい電気通信事業

固定通信市場における
市場支配的事業者

移動通信市場における
市場支配的事業者

の全ての
電気通信事業

の指定に係る
電気通信事業

【事業法第12条の２第４項第２号】

【事業法施行規則第４条の２第３項各号】
審査のため、以下の書類の提出を求めることとする。
・法令等の遵守に関する方針及び手続を含む社内規則等
・禁止行為規制の遵守に関する社内研修の実施状況
・他の電気通信事業者との接続等の条件を変更する場合は、その内容 等

【事業法施行規則第４条の２の３】

【告示】

【告示】

指定解除の
基準変更
（P7）

8



NTTドコモの禁止行為の相手方に係る指定解除基準の変更関係 7

２．NTTドコモの禁止行為の相手方に係る指定解除基準の変更
【背景・現状】

NTTドコモの禁止行為規制の相手方については、事業法第30条第３項第２号に基づき、総務大臣が指定した者に限定されており、
その指定基準は、ガイドライン（禁止行為指定ガイドライン）において、特定関係法人（グループ会社）が提供する電気通信役務（携
帯電話（MVNOを含む）、IP電話、FTTH等）の「契約数等５万以上」であることが指定基準とされ、契約数等が５万未満になった場
合には、（その推移をしばらく見守った上で）指定の解除を行うこととしている。

【禁止行為指定ガイドラインの改正】
市場検証委員会における「NTTデータグループの完全子会社化に係る検証」等を踏まえ、契約数５万未満になった場合の（禁止行為

の相手方の）指定を解除の要件として、以下を追加する。
・契約数等が５万未満となった場合には、その推移を見守るほか、禁止行為等規定適用事業者（現在はNTTドコモのみ）との資本
関係、事業規模、主力事業と移動通信市場との関連性等も踏まえ、移動通信市場への影響力を実質的に評価し、公正競争への
懸念がないと認められた場合のみ指定を解除する。

（市場検証委員会における考え方）
SI、ソリューション市場で優位な地位にあるNTTデータをNTTドコモが不当に優遇した場合、公正競争への影響が生じると考えられる
中、NTTデータの完全子会社化に伴い、MVNO事業が移管された場合等の懸念等を踏まえると、NTTドコモの禁止行為の相手方
については、契約数等が５万以上であるものについて指定するという基本的考え方は維持した上で、契約数等が５万未満となった
場合でも、移動通信ネットワーク市場への影響力を実質的に評価し、公正競争への懸念がないと認められた場合のみ、指定を解除
する旨を「禁止行為に係る指定ガイドライン」で明確化することが適当と考えられる。

9



NTT東西の特定関係事業者の追加指定関係 8

３． NTTデータの特定関係事業者の指定
【背景・現状】

事業法第31条第11項第１号では、NTT東西の特定関係法人（グループ会社）のうち、役員兼任等が行われた場合に電気通信事
業者間の適正な競争環境を阻害するおそれがある者を、特定関係事業者として総務大臣が指定し、役員兼任の禁止等の禁止行為規
制の上乗せ規律が課せられている。
現在指定されているのは、NTTドコモ、NTTドコモビジネスとなっている。

【電気通信事業法に係る告示の改正】 ※諮問対象
市場検証委員会における「NTTデータグループの完全子会社化に係る検証」等を踏まえ、NTT東西がNTTデータを優遇した場合の固

定通信市場の公正な競争に対する懸念を受けて、そのリスクに対する構造的な担保とするため、NTT東西の特定関係事業者として新たに
NTTデータを指定する。

（市場検証委員会における考え方）
・SI、ソリューション市場で優位な地位にあるNTTデータをNTT東⻄が優遇した場合、公正競争に影響を及ぼす蓋然性が高いと考
えられるところ、役員兼任や在籍出向の禁止により、このようなリスクに対して、⼀定の構造的な担保になると考えられることから、NTT
東⻄の特定関係事業者にNTTデータを指定することが適当と考えられる。

10



（参考）NTT東西の特定関係事業者に係る制度整備 9

（諮問対象：事業法施行規則第22条の５から第22条の７、第22条の９、告示）

NTT東日本・西日本

固定通信市場における
市場支配的事業者

全ての電気通信事業者
その電気通信業務において、特定の者を不当に
優先的に又は不利に取り扱うことを禁止 等

接続情報・卸情報の
目的外利用の禁止

① 役員兼任、在籍出向を禁止
② 義務的コロケーションや業務受託について、

特定関係事業者に比して不利な取扱いを禁止
③ 特定関係事業者に有利な条件により、

公正競争を害するおそれがあるものとして、
「一般コロケーション」に係る有利な取引を禁止

NTTデータ
（SI・ソリューション等）

+MVNO

NTTドコモビジネス
（長距離通信、ISP等）

NTTドコモ
（携帯電話等）

上乗せ規制の対象となる特定関係事業者

禁止行為の内容

上乗せ規制の内容 役員等を兼ねた場合に公正競争を阻害するおそれ
があるものを、グループ企業の中から総務大臣が指定

【告示】

【事業法施行規則第22条の９】（P11）

【事業法施行規則第22条の5から第22条の7】
・①について、NTT東西の「非公開情報を入手できる
立場」と、特定関係事業者の「重要な意思決定に
参画できる立場等」の兼任を禁止 （ P10 ）

完全子会社化を受けて、固定
通信市場の公正競争確保のた
め、新たに指定（ P8 ）ガイドライン

改正（P11)

11



NTTグループ内の兼職の禁止関係 10

４． 特定関係事業者との間の在籍出向等の禁止対象
【背景・現状】

NTT東西（第一種指定電気通信設備を設置する者）に対する禁止行為規制の上乗せ規律に関し、事業法第31条第１項から第
４項では、NTT東西と特定関係事業者（総務大臣が指定した者）との間の兼任禁止について、①役員同士の兼任の禁止に加え、②
役員と従業者、③従業者同士の兼任の禁止を追加した（在籍出向等の禁止）。

【電気通信事業法施行規則の改正】 ※諮問対象
在籍出向等の禁止の対象となる業務等は、適正な競争環境の確保のために必要な業務等として、総務省令で定める必要があるところ、

同様の禁止規制を定めている電気事業法等を参考に、以下のとおり規定する（事業法施行規則第22条の５から第22条の７）
・NTT東西においては、非公開情報を入手できる立場にある者を在籍出向等の禁止対象とする。
・特定関係事業者においては、重要な意思決定に参画できる立場等にある者を在籍出向等の禁止対象とする。

５．【NTT株式会社等に係る公正競争の確保のために講ずる措置に関する指針の制定】
1988年のNTTデータの分離等の際、他事業者との間の公平性を確保するための措置として公表され、累次の公正競争条件と位置付

けられてきたもののうち、NTT持株等電気通信事業者以外の各社に係る「在籍出向等の禁止」について、新たにガイドラインに規定する
（現行の「NTT持株、東西に係る共同調達指針」を改訂（共同調達に関する規定は維持）する形で規定）。
・NTT持株とNTTデータグループ又はNTTデータとの間の社員の移行は、転籍により行い、出向による人事交流は行わないこと
・NTT持株とNTTドコモとの間の社員の移行は、転籍により行い、出向による人事交流は行わないこと
・NTT東西とNTTデータグループとの間の社員の移行は、転籍により行い、出向による人事交流は行わないこと

※下線が電気通信事業者以外であり電気通信事業法等で規律できないもの

（市場検証委員会における考え方）
・最終答申において参考とした電気事業法では、非公開情報を取扱う業務に着目して在籍出向等の禁止対象を定めていることを
踏まえると、NTT東西で「非開示情報を入手できる立場」にある者がグループ会社で「重要な意思決定に参画できる立場」に就く
（兼務する）ことを禁止することが適当と考えられる。

12



取引条件の同等性の確保等関係 11

７．【卸関連情報の目的外利用の禁止に係るガイドライン改正】
事業法第30条第３項第１号ロ及び第４項第１号ロにおいて、市場支配的事業者（NTT東西又はNTTドコモ）に対する卸役務関
連情報の目的外利用が禁止されたことを踏まえ、関係するガイドラインを改正する。

６．取引条件の同等性の確保
【背景・現状】

NTT東西に対する禁止行為規制の上乗せ規律について、事業法第31条第５項では、NTT東西による特定関係事業者の優遇を禁
止する行為※として、適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定めるものを追加した。

【電気通信事業法施行規則の改正】 ※諮問対象
市場検証委員会における「NTTデータグループの完全子会社化に係る検証」等を踏まえ、適正な競争関係を阻害するおそれがあるため

禁止する取引として、いわゆる「一般コロケーション」を規定する。（事業法施行規則第22条の９）
・第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の局舎内スペース（通信機械室）の利用に係る取引について、通常の条件
に比べて特定関係事業者を有利に取り扱うこと。

（市場検証委員会における考え方）
NTT東西の局舎内における通信機械等を設置するための空きスペースの利用（コロケーション）は、今後の技術の進展により、その
利用ニーズが更に高まる可能性がある中、グループ会社（完全子会社化されたNTTデータを含む）が優先的に利用・留保する懸
念（空きスペースの圧迫により義務コロケーションにも影響が出ること等）を踏まえると、NTT東西の禁止行為規制（特定関係事
業者との有利な取引の禁止）の対象に、「一般コロケーション」を規定することが適当と考えられる。

一般コロケーション 義務コロケーション

NTT東西の局舎内スペース（通信機械室）

※現在は、接続に必要な建物等の利用（義務コロケーション）等が規定されている。

NTT東西への上乗せ規制として、特定関係事業者に有利な取引を禁止

13



（参考）電気通信事業法における役員兼任・在籍出向の禁止 12

（諮問対象：事業法施行規則第22条の５から第22条の７）

役
員

業務の運営に
おいて重要な
役割を担う者公正な運営が

特に必要な業
務に従事する者

従
業
者

取締役等
兼任禁止

※競争阻害のおそれがない場合は除く。

兼職禁止

兼職禁止

取締役等

特定のグループ会社
（特定関係事業者）

一種指定事業者
（NTT東西）

※競争阻害のおそれがない場合は除く。

事業法31条１項１号

事業法31条１項１号

事業法31条１項２号

事業法31条２項
事業法31条３項

重要な意思決定に参画できない
（事業法施行規則22条の５ ２号）
※従業者との兼任にも適用

重要な意思決定に参画
他事業者等の情報を管理
（事業法施行規則22条の６）

非公開情報にアクセスできない
（事業法施行規則22条の５ １号）

非公開情報を
入手する業務

（事業法施行規則
22条の７）

事業法31条１項 事業法31条１項

事業法31条２項

事業法31条３項

14



NTT東西の業務規律等関係① 13

８． NTT東西の禁止業務（本来業務・活用業務から除かれる業務）
【背景・現状】

令和７年改正法では、NTT東西の県域業務規制の撤廃に伴い、本来業務及び活用業務における移動通信及びインターネット接続
の業務の禁止等が法定化された（NTT法第２条第３項第１号及び第７項）。他方、移動通信役務には携帯電話以外にも様々な
サービスが存在する中、NTT東西は、現にローカル５Gや公衆無線LANを提供しており、公正競争の確保に関する懸念は示されていない。

【NTT法施行規則の一部改正】
(1) NTT東西が営むことができない移動通信及びインターネット接続の業務は以下のとおりとする（NTT法施行規則第１条の２）。

・移動通信サービス・・・以下を除き、移動通信サービスは提供不可とする。
①（現在NTT東西がサービス提供している）「ローカル５G」、「公衆無線LAN」
②（公正競争の確保に支障が生じるおそれがないと認められ、）別に告示する役務（現時点では該当なし）

・インターネット接続サービス・・・ISPの業務は不可とする（例外は設けない）
(2)上記に加え、放送の業務については、活用業務としても提供不可とする（NTT法施行規則第２条の４）。

（市場検証委員会における考え方）
NTT東西が提供できない移動通信役務については、「ローカル5G」と「公衆無線LAN」は引き続き提供可能とした上で、これら以外
にも、公正競争の確保に支障が生じるおそれがないと認められる移動通信役務も、提供可能となるようにすることが適当と考えられる。

15



NTT東西の業務規律等関係② 14

９．実施基準に基づく活用業務（手続の簡素化・効率化）
【背景・現状】

NTT東西の活用業務は、本来業務の円滑な遂行及び公正競争の確保に支障のない範囲内で実施（公正競争の確保に関する必要
な措置は、「活用業務ガイドライン」に規定）しているが、活用業務の類型化の進展や経営の自由度向上等の観点から、NTT法第２条
第７項から第11項までにより、個別業務ごとの事前届出制から、実施基準に従って営むことができるように緩和した上で、実施状況報
告に基づく事後検証を実施する制度に見直し。

【NTT法施行規則の改正】 （NTT法施行規則第２条の６及び第２条の７）
公正な競争を確保する観点から、現行ガイドラインと同等の措置を含む実施基準の記載事項等を省令で規定する。
①実施基準・・・業務の概要・実施方法、資金調達等の方針、活用する設備・技術の概要、公正競争確保のために講じる措置※ 等
②報告事項・・・開始した業務の概要、公正競争確保のために講じた措置※、サービス毎の契約状況 等

※ネットワークのオープン化、ネットワーク情報の開示、活用業務に係る会計整理、関連事業者の公平な取扱い等

【活用業務ガイドラインの改正】
公正競争の確保等に関する現行ガイドラインにおける詳細な考え方を引き続き規定するとともに、NTT東西からの実施状況報告等に基

づき、市場検証委員会の意見を聴きながら、公正競争確保のための措置の有効性・適正性の検証等を行う（措置が十分でないと認
められる場合にはNTT法又は電気通信事業法に基づき所要の措置を講じる。）旨を規定。

（市場検証委員会における考え方）
・令和７年改正は、活用業務の手続は緩和するものの、公正競争確保についての考え方に変更が生じるものではないため、現行
活用業務ガイドラインに基づく「公正競争確保のために講じる措置」は、引き続き、実施基準に記載することが適当と考えられる。

・活用業務の実施状況の報告事項について、全ての活用業務について詳細な報告を求めるのではなく（中略）公正競争上の懸
念のあるサービスについては、事後検証の過程で、必要に応じNTT東西に詳細な情報提供等を求めることが適当と考えられる。

10．目的達成業務等の事後届出化（NTT法施行規則第２条）
NTT法第２条第４項及び第５項では、NTT東西が営む目的達成業務等の手続の迅速化を図るため、事前届出から事後届出に緩

和されたことに伴い、事後届出の期限を「業務開始後14日以内」とする旨等を省令で規定する。
16



（参考）NTT東西の業務範囲に係る制度整備 15

NTT東日本・西日本

本来業務

活用業務

目的達成業務

地域電気通信業務
（固定電話、FTTH等）

事
前
届
出
・
公
表

実
施
基
準
の
作
成

・
公
表

実
施
状
況
の
報
告

実
施
状
況
の
検
証

変
更
命
令
等

実
施
基
準
の
遵
守

（すべて諮問対象外：NTT法施行規則第１条の２等）

A県 B県県間

本来業務 本来業務活用業務

本来業務

本来業務のための設備・技
術・職員を活用して行う電
気通信業務その他の業務

必要な場合

【NTT法施行規則第２条の４】
・放送の業務は、活用業務として
も提供不可

【NTT法施行規則第１条の２】
県域業務規制の撤廃に伴い、以下が提供不可であることを明確化
①移動通信サービス（ローカル5G、公衆無線LAN等※を除く）
②ISPサービス ※告示により追加可能

【NTT法施行規則第２条の６及び第２条の７】
公正競争の確保の措置として、以下を記載
・他の電気通信事業者へのネットワークの利用の同等性
・他の電気通信事業者への情報提供の適正性
・他の業務との会計を区分して整理 等

【ガイドライン】
公正競争確保に関する詳
細な考え方、市場検証委
員会での検証の実施 等

改正前

改正後

【NTT法施行規則第２条】
開始後14日以内
の事後届出等 17



NTT持株・東西に係るその他の規律関係① 16

11．NTT東西の合併等認可の緩和の範囲
【背景・現状】

NTT法上、NTT東西に係る合併・分割は（例外なく）総務大臣の認可が必要とされているところ、NTT法第11条では、機動的な事業
拡大等を図る観点から、一定規模以下の電気通信事業を営まない法人（又は電気通信事業以外の事業）との合併等については、
総務大臣の認可を不要とする緩和が行われた。

【NTT法施行規則の改正】
以下に該当するNTT東西の合併等については認可不要とする。（NTT法施行規則第９条第３項から第５項）
(1) 資本金３億円以下かつ売上高30億円以下の電気通信事業を営まない法人を承継する合併
(2) 売上高30億円以下の非電気通信事業を承継させる分割
(3)以下のいずれも満たす電気通信事業を営まない法人又は非電気通信事業に係る合併又は分割 

①資本金５億円以下（分割の場合を除く）、②負債額200億円以下、③売上高50億円以下、④従業員数300人以下

（市場検証委員会における考え方）
・NTT東西の合併等の認可対象の緩和については、（中略）もっぱらNTT東西の本来業務の円滑な遂行の観点から、市場シェア
等の事業実態ではなく、合併等に係る法人等の規模等に着目した基準（資本金の額等）を定めることが適当と考えられる。
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NTT持株・東西に係るその他の規律関係② 17

13．外資比率等の報告
NTT持株には外資規制（３分の１未満）が設けられているところ、NTT法第６条では、外国人等議決権割の報告義務（定期報

告及び一定の閾値を超えた場合の随時報告）が設けられたことを踏まえ、随時報告が必要となる閾値（30%以上等）を規定する
（NTT法施行規則第６条）

12．重要設備譲渡等の認可の対象
【背景・現状】

NTT法第13条では、NTT東西の線路敷設基盤（局舎、電柱、管路・とう道等）の重要性が高まっていることを踏まえ、これまで認可
対象外であったこれら線路敷設基盤の譲渡等について、総務大臣の認可対象とした。

【NTT法施行規則の改正】
認可対象とする線路敷設基盤（重要な設備等）及び処分を以下のとおり定義する。（NTT法施行規則第12条）
・線路敷設基盤・・・①局舎、②電柱、③鉄塔、④管路、⑤とう道、⑥局舎の用に供する土地
・処分・・・①廃棄（電気通信事業のために使用する予定がないものや、代替となる設備・施設が確保されている場合等を除く。）

②当事者の合意が無い限り破棄等することが出来ない契約による使用権（IRU）の設定

（市場検証委員会における考え方）
・NTT東西の重要設備（局舎、電柱、土地等）の譲渡等に対する認可制の導入について、NTT東西の本来業務の円滑な遂行
及び公正競争の確保の観点から、NTT東西が自ら使用している局舎等のほか、接続ルール等に基づき他事業者が利用（コロ
ケーション等）している局舎等について認可対象とすることで、総務省が、NTT東西の本来業務や他事業者との公正競争への影
響の有無について確認可能とすることが適当と考えられる。

・一方、今後電気通信事業のために使用する予定がないものや、毎年多数の（旧設備の廃棄を伴う）移転が行われている電柱の
ように、代替となる設備・施設が確保されている場合には、認可対象外としても問題はないものと考えられる。
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（参考）NTT東西に係る認可（合併・分割等、線路敷設基盤の譲渡等）の範囲 18

とう道 管路 電柱とう道管路電柱

アクセス回線

電気通信幹線路等

アクセス回線

局舎・土地

従来より認可対象

局舎・土地

【認可対象となる「重要な設備等」の範囲】

（すべて諮問対象外：NTT法施行規則第９条及び第12条）

【NTT法施行規則第12条】において、いずれも認可対象に規定

NTT東日本・西日本電気通信事業を
営まない法人等

（非電気通信事業）
非電気
通信事業

吸収合併
吸収分割

電気
通信事業

電気通信事業を
営む法人等

（電気通信事業）

吸収合併
吸収分割

規模にかかわらず（引き続き）認可対象NTT東西の事業規模等に照らし
小規模のものについて、認可不要とする

【NTT東西の合併等認可の範囲】

【NTT法施行規則第９条】
「資本金３億円かつ売上高30億円以下」等と規定

加入者
収容装置 加入者

収容装置
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1頁

○
総
務
省
令
第

号

電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第

四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
気
通
信
事
業
法
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及

び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信

事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

林

芳
正

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は

、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分

が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
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2頁 

掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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3頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
用
語
） 

（
用
語
） 

第
二
条 

［
略
］ 

第
二
条 

［
同
上
］ 

２ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

［
同
上
］ 

［
一
～
三 

略
］ 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

特
定
移
動
通
信
役
務 
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ

れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務 

四 

特
定
移
動
通
信
役
務 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ

れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務 

［
五
～
八 

略
］ 

［
五
～
八 

同
上
］ 

（
登
録
の
更
新
） 

（
登
録
の
更
新
） 

第
四
条
の
二 

［
略
］ 

第
四
条
の
二 

［
同
上
］ 

２ 

［
略
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

３ 

［
同
上
］ 

［
一
～
八 

略
］ 

［
一
～
八 

同
上
］ 

九 

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
、
当
該
事
由
が
生
じ
た

日
等
に
関
す
る
様
式
第
四
の
二
に
よ
る
書
類 

九 

［
同
上
］ 

十 

前
号
の
事
由
が
、
申
請
者
が
そ
の
特
定
関
係
法
人
（
特
定
電
気
通
信
事
業
を
営
む
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
合
併
（
合
併
後
存
続
す
る
法
人
が
申
請
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）
を

し
た
と
き
又
は
そ
の
特
定
関
係
法
人
か
ら
分
割
に
よ
り
特
定
電
気
通
信
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
承
継

し
た
と
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

［
新
設
］ 

イ 

合
併
に
関
す
る
契
約
書
又
は
分
割
計
画
書
若
し
く
は
分
割
契
約
書
の
写
し 

 

ロ 

合
併
又
は
分
割
の
条
件
に
関
す
る
説
明
書 

 

十
一 

第
九
号
の
事
由
が
、
申
請
者
の
特
定
関
係
法
人
が
申
請
者
に
特
定
電
気
通
信
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を

譲
渡
し
た
と
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

［
新
設
］ 

イ 

譲
渡
し
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し 

 

ロ 

譲
渡
価
額
の
算
出
の
根
拠
そ
の
他
譲
渡
し
の
実
施
に
関
す
る
細
目
を
記
載
し
た
書
類 

 

十
二 

第
九
号
の
事
由
が
、
申
請
者
が
そ
の
特
定
関
係
法
人
以
外
の
者
（
特
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
者

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
合
併
（
合
併
後
存
続
す
る
法
人
が
申
請
者
で
あ
る
場
合
に
限

る
。）
を
し
た
と
き
又
は
そ
の
特
定
関
係
法
人
以
外
の
者
か
ら
分
割
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
（
当
該
特
定
電

気
通
信
設
備
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

全
部
若
し
く
は
一
部
を
承
継
し
た
と
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

十 

前
号
の
事
由
が
、
申
請
者
が
そ
の
特
定
関
係
法
人
以
外
の
者
（
特
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
者
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
合
併
（
合
併
後
存
続
す
る
法
人
が
申
請
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

を
し
た
と
き
又
は
そ
の
特
定
関
係
法
人
以
外
の
者
か
ら
分
割
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
（
当
該
特
定
電
気
通
信

設
備
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
承
継
し
た
と
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

合
併
に
関
す
る
契
約
書
又
は
分
割
計
画
書
若
し
く
は
分
割
契
約
書
の
写
し 

イ 

［
同
上
］ 

ロ 

合
併
又
は
分
割
の
条
件
に
関
す
る
説
明
書 

ロ 

［
同
上
］ 

十
三
～
十
七 

［
略
］ 

十
一
～
十
五 

［
同
上
］ 

十
八 

第
九
号
の
事
由
が
、
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場

［
新
設
］ 
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4頁 

合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
規
定
の

遵
守
に
関
す
る
研
修
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類
（
当
該
研
修
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
当

該
研
修
の
実
施
計
画
を
記
載
し
た
書
類
） 

イ 
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者 

同
条
第
三
項
の
規
定 

 

ロ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者 

法
第
三
十
条
第
四
項
並
び
に
第
三
十
一

条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定 

 

十
九
・
二
十 

［
略
］ 

十
六
・
十
七 

［
同
上
］ 

（
特
定
電
気
通
信
事
業
） 
 

第
四
条
の
二
の
三 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
事
業
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
電
気
通
信
事
業
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
が
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
た

る
法
人
で
あ
る
場
合 

同
条
第
三
項
第
二
号
の
指
定
に
係
る
電
気
通
信
事
業
（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正

な
競
争
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
営
む
も
の
に
限
る
。
） 

 

二 

法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
が
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
た
る
法
人

で
あ
る
場
合 

全
て
の
電
気
通
信
事
業
（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度

を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
営
む
も
の
に
限
る
。
） 

 

２ 

前
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
に
係
る
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信

事
業
者
た
る
法
人
又
は
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
た
る
法
人
に
そ
の
旨
を
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
特
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
） 

（
特
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
） 

第
四
条
の
三 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
以
外
の
伝
送
路
設
備
の
別
に
計
算
し
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設

備
に
つ
い
て
十
分
の
一
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
気
通
信
回
線
の
数
は
、
電
気
通
信
回
線
の
使
用
用

途
、
周
波
数
帯
域
の
幅
、
伝
送
速
度
、
芯
線
数
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
回
線
に
つ
き
一
と
す
る
。 

第
四
条
の
三 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
以
外
の
伝
送
路
設
備
の
別
に
計
算
し
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設

備
に
つ
い
て
十
分
の
一
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
気
通
信
回
線
の
数
は
、
電
気
通
信
回
線
の
使
用
用

途
、
周
波
数
帯
域
の
幅
、
伝
送
速
度
、
芯
線
数
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
回
線
に
つ
き
一
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
特
定
電
気
通
信
設

備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
特
定
電
気
通
信
設

備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
条
の
四 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
ニ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
移
動
端
末
設
備
（
以
下
「
特
定
移
動

端
末
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
通
信
を
行
う
移
動
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
と
す
る
。 

第
四
条
の
四 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
移
動
端
末
設
備
（
以
下
「
特
定
移
動

端
末
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
通
信
を
行
う
移
動
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
と
す
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

２ 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
ニ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
三
と
し
、
前
年
度
末
及
び
前

々
年
度
末
に
お
け
る
割
合
の
合
計
を
二
で
除
し
て
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
の
同
一
の
電
気

通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
対
象
業
務
区
域
」
と
い
う
。
）
と
同
一
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
に
接
続

さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
数
の
合
計
数
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
三
と
し
、
前
年
度
末
及
び
前

々
年
度
末
に
お
け
る
割
合
の
合
計
を
二
で
除
し
て
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
の
同
一
の
電
気

通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
対
象
業
務
区
域
」
と
い
う
。
）
と
同
一
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
に
接
続

さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
数
の
合
計
数
と
す
る
。 
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5頁 

［
一
～
三 

略
］ 

［
一
～
三 

同
上
］ 

３ 
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
特
定
電
気
通
信
設

備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
特
定
電
気
通
信
設

備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
） 

（
特
定
関
係
事
業
者
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
） 

第
二
十
二
条
の
五 
法
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る

お
そ
れ
が
な
い
場
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る

。 

第
二
十
二
条
の
五 

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行

う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
事
業

者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
お
い
て
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
法
第

三
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
特
定
関
係
事
業
者
の
同
項
各
号
に
定
め
る
者
を
兼
ね
る
も

の
が
非
公
開
情
報
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
に
関
す
る
公
開
さ
れ
て
い
な
い
情
報
（
他
の

電
気
通
信
事
業
者
及
び
利
用
者
に
関
す
る
情
報
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
二
十
二
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
入
手
で
き
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合 

 

二 

特
定
関
係
事
業
者
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
法
第
三
十

一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
特
定
関
係
事
業
者
の
同
項
各
号
に
定
め
る
者
を
兼
ね
る
も

の
が
当
該
特
定
関
係
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
経
営
管
理
に
係
る
業
務
運
営
上
の
重
要
な
決
定
に
参
画
で

き
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合 

 

（
重
要
な
役
割
を
担
う
従
業
者
） 

 

第
二
十
二
条
の
六 

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
特
定
関
係
事
業
者
の
従
業
者
で
あ

つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

特
定
関
係
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
運
営
に
お
け
る
重
要
な
決
定
に
参
画
す
る
管
理
的
地
位
に
あ
る
も

の 

 

二 

電
気
通
信
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
他
の
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
電
気
通
信
業
務
の
利
用
者
に
関
す

る
情
報
を
取
り
扱
う
業
務
に
お
け
る
管
理
的
地
位
に
あ
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
の
確
保
の
た
め
そ
の
公
正
な
運
営
が
特
に
必
要
な
業
務
） 

 

第
二
十
二
条
の
七 

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
の
確
保
の
た
め
そ
の
公

正
な
運
営
が
特
に
必
要
な
業
務
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
非
公
開
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

る
業
務
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
や
む
を
得
な
い
理
由
） 

（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
や
む
を
得
な
い
理
由
） 

第
二
十
二
条
の
八 

法
第
三
十
一
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
他
の
電

気
通
信
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
金
額
の
支
払
い
、
使
用
期
間
そ
の
他
の
使
用
条
件
、
守
秘
義
務
、
目
的
外
使
用

の
禁
止
そ
の
他
の
契
約
に
定
め
る
事
項
を
履
行
せ
ず
、
又
は
履
行
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
六 

法
第
三
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
他
の
電

気
通
信
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
金
額
の
支
払
い
、
使
用
期
間
そ
の
他
の
使
用
条
件
、
守
秘
義
務
、
目
的
外
使
用

の
禁
止
そ
の
他
の
契
約
に
定
め
る
事
項
を
履
行
せ
ず
、
又
は
履
行
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
取
引
） 

 

第
二
十
二
条
の
九 

法
第
三
十
一
条
第
五
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争

関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
取
引
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
電

気
通
信
事
業
に
係
る
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
必
要
な
設
備
を
設
置

す
る
た
め
の
通
信
機
械
室
に
限
る
。
）
の
利
用
（
電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
た
め
の
利
用
に
限
る
。
第
二
十
二

［
新
設
］ 
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6頁 

条
の
十
一
第
一
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
取
引
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
通
常
の
条
件
に

比
し
て
特
定
関
係
事
業
者
に
有
利
な
条
件
で
行
わ
れ
る
取
引
と
す
る
。 

（
体
制
の
整
備
等
） 

（
体
制
の
整
備
等
） 

第
二
十
二
条
の
十 

法
第
三
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信

事
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
二
条
の
七 

法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信

事
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
十
六 

略
］ 

［
一
～
十
六 

同
上
］ 

（
禁
止
行
為
等
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
等
に
関
す
る
報
告
） 

（
禁
止
行
為
等
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
等
に
関
す
る
報
告
） 

第
二
十
二
条
の
十
一 

法
第
三
十
一
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過

後
三
月
以
内
に
、
様
式
第
十
六
の
報
告
書
に
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
二
条
の
八 

法
第
三
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後

三
月
以
内
に
、
様
式
第
十
六
の
報
告
書
に
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し

て
次
に
掲
げ
る
事
項 

一 

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し

て
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
必
要
な
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
⑷
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
、
条
件
の
設
定
及
び
公
表
そ
の
他
特
定
関
係
事
業
者
及
び
特
定
関
係
事
業
者
以
外
の
電
気
通

信
事
業
者
の
取
扱
い
の
同
等
性
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置
の
内
容 

イ 

［
同
上
］ 

［
⑴
～
⑷ 

略
］ 

［
⑴
～
⑷ 

同
上
］ 

［
ロ
・
ハ 

略
］ 

［
ロ
・
ハ 

同
上
］ 

ニ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
必
要
な
設
備
を
設
置
し
て
い
る
通
信
機
械
室
の
利
用
に
係
る

取
引
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
条
件
の
設
定
そ
の
他
特
定
関
係
事
業
者
及
び
特
定
関
係
事
業
者

以
外
の
電
気
通
信
事
業
者
の
取
扱
い
の
同
等
性
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置
の
内
容 

［
新
設
］ 

二 

法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し

て
次
に
掲
げ
る
事
項 

二 

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し

て
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

電
気
通
信
業
務
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
子
会
社
（
法
第
三
十
一
条
第
十
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
会
社
を
含
む
。
）
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
委
託
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
監
督
対
象
子
会
社
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

電
気
通
信
業
務
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
子
会
社
（
法
第
三
十
一
条
第
五
項
に

規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
会
社
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
委
託
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
監
督

対
象
子
会
社
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
⑴
～
⑶ 

略
］ 

［
⑴
～
⑶ 

同
上
］ 

⑷ 

監
督
対
象
子
会
社
の
総
株
主
（
法
第
三
十
一
条
第
十
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
株
主
を
い
う
。
）

又
は
総
社
員
の
議
決
権
に
占
め
る
自
己
及
び
子
会
社
の
有
す
る
議
決
権
の
割
合 

⑷ 

監
督
対
象
子
会
社
の
総
株
主
（
法
第
三
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
株
主
を
い
う
。
）
又
は
総
社

員
の
議
決
権
に
占
め
る
自
己
及
び
子
会
社
の
有
す
る
議
決
権
の
割
合 

⑸ 

自
己
の
役
職
員
で
あ
つ
て
監
督
対
象
子
会
社
の
役
員
を
兼
ね
て
い
る
者
が
い
る
場
合
は
当
該
者
の
役

職
及
び
当
該
監
督
対
象
子
会
社
に
お
け
る
役
職 

⑸ 

［
同
上
］ 

ロ 

監
督
対
象
子
会
社
ご
と
の
、
当
該
会
社
が
法
第
三
十
条
第
四
項
各
号
及
び
第
三
十
一
条
第
五
項
各
号
に

掲
げ
る
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
、
当
該
会
社
に
対
し
て
行
つ
た
監
督
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
状
況 

ロ 
監
督
対
象
子
会
社
ご
と
の
、
当
該
会
社
が
法
第
三
十
条
第
四
項
各
号
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
、
当
該
会
社
に
対
し
て
行
つ
た
監
督
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
状
況 

ハ 

監
督
対
象
子
会
社
ご
と
の
、
当
該
会
社
に
委
託
を
し
た
業
務
に
関
す
る
法
第
三
十
条
第
四
項
各
号
及
び

第
三
十
一
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
有
無
及
び
当
該
行
為
が
あ
つ
た
場
合
に
は
そ
の
内
容 

ハ 

監
督
対
象
子
会
社
ご
と
の
、
当
該
会
社
に
委
託
を
し
た
業
務
に
関
す
る
法
第
三
十
条
第
四
項
各
号
及
び

第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
有
無
及
び
当
該
行
為
が
あ
つ
た
場
合
に
は
そ
の
内
容 

三 

法
第
三
十
一
条
第
八
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し

三 

法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し
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7頁 

て
次
に
掲
げ
る
事
項 

て
次
に
掲
げ
る
事
項 

［
イ
～
ヌ 

略
］ 

［
イ
～
ヌ 

同
上
］ 

ル 
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
措
置
の
ほ
か
、
法
第
三
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者

と
の
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容 

ル 

イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
措
置
の
ほ
か
、
法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者

と
の
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容 

（
特
定
関
係
事
業
者
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
） 

 

第
二
十
二
条
の
十
二 

法
第
三
十
一
条
第
十
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ

て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
電

気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

（
総
務
大
臣
が
整
理
し
、
公
表
す
る
情
報
） 

（
総
務
大
臣
が
整
理
し
、
公
表
す
る
情
報
） 

第
二
十
五
条
の
十 

法
第
三
十
九
条
の
二
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。 

第
二
十
五
条
の
十 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

法
第
三
十
一
条
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
並
び
に
同

条
第
十
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報 

三 

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
及
び
同
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報 

［
四
～
六 

略
］ 

［
四
～
六 

同
上
］ 

様
式
第
４
の
２
（
第
４
条
の
２
第
３
項
第
９
号
関
係
）
 

電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
更
新
を
必
要
と
す
る
事
由
等
 

１
 
登
録
の
更
新
を
受
け
る
事
由
 

 

２
 
１
の
項
の
事
由
が
生
じ
た
日
 

 

３
 
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
る
電
気
通

信
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
承
継

又
は
電
気
通
信
事
業
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
譲
受
け
（
以
下
「
合
併
等
」
と

い
う
。
）
の
事
由
の
別
 

  

 

４
 
合
併
等
の
当
事
者
の
住
所
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名
 

 

５
 
合
併
等
の
理
由
 

 

６
 
法
第

12
条
の
２
第
１
項
第
７
号
の

事
由
の
発
生
に
係
る
当
事
者
の
住
所
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 

７
 
申
請
者
の
特
定
関
係
法
人
と
な
つ
た

事
由
 

 

参
考
事
項
 

 

注
１

 
１
の
項
に
つ
い
て
は
、
法
第

12
条
の
２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

［
削
る
］
 

 

様
式
第
４
の
２
（
第
４
条
の
２
第
３
項
第
９
号
関
係
）
 

電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
更
新
を
必
要
と
す
る
事
由
等
 

１
 
登
録
の
更
新
を
受
け
る
事
由
 

 

２
 
１
の
項
の
事
由
が
生
じ
た
日
 

 

３
 
新
た
に
指
定
を
さ
れ
た
電
気
通
信

設
備
の
種
別
 

 

４
 
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
る
電
気

通
信
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の

承
継
又
は
電
気
通
信
事
業
の
全
部
若

し
く
は
一
部
の
譲
受
け
（
以
下
「
合

併
等
」
と
い
う
。
）
の
事
由
の
別
 

 

５
 
合
併
等
の
当
事
者
の
住
所
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 

６
 
合
併
等
の
理
由
 

 

７
 
法
第

12
条
の
２
第
１
項
第
４
号

の
事
由
の
発
生
に
係
る
当
事
者
の
住

所
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 

８
 
申
請
者
の
特
定
関
係
法
人
と
な
つ

た
事
由
 

 

参
考
事
項
 

 

注
１

 
［
同
左
］
 

２
 
３
の
項
に
つ
い
て
は
、
法
第

12
条
の
２
第
１
項
第
１
号
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
、
法
第

33
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
も
の
又
は
法
第

34
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。
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8頁 

２
 
３
の
項
か
ら
５
の
項
ま
で
に
つ
い
て
は
、
法
第

12
条
の
２
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
該
当
す

る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 
６
の
項
及
び
７
の
項
に
つ
い
て
は
、
法
第

12
条
の
２
第
１
項
第
７
号
に
該
当
す
る
場
合
に
記
載
す
る
こ

と
。
 

４
 
注
記
す
べ
き
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
「
参
考
事
項
」
の
項
に
そ
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

５
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

３
 
４
の
項
か
ら
６
の
項
ま
で
に
つ
い
て
は
、
法
第

12
条
の
２
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
該
当
す
る

場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

４
 
７
の
項
及
び
８
の
項
に
つ
い
て
は
、
法
第

12
条
の
２
第
１
項
第
４
号
に
該
当
す
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と

。
 

５
 
［
同
左
］
 

６
 
［
同
左
］
 

様
式
第
４
の
３
（
第
４
条
の
２
第
３
項
第

14
号
関
係
）
 

［
略
］
 

様
式
第
４
の
３
（
第
４
条
の
２
第
３
項
第

12
号
関
係
）
 

［
同
左
］
 

様
式
第

1
6（

第
22

条
の

11
関
係
）
 禁
止
行
為
等
規
定
遵
守
措
置
等
報
告
書
 

［
略
］
 

電
気
通
信
事
業
法
第

31
条
第

10
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
の
と
お
り
禁
止
行
為
、
子
会
社
等
監
督
及
び
体
制

整
備
等
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
を
報
告
し
ま
す
。
 

［
注
略
］
 

様
式
第

1
6（

第
22

条
の
８
関
係
）
 

禁
止
行
為
等
規
定
遵
守
措
置
等
報
告
書
 

［
同
左
］
 

電
気
通
信
事
業
法
第

31
条
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
の
と
お
り
禁
止
行
為
、
子
会
社
等
監
督
及
び
体
制
整

備
等
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
を
報
告
し
ま
す
。
 

［
注
同
左
］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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9頁 

（
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対

象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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10頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
会
社
に
係
る
目
的
達
成
業
務
の
届
出
） 

（
目
的
達
成
業
務
の
届
出
） 

第
一
条 
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
営
む
こ
と
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
業
務
の
開
始
の

日
の
七
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
一
条 

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本

電
信
電
話
株
式
会
社
（
以
下
「
地
域
会
社
」
と
い
う
。
）
は
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
会
社
及
び
地
域
会
社
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
営
む
こ
と
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
当
該
業
務
の
開
始
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
四 

略
］ 

［
一
～
四 

同
上
］ 

（
地
域
電
気
通
信
業
務
等
か
ら
除
か
れ
る
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
） 

 

第
一
条
の
二 

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
伝
送
路
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役

務
以
外
の
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
第
十
三
号
の
二
に

規
定
す
る
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
サ
ー
ビ
ス 

 

二 

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス 

 

三 

そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
役
務 

 

２ 

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
設
備
は
、
専
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
接
続
点

間
の
通
信
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
と
す
る
。 

 

（
地
域
会
社
に
係
る
目
的
達
成
業
務
等
の
届
出
） 

（
地
域
会
社
が
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
り
地
域
電
気
通
信
業
務
を
営
む
も
の
と
さ
れ
た
都
道
府
県
の
区

域
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
行
う
地
域
電
気
通
信
業
務
の
届
出
） 

第
二
条 

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
以
下
「
地
域
会
社
」
と
い
う
。
）
は

、
法
第
二
条
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同

号
に
掲
げ
る
業
務
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

業
務
の
内
容 

二 

業
務
の
開
始
の
日 

三 

業
務
を
営
む
理
由 

２ 

地
域
会
社
は
、
法
第
二
条
第
四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
業
務
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

業
務
の
内
容
及
び
区
域 

二 

業
務
の
開
始
の
日 

三 

業
務
を
営
む
理
由 

第
二
条 

地
域
会
社
は
、
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
地
域
電
気
通
信
業
務
を
営
む
こ
と
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
業
務
の
開
始
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

業
務
の
内
容
及
び
区
域 

二 

業
務
の
開
始
の
日 

三 

業
務
の
収
支
の
見
込
み 

四 

所
要
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法 

五 

業
務
を
営
む
理
由 

（
活
用
業
務
か
ら
除
く
業
務
） 

（
活
用
業
務
の
届
出
） 

第
二
条
の
四 

法
第
二
条
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二

号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
放
送
の
業
務
と
す
る
。 

第
二
条
の
四 

地
域
会
社
は
、
法
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
を
営
む
た
め

に
保
有
す
る
設
備
若
し
く
は
技
術
又
は
そ
の
職
員
を
活
用
し
て
行
う
電
気
通
信
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
営
む
こ

と
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
業
務
の
開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
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11頁 

載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

業
務
の
内
容 

 

二 

業
務
の
開
始
の
日 

 

三 

業
務
の
収
支
の
見
込
み 

 

四 

所
要
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法 

 

五 

業
務
を
営
む
理
由 

 

六 

活
用
す
る
設
備
若
し
く
は
技
術
又
は
職
員
の
概
要 

 

七 

電
気
通
信
事
業
の
公
正
な
競
争
を
確
保
す
る
た
め
に
講
ず
る
具
体
的
な
措
置 

（
実
施
基
準
の
届
出
） 

（
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
公
表
） 

第
二
条
の
五 

地
域
会
社
は
、
法
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
活
用
業
務
（

同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
活
用
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
一

の
届
出
書
に
、
実
施
基
準
（
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
実
施
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
変
更
の
届

出
の
場
合
は
、
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
条
の
五 

総
務
大
臣
は
、
第
一
条
、
第
二
条
及
び
前
条
の
届
出
書
を
受
理
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
当
該

届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
（
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
者
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な

利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を
除
く
。
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
実
施
基
準
の
記
載
事
項
） 

 

第
二
条
の
六 

実
施
基
準
に
は
、
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
必
要
な
内
容
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

業
務
の
概
要 

 

二 

業
務
の
実
施
方
法 

 

三 

業
務
の
収
支
計
画
の
方
針 

 

四 

所
要
資
金
の
調
達
方
針 

五 

活
用
す
る
設
備
若
し
く
は
技
術
又
は
職
員
の
概
要 

六 

電
気
通
信
事
業
の
公
正
な
競
争
の
確
保
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
営
ま
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

イ 

活
用
業
務
を
営
む
に
当
た
つ
て
地
域
会
社
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
に
お
け
る
同
等
性
を
確

保
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置 

 

ロ 

活
用
業
務
に
用
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
同
様
の
業
務
を
営
む
場
合
に
必
要
と

な
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
適
正
に
行
う
た
め
に
講
ず
る
措
置 

 

ハ 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
活
用
業
務
と
同
様
の
業
務
を
営
む
に
当
た
つ
て
必
要
不
可
欠
な
情
報
（
地
域

会
社
が
保
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
適
正
に
行
う
た
め
に
講
ず

る
措
置 

 

ニ 

活
用
業
務
に
係
る
営
業
活
動
に
お
い
て
、
地
域
電
気
通
信
業
務
に
際
し
て
知
り
得
た
情
報
（
他
の
電
気

通
信
事
業
者
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
の
確
保
の
た
め
そ
の
公

正
な
取
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
目
的
外
利
用
そ
の
他
の
不
公
正
な
行
為
を
防
止
す
る
た

め
の
体
制
を
整
備
す
る
措
置 

ホ 

活
用
業
務
に
係
る
会
計
と
他
の
業
務
に
係
る
会
計
と
を
区
分
し
て
整
理
す
る
措
置 

 

ヘ 

そ
の
他
活
用
業
務
（
電
気
通
信
業
務
に
関
連
し
な
い
業
務
を
除
く
。
）
を
営
む
に
当
た
つ
て
他
の
電
気

通
信
事
業
者
に
対
す
る
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置 

 

31



 

 

12頁 

（
活
用
業
務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
報
告
） 

第
二
条
の
七 

地
域
会
社
は
、
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
毎
事
業
年

度
経
過
後
六
月
以
内
に
、
様
式
第
二
の
報
告
書
に
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
新
設
］ 

 

一 

当
該
事
業
年
度
に
開
始
し
た
活
用
業
務
の
概
要 

 

二 

活
用
業
務
を
営
む
に
当
た
つ
て
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
に
お
け
る
同
等
性
を
確
保
す
る
た
め
に

講
じ
た
措
置 

三 

活
用
業
務
に
用
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
同
様
の
業
務
を
営
む
場
合
に
必
要
と
な

る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
適
正
に
行
う
た
め
に
講
じ
た
措
置 

四 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
活
用
業
務
と
同
様
の
業
務
を
営
む
に
当
た
つ
て
必
要
不
可
欠
な
情
報
（
地
域
会

社
が
保
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
適
正
に
行
う
た
め
に
講
じ
た
措

置 

五 

活
用
業
務
に
係
る
営
業
活
動
に
お
い
て
、
地
域
電
気
通
信
業
務
に
際
し
て
知
り
得
た
情
報
の
目
的
外
利
用

そ
の
他
の
不
公
正
な
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置 

六 

活
用
業
務
に
係
る
会
計
と
他
の
業
務
に
係
る
会
計
と
を
区
分
し
て
整
理
し
た
措
置
及
び
活
用
業
務
に
関
す

る
収
支
の
状
況 

七 

活
用
業
務
（
電
気
通
信
業
務
に
関
連
し
な
い
業
務
を
除
く
。
）
を
営
む
に
当
た
つ
て
他
の
電
気
通
信
事
業

者
に
対
す
る
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置 

 

八 

サ
ー
ビ
ス
ご
と
の
契
約
の
状
況 

 

（
実
施
基
準
等
に
記
載
し
た
事
項
の
公
表
） 

 

第
二
条
の
八 

地
域
会
社
は
、
実
施
基
準
又
は
前
条
の
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
届
出
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

、
当
該
実
施
基
準
又
は
当
該
報
告
書
（
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
者
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他

正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
新
設
］ 

（
外
国
人
等
議
決
権
割
合
の
公
告
等
） 

（
公
告
） 

第
六
条 

［
略
］ 

第
六
条 

［
同
上
］ 

２ 

法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
会
社
の
定
款
で
定
め
る
公
告
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
様
式
第
三
の
報
告
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
六
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
会
社
の
定
款
で
定
め
る
公
告
の
方
法
と
す
る
。 

３ 

法
第
六
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

変
更
前
の
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
百
分
の
三
十
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更
後
の
外
国
人
等

議
決
権
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
と
な
る
変
更 

 

二 

変
更
前
の
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
場
合
（
変
更
前
の
外
国
人
等
議
決
権
割
合

に
関
し
て
、
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
株
主
名
簿
に
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
て
い

な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
変
更
後
の
外
国
人
等
議
決
権
割
合
の
増
加
が
千
分
の
一
以
上
で
あ
る

変
更
又
は
変
更
後
の
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
三
分
の
一
以
上
と
な
る
変
更 

 

三 

変
更
前
の
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
場
合
（
前
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。

）
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
等
議
決
権
割
合
の
変
更 
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４ 

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
様
式
第
四
の
報
告
書
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
変
更
が
あ
つ

た
後
速
や
か
に
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
新
設
］ 

５ 

法
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
様
式
第
五
の
報
告
書
に
よ
り
、
会
社
の
毎
事
業
年
度
終
了
後
三

月
以
内
に
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
新
設
］ 

６ 

法
第
六
条
第
六
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
会
社
の
事
業
年
度
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

（
取
締
役
及
び
監
査
役
の
就
任
等
の
届
出
） 

（
取
締
役
及
び
監
査
役
の
就
任
等
の
届
出
） 

第
七
条 

法
第
十
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
代
表
取
締
役
、
取
締
役
又
は
監
査
役
が
就
任
し
、
又

は
退
任
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

第
七
条 

法
第
十
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
代
表
取
締
役
、
取
締
役
又
は
監
査
役
が
就
任
し
、
又

は
退
任
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

２
・
３ 

［
略
］ 

２
・
３ 

［
同
上
］ 

４ 

法
第
十
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
が
あ
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以

内
に
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
住
所
の
変
更

を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
様
式
第

七
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
書
に
は
、
前
項
第
一

号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

法
第
十
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
が
あ
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以

内
に
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
変
更
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
様
式
第
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
届
出
書
に
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
合
併
、
分
割
又
は
解
散
の
決
議
の
認
可
） 

（
合
併
、
分
割
又
は
解
散
の
決
議
の
認
可
） 

第
九
条 

会
社
及
び
地
域
会
社
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
、
分
割
又
は
解
散
の
決
議
の
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
解
散
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
第
二
号
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条 

会
社
及
び
地
域
会
社
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
、
分
割
又
は
解
散
の
決
議
の
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
（
解
散
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第

一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
事
項
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項 

一 

［
同
上
］ 

イ 

合
併
の
場
合 

吸
収
合
併
後
存
続
す
る
法
人
（
次
号
ロ
及
び
次
項
第
五
号
イ
に
お
い
て
「
吸
収
合
併
存

続
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
新
設
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
（
同
号
イ
に
お
い
て
「
新
設
合
併
設
立
会

社
」
と
い
う
。
）
の
商
号
及
び
住
所
並
び
に
合
併
の
方
法
及
び
条
件 

イ 

合
併
の
場
合 

吸
収
合
併
後
存
続
す
る
会
社
（
以
下
「
吸
収
合
併
存
続
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
新
設

合
併
に
よ
り
設
立
す
る
会
社
（
以
下
「
新
設
合
併
設
立
会
社
」
と
い
う
。
）
の
商
号
及
び
住
所
並
び
に
合

併
の
方
法
及
び
条
件 

ロ 

分
割
の
場
合 

吸
収
分
割
を
す
る
法
人
が
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
当
該
法
人
か
ら
承
継
す
る
法
人
（
次
号
ロ
及
び
次
項
第
五
号
ロ
に
お
い
て
「
吸
収
分
割
承
継
会
社
」

と
い
う
。
）
又
は
新
設
分
割
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
（
同
号
ロ
に
お
い
て
「
新
設
分
割
設
立
会
社
」
と
い

う
。
）
の
商
号
及
び
住
所
並
び
に
分
割
の
方
法
及
び
条
件 

ロ 

分
割
の
場
合 

会
社
又
は
地
域
会
社
が
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
会

社
又
は
地
域
会
社
か
ら
承
継
す
る
会
社
（
以
下
「
吸
収
分
割
承
継
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
新
設
分
割
に

よ
り
設
立
す
る
会
社
（
以
下
「
新
設
分
割
設
立
会
社
」
と
い
う
。
）
の
商
号
及
び
住
所
並
び
に
分
割
の
方

法
及
び
条
件 

ハ 

［
略
］ 

ハ 

［
同
上
］ 

二 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
反
対
株
主
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
者
の
所
有
す
る
株
式
の
数 

二 

［
同
上
］ 

イ 

会
社
が
、
吸
収
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
吸
収
分
割
を
す
る
会
社
と
な
る
場
合 

会
社
法
第
七

百
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
反
対
株
主 

イ 

会
社
が
、
吸
収
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
吸
収
分
割
す
る
会
社
と
な
る
場
合 

会
社
法
第
七
百

八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
反
対
株
主 

ロ 

［
略
］ 

ロ 

［
同
上
］ 

ハ 

会
社
が
、
新
設
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
新
設
分
割
を
す
る
会
社
と
な
る
場
合 

会
社
法
第
八

百
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
反
対
株
主 

ハ 

会
社
が
、
新
設
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
会
社
法
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
新
規
分
割
設
立
株
式
会
社
が
新
設
分
割
に
よ
り
新
規
分
割
す
る
会
社
と
な
る
場
合 

同
法
第
八
百
六
条

第
二
項
に
規
定
す
る
反
対
株
主 
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［
三
・
四 

［
略
］ 

［
三
・
四 

同
上
］ 

２ 
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
解
散
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
解
散
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

第
一
号
の
書
類
に
限
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
四 
略
］ 

［
一
～
四 

同
上
］ 

五 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
書
類 

五 

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
書
類 

［
イ
・
ロ 
［
略
］ 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

３ 

法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

す
る
。 

一 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
資
本
金
と
し
て
計
上
し
た
額
が
三
億
円
を
超
え
る
こ
と
。 

二 

最
終
事
業
年
度
の
売
上
高
が
三
十
億
円
を
超
え
る
こ
と
。 

［
新
設
］ 

４ 

法
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
最
終
事
業
年
度
の
売
上
高
が
三
十
億
円
を
超

え
る
も
の
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

５ 

法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
合
併
又
は
分
割
は
、
電
気
通
信
事
業
を
営
ま
な
い
法
人

若
し
く
は
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
権
利
義
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
承
継
し
、
又
は
承
継
さ
せ

る
も
の
（
会
社
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
（
分
割
に
あ
つ
て
は
、
第
一

号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
達
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
資
本
金
と
し
て
計
上
し
た
額
が
五
億
円
を
超
え
る
こ
と
。 

 

二 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
（
分
割
に
あ
つ
て
は
、
当
該

分
割
に
際
し
て
承
継
し
、
又
は
承
継
さ
せ
る
負
債
の
額
）
が
二
百
億
円
を
超
え
る
こ
と
。 

 

三 

合
併
又
は
分
割
に
係
る
事
業
の
最
終
事
業
年
度
の
売
上
高
が
五
十
億
円
を
超
え
る
こ
と
。 

 

四 

合
併
又
は
分
割
に
係
る
事
業
に
従
事
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
を
超
え
る
こ
と
。 

 

（
重
要
な
設
備
等
の
譲
渡
等
の
認
可
） 

（
重
要
な
設
備
の
譲
渡
等
の
認
可
） 

第
十
二
条 

法
第
十
三
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
処
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

廃
棄
（
現
に
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
用
に
供
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
場

合
、
移
転
若
し
く
は
交
換
そ
の
他
の
代
替
と
な
る
も
の
が
確
保
さ
れ
る
場
合
又
は
災
害
復
旧
の
場
合
に
お
け

る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

当
事
者
の
合
意
が
な
い
限
り
破
棄
又
は
終
了
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
契
約
に
よ
る
使
用
権
の
設
定 

２ 

法
第
十
三
条
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
及
び
土
地
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
現
に
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
用
に
供
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い

場
合
、
移
転
若
し
く
は
交
換
そ
の
他
の
代
替
と
な
る
も
の
が
確
保
さ
れ
る
場
合
又
は
災
害
復
旧
の
場
合
に
お
い

て
譲
り
渡
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。 

一 

局
舎 

二 

電
柱 

三 

鉄
塔 

四 

管
路 

五 

と
う
道 

六 

局
舎
の
用
に
供
す
る
土
地 

第
十
二
条 

地
域
会
社
は
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
幹
線
路
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
重
要
な
電
気
通

信
設
備
の
譲
渡
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
面
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

譲
渡
し
よ
う
と
す
る
設
備
の
内
容 

二 

譲
渡
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

三 

所
有
権
以
外
の
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
権
利
の
種
類 

四 

対
価
の
額 

五 

対
価
の
受
領
の
時
期
及
び
方
法
そ
の
他
の
譲
渡
の
条
件 

六 

譲
渡
の
理
由 

２ 
地
域
会
社
は
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
幹
線
路
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
重
要
な
電
気
通
信
設
備

を
担
保
に
供
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
担
保
に
供
す

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
設
備
の
内
容 

二 

権
利
を
取
得
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

三 

設
備
を
第
三
者
の
た
め
に
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 
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３ 

地
域
会
社
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
各
号
に
掲
げ
る
物
の
譲
渡
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
物
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

譲
渡
し
よ
う
と
す
る
物
の
内
容 

四 

権
利
の
種
類 

五 

担
保
さ
れ
る
債
権
の
額 

六 

担
保
に
供
す
る
理
由 

二 

譲
渡
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

三 

所
有
権
以
外
の
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
権
利
の
種
類 

四 

対
価
の
額 

五 

対
価
の
受
領
の
時
期
及
び
方
法
そ
の
他
の
譲
渡
の
条
件 

六 

譲
渡
の
理
由 

４ 

地
域
会
社
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
各
号
に
掲
げ
る
物
を
担
保
に
供
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
物
を
担
保
に
供
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

面
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
物
の
内
容 

二 

権
利
を
取
得
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

三 

物
を
第
三
者
の
た
め
に
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

四 

権
利
の
種
類 

五 

担
保
さ
れ
る
債
権
の
額 

六 

担
保
に
供
す
る
理
由 

５ 

地
域
会
社
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
各
号
に
掲
げ
る
物
に
つ
い
て
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
同

号
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
法
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
物
の
内
容 

二 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
処
分
に
要
す
る
費
用 

三 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
理
由 

６ 

地
域
会
社
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
各
号
に
掲
げ
る
物
に
つ
い
て
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
同

号
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
法
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
物
の
内
容 

二 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
処
分
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

三 

対
価
の
額 

四 

対
価
の
受
領
の
時
期
及
び
方
法
そ
の
他
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
処
分
の
条
件 

五 

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
理
由 

 

様
式
第
１
（
第
２
条
の
５
関
係
）
 

実
施
基
準
（
変
更
）
届
出
書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

総
務
大
臣
殿
 

郵
便
番
号
 

［
新
設
］
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16頁 

住
所
 

名
称
 

代
表
者
氏
名
 

担
当
部
署
名
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と
。

な
お
、
担
当
部
署
等
が
あ
る
場
合
は
、

当
該
担
当
部
署
等
の
電
話
番
号
及
び
電

子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と

。
）
 

 
法
第
２
条
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
の
と
お
り
実
施
基
準
を
定
め
た
（
変
更
し
た
）
の
で
届
け
出
ま
す
。
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
２
（
第
２
条
の
７
関
係
）
 

活
用
業
務
実
施
状
況
等
報
告
書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

総
務
大
臣
殿
 

郵
便
番
号
 

住
所
 

名
称
 

代
表
者
氏
名
 

担
当
部
署
名
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と
。

な
お
、
担
当
部
署
等
が
あ
る
場
合
は
、

当
該
担
当
部
署
等
の
電
話
番
号
及
び
電

子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と

。
）
 

 
法
第
２
条
第

11
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
の
と
お
り
活
用
業
務
の
実
施
状
況
等
を
報
告
し
ま
す
。
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

 

［
新
設
］
 

様
式
第
３
（
第
６
条
第
２
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

外
国
人
等
議
決
権
割
合
報
告
書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

総
務
大
臣
殿
 

郵
便
番
号
 

住
所
 

名
称
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17頁 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部
署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部
署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

外
国
人
等
議
決
権
割
合
に
つ
い
て
、
法
第
６
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
添
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

 

様
式
第
４
（
第
６
条
第
４
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

外
国
人
等
議
決
権
割
合
変
更
報
告
書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

総
務
大
臣
殿
 

郵
便
番
号
 

住
所
 

名
称
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部
署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部
署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

外
国
人
等
議
決
権
割
合
に
変
更
が
あ
つ
た
の
で
、
法
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
報
告
し
ま
す
。
 

変
更
年
月
日
 

 

変
更
の
理
由
 

 

変
更
前
の
外
国
人
等
議
決
権
割
合
 

 

変
更
後
の
外
国
人
等
議
決
権
割
合
 

 

注
１
 
外
国
人
等
議
決
権
割
合
は
、
小
数
点
第
３
位
を
四
捨
五
入
し
て
小
数
点
第
２
位
ま
で
記
載
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
四
捨
五
入
前
の
数
値
が
３
分
の
１
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
小
数
点
第
３
位
を
四
捨

五
入
し
て

33.
33
％
と
な
り
、
四
捨
五
入
す
る
前
の
割
合
が
３
分
の
１
未
満
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

な
い
と
き
は
、
四
捨
五
入
せ
ず
、
割
合
が
３
分
の
１
未
満
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
小
数
点
以
下
の
位
ま

で
記
載
し
、
そ
の
位
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
て
記
載
す
る
こ
と
（
例
：
33.

33
321

％
の
場
合
は

33. 

3
332

％
ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
）
。
 

２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

 

様
式
第
５
（
第
６
条
第
５
項
関
係
）
 

［
新
設
］
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18頁 

     

外
国
人
等
議
決
権
割
合
に
係
る
規
定
の
遵
守
の
た
め
講
じ
た
措
置
の
実
施
状
況
報
告
書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

総
務
大
臣
殿
 

郵
便
番
号
 

住
所
 

名
称
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部
署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部
署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

法
第
６
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら

 
 
年
 

 
月

 
 
日
ま
で
の
間
の
外
国

人
等
議
決
権
割
合
に
係
る
規
定
の
遵
守
の
た
め
講
じ
た
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
し
ま

す
。
 

関
係
職
員
の
知
識
の
取
得
及
び
向

上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
研
修
そ

の
他
の
措
置
の
実
施
状
況
 

 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

 

様
式
第
６
（
第
７
条
第
１
項
関
係
）
 

［
略
］
 

様
式
第
１
（
第
７
条
第
１
項
関
係
）
 

［
同
左
］
 

様
式
第
７
（
第
７
条
第
４
項
関
係
）
 

［
略
］
 

様
式
第
２
（
第
７
条
第
４
項
関
係
）
 

［
同
左
］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
）
は
注
記
で
あ
る
。 

38



 

 

十九頁 

 
 

 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
○
月
○
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
地
域
会
社
（
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
域
会
社
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
改
正
法
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二

条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
活
用
業
務
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
活
用
業
務
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
す
る
。 

３ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
地
域
会
社
が
営
ん
で
い
る
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
電
信
電
話

株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
電
気
通
信
業
務
そ
の
他
の
業
務
に
つ
い
て
の
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
中
「
活
用
業
務
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
活
用
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
始
の
日
の
三

十
日
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
八
年
総
務
省
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二十頁 

令
第 

 
 

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
」
と
す
る
。 
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1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
勘
案
し
て

総
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

林 
 

芳
正 

 

一 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
に
係
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 

イ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
株
式
会
社 

 

ロ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
株
式
会
社 

 

ハ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
ビ
ジ
ネ
ス
株
式
会
社 

 

ニ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ 

一 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
株
式
会
社
に
係
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 

イ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
株
式
会
社 

 

ロ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ 

 

ハ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
ビ
ジ
ネ
ス
株
式
会
社 

 

ニ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ 
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2頁 

三 
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
株
式
会
社
に
係
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 

イ 
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
株
式
会
社 

 

ロ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ 

 

ハ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
ビ
ジ
ネ
ス
株
式
会
社 

 

ニ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ 

 

42



 

 

一頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
一
条
第
十
一
項
第
一
号
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施

行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
二
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
関
係
事
業
者
を
次
の

よ
う
に
指
定
す
る
。 

な
お
、
令
和
二
年
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
号
（
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
関

係
事
業
者
の
指
定
に
関
す
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

林 
 

芳
正 

 

一 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
株
式
会
社
に
係
る
特
定
関
係
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
と
す
る
。 

 

イ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
ビ
ジ
ネ
ス
株
式
会
社 

 

ロ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ 

 

ハ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ 

二 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
株
式
会
社
に
係
る
特
定
関
係
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
と
す
る
。 

 

イ 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
ビ
ジ
ネ
ス
株
式
会
社 

 

ロ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ 

 

ハ 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ 
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「グループ内合併等に伴う登録の更新制度に当たっての基本的考え方」 

令和８年●月●日 

総 務 省 

 

第１ 電気通信事業法第１２条の２第１項第４号の規定による登録の更新制度の審査

対象に関する基本的考え方 

 

１ グループ内合併等の審査制度 

 

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「法」という。）におけるグルー

プ内合併等審査制度は、法第１２条の２第１項第４号の規定に基づき、 

①第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者1（以下「第一種指定電気通

信設備設置事業者」という。） 

②第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者であって禁止行為等規定の

適用を受ける電気通信事業者2（以下「移動通信市場における禁止行為等規定適

用事業者」という。） 

が、その特定関係法人3との間で「特定電気通信事業」（後述２参照）に該当する電

気通信事業について、以下のいずれかの合併等（以下総称して「グループ内合併等」

という。）を行った場合に、当該事由4が生じた日から起算して３月以内に登録の更

新を受けなければならないとしている。 

(1)特定電気通信事業を営む法人を吸収合併したとき 

(2)吸収分割により特定電気通信事業の全部又は一部を承継したとき 

(3)特定電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき 

総務大臣は、登録の更新の申請を受けた場合には、登録の更新の欠格事由（禁止行

為等規定を遵守するための体制の整備等を含む。）5に該当しないか否かの審査を行い、

当該欠格事由に該当しないと確認できた場合に、登録の更新を行うこととしている。 

 

２ グループ内合併等審査の対象 

 

グループ内合併等審査の対象は、市場支配的事業者（上記１①、②の電気通信事業

 
1 法第３３条第２項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者 
2 法第３０条第１項の規定により指定された電気通信事業者 
3 法第１２条の２第４項第１号の関係にある法人（いわゆるグループ企業） 
4 法第１２条の２第１項第４号の規定に係る事由（吸収合併、吸収分割による事業の全部または一部の承

継、及び事業の全部又は一部の譲り受け）に該当するか否かは、会社法の解釈に準じることが適当である。

なお、会社法上の特別決議が不要となる場合（会社法第４６８条、第７８４条、第７９６条）であっても、

特定電気通信事業を含むものであれば、電気通信事業法上の登録の更新の対象となる。 
5 法第１２条の２第２項で読み替えて準用する法第１２条 
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者をいう。以下同じ。）によるグループ内合併等の相手となる法人（以下「承継元法

人」という。）が、「特定電気通信事業」を営んでいる場合に限るとされている。「特

定電気通信事業」とは、市場支配的事業者が新たに営むこととなった場合に、電気通

信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が大きいものとして、電気通信事業法施行

規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「規則」という。）第４条の２の３第１項

各号により、以下の電気通信事業とされている。 

①第一種指定電気通信設備設置事業者によるグループ内合併等の場合：総務大臣

が指定する者が営む全ての電気通信事業 

②移動通信市場における禁止行為等規定適用事業者によるグループ内合併等の場

合：総務大臣が指定する者が営む電気通信事業のうち、禁止行為等規定の相手

方の指定に係る電気通信事業 

 

これは、法第１２条の２第１項第４号の規定によるグループ内合併等に係る登録の

更新制度の趣旨が、禁止行為等規定がグループ内合併等を通じて潜脱されること等を

防止する点にあるところ、第一種指定電気通信設備設置事業者については、禁止行為

等規定の相手方は限定されておらず、移動通信市場における禁止行為等規定適用事業

者については、その相手方は、総務大臣が指定した者に限定されていることを踏まえ、

グループ内合併等審査の対象についても、当該指定の根拠となっている電気通信事業

を審査対象とすることが適当であるためである。 

 

（１）「特定電気通信事業」を営む電気通信事業者の指定に当たっての考え方 

グループ内合併等審査は、規則第４条の２の３第１項各号に基づき総務大臣が

指定した電気通信事業者が承継元法人である場合に行われることとなるが、当該

指定は、審査制度の趣旨を踏まえ、禁止行為等規定の相手方から指定する。 

指定にあたっては、法人の規模、市場支配的事業者との関係性（資本関係等）、

グループ内の電気通信事業における役割、電気通信市場と密接に関連した市場に

おける地位などを勘案し、市場検証委員会6の意見も聴取した上で、（グループ内

合併等により市場支配的事業者と一体となることにより、禁止行為等規制が適用

されなくなることで）不当に優先的な取扱い等が行われた場合に、電気通信市場

における公正競争に重大な影響を及ぼすおそれのある電気通信事業を営む電気通

信事業者に限定7して指定することとする。 

 
6 情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会市場検証委員会 
7 「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方 最終答申」（令和７年２月３日情報通信審議会）では、「で

きる限り規制コストを最小化し、自由な経営判断に基づく組織再編を阻害しない観点から、合併等の審査

の対象は、公正競争に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限定することが適当」とされている。 
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（２）グループ内合併等の審査対象となる「特定電気通信事業」の考え方 

【第一種指定電気通信設備設置事業者によるグループ内合併等の場合】 

第一種指定電気通信設備設置事業者の禁止行為等規定においては、その相手方

となる電気通信事業者は限定されておらず、法第３０条第４項第２号の規定に基

づき、特定関係法人を含む全ての電気通信事業者が営む全ての電気通信事業が対

象となることを踏まえ、（１）により指定された承継元法人たる電気通信事業者

が営む全ての電気通信事業が「特定電気通信事業」として、グループ内合併等審

査の対象となる。 

【移動通信市場における禁止行為等規定適用事業者によるグループ内合併等の場合】 

移動通信市場における禁止行為等規定適用事業者の禁止行為等規定においては、

その相手方となる電気通信事業者は、「電気通信事業法第３０条第１項及び第３

項第２号の規定による電気通信事業者の指定に当たっての基本的考え方」（以下

「禁止行為指定ガイドライン」という。）に基づき、特定の電気通信役務8のいず

れかの契約数等が５万以上であるものが指定されていることを踏まえ、（１）に

より指定された電気通信事業者が営む事業のうち、原則として、契約数等が５万

以上となる役務に係る電気通信事業が「特定電気通信事業」として、グループ内

合併等審査の対象となる。 

ただし、契約数等が５万未満となった場合においても、禁止行為等規定の相手

方の指定が解除されていない限り9、当該指定の根拠となっている電気通信事業は、

引き続きグループ内合併等の審査対象範囲に含まれる。 

 

第２ グループ内合併等に伴う登録の更新の審査に関する基本的考え方 

 

上記のとおり、グループ内合併等に係る登録の更新制度の趣旨は、禁止行為等規定

がグループ内会社との合併等を通じて潜脱されること等により、電気通信市場におけ

る公正競争に重大な影響が生じることを防止する点にある。 

このため、グループ内合併等に伴う登録の更新に当たっては、以下の２つの観点か

 
8 禁止行為指定ガイドラインの「２ 電気通信事業法第３０条第３項第２号の規定により禁止される行為の

相手方となる電気通信事業者の指定に当たっての基本的考え方」に列挙されている電気通信役務（携帯電

話（MVNO を含む）、IP 電話、インターネット接続サービス、FTTH アクセスサービス等）をいう。 
9 禁止行為指定ガイドラインでは、「契約数等のいずれもが５万未満となった場合には、直ちに指定を解除

するのではなく、（中略）移動通信市場への影響力を実質的に評価し、公正競争への懸念がないと認めら

れた場合のみ指定を解除する。」こととされている。なお、契約数等が５万未満となる具体例については、

市場における需要の低下により減少する場合のほか、禁止行為等規定の相手方がその子会社等に対して電

気通信役務の全部又は一部を移管する事例なども想定される。 
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ら審査を行う。 

 

（１）電気通信市場の公正な競争への影響の観点 

「特定電気通信事業」に係る合併、分割、事業譲渡等が行われた場合、特定電気通

信事業の全部又は一部が市場支配的事業者に承継されることになるため、審査にあた

っては、当該承継に伴い、電気通信市場の公正な競争への影響がどの程度生じるかを

評価する10。評価にあたっては、承継後の市場シェアのほか、以下の点も踏まえて市

場への影響を実質的に評価する。 

・承継した電気通信事業の運営方法 

（市場支配的事業者の既存の電気通信事業と一体的に運営されるのか否か） 

・事業規模（資本金、収益、従業員数） 

・関連市場への影響力、ブランド力 

・製品・サービスの多様性 

・潜在的な競争の不在 

・技術上の優位性・卓越性 

・需要及び供給の代替性、価格の弾力性 

 

なお、移動通信市場における禁止行為等規定適用事業者に係るグループ内合併等に

関しては、前述のとおり、承継元たる法人の「契約数等が５万未満になった場合」で

も、禁止行為等規定の相手方の指定が解除されず、グループ内合併等審査の対象とな

る場合も存在する。この際の審査にあたっては、当該指定の解除を行わない根拠とな

る電気通信市場への影響11の観点からも実質的な評価を行う。 

 

（２）公正競争確保のための措置の確保の観点 

上記（１）により、電気通信市場の公正な競争への影響が生じるおそれがあると評

価した場合には、市場支配的事業者によるグループ内合併等が行われることにより、

禁止行為等規定をはじめとした公正競争確保のための措置が確保されるかどうかを

審査する。 

具体的には、禁止行為等規定により、市場支配的事業者による不当優遇の禁止等の

対象となっている事業が承継される場合であって、公正競争確保のためには承継後も

 
10 法及び規則において、「特定電気通信事業」とは、「電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼすものが

大きいもの」と定義されているが、当該事業の一部の譲渡であっても審査対象となり得るため、譲渡の規

模（利用者数・売上高等）によっては、電気通信市場の公正な競争への影響が生じない場合も想定される。 
11 例えば、禁止行為等規定の相手方に指定された電気通信事業者が、その指定の根拠となった電気通信役

務の契約主体を子会社等に移管し、当該指定が解除されない場合の根拠が、「契約主体を子会社に移管し

ても、市場への実質的な影響力は親会社に残っている」といった場合には、当該移管前の禁止行為等規定

の相手方たる親会社による市場への影響力を評価することになる。 
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引き続き当該優遇の禁止等が必要となる場合に、承継した事業を営む部門と他の電気

通信事業者との間の公平な取扱いに関する措置が取られているか否か等を確認12す

る。 

審査の結果、公正競争の確保等の観点から懸念があると判断した場合には、登録の

更新にあたり、当該懸念に対応した条件を付すこと等により対応する。 

 

具体的には、以下のような条件を付すこと等が考えられるが、実際に付される条件

はこれに限られない。 

・市場支配的事業者が有する非開示情報（顧客情報・卸先事業者情報等）を、合併

等により承継した電気通信事業を営む部門が不当に利用することがないよう、入

退室管理やアクセス制限等のファイヤーウォール措置を講じること。 

・市場支配的事業者が有するボトルネック設備の利用や関連する情報の提供等につ

いて、承継した電気通信事業を営む部門と他の電気通信事業者との間の手続や条

件の同等性を約款等により確保すること。 

・社内規程等を整備・通達し、合併等により新たに市場支配的事業者の役職員とな

った者に対して、禁止行為規定等に関する社内研修を実施すること。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 市場支配的事業者から提出される法第１２条の２第２項において準用する同法第１０条で定める書類の

ほか、必要に応じて公正競争確保に関する追加的な資料等の提出を求める場合がある。 
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「電気通信事業法第３０条第１項及び第３項第２号の規定による電気通信事業者の指定に当

たっての基本的考え方」 

令 和 ８ 年 ● 月 ● 日 

総 務 省 

 

１ 電気通信事業法第３０条第１項の規定による禁止行為等の規定の適用を受ける電

気通信事業者（移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者）の指定に当たっ

ての基本的考え方 

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第３０条第１項の規定による「指定」

は、 

① 第二種指定電気通信設備を設置している電気通信事業者について、 

② 当該電気通信事業者の第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の

業務に係る最近１年間における収益の額の市場に占める割合（以下「市場シェア」

という。）が２５％を超えている場合において、 

③ 市場シェアの推移その他の事情を勘案して 

行われる。 

したがって、市場シェアが２５％を割り込むなど上記①又は②の条件を満たさなく

なれば、指定は解除される。 

「その他の事情」としては、当該電気通信事業者の市場シェアの推移に加えて、市

場シェアの順位、競争事業者との市場シェアの格差及びこれらの変化の程度を中心に

勘案する。 

具体的には、以下のような基本的考え方に沿って制度を運用する。 

 

【基本的考え方】 

① 当該電気通信事業者が一定期間継続して４０％を超える高い市場シェアを有する

場合には、市場支配力が推定されることから、下記④で説明する諸要因を勘案した結

果、特段の事情が認められない限り指定する。 

 

② 一定期間継続して２５％を超え４０％以下の市場シェアを有する電気通信事業者

が存在する場合において、 

ア 当該電気通信事業者の市場シェアが１位であるときは、当該市場シェアの水準及

び下記④で説明する諸要因を勘案した結果、特に市場支配力が推定される場合に限

り指定する。 

イ 当該電気通信事業者の市場シェアが２位以下であるときは、市場シェアの順位が

１位の電気通信事業者との市場シェアの格差が小さく、かつ、下記④で説明する諸

要因を勘案した結果、特に市場支配力が推定される場合に限り指定する。 
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なお、この考え方如何にかかわらず、これまで２５％を下回る市場シェアを有する

電気通信事業者が、一時的に２５％を上回る市場シェアを有するに至った場合におい

ては、暫くはその推移を見守ることとし、直ちに指定しない。 

また、２５％を上回る市場シェアを有する電気通信事業者について、短期間に急激

に市場シェアが低下している場合や数年間にわたり市場シェアが相当程度低下して

いる場合においても、暫くはその推移等を見守ることとし、直ちに指定せず、又は指

定を解除する。 

 

③ 上記①及び②の市場シェアに基づく市場支配力の有無の判断に当たっては、各電気

通信事業者の総合的な事業能力を測定する必要があることから、当該電気通信事業者

の市場シェアに、当該電気通信事業者の特定関係法人（電気通信事業法第１２条の２

第４項第１号に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。）である電気通信事業者の

特定移動端末設備（電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第４条の４

第１項に規定する特定移動端末設備をいう。）と接続される伝送路設備を用いる電気

通信役務の提供の業務に係る最近１年間における収益の額の市場に占める割合を加

えたもので判断する。 

 

④ 上記①から③までの考え方を基本とするが、その際には、例えば以下のような当該

電気通信事業者の総合的な事業能力を測定するための諸要因も踏まえ、総合的に判断

する。 

・事業規模（資本金、収益、従業員数） 

・市場への影響力、ブランド力 

・製品・サービスの多様性 

・潜在的な競争の不在 

・技術上の優位性・卓越性 

・需要及び供給の代替性、価格の弾力性 

・共同支配 

 

ただし、制度上、市場シェアに基づく市場支配力の有無の判断は、各電気通信事業

者の業務区域を基本として行われることから、当該電気通信事業者の総合的な事業能

力についても、当該業務区域に即して判断する。 

 

２ 電気通信事業法第３０条第３項第２号の規定により禁止される行為の相手方とな

る電気通信事業者の指定に当たっての基本的考え方 

電気通信事業法第３０条第３項第２号の規定による「指定」は、同条第１項の規定

により指定された電気通信事業者（以下「禁止行為等規定適用事業者」という。）の
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特定関係法人である電気通信事業者のうちから行われる。 

これは、当該禁止行為等規定適用事業者の特定関係法人に関しては、事業の方針の

決定に対して重要な影響を与えること等ができるため、不当に優先的な取扱いをし、

又は利益を与えるおそれが高い一方で、当該電気通信事業者であっても、事業内容や

事業規模によっては、電気通信事業者間の公正な競争等を含めた電気通信の健全な発

達に及ぼす弊害が大きくない場合があるためである。 

このため、具体的には、以下のような基本的考え方に沿って制度を運用する。 

 

【基本的考え方】 

禁止行為等規定適用事業者の特定関係法人である電気通信事業者であっても、 

① 移動通信分野の電気通信役務や、これとのセット提供等が想定される電気通信役

務を提供しない場合（移動通信分野の電気通信役務にあっては、通信モジュール（特

定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。

以下同じ。）向けに提供する場合を含む。） 

② 上記①に該当しない場合であっても、その事業規模が著しく小さいとき 

については、電気通信事業者間の公正な競争等を含めた電気通信の健全な発達に及ぼ

す弊害が大きいものとはならない。 

このため、禁止行為等規定適用事業者の特定関係法人である電気通信事業者のうち、

以下の電気通信役務（通信モジュール向けに提供するものを除く。）のいずれかを提

供し、当該電気通信役務のいずれかの契約数等が５万以上であるものについて指定す

る。 

・携帯電話 

・ＰＨＳ 

・携帯電話・ＰＨＳアクセスサービス 

・３．９世代携帯電話アクセスサービス 

・ＢＷＡアクセスサービス 

・仮想移動電気通信サービス 

・加入電話 

・総合デジタル通信サービス（中継電話又は公衆電話であるもの及び国際総合デジタ

ル通信サービスを除く。） 

・ＩＰ電話 

・インターネット接続サービス 

・ＦＴＴＨアクセスサービス 

・ＤＳＬアクセスサービス 

・ＦＷＡアクセスサービス 

・ＣＡＴＶアクセスサービス 
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・公衆無線ＬＡＮアクセスサービス 

 

なお、この考え方如何にかかわらず、これまで当該電気通信事業者の直近の四半期

末における上記の電気通信役務の契約数等がいずれも５万未満である場合において、

当該契約数等のいずれかが一時的に５万以上となったときは、暫くはその推移を見守

ることとし、直ちに指定しない。ただし、上記の電気通信役務のいずれかの契約数等

が、１年以上継続して５万以上となっている場合及び１年以上継続して５万以上とな

っている電気通信役務を提供する電気通信事業を、当該事業を営む他の電気通信事業

者から譲渡され、又は合併、分割若しくは相続により譲り受けた場合においては、当

該事業を譲り受けた電気通信事業者を指定することとする。 

また、指定されている電気通信事業者の直近の四半期末における当該契約数等のい

ずれもが５万未満となった場合には、直ちに指定を解除するのではなく、契約数等の

推移を見守るほか、例えば、以下の点も踏まえて、市場検証委員会1の意見を聴きな

がら、移動通信市場への影響力を実質的に評価し、公正競争への懸念がないと認めら

れた場合のみ指定を解除2する。 

・禁止行為等規定適用事業者との資本関係 

・事業規模（資本金、収益、従業員数） 

・主力事業と移動通信市場との関連性の程度 

 

 
1 情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会市場検証委員会 
2 禁止行為等規定適用事業者の特定関係法人である電気通信事業者の指定又は解除は、情報通信行政・郵

政行政審議会への諮問が必要となる。（電気通信事業法第１６９条第２号） 
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ＮＴＴ株式会社等に係る公正競争の確保のために講ずる措置に関する指針 

 

令和８年●月策定 

        総 務 省 

１ 目的 

 ＮＴＴ持株 1、ＮＴＴ東日本 2及びＮＴＴ西日本 3については、昭和 63年以

降、旧ＮＴＴ4から分離や再編をしたＮＴＴドコモビジネス 5、ＮＴＴドコモ
6、ＮＴＴデータ 7、ＮＴＴデータグループ 8及びＮＴＴドコモソリューション

ズ 9を対象に、ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西 10の巨大・独占性の弊害等を排除し、

分離や再編されるＮＴＴグループ 11内事業者と他事業者との間の公平性等を確

保する観点から、分離や再編の際、「ネットワークの公平な提供」、「在籍出向

等の禁止」、「共同資材調達の禁止」等の各種条件が公表され、これが累次の公

正競争条件と位置づけられてきた。 

 そうした公正競争条件について、情報通信審議会答申「市場環境の変化に対

応した通信政策の在り方」（令和７年２月３日）において、「メタル固定電話が

中心の時代に作られたものであり、その後、市場環境や競争環境が変化し、Ｎ

ＴＴグループ内の組織再編によりグループ内の会社間の関係や事業内容等も変

化していること等に鑑みると、時代に即して現行化が必要な条件があると想定

されることから、個別の条件ごとにその要否・適否を検討し、必要な見直しを

行うことが適当」とされた。 

 これを踏まえ、令和７年の電気通信事業法の改正 12により、電気通信事業者

に係る措置として、特定の事業者との間の在籍出向や有利な条件での取引の禁

止が法定化され、市場検証委員会 13における議論を経て、令和８年の関係省令
14等の改正により、その詳細（有利な条件での取引禁止の対象に一般コロケー

ションを位置付ける等）が規定された。 

 本指針は、引き続き必要となる公正競争の確保のための措置のうち、電気通

 
1 ＮＴＴ株式会社をいう。 
2 ＮＴＴ東日本株式会社をいう。 
3 ＮＴＴ西日本株式会社をいう。 
4 ＮＴＴの再編成前の日本電信電話株式会社をいう。 
5 現ＮＴＴドコモビジネス株式会社（旧ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社）をいう。 
6 株式会社ＮＴＴドコモをいう。 
7 株式会社ＮＴＴデータをいう。 
8 株式会社ＮＴＴデータグループをいう。 
9 現ＮＴＴドコモソリューションズ株式会社（旧ＮＴＴコムウェア株式会社）をいう。 
10 ＮＴＴ持株、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の総称をいう。 
11 ＮＴＴ持株及びその傘下の各社について区別せず言及する場合をいう。 
12 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（令和 7 年法律第 46 号） 
13 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会 市場検証委員会 
14 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令（令和８年総務省令第●号） 
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信事業者以外のＮＴＴグループ各社に係るものについて、具体的な措置等を明

確化するものである。 

 

２ ＮＴＴ持株等に係る在籍出向の禁止 

 ＮＴＴグループ各社は、電気通信事業法及び同法の下位法令等に基づく公

正競争の確保のための規律の遵守に加え、次の措置を講ずること。 

 

○ ＮＴＴ持株とＮＴＴデータグループ又はＮＴＴデータとの間の社員の移

行は、転籍により行うこととし、出向形態による人事交流は行わないこ

と。 

 

〇 ＮＴＴ持株とＮＴＴドコモとの間の社員の移行は、転籍により行うこと

とし、出向形態による人事交流は行わないこと。 

 

〇 ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本とＮＴＴデータグループとの間の社員の

移行は、転籍により行うこととし、出向形態による人事交流は行わないこ

と。 

 

３ 共同資材調達の扱い 

⑴これまでの経緯等 

１に記載のとおり、旧ＮＴＴと分離会社 15との間の共同調達は認められてい

なかったが、情報通信審議会「電気通信事業分野における競争ルール等の包括

的検証」最終答申（令和元年 12 月 17 日）において、「ＮＴＴグループの共同

調達に係るルールの趣旨は引き続き維持しつつも、公正競争を阻害しない範囲

において例外的に共同調達を認めることは、調達コストの低減等の効果を通じ

て、利用者への利益の還元が期待されるとともに、グローバル展開や先端的な

研究開発に対する投資の促進に資する」旨が示されたこと等を受け、ＮＴＴ持

株・ＮＴＴ東西と分離会社との間における共同調達に関し、基本的考え方を示

すとともに、ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西及び分離会社が講ずる必要がある具体的

な措置等を明確化するものである。 

共同調達については、ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西が営む業務と責務との関係を

踏まえて、適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保等に寄与するものとし

つつ、その実施に当たっては電気通信事業の公正な競争の確保が前提となるこ

とを踏まえ、これらを充足し、かつ、バランスの取れたものとすることが必要

 
15 ＮＴＴドコモビジネス、ＮＴＴドコモ、ＮＴＴデータ及びＮＴＴドコモソリューションズをいう。 
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であり、これらは、日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和 59 年法律第

85号）及びＮＴＴの再編成の趣旨等並びに電気通信事業法 （昭和 59年法律第

86号）により確保されるものである。 

本項は、共同調達を例外的に認めるに当たって必要となる措置等を示すもの

であり、共同調達は引き続き原則として禁止されるべきものと考えられている

こととの関係に留意する必要がある。 

 

⑵共同調達が例外的に認められる資材 

共同調達が例外的に認められる資材は、電子計算機及び関連装置、通信装置

及び関連装置 （ＮＴＴドコモが、同社の移動通信サービスの利用者に対して販

売することを目的として調達する、当該サービスの提供を受けるために必要な

端末装置を除く。）並びにこれらの情報・通信機器において用いられるプログ

ラム 16に限る。 

 

⑶ＮＴＴの再編成の趣旨の徹底 

共同調達を通じたＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西と分離会社との間の一体化 （ヒト

（情報）、モノ、カネ）等のＮＴＴの再編成の趣旨の潜脱を防止することとし、

次の措置を講ずること。 

 

【ＮＴＴ持株、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモビジネス、ＮＴＴ

ドコモ、ＮＴＴデータ及びＮＴＴドコモソリューションズ】17 

〇 共同調達を通じて、ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西と分離会社との間の実質的な

一体経営による調達情報の流用等が行われないようにするため、共同調達事

業者 （共同調達に関する業務（契約交渉、契約支援その他契約行為に密接に

関連する業務を含む。）を行う者をいう。以下同じ。）との間における役員兼

任及び在籍出向を行わないこと。 

 

【ＮＴＴ持株】 

○ 共同調達において、ＮＴＴグループ会社以外の電気通信事業者に対して、

同等の条件で参加する機会を付与するに当たり、ＮＴＴ持株が、共同調達に

関する窓口業務 （共同調達事業者と当該ＮＴＴグループ会社以外の電気通信

事業者並びにＮＴＴ持株 （調達を行う部門に限る。）、ＮＴＴ東日本及びＮＴ

Ｔ西日本との間における交渉等を仲介する業務に限る。以下単に「窓口業務」

という。）を行う場合、上記の措置に加えて、次の措置を講ずること。 

 
16 これらに付属する、ラック等の什器類、製造事業者等による保守等を含む。 
17 当該事項の対象となる者を【 】内に記載。以下同じ。 
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 ・ 窓口業務を行う部門の長その他の窓口業務に従事する者は、調達を行う

部門の長その他の当該部門の業務に従事する者の職務を兼ねないこと。 

・ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本並びに分離会社から在籍出向する職員を

窓口業務に従事させないこと。 

・ 窓口業務の用に供する室とそれ以外の業務の用に供する室とを区分する

こと。 

・ 監視部門を窓口業務を行う部門及び調達を行う部門とは別に置き、窓口

業務の実施状況及び共同調達に関する情報の適正な取扱いを監視するこ

と。 

 

【ＮＴＴ持株、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモビジネス、ＮＴＴ

ドコモ、ＮＴＴデータ及びＮＴＴドコモソリューションズ】 

〇 共同調達事業者（ＮＴＴ持株が共同調達に関する窓口業務を行う場合は、

当該窓口業務を行う部門を含む。以下同じ。）に対して共同調達に関する情

報を提供するときは、当該情報が共同調達の目的以外の目的のために取り扱

われることがないよう、次の措置を講ずること。 

・ 共同調達に係る情報管理システムは、共同調達の目的以外の目的で取り

扱うことができないよう、適切なアクセス制限を設定する等、必要な措置

を講じ、又は共同調達事業者に講じさせること。 

・ 共同調達に関する情報の適正な取扱いを確保するため、共同調達事業者

と同社の役職員との間及び同社と共同調達に参加する者との間で、共同調

達に関する情報の適正な取扱いに関する契約を締結する等、必要な措置を

講じ、又は共同調達事業者に講じさせること。 

・ 上記のほか、共同調達に関する情報を共同調達の目的以外の目的のため

に取り扱うことがないようにするために必要な措置を講じ、又は共同調達

事業者に講じさせること。 

 

【ＮＴＴ持株、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモビジネス、ＮＴＴ

ドコモ、ＮＴＴデータ及びＮＴＴドコモソリューションズ】 

〇 共同調達により調達する資材に関連する業務のうち、調達以外の業務 （例：

ネットワークの構築、電気通信役務の提供等又はこれに係る契約の締結の媒

介、取次ぎ若しくは代理等）を共同調達事業者に対して委託等しないこと。

ただし、調達の業務を委託する上で必要不可欠な業務と認められるものを除

く。 

 

【ＮＴＴ持株、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモビジネス、ＮＴＴ
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ドコモ、ＮＴＴデータ及びＮＴＴドコモソリューションズ】 

〇 共同調達事業者との間で行われる共同調達に係る取引について、当該取引

を通じた同社への実質的な補助又はＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西と分離会社との

間の実質的な補助が行われないようにするため、共同調達事業者に対し、Ｎ

ＴＴ持株・ＮＴＴ東西及び分離会社が委託した共同調達業務について会計を

分計させるとともに、当該業務に係る収支の状況を当該業務を委託した会社

にそれぞれ報告させること。 

 

⑷ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西の市場支配力との関係 

共同調達を通じた公正競争を阻害する行為、電気通信事業法上の禁止行為規

制の趣旨を潜脱する行為等を防止するため、次の措置を講ずること。 

 

【ＮＴＴ持株、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本】 

〇 ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西が共同調達に参加することにより、分離会社が著

しく有利な条件で共同調達を行うことがないよう、次の措置その他必要な措

置を講ずること。 

・ＮＴＴ持株、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本のそれぞれの共同調達に係る

額は当該各社のそれぞれの総調達額 18の 50％未満とすること。 

 

【ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本及びＮＴＴドコモ】 

○ ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西が参加する共同調達について、電気通信事業法第

30条の趣旨を引き続き確保するために必要な措置を講ずること。 

 

（ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西が参加する共同調達における禁止行為の例） 

・ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が共同調達により購入した資材を特定の

電気通信事業者へ転売・転用することにより、不当に利益を与えること。 

・ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が共同調達を通じ、特定の電気通信事業

者が提供するサービス、技術規格等を不当に優遇すること。 

・ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が共同調達事業者を通じ、他の電気通信

事業者又は電気通信設備の製造事業者や販売事業者に対し、不当に規律を

し、又は干渉をすること。 

【ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモビジネス、ＮＴＴドコモ、ＮＴ

Ｔデータ及びＮＴＴドコモソリューションズ】 

 
18 電子計算機及び関連装置、通信装置及び関連装置（ＮＴＴドコモが、同社の移動通信サービスの利用者に対して販

売することを目的として調達する、当該サービスの提供を受けるために必要な端末装置を除く。）並びにこれらの情

報・通信機器において用いられるプログラムの調達額の総計をいう。 
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○ 上記のほか、ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西が参加する共同調達について、電

気通信事業法第 29条及び第 31条（ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本以外の

者にあっては、電気通信事業法第 29条）の趣旨を引き続き確保するために

必要な措置を講ずること。 

 

⑸利用者利益の確保等 

 共同調達の実施に当たり、利用者利益の確保、電気通信市場の活性化等の観

点から、次の事項の実施に努めること。 

【ＮＴＴ持株、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本】 

○ 共同調達を実施することにより得られた調達コストの削減等の効果を、他

の電気通信事業者を含む利用者に対して適切に還元するとともに、グローバ

ル展開や先端的な研究開発に対する投資に充てること。 

○ 共同調達において、ＮＴＴグループ会社以外の電気通信事業者に対して、

同等の条件で参加する機会を付与すること。 

 

⑹検証可能性の確保等 

 上記に基づき、次の事項を総務省に報告するとともに、公表すること （ただ

し、公にすることにより、企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの

は除く。）。 

【ＮＴＴ持株、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本】 

○ 各事業年度の共同調達に係る実施計画 （本項に基づき講ずる措置の内容を

含む。） 

○ 各事業年度の四半期ごとの実施状況（共同調達に係る資材の種類別の調達実績を含む。） 

○ 各事業年度の実施状況（次の事項を含む。） 

・ 本項に基づき講じた措置（ＮＴＴ持株が窓口業務を行う場合は監視の結

果報告を含む。） 

・ 共同調達により調達した資材の利用の状況及び利用者に対する利益の還

元等の状況 

・ 共同調達額 （共同調達の相手方となる分離会社別の共同調達実績、国外の

機器製造業者等からの調達額を含む。） 
・ 総調達額 18 

【ＮＴＴドコモビジネス、ＮＴＴドコモ、ＮＴＴデータ及びＮＴＴドコモソリ

ューションズ】 

○ 各事業年度の実施状況（次の事項を含む。） 

・ 本項に基づき講じた措置 
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・ 総調達額 18 

 

⑺見直し等 

 総務省は、共同調達の実施状況等に基づき検証を行うとともに、その結果を

公表し、公正競争の確保に支障が生ずるおそれがあると認められる場合には、

日本電信電話株式会社等に関する法律及び電気通信事業法の規律に基づき、業

務の適正化を図るとともに、必要に応じて本項を見直し、又は共同調達に関す

る例外的な扱いを終了するものとする。 

 

（公正競争の確保に支障が生ずるおそれがあると認められる場合の例） 

・ 共同調達は、ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西及び分離会社においてＮＴＴ持株・

ＮＴＴ東西の調達額の割合が相当程度減少していることを前提とした例

外的な措置として認められるものであり、今後、ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西

の調達額の割合が相当程度増加する等の環境変化により公正競争の確保

に支障が生ずるおそれがあると認められる場合 （ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西

及び分離会社の総調達額 18,19に占めるＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西の総調達額
18の割合が２年を超えて継続して 25％を超える場合 20等） 

・ 本項に反し、共同調達を例外的に認めるに当たって講ずることが必要と

なる措置が講じられていないと認められる場合 

 

４ その他 

 本指針は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部

を改正する法律（令和 7年法律第 46号）附則第１条に基づく施行の日から運用

することとし、「日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電

信電話株式会社に係る共同調達に関する指針」は、廃止とする。 

 
19 ＮＴＴ持株・ＮＴＴ東西及び分離会社の総調達額については、調達の一時的な増減による影響等を考慮し、直近の

３事業年度における総調達額の平均をもってみなす。 
20 災害その他やむを得ない事情により、一時的に当該割合を超える場合は、この限りでない。 
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Ⅰ 電気通信事業分野における競争の促進に関する指針の必要性と

構成 

 
第１ 指針の必要性 

   我が国においては、デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民

の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が

国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会形成

基本法（令和３年法律第３５号。令和３年９月１日施行。）を制定し、デジタル社

会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ

健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与することとしている。 

  同法において、「広く国民が低廉な料金で多様なサービスを利用することができ

るよう、世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者

間の公正な競争の促進その他の必要な措置が講じられなければならない。」（第２１

条）こととされているなど、電気通信事業分野における公正な競争の促進は、政府

全体としての重要な政策課題の一つとなっている。 

  我が国は、自由主義経済体制の下、事業者の公正かつ自由な競争に基づき、市場

メカニズムを通じて、事業者の創意工夫を発揮させ、経済の活力ある発展を確保す

ることを目指しており、規制改革の推進に併せて、競争の一般的ルールである独占

禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号））により事業者の競争制限行為を排除していくことが基本である。 

   他方、電気通信事業分野においては、 

① 不可欠性及び非代替性を有するため他の事業者がそれに依存せざるを得ない

いわゆるボトルネック設備の設置、市場シェアの大きさ等に起因して市場支配力

を有する事業者が存在するために十分な競争が進みにくいこと、 

② いわゆるネットワーク産業であり、競争相手の事業者と接続することにより利

用者の効用が大きく増加するとともに、逆に接続しなければ事業者はサービスの

提供が困難であるため、他事業者への依存を余儀なくされること、 

③ 市場の変化や技術革新の速度が大変速いことといった事情がある。 

  このような電気通信事業分野の特殊性を前提にすれば、電気通信事業分野におけ

る公正な競争をより積極的に促進していくためには、規制改革の推進と競争の一般

的ルールである独占禁止法による競争制限行為の排除に加えて、電気通信事業法

（昭和５９年法律第８６号）において、公共性・利用者利益の確保の観点から必要

な規制を課すとともに、公正競争促進のための措置を講じていくことが必要である。 

  このため、電気通信事業分野における競争を促進するためには、両法の果たす役

割を踏まえ、独占禁止法及び電気通信事業法を適正に運用していくことが必要とな

る。 
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  この「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」は、独占禁止法を所

管する公正取引委員会と電気通信事業法を所管する総務省が、それぞれの所管範囲

について責任を持ちつつ、作成したものである。本指針は、独占禁止法と電気通信

事業法の適用関係を巡る事業者の無用の混乱や負担を生じさせないようにする観

点からも有用であると考えられる。 

  公正取引委員会と総務省は、今後とも、電気通信事業分野における競争を一層促

進する観点から、相互に連携しつつ、積極的に取り組んでいくこととする。 

 

第２ 指針の構成と基本的考え方 

１ 構成 

   この指針は、 

Ⅰ 電気通信事業分野における競争の促進に関する指針の必要性と構成 

Ⅱ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

Ⅲ 競争を一層促進する観点から事業者が採ることが望ましい行為 

Ⅳ 報告・相談、意見申出等への対応体制 

  から構成されている。 

   Ⅱについては、独占禁止法を所管する公正取引委員会及び電気通信事業法を所管

する総務省が、それぞれの責任の下、独占禁止法及び電気通信事業法の適用等に関

する考え方を示したものである。 

  Ⅲについては、電気通信事業分野の競争を促進する観点から、電気通信事業者等

が自主的に採ることが望まれる行為を具体的に示したものである。 

   Ⅳにおいては、独占禁止法又は電気通信事業法に違反する事実についての報告や、

実現しようとする事業活動に係る具体的行為が特定の法令の規定の適用対象とな

るかどうかの確認・相談の窓口及び公正取引委員会と総務省の連携について、付記

している。 

 

２ 独占禁止法の適用に当たっての基本的考え方 

(1) 公正取引委員会は、従来から、電気通信事業分野における公正かつ自由な競争を

促進する観点から、同事業分野における競争制限的行為に対して、独占禁止法を厳

正に執行し、それらの行為を排除してきたところであり、今後ともこの方針を堅持

していくこととしている。 

 

(2) また、電気通信事業分野における公正かつ自由な競争をより一層促進していくた

めには、競争制限的行為を排除するなど独占禁止法を厳正に執行すること（注１）

に加え、以下の観点から、同事業分野における独占禁止法の適用に関する考え方を

あらかじめできる限り明らかにすることが重要である。 
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① 事業者が独占禁止法違反行為を行うことを未然に防止すること。 

② 事業者が最大限の経営自主性を発揮できる環境を整備すること。 

③ 独占禁止法上問題となる行為を具体的に示すことにより、その運用の透明性を

確保すること。 

（注１）公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為があると認めた場合には、独占禁止

法の規定に基づき、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除、事業の一部

の譲渡その他違反行為を排除するために必要な措置を命ずることとなる。また、事業

者が、他の事業者の株式を取得し、又は所有すること等により、一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとなる場合には、独占禁止法の規定に基づき、事業

者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他違反行為を排除する

ために必要な措置を命ずることとなる。 

 

(3) 公正取引委員会は、このような認識の下、次章において、関係する事業者等から

示された競争上の懸念や独占禁止法上問題とされた事例なども踏まえた上で、主に

電気通信役務（注２）を中心に、競争事業者（注３）の新規参入を阻止し、又はそ

の事業活動を困難にさせるおそれがあるなど、電気通信事業分野における競争に悪

影響を与える行為について、具体的に想定される事業者の行為に即した形で、独占

禁止法の適用に関する考え方を明らかにしている（注４）。 

（注２）電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設

備を他人の通信の用に供することをいう（電気通信事業法第２条第３号）。 

（注３）競争事業者とは、自己若しくは自己の関係事業者の提供する電気通信役務と競合す

る電気通信役務を現に提供し、又は提供しようとする他の事業者を指す。電気通信役

務には、電気通信設備を自ら保有して提供する形態のほか、他の電気通信事業者の保

有する電気通信設備を用いて提供する形態があるが、競合する電気通信役務に当た

るか否かについては、提供形態のいかんを問わず、その実態に即して、判断される。

また、競合する電気通信役務を提供しようとする事業者は、現に電気通信事業の登録

を受けていない場合や電気通信事業の届出を行っていない場合であっても、競争事

業者に含まれる。 

なお、自己の関係事業者とは、自己との資本関係等を通じて一方が他方の経営方

針等の決定を支配している又はそれに対して重要な影響を与えている事業者をいい、

例えば、自己の子会社、自己を子会社とする親会社、当該親会社の子会社などをい

う。 

（注４）独占禁止法の適用に当たっては、事業者の行為が市場における競争に及ぼす影響の

程度が判断される。電気通信事業分野においては、例えば、固定通信では、加入電話、

ＩＰ電話、ＦＴＴＨサービス、ＤＳＬサービス、ＣＡＴＶ設備を用いた電気通信サー

ビス（以下「ＣＡＴＶサービス」という。）等、移動体通信では、携帯電話サービス、
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ＰＨＳサービス、ＢＷＡサービス等のサービスがあるが、市場は、基本的には、需要

者にとっての代替性という観点から画定され、必ずしもサービスごとに画定される

ものではなく、その実態に即して、画定される。 

    

(4) 独占禁止法は、全ての事業者をその適用対象とするものであるが、同一の行為が

行われる場合であっても、新たに参入する電気通信事業者によって行われた場合に

は競争に与える影響は一般に軽微である一方、市場において相対的に高いシェア

（注５）を有する電気通信事業者又はボトルネック設備を有する電気通信事業者若

しくは電波の割当てを受けた電気通信事業者によって行われた場合には競争に与

える影響は大きい（注６）（注７）。 

本指針Ⅱに記述している行為（「想定例」（注８）を含む。）が具体的に行われた場

合であっても、直ちに独占禁止法上問題となるわけではなく、当該行為を行った事

業者（外国事業者を含む。以下同じ。）が独占禁止法の規定に違反することとなる

か否かについては、同法の規定に照らして、当該行為が競争に与える影響を勘案し、

個別の事案ごとに判断されることとなる。 

（注５）ここでいうシェアは、加入者数のほか、保有する回線等の設備の数に基づき算定さ

れる場合がある。また、加入者数に基づくシェアの算定に当たっては、基本的には、

電気通信設備を自ら保有して電気通信役務を提供する電気通信事業者だけでなく、

他の電気通信事業者の保有する電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気

通信事業者も、一の事業者として扱われる。 

（注６）電気通信事業分野においては、ボトルネック設備を有する電気通信事業者や電波の

割当てを受けた電気通信事業者が、市場において相対的に高いシェアを有する傾向

がみられる。 

（注７）市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者がその地位を利用して

他の商品・サービスについて影響力を行使したり当該市場で得た利益を他の商品・サ

ービスに利用したりする場合も、一般に競争に与える影響は大きい。 

（注８）「想定例」は、あくまでも問題となり得る仮定の行為を例示したものである。 

 

(5) 独占禁止法上問題となる行為としては、具体的に想定される主要な行為を取り上

げているが、このほか事業者による株式の保有、合併又は事業譲受け等の企業結合

についても、独占禁止法の適用の対象となる（「企業結合審査に関する独占禁止法

の運用指針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会）参照）。また、本指針に記載

されていない行為であっても、独占禁止法の規定に違反する場合には、同法の規定

に基づき、排除措置命令等の対象となる。 

また、公正取引委員会においては、今後の電気通信事業分野における競争環境の

変化に対応しつつ、本指針の運用事例を積み重ねていくとともに、その蓄積を反映
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させる形で本指針を適宜機動的に見直すこととする。 

 

３ 電気通信事業法の適用に当たっての基本的考え方 

(1) 電気通信事業法においては、従来から、接続制度など電気通信事業分野における

公正な競争環境の整備を図るための各種制度が整備されてきたところであり、平成

１３年以降も、以下のような制度整備がされている。 

① 電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成１３年法律第６２号）において、

市場支配的な電気通信事業者（注９）をあらかじめ特定して一定の行為規制を通

常の電気通信事業者とは非対称的に課すこととする非対称規制制度を導入する

など、一層の公正競争促進のための措置を講じている。本制度の導入により、市

場支配的な電気通信事業者に対しては、反競争的行為の禁止行為をあらかじめ類

型化することにより、これらの行為の効果的な未然防止及び迅速な排除が可能と

なるとともに、それ以外の電気通信事業者（非支配的事業者）については、契約

約款、電気通信設備の接続・共用及び卸電気通信役務（電気通信事業者の電気通

信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。）に関する規制緩和を行い、

より柔軟な事業展開を可能としている。 

② 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する

法律（平成１５年法律第１２５号）において、電気通信事業におけるネットワー

ク構造や市場構造の変化に柔軟に対応するとともに電気通信事業者の多様な事

業展開を促すため、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の区分を廃止す

るとともに、第一種電気通信事業の許可制を廃止して登録制又は届出制へと改め、

電気通信役務に係る料金及び契約約款の届出義務を原則として廃止する等の措

置を講じている。 

③ 放送法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第１３６号）において、電気

通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又

は国民の利便の確保に支障が生じるおそれがあると認めるときを、業務改善命令

（業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令をいう。以下同じ。）の発

動要件とすることとしている。 

④ 放送法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６５号）において、電気通

信事業法第３４条第２項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者に対する非対称規制として、第二種指定電気通信設備に関する接続会計

の整理・公表を義務付ける等の措置を講じている。 

⑤ 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する

法律（平成２３年法律第５８号）において、電気通信事業法第３３条第２項に規

定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する反競争的行

為の防止に係る規制の実効性を確保するための非対称規制として、当該電気通信
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事業者に対し、業務を委託する子会社等が上述した禁止行為を行わないよう必要

かつ適切な監督を行う義務を課すとともに、設備部門（注１０）の設置その他の

接続の業務に関して知り得た情報の適正な管理及び当該接続の業務の実施状況

を適正に管理するための体制の整備等を講ずべき義務を課す措置を講じている。 

⑥ 電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２６号）において、

電気通信事業の公正な競争を促進するため、第一種指定電気通信設備又は第二種

指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が特定の者と合併した場合等にお

ける電気通信事業の登録の更新の義務付け、移動通信市場の市場支配的な電気通

信事業者に対する反競争的行為の禁止の緩和、第二種指定電気通信設備との接続

に関するアンバンドル（ネットワーク機能の細分化）した形での接続の義務付け、

第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務

に関する届出の義務付け等の措置を講じている。 

⑦ 電気通信事業法の一部を改正する法律（令和元年法律第５号）において、モバ

イル市場の競争を促進するため、通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた囲

い込みを是正する等の措置を講じている（同措置については、別途「電気通信事

業法第２７条の３等の運用に関するガイドライン」を策定している）。 

⑧ 電気通信事業法の一部を改正する法律（令和４年法律第７０号）において、固

定通信分野における利用者のサービス利用や電気通信事業者の設備構成等に係

る環境変化を踏まえて第一種指定電気通信設備制度を見直すとともに、卸電気通

信役務に係る電気通信事業者間の協議の適正性を確保するため、第一種指定電気

通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供及び当該

卸電気通信役務に関する情報の提示の義務付け等の措置を講じている。 

これらを通じて、今後、電気通信市場における公正な競争環境が整備され、電気

通信事業者による公正な競争を通じた一層の料金の低廉化、サービスの高度化・多

様化が期待される。 

（注９）「市場支配的な電気通信事業者」とは、電気通信事業法第３０条第１項の規定によ

り総務大臣から指定を受けた電気通信事業者及び同法第３３条第２項に規定する第

一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者をいう。 

（注１０）第一種指定電気通信設備（これと一体として設置される電気通信設備を含む。）

の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門をいう（電気通

信事業法第３１条第９７項第１号）。 

 

(2) 総務省は、次章以降において、電気通信事業法による公正競争条件の確保方策が

円滑に活用されるよう、同法において市場支配的な電気通信事業者等に対する非対

称規制の対象となる行為や、業務改善命令、契約約款変更命令等の各種命令等の対

象となり得る行為を類型化して例示することにより、同法の運用の一層の透明化を
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図り、電気通信事業者が最大限の経営自主性を発揮できる環境を整備しようとする

ものである。 

また、卸電気通信役務については、平成２７年２月、東日本電信電話株式会社（現

ＮＴＴ東日本株式会社）及び西日本電信電話株式会社（現ＮＴＴ西日本株式会社）

における光回線の卸売サービスの提供の開始に際して策定・公表した「ＮＴＴ東西

のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に

関するガイドライン」においても、電気通信事業法上問題となり得る行為を整理・

類型化して例示しているところであり、本指針と併せて適用することとしている。

なお、同卸売サービスの卸料金については、移動体通信におけるモバイル音声卸と

ともに、令和２年９月に策定・公表した「指定設備卸役務の卸料金の検証の運用に

関するガイドライン」に基づき検証を実施している。 

 

(3) 本指針においては、電気通信事業法上問題となる行為を列挙しているが、電気通

信事業者の個別具体的な行為が同法に基づく変更・停止命令等の各種命令の対象と

なるか否かについては、同法の規定に照らし、個別の事案ごとに判断される。また、

本指針に記載されていない行為であっても、同法上の規定に照らし、禁止行為等に

該当する場合には、各種命令等の対象となる。 

  また、総務省においては、今後とも一層の公正競争環境の整備を図る観点から、

電気通信事業分野における新たなビジネスモデルの出現や新サービスの展開とい

った変化にも対応しつつ、本指針を適宜機動的に見直すこととする。 
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Ⅱ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 
 

第１ 電気通信設備の接続及び共用に関連する分野 

１ 独占禁止法における考え方 

(1) 固定系の電気通信設備には、電気通信役務を提供するに当たり必要不可欠である

ものの、投資等を行うことにより同種の設備を新たに構築することが現実的に困難

と認められるボトルネック設備がある。 

また、移動系の電気通信設備は、投資等を行うことにより同種の設備を新たに構

築することが現実的に困難なものと一概に認められるものではないものの、同種の

設備を保有していたとしても、移動体通信サービスを行う際には市場において相対

的に高いシェアを有する移動体通信サービス事業者と相互に接続しなければサー

ビスの提供が困難と認められる場合がある。加えて、電波の割当てには限りがある

ことから、移動体通信事業には自ら設備を構築し電波の割当てを受けて参入するこ

とが行われにくいという現状があり、電波の割当てを受けていない事業者は、サー

ビスの提供に当たり、電波の割当てを受けた事業者が保有する設備への接続が必要

となる場合がある。 

このため、固定通信においても移動体通信においても、電気通信事業者にとって

は、市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が保有する特定の電

気通信設備（以下「特定設備」という。）（注１）との接続（注２）が行えなかった

り、接続の手続が遅延したりすれば、新規参入や新規事業展開が困難となる場合が

ある。また、特定設備のうち必要となる機能等だけに限定した接続ができない場合

には、更なるコスト負担を強いられることとなる。さらに、特定設備への接続が一

部の電気通信事業者にしか行われない場合には、電気通信事業者間の公正な競争条

件を確保できないこととなる。 

（注１）固定系の電気通信設備については、市場において相対的に高いシェアを有する電気

通信事業者が保有する加入者回線網がこれに当たる。ここにいう加入者回線網とは、

加入者から最も近い交換機や収容ルータ（以下「端末系交換等設備」という。）、加入

者と端末系交換等設備を連結する電気通信回線（以下「端末回線」という。）、端末系

交換等設備からの電気通信回線を集線する交換機や中継ルータ（以下「中継系交換等

設備」という。）、端末系交換等設備と中継系交換等設備の間を連結する電気通信回線

等から構成されるネットワークをいう。また、移動系の電気通信設備については、例

えば、市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が保有する、加入者

の端末設備との間で電波の送受信を行う無線局の無線設備（以下「端末系無線基地

局」という。）、端末系無線基地局から最も近い交換機（以下「端末系交換設備」とい

う。）、端末系交換設備からの電気通信回線を集線する交換機、これらの間を連結する

電気通信回線等から構成されるネットワークがこれに当たる。 
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 なお、これらのネットワークにおける電気通信回線には、メタル回線のほか、光

ファイバ回線等も含まれる。 

（注２）接続には、その機能を細分化し、接続する者にとって必要なもの（例えば、通信を

伝送する機能、通信の交換を行う機能等）のみを利用させる形態を含むものとする。

また、接続に係る行為のほかに、設備の共用に係る行為があるが、共用に係る行為に

ついても接続に係る行為の考え方が準用される。 

 

(2) このような状況の下、固定通信においても移動体通信においても、例えば、特定

設備を保有し、市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が、競争

事業者に対し、特定設備との接続や特定設備との接続に際してのコロケーション

（注３）の取引を拒絶し、又はそれらの取引の条件若しくは実施について自己又は

自己の関係事業者に比べて不利な取扱いをすることは、競争事業者の新規参入を阻

害し、円滑な事業活動を困難にさせるものであり、これにより市場における競争が

実質的に制限される場合には、私的独占に該当し、独占禁止法第３条の規定に違反

することとなる。市場における競争が実質的に制限されるまでには至らない場合で

あっても、上記のような行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には

不公正な取引方法に該当し、独占禁止法第１９条の規定に違反することとなる（注

４）。 

（注３）コロケーションとは、接続する者に対して、接続を行うために必要な装置を設置す

るために必要不可欠となる局舎スペース等を提供することをいう。 

（注４）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ｉ－第２－２（４）を参照。 

 

２ 電気通信事業法における接続制度等の趣旨と概要 

(1) 電気通信設備の接続制度 

   電気通信設備の接続制度は、電気通信事業者間の交渉力の相違等に着目して、優

位な一方当事者によって他方当事者に著しく不利な協定が締結されたり、接続の実

質的な拒否がなされたりすることで、公正な競争及び利用者の利便を害することが

ないように、電気通信事業者間の円滑な接続を確保することを目的としている。そ

して、制度の概要は以下のようになっている。 

 

ア 電気通信事業者の接続義務等 

    電気通信事業者は、その電気通信回線設備について、電気通信役務の円滑な提

供に支障が生じるおそれがあるとき等一定の場合（注５）を除き、他の電気通信

事業者からの接続請求に応じる義務がある（電気通信事業法第３２条）。 

（注５）① 電気通信役務の円滑な提供に支障が生じるおそれがあるとき 

② 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき 
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③ 接続を請求した他の電気通信事業者が接続に関し負担すべき金額の支払を

怠り、又は怠るおそれがあるとき 

④ 接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的

に著しく困難であるとき 

 

イ 指定電気通信設備制度 

    不可欠性・独占性を有する、あるいは相対的に多数の加入者を収容しているこ

と等から、公正な競争及び利用者利益の確保の観点から特別の接続規制が必要な

電気通信設備については、電気通信事業法に基づき、総務大臣が指定を行う。総

務大臣が指定を行う電気通信設備には、第一種指定電気通信設備と第二種指定電

気通信設備がある。 

まず、第一種指定電気通信設備とは、固定系端末回線を相当な規模で有する電

気通信事業者が設置する設備のうち、他の電気通信事業者の事業展開上不可欠で

独占性を有しているものであり、公平かつ透明で円滑・迅速な接続を確保する観

点から、これを設置する電気通信事業者に対し、接続約款の作成・認可・公表、

機能をアンバンドルした形での接続、接続会計の整理・公表、特定の機能に関す

る接続料についてのＬＲＩＣ（長期増分費用）方式による算定等を義務付けてい

る。 

次に、第二種指定電気通信設備とは、移動体通信用設備のうち相対的に多数の

加入者を収容しているものであり、移動体通信市場が電波の有限性のために参入

者が限られる寡占的市場であるため、公平かつ透明で円滑・迅速な接続を確保す

る観点から、これを設置する電気通信事業者に対し、接続約款の作成・届出・公

表、機能をアンバンドルした形での接続、接続会計の整理・公表等を義務付けて

いる。 

 

ウ 接続の協定 

    第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、認可を受けた接続約款

によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第一種指定電気通信設備

との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない（電気通信事業法第３

３条第９項）。 

    第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によ

らなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との

接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない（電気通信事業法第３４条

第４項）。 

 

(2) 電気通信設備の共用制度 
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   電気通信設備の共用に関する協定については、当事者間の協議により締結するこ

ととしている。 

   第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が行う当該第一種指定電気

通信設備の共用に関する協定については、不当な差別的取扱いを防止するなど、第

一種指定電気通信設備の適正かつ円滑な利用を確保する観点から、あらかじめ総務

大臣に届け出なければならない（電気通信事業法第３７条第１項）。 

 

(3) 接続等に関する命令 

   電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置す

る電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定

の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、

又は当該協議が調わなかった場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者

から申立てがあったときは、原則として、協議の開始又は再開の命令が発動される

（電気通信事業法第３５条第１項）。 

また、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信

役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないもの以外の

もの（特定卸電気通信役務）については、電気通信事業者が、他の電気通信事業者

に対し当該卸電気通信役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわら

ず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合

で、当該契約の締結を申入れた電気通信事業者から申立てがあったときは、提供を

拒む正当な理由があると認める場合等を除き、原則として、協議の開始又は再開の

命令が発動される（電気通信事業法第３９条において準用する第３５条第１項）。 

  また、上記以外の場合においても、電気通信事業者間において、その一方が電気

通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務の提供に関する協定又は契約の締結を申

し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかっ

た場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあった場合において、その接続、

共用又は卸電気通信役務の提供が公共の利益を増進するために特に必要であり、か

つ、適切であると認められるときは、協議の開始又は再開の命令が発動される（電

気通信事業法第３５条第２項、第３８条第１項及び第３９条において準用する第３

８条第１項）。 

 

３ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

(1) 独占禁止法上問題となる行為 

ア 特定設備との接続に係る行為 

市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 
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① 競争事業者に対して、特定設備との接続を拒否すること、又は接続に関連す

る費用（注６）を高く設定し、接続に当たって必要となる情報（注７）を十分

に開示せず、若しくは接続手続（注８）を遅延させるなど実質的に接続を拒否

していると認められる行為を行うことにより、競争事業者の電気通信役務市場

への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、取

引拒絶等）（注９）。 

（注６）接続に関連する費用には、網改造料、工事費、手続費、端末接続試験費、接続

に際し提供される特定事業者に係るプロファイルが記録されたＳＩＭや設備の

費用等を含む。 

（注７）接続に当たって必要となる情報は、特定設備の設置場所、その空き状況（現状

において接続不能であっても接続可能となる時期が明らかな場合はその時期を

含む。）等の接続を行う前提として必要となる情報を含む。 

（注８）接続手続は、接続に当たって必要となる情報の開示請求への対応を含む。 

（注９）電気通信事業法の規定により拒否することができる事由に該当すると認めら

れる場合には問題とならない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、Ｆ

ＴＴＨサービスを提供し、又は提供しようとする競争事業者から、光ファ

イバ等の特定設備への接続の請求を受けた場合に、当該競争事業者に対し

て、光ファイバの空き状況等の情報を十分に開示せず、又は接続の請求を

受けてから接続の可否を回答するまでの期間を引き延ばすことなどによ

り、実質的に接続を拒否すること。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、携

帯電話サービスを提供し、又は提供しようとする競争事業者から、特定設

備への接続の請求を受けた場合に、当該競争事業者に対して、接続に関連

する費用を高く設定し、又は接続の請求を受けてから接続の可否を回答す

るまでの期間を引き延ばすことなどにより、実質的に接続を拒否すること。 

 

② 競争事業者に対して接続を行う場合に、接続に関連する費用、接続に当たっ

て必要な情報の開示の程度、接続手続の期間等について、競争事業者に対し、

自己又は自己の関係事業者に比べて不利な取扱いをすることにより、競争事業

者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせ

ること（私的独占、差別取扱い等）。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、Ｆ

ＴＴＨサービスを提供し、又は提供しようとする競争事業者から、光ファ

76



13 
 

イバ等の特定設備への接続の請求を受けた場合に、光ファイバの空き情報

等の情報の開示、又は接続の請求を受けてから接続の可否を回答するまで

の期間について、当該競争事業者に対し、自己の営業部門や自己の関係事

業者に比べて不利な取扱いをすること。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、携

帯電話サービスを提供し、又は提供しようとする競争事業者から、特定設

備への接続の請求を受けた場合に、接続に関連する費用や接続の請求を受

けてから接続の可否を回答するまでの期間について、当該競争事業者に対

し、自己の関係事業者に比べて不利な取扱いをすること。 

 

イ コロケーションに係る行為 

    市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が特定設備との接

続に際して行う以下の行為は、独占禁止法上問題となる。 

① 競争事業者に対して、コロケーションを拒否すること、又はコロケーション

に関連する費用を高く設定し、コロケーションに当たって必要となる情報（注

１０）を十分に開示せず、若しくはコロケーション手続（注１１）を遅延させ

るなど実質的にコロケーションを拒否していると認められる行為を行うこと

により、競争事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業

活動を困難にさせること（私的独占、取引拒絶等）（注１２）。 

（注１０）コロケーションに当たって必要となる情報は、交換機等を設置している局

舎等の名称・所在地、その空き状況（現状においてコロケーションが不能であ

ってもコロケーションが可能となる時期が明らかな場合はその時期を含む。）

等のコロケーションを行う前提として必要となる情報を含む。 

（注１１）コロケーション手続は、コロケーションに当たって必要となる情報の開示

請求への対応を含む。 

（注１２）電気通信事業法の規定により拒否することができる事由に該当すると認め

られる場合には問題とならない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、Ｆ

ＴＴＨサービスを提供し、又は提供しようとする競争事業者から、自己の

光ファイバ等の特定設備との接続に当たり必要なコロケーションの請求

を受けた場合に、当該競争事業者に対して、局舎の空きスペース等の情報

を十分に開示せず、又はコロケーションの請求を受けてからコロケーショ

ンの可否を回答するまでの期間を引き延ばすことなどにより、実質的にコ

ロケーションを拒否すること。 
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② 競争事業者に対してコロケーションを行う場合に、コロケーションに関連す

る費用、コロケーションに当たって必要な情報の開示の程度、コロケーション

手続の期間等について、競争事業者に対し、自己又は自己の関係事業者に比べ

て不利な取扱いをすることにより、競争事業者の電気通信役務市場への新規参

入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、差別取扱い等）。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、Ｆ

ＴＴＨサービスを提供し、又は提供しようとする競争事業者から、自己の

光ファイバ等の特定設備との接続に当たり必要なコロケーションの請求

を受けた場合に、局舎の空きスペース等の情報の開示、又はコロケーショ

ンの請求を受けてからコロケーションの可否を回答するまでの期間につ

いて、当該競争事業者に対し、自己の関係事業者に比べて不利な取扱いを

すること。 

 

③ 競争事業者に対して、コロケーションに併せて、接続に必要な装置の設置工

事･保守に関する契約を自己又は自己の指定した設置工事･保守事業者と締結

させるなどの不利益を与えることにより、競争事業者の電気通信役務市場への

新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（優越的地位の濫用

等）（注１３）。 

（注１３）設置工事･保守事業者について、電気通信設備等に支障が生じないようにす

る観点からの必要最低限の限定を加える場合には問題とならない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、Ｆ

ＴＴＨサービスを提供し、又は提供しようとする競争事業者に対し、自己

の光ファイバ等の特定設備との接続に際して必要となるコロケーション

に併せて、接続に必要な装置の設置工事・保守に関する契約を自己又は自

己の指定した設置工事・保守事業者と締結させるなどの不利益を与えるこ

と。 

 

ウ 接続等の際に得た競争事業者やその取引相手に関する情報の利用に係る行為 

接続又はコロケーション（以下「接続等」という。）を行う電気通信事業者は、

接続等を受けようとする競争事業者から、電気通信設備に接続する地域（需要者

に関する情報)、想定される通信量（需要規模に関する情報)等に関する情報の提

供を受けることとなる。このため、接続等を行う電気通信事業者は、接続等を受

けようとする競争事業者との接続交渉の過程において、当該競争事業者やその顧

客に関する情報を知り得る立場にある。市場において相対的に高いシェアを有す
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る電気通信事業者が、そのような立場を利用して行う以下の行為は、独占禁止法

上問題となる。 

○ 競争事業者との接続等に関する業務を通じて得た当該競争事業者やその顧

客に関する情報を、自己や自己の関係事業者の事業活動に利用することにより、

競争事業者の新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的

独占、取引妨害等）（注１４）。 

（注１４）競争事業者や顧客に関する情報を、自己の接続関連業務（例えば、利用の

逼迫
ひっぱく

状況を改善する観点からネットワーク設計を行う業務）に利用する場合

には問題とならない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者や移

動体電気通信事業者が、競争事業者との接続等に関する業務を通じて得た

当該競争事業者のサービス提供先や顧客に関する情報を、自己の営業部門

や自己の関係事業者の営業活動に利用すること。 

 

(2) 電気通信事業法上問題となる行為 

ア 業務改善命令の対象となる行為 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の例えば以下のような行

為は、電気通信設備の接続又は共用についての特定の電気通信事業者に対する不

当な差別的取扱いその他これらの業務に関する不当な運営に該当し、これにより

他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が

著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、業務改善命令が発動される（電

気通信事業法第２９条第１項第１０号）。 

 

(ｱ) 接続又は共用に関する不当な差別的取扱い 

（例） 

① 自己の関係事業者のみを優遇した接続又は共用に関する協定を締結するな

ど、接続又は共用に関して特定の電気通信事業者のみを特別に優遇すること。 

② 他の電気通信事業者との接続・共用に係る工事を行う際に、自己の関係事業

者に対して同種の接続・共用に係る工事を行う場合に比べ、工事を遅延させる

こと。 

 

(ｲ) 接続又は共用の業務における不当な運営 

a 情報開示手続に関する事項 

（例） 

① 他の電気通信事業者からの接続の手続及び費用負担その他の接続の請求
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に際して必要な情報に関する情報開示の請求（注１５）に対して、接続約款

所定の手続や様式、標準的期間によらずに業務を行うこと。 

（注１５）具体的には、端末系伝送路設備の敷設概況等に関する情報開示請

求、伝送路設備の敷設状況・線路条件等に関する情報開示請求、通

信用建物の概況・詳細状況に関する情報開示請求、接続に必要な装

置を設置することが可能な場所に関する情報開示請求等があげら

れる。 

② 管理部門が有する情報のうち接続事業者が利用可能な情報と同一でない

ものを活用して、利用部門が営業を行うこと。 

 

ｂ 接続請求手続に関する事項 

（例） 

① 接続の請求に対して、当該請求に即応ができない旨の回答を、当該請求に

係る非現用の電気通信設備がなく、かつ、経済的・技術的に著しく増設が困

難であること、その他の合理的な理由を付すことなく行うこと。 

② 接続請求に係る非現用の電気通信設備がないために当該請求に即応でき

ない旨の回答に関する確認のための施設への立入りを認めないこと。 

③ 第一種指定電気通信設備との接続により他の電気通信事業者がどのよう

なサービスを提供するかについて制限を加えること。 

④ その他、接続の請求に対して、接続約款所定の手続や様式、標準的期間に

よらずに業務を行うこと。 

 

c コロケーションの手続に関する事項 

・コロケーションの拒否及び差別的取扱い 

① 他の電気通信事業者において接続に必要と考える設備について、当該他事

業者の判断を基本としてコロケーション対象設備として受け入れることを

拒むこと。 

② コロケーションの条件において自己又は自己の関係事業者と他の電気通

信事業者との同等性を確保しないこと。 

 

・コロケーションに関する工事 

① 他の電気通信事業者がコロケーションに関して自ら行う工事や保守につ

いて、これを認めず、工事業者の選択に制限を加え、又は自らの工事や保守

の場合よりも厳しい安全性の基準を課すこと。 

② 他の電気通信事業者がコロケーションに関して自ら行う工事や保守につ

いて有償で立会いを行う場合を必要最小限の場合に限定せずに行うこと。 
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③ 他の電気通信事業者と競合関係にある業者に対して当該他事業者に関す

る工事等を発注する場合に、当該他事業者との合意なしに行うこと。 

④ 他の電気通信事業者と競合関係にある業者に対して当該他事業者に関す

る工事等を発注する場合に、当該競合関係業者において知り得た情報を目的

外に使用することを禁止する措置を施す等の公正競争条件確保のための配

慮を行わずに行うこと。 

⑤ 他の電気通信事業者のコロケーション設備について工事や保守を請け負

う場合に他の電気通信事業者が負担することとなる工事費又は保守費につ

いて、低廉な料金設定に資する適正な算定方法によらずこれを設定し、他の

電気通信事業者との協議において十分な情報の開示を行わず、又は適正な按

分等を行わないことで他の電気通信事業者の間で不公平を生ぜしめること。 

⑥ 他の電気通信事業者がコロケーションに関して自ら行う工事や保守に対

して、立会いの費用負担を当該他事業者に求める場合に、必要最小限の場合

に限定した立会いを前提とした費用算定をせず、作業内容に比べて不相応に

高額な額の負担を求め、又は費用の具体的な内容と個別の料金金額の明示を

行わずに費用負担を求めること。 

⑦ コロケーションが可能と回答し、その後工事を行う場合に、早急に工事費

用の概算を提示しないこと。 

 

・理由付記、立入り等 

○ 他の電気通信事業者からコロケーションに係る工事や保守を受託する場

合に、当該他事業者の立会いを認めず、立会いの時間帯を制限し、当該立会

いに対する立会いを当該他事業者の合意を得ずに行い、又は当該他事業者が

立ち会った際の工事業者に対する工事や保守の円滑な実施に必要な助言等

をすることを禁止すること。 

 

・その他 

○ その他コロケーションの請求、コロケーションに係る通信建物への立入り

の請求、他事業者自らがコロケーションに関して行う工事や保守、他の電気

通信事業者から受託して行うコロケーションに係る工事や保守に関する業

務等について、接続約款所定の手続や様式、標準的期間によらずに業務を行

うこと。 

 

d その他の事項 

（例） 

① 実際の接続に当たり、認可を受け、又は届け出た接続約款等に従った技術
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的条件、接続料を適用しないこと。 

② 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備に自己の電気通信

設備を接続することとした場合の条件に比して、他の電気通信事業者に対し

て不利な条件により第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備

の接続を行うこと。 

③ 新たな網機能について、電気通信事業法に定める手続に従って技術的条件

を決定したなどの合理的な理由なく、著しく接続が困難であり、又は接続す

るために著しい費用を要するような技術的条件を採用すること。 

④ 他の電気通信事業者の利用者料金を利用者に請求し、又は回収する場合に、

これに関して当該他事業者が負担すべき金額を、能率的な経営の下における

適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らして公正妥当ではないものと

すること、又は自己若しくは自己の関係事業者が負担すべき金額に比して不

利なものとすること。 

⑤ 利用者が他の電気通信事業者のサービス提供を受けるために行うＩＳＤ

Ｎから電話への移行の手続や、回線名義人の問い合わせの対応に際し、自社

の営業等を行うこと、また当該対応の中で得られた情報を自社の営業等に利

用すること。 

⑥ 利用者が他の電気通信事業者のサービス提供を受けるために行う申込み

に関して必ずしも不可欠でないにもかかわらず、回線名義人の住所その他の

情報の提供を他の電気通信事業者や他の電気通信事業者のサービスの利用

者に対して求めること。 

⑦ 共用に関して入手した情報を、他サービスの営業等本来の目的以外の目的

のために自社内の他部門や自己の関連会社等に提供すること。 

 

⑧ 回線切替工事及び支障移設等（回線障害発生時を含む。）の際に、重要通信

の確保の場合を除き、自己又は自己の関係事業者の作業を優先すること。 

 

その他、電気通信事業者が、電気通信設備の接続又は共用について特定の電

気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他接続又は共用について

不当な運営を行っていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施

に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認め

るときは、業務改善命令の対象となる（電気通信事業法第２９条第１項第１０

号）。 

 

イ 接続約款の変更認可申請命令の対象となる場合 

第一種指定電気通信設備との接続に係る接続約款について、例えば以下のよう
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な場合において、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該接続約款

の変更認可申請命令が発動される（電気通信事業法第３３条第６項）。 

（例） 

① 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が接続約款に記載され

ていない機能を用いて新たなサービスを開始する以前、あるいはほぼ同時期に、

当該機能に係る接続条件を接続約款に規定していない場合。 

② 標準的接続箇所における技術的条件の設定及び変更が、新たな技術動向に対

応して早期かつ柔軟に行われない場合。 

③ 保守区分ごとに接続料を設定する等他の電気通信事業者の要望を可能な限

り踏まえた柔軟な接続料の設定を行わない場合。 

④ 接続約款に定める機能と同機能を利用したサービスを提供する場合におい

て、利用者毎に料金を設定する場合を含め、当該サービスの利用者料金から営

業に係る費用を差し引いたものと比較して、当該機能に係る接続料を合理的な

理由なく高く設定している場合（ただし、公衆電話サービス及び番号案内サー

ビスについては、現状ではこれに当たらない。）。 

 

ウ 接続約款変更命令の対象となる場合 

    第一種指定電気通信設備との接続に係る届出接続約款について接続料又は接

続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるとき又は第二種指定電気通信

設備との接続に係る接続約款について次のいずれかに該当すると認めるときは、

当該接続約款の変更命令が発動される（電気通信事業法第３３条第８項、第３４

条第３項）。 

（例） 

① 接続約款において、標準的接続箇所における技術的条件が適正かつ明確に定

められていないとき 

② 接続約款において、総務省令で定める機能ごとの接続料が適正かつ明確に定

められていないとき 

③ 接続約款において、他の電気通信事業者との責任に関する事項が適正かつ明

確に定められていないとき 

④ 接続約款において、利用者料金の設定事業者の別が適正かつ明確に定められ

ていないとき（特段の事情なく、当該利用者料金を負担する利用者が当該利用

者料金の支払い先として認識し、又は自ら選択していると認められる電気通信

事業者が、当該利用者料金の設定事業者として定められていないときは、適正

に定められていないと判断される） 

⑤ 電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号）第２３条の９の５

第１項各号に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき 
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⑥ 接続約款において、能率的経営の下での適正な原価に適正な利潤を加えたも

のを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超え

る接続料を設定しているとき 

⑦ 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二

種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件

に比して不利なものであるとき 

⑧ 接続約款において、特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをし

ているとき 

 

エ 市場支配的な電気通信事業者に対する禁止行為 

市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為については、行為の停止・変更

命令が発動される（電気通信事業法第３０条第５項及び第３１条第７４項）。ま

た、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社

等が当該業務に関して行う以下の行為に相当する行為については、当該電気通信

事業者に対し当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令

が発動される（同法第３１条第７４項）。さらに、これらの命令に違反した場合に

おいて、公共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業

の登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第

１項第１号及び第１２６条第１項第３号）。 

 

（例） 

① 他の電気通信事業者との接続の業務に関して知り得た当該他事業者又はそ

の利用者に関する情報（注１６）を、当該情報の本来の利用目的を超えて（注

１７）社内の他部門又は自己の関係事業者等へ提供すること（電気通信事業法

第３０条第３項第１号イ及び第４項第１号イ）。 

（注１６） ｢他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当

該他事業者又はその利用者に関する情報」とは、例えば、以下のような情報を

いう。 

(ⅰ)  他の電気通信事業者のサービス開始時期、サービス内容、サービスエ

リア 

(ⅱ) 他の電気通信事業者のサービスの利用者の分布状況、変動状況 

(ⅲ) 他の電気通信事業者の接続相手である市場支配的な電気通信事業者の

ネットワークを流れる、当該他事業者のサービス又は利用者に係る通信

量（通話先電話番号、呼数、通話時間、売上高等トラフィックに関する

すべての情報）及びその変化動向 

(ⅳ) 接続で用いる技術的基準（インタフェース、電気信号の処理方式等） 
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（注１７）｢当該情報の本来の利用目的を超え｣た利用とは、例えば、当該情報を以下の

ような目的に利用することをいう。 

(ⅰ) 他の電気通信事業者の経営状況の把握 

(ⅱ) 他の電気通信事業者に対抗したサービスの提供 

(ⅲ) 他の電気通信事業者の特定のサービスエリアを狙い撃ちにした営業活

動 

(ⅳ) 他の電気通信事業者の利用者を自己又は自己の関係事業者にくら替え

させ、又は他の電気通信事業者への契約変更を阻止する等のために利用

すること 

 

② 卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た当該卸電気通信役務の提供

を受ける電気通信事業者又はその利用者に関する情報（注１８）を当該情報の

本来の利用目的を超えて（注１９）社内の他部門又は自己の関係事業者等へ提

供すること（電気通信事業法第３０条第３項第１号ロ及び第４項第１号ロ）。 

（注１８） ｢卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た当該卸電気通信役務の提

供を受ける電気通信事業者又はその利用者に関する情報」とは、例えば、以下

のような情報をいう。 

(ⅰ) 卸先電気通信事業者のサービス開始時期、サービス内容、サービスエ

リア 

(ⅱ) 卸先電気通信事業者のサービス利用者の情報（氏名、住所等）、変動状

況 

(ⅲ) 市場支配的な電気通信事業者のネットワークを流れる、卸先電気通信

事業者のサービス又は利用者に係る通信量（通話先電話番号、呼数、通

話時間、売上高等トラフィックに関するすべての情報）及びその変化動

向 

(ⅳ) 卸電気通信役務の提供に必要となる卸先電気通信事業者の電気通信設

備に係る情報 

（注１９）｢当該情報の本来の利用目的を超え｣た利用とは、例えば、当該情報を以下の

ような目的に利用することをいう。 

(ⅰ) 他の電気通信事業者の経営状況の把握 

(ⅱ) 他の電気通信事業者に対抗したサービスの提供 

(ⅲ) 他の電気通信事業者の特定のサービスエリアを狙い撃ちした営業活動 

(ⅳ) 他の電気通信事業者の利用者を自己又は自己の関係事業者にくら替え

させ、又は他の電気通信事業者への契約変更を阻止する等のために利用

すること 
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②③ 市場支配的な電気通信事業者のうち、第一種指定電気通信設備を設置する

電気通信事業者が、接続に必要な装置等を設置するための通信用建物（例．交

換機等を設置している局舎等）の空き場所の有無、当該通信用建物の名称、所

在地、空き設備がある場合の接続の即応、即応できない場合であっても対応可

能であればその時期、接続を行おうとする設備の敷設状況、敷設計画、接続可

能となる時期等に関する情報の他の電気通信事業者への提供について、特定関

係事業者（注１８２０）に提供している情報に比べて量を少なくし、質を落と

し、あるいは提供時期を遅らせること（電気通信事業法第３１条第５２項第１

号）。 

（注１８２０）「特定関係事業者」とは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信

事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社、当該会社の子会

社（当該電気通信事業者を除く。）に該当する電気通信事業者であって、総務

大臣が指定するものをいう（電気通信事業法第３１条第１１１項第１号）。 

 

④③ 市場支配的な電気通信事業者のうち、第一種指定電気通信設備を設置する

電気通信事業者が、接続に必要な装置等の設置や保守の工事、接続に必要なコ

ロケーション、電柱・管路等の貸与等について、特定関係事業者と比較して、

他の電気通信事業者を不利に取り扱うこと（電気通信事業法第３１条第５２項

第１号）。 

 

⑤ 市場支配的な電気通信事業者のうち、第一種指定電気通信設備を設置する電

気通信事業者が、上記④以外のコロケーション（上記④のコロケーションとス

ペースを共有するものに限る。）の提供について、他の電気通信事業者と比較

して特定関係事業者を有利に取り扱うこと（電気通信事業法第３１条第５項第

３号）。 

 

 

第２ 電柱・管路等の貸与に関連する分野 

１ 独占禁止法における考え方 

(1) 電気通信役務市場においては、自ら電気通信回線を設置して参入しようとする、

又は電気通信回線の拡充を予定している電気通信事業者（以下「インフラベースの

事業者」という。）にとって、公道や私有地に電気通信回線を添架するための電柱

を設置したり、地下に電気通信回線を通すための管路等を埋設したりすることは、

経済的ではないのみならず、道路法、河川法等に基づく占有許可等の規制上必ずし

も容易ではない場合が多い。そのため、インフラベースの事業者は、自ら電気通信

回線を設置するために必要不可欠と認められる電柱・管路等を保有する事業者（注
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１９２１）から、その貸与を受けられなかったり、貸与の手続が遅延したりすれば、

新規参入や電気通信回線の拡充が困難な場合がある。 

（注１９２１）例えば、電力会社、電気通信事業者、鉄道事業者等の公益事業者等がこれに

当たる。 

 

(2) このような場合において、例えば、電柱・管路等を保有する事業者が、自己又は

自己の関係事業者と競争関係にあるインフラベースの事業者に対し、電柱・管路等

の貸与の取引を拒絶し、又はそれらの取引の条件若しくは実施について自己又は自

己の関係事業者に比べて不利な取扱いをすることは、当該インフラベースの事業者

等の新規参入を阻害し、その事業活動を困難にさせることも少なくなく、これによ

り市場における競争が実質的に制限される場合には、私的独占に該当し、独占禁止

法第３条の規定に違反することとなる。また、市場における競争が実質的に制限さ

れるまでには至らない場合であっても、上記のような行為により、公正な競争を阻

害するおそれがある場合には不公正な取引方法に該当し、独占禁止法第１９条の規

定に違反することとなる（注２０２）。 

（注２０２）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ｉ－第２－２（４）を参照。 

 

２ 電気通信事業法における認可・裁定制度の趣旨と概要 

(1) 認定電気通信事業者（電気通信事業法第１２０条第１項に規定する認定電気通信

事業者をいう。以下同じ。）は、その認定に係る認定電気通信事業（以下「認定電気

通信事業」という。）の用に供する線路及び空中線（主として一の構内（これに準

ずる区域内を含む。）又は建物内（以下この項において「構内等」という。）にいる

者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆

の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。）並びにこれらの附属設備

（以下「線路」と総称する。）を設置するため、他人の電柱・管路等を利用すること

が必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その電柱・管路等の所有

者（所有権以外の権原に基づきその設備を使用する者があるときは、その者及び所

有者。以下「設備保有者」という。）に対し、その電柱・管路等の使用権の設定に関

する協議を求めることができる（電気通信事業法第１２８条第１項）。 

 

 

(2) この協議認可は、電柱・管路等の使用について当事者間の合意が得られないとき

に、電気通信事業の円滑な遂行という公益上の必要性と使用権の設定を求められる

者の受忍限度とを比較衡量し、使用権の設定を予定した上で具体的な使用条件につ

いての当事者間の協議を開始させるものである。 
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(3) さらに、この協議が不調又は不能の場合は、電気通信事業の公益性にかんがみ、

電柱・管路等の使用の実効性を担保するために、裁定制度が設けられており、認定

電気通信事業者は、当該電柱・管路等の使用について総務大臣の裁定を申請するこ

とができる（同法第１２９条第１項）。 

 

(4) そもそも電気通信事業者は、基本的には私法上の契約によって電柱・管路等の使

用権を確保すべきであるが、設備保有者の拒否にあって線路の設置の迂回を余儀な

くされるような事態になれば、公益的性格を有する認定電気通信事業の遂行に著し

い支障を来すこととなるため、最終的手段としてこのような使用権が付与され、ま

た、その実効性を担保するために認可・裁定の制度が設けられているものである。 

 

(5) 総務省は、この認可・裁定の運用基準として機能するものとして、平成１３年４

月に、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」（以下「ガイドライ

ン」という。）を策定している。（なお、以下には、ガイドラインのうち主要な規定

を掲げるが、このほか、設備保有者において電気通信事業法上問題となる行為と公

正な競争の促進又は利用者保護の観点から望ましい行為の詳細等については、ガイ

ドラインを参照のこと。） 

 

３ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となり得る行為 

(1) 独占禁止法上問題となる行為 

ア 電柱・管路等の貸与に係る行為 

電柱・管路等を保有する事業者が行う以下の行為は、独占禁止法上問題となる。 

① 自己又は自己の関係事業者と競争関係にあるインフラベースの事業者に対

して、電柱・管路等の貸与を拒否すること（注２１３）、又は電柱・管路等の貸

与に関連する費用を高く設定し（注２２４）、当該インフラベースの事業者が

電柱・管路等の貸与を受けるに当たって必要となる情報（注２３５）を十分に

開示せず、若しくは電柱・管路等の貸与手続（注２４６）を遅延させるなど実

質的に拒否していると認められる行為を行うことにより、当該インフラベース

の事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難

にさせること（私的独占、取引拒絶等）（注２５７）。 

（注２１３）自動更新条項を規定している貸与契約において、ガイドラインに記載さ

れた貸与拒否事由が生じたことにより契約更新を拒否すること自体は問題と

ならない。ただし、正当な理由なく十分な予告期間を設けずに契約更新を拒

否することにより、インフラベースの事業者の事業活動を困難にさせること

は問題となる。 

（注２２４）必要性が認められない電柱・管路等の移設・改修工事を行うことを貸与の
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条件とする行為や、当該工事の必要性が認められるとしても、合理的な理由

なく、移設・改修に関連する費用を高く設定する行為を含む。 

（注２３５）電柱・管路等の貸与を受けようとする事業者が必要とする情報は、電柱・

管路等の設置場所、その空き状況（現状において貸与不能であっても貸与可

能となる時期が明らかな場合はその時期を含む。）等の貸与を受ける前提とし

て必要となる情報を含む。 

（注２４６）電柱・管路等の貸与手続は、インフラベースの事業者が電柱・管路等の貸

与を受けるに当たって必要となる情報の開示請求への対応を含む。 

（注２５７）ガイドラインに記載された拒否事由に該当すると認められる場合には問

題とならない。 

＜想定例＞ 

○ 電柱・管路等を保有する事業者が、自己又は自己の関係事業者である電

気通信事業者と競争関係にある光ファイバやＣＡＴＶ設備を保有してＦ

ＴＴＨサービスやＣＡＴＶサービスを提供し又は提供しようとする電気

通信事業者から、電柱・管路等の貸与の要請を受けた場合に、当該電気通

信事業者に対して、電柱・管路等の設置場所等の情報を十分に開示せず、

又は貸与の要請を受けてから貸与の可否を回答するまでの期間を引き延

ばすことなどにより、実質的に電柱・管路等の貸与を拒否すること。 

○ 電柱・管路等を保有する事業者が、自己又は自己の関係事業者である電

気通信事業者と競争関係にある移動体電気通信事業者から、無線基地局間

の電気通信回線を敷設するために電柱・管路等の貸与の要請を受けた場合

に、当該移動体電気通信事業者に対して、電柱・管路等の設置場所の情報

を十分に開示せず、又は要請を受けてから貸与の可否を回答するまでの期

間を引き延ばすことなどにより、実質的に電柱・管路等の貸与を拒否する

こと。 

 

② 自己又は自己の関係事業者と競争関係にあるインフラベースの事業者に対

して電柱・管路等の貸与を行う場合に、貸与に関連する費用、貸与を受けよう

とする事業者が必要とする情報の開示の程度、貸与手続の期間等について、当

該インフラベースの事業者に対し、自己又は自己の関係事業者に比べて不利な

取扱いをする（注２６８）ことにより、当該インフラベースの事業者の電気通

信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私

的独占、差別取扱い等）（注２７９）。 

（注２６８）自己の関係事業者に対しては、電柱・管路等の設置工事を共同で行うこと

により自己の関係事業者の設置費用の軽減を図る一方、インフラベースの事

業者に対しては、設置工事を共同で行うことを拒否することで自己の関係事
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業者に比べて高額の設置費用を負担することを余儀なくさせる行為を含む。 

（注２７９）電気通信事業の用に供する場合と電気通信事業以外の事業の用に供する

場合において認められる合理的なコスト差等を反映して取扱いに差異が生じ

る場合には問題とならない。 

＜想定例＞ 

○ 電柱・管路等を保有する事業者が、光ファイバやＣＡＴＶ設備を保有し

てＦＴＴＨサービスやＣＡＴＶサービスを提供し、又は提供しようとする

自己又は自己の関係事業者である電気通信事業者と競争関係にある電気

通信事業者から、電柱・管路等の貸与の要請を受けた場合に、電柱・管路

等の空き情報の開示の程度、又は貸与の要請を受けてから貸与の可否を回

答するまでの期間について、当該電気通信事業者に対し、自己の関係事業

者に比べて不利な取扱いをすること。 

 

イ 電柱・管路等の貸与と他のサービスの抱き合わせ等に係る行為 

電柱・管路等を保有する事業者が行う以下の行為は、独占禁止法上問題となる。 

○ 電柱・管路等の貸与に併せて、自己が既に設置した光ファイバ（幹線部分）

が存在する区間について、自己又は自己の関係事業者と競争関係にあるインフ

ラベースの事業者の希望がないにもかかわらず、それを不当に利用させること

（私的独占、抱き合わせ販売等）（注２８３０）。 

（注２８３０）当該インフラベースの事業者の事業活動を困難にさせるおそれがない

と認められる場合には不当な行為に該当しない。 

 

ウ 電柱・管路等の貸与の際に得た自己又は自己の関係事業者と競争関係にあるイ

ンフラベースの事業者やその取引相手に関する情報の利用に係る行為 

電柱・管路等を保有する事業者は、自己又は自己の関係事業者と競争関係にあ

るインフラベースの事業者に電柱･管路等を貸与する際の手続等を通じて、その

参入時期、参入区域、参入の態様等の重要な営業情報を知り得る立場にある。そ

のような立場を利用して、電柱・管路等を保有する事業者が行う以下の行為は、

独占禁止法上問題となる。 

○ 電柱・管路等の貸与に関する業務を通じて得た自己又は自己の関係事業者と

競争関係にあるインフラベースの事業者やその顧客に関する情報を、自己や自

己の関係事業者の事業活動に利用することにより、当該インフラベースの事業

者の新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、取

引妨害等）（注２９３１）。 

（注２９３１）インフラベースの事業者やその顧客に関する情報を、自己の貸与関連

業務（例えば、利用の逼迫
ひっぱく

状況を改善する観点から電柱・管路等の増設・改修
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を行う業務）に利用する場合には問題とならない。 

＜想定例＞ 

○ 電柱・管路等を保有する事業者が、自己又は自己の関係事業者と競争関

係にある光ファイバやＣＡＴＶ設備を保有してＦＴＴＨサービスやＣＡ

ＴＶサービスを提供する電気通信事業者への電柱・管路等の貸与に関する

業務を通じて得た当該電気通信事業者のサービス提供先や顧客に関する

情報を、自己の関係事業者である電気通信事業者の営業活動に利用するこ

と。 

 

エ 一束化及び支線の共用に係る行為 

電柱を保有する事業者から既にその貸与を受けている電気通信事業者が行う

以下の行為は、独占禁止法上問題となる。 

○ インフラベースの事業者から一束化（注３０２）又は支線の共用（以下「一

束化等」という。）のための調整の要請を受けた場合において、一束化等を拒否

し、又は一束化等に関連する費用を高く設定し、若しくは一束化等の手続を遅

延させる行為を行うことにより、一束化等を前提とした電柱の貸与契約の成立

を不当に妨害すること（私的独占、取引妨害等）（注３１３）。 

（注３０２）一束化とは、電気通信事業者等がその伝送路設備を先行敷設者（電気通信

事業者、有線テレビジョン放送施設者その他の者であって既に電柱に有線電

気通信設備を設置しているものをいう。）が既に電柱に設置している有線電気

通信設備と束ねて設置することをいう。 

（注３１３）ガイドラインに記載された拒否事由に該当すると認められる場合には問

題とならない。 

＜想定例＞ 

○ 電柱を保有する事業者から既にその貸与を受けている電気通信事業者

が、光ファイバやＣＡＴＶ設備を保有してＦＴＴＨサービスやＣＡＴＶサ

ービスを提供し、又は提供しようとする電気通信事業者から、一束化等の

ための調整の要請を受けた場合において、一束化等に関連する費用を高く

設定し、又は一束化等の手続を遅延させること。 

 

(2) 電気通信事業法上問題となり得る行為 

   電気通信事業分野における公正な競争をより積極的に促進していく観点からは、

以下のような行為は、不適当である。 

 

ア 正当な理由なく貸与を拒否する行為 

電気通信事業分野における公正な競争をより積極的に促進していく観点から
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は、設備保有者は、電気通信事業者から設備の提供の申込みがあったときは、自

らの事業又は有線電気通信設備令（昭和２８年政令第１３１号）その他の設備に

関する法令等の規定（以下「設備関係法令等」という。）及び道路法（昭和２７年

法律第１８０号）その他の公物管理に関する法令等の規定（以下「公物管理関係

法令等」という。）に支障がない限り、設備を提供することが求められる。 

このため、総務省は、認定電気通信事業者から、電気通信事業法第１２８条第

１項の規定に基づく認可の申請を受けた場合は、次に掲げる場合（ガイドライン

第３条「貸与拒否事由」）を除いては、認可するものとしている。 

① 使用を希望する区間に現に空きが無い場合。 

② 設備保有者が５年（法令に基づきこれより長い期間に係る設備計画（最新の

需要想定等を勘案した上で修正された設備計画がある場合は当該計画。以下同

じ。）を作成している場合は当該期間。以下同じ。）以内にその設備をすべて使

用する予定であり、その使用の予定の事業年度が設備計画において明示されて

いる場合。 

③ 設備保有者の設備に大幅な改修又は移転の計画があり、その改修又は移転の

予定の事業年度が５年以内の期間に係る設備計画において明示されている場

合。 

④ 電柱にあっては設備保有者がその地中化を計画しており、その地中化の予定

の事業年度が５年以内の期間に係る設備計画において明示されている場合。 

⑤ 電気通信事業者が設置しようとする伝送路設備が設備保有者の技術基準に

適合しない場合又は技術基準に明確な定めがない場合であって、当該伝送路設

備を設置することにより設備保有者による建設若しくは保守に困難を生じさ

せ、又は生じさせるおそれが強い場合。 

⑥ 電気通信事業者の責に帰すべき理由により過去に費用負担・使用期間その他

の使用条件についての契約が現に履行されなかったことがある場合、又は重大

な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合。 

⑦ 電気通信事業者が行おうとする伝送路設備の設置が設備関係法令等の条件

を満足しない場合や、当該設備の使用が公物管理関係法令等の規定の適用を受

けるものにあっては、電気通信事業者又は設備保有者が受ける道路占用許可そ

の他の公物の占用等の許可（変更の許可を含む。）の取得若しくは占用許可等

の条件の変更に困難がある場合、又はそのおそれが強い場合。 

⑧ ⑥に定めるもののほか、電気通信事業者の責に帰すべき理由により過去に守

秘義務、目的外使用の禁止その他契約に定める事項が履行されなかったことが

ある場合、又は重大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそれが強

い場合。 

⑨ その他設備保有者の行う公益事業の遂行に支障のある場合、又はそのおそれ
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が強い場合。 

 

ただし、以上の規定にかかわらず、一束化（注３２４）又は支線の共用（注３

３５）の場合には、一定の場合を除き、原則として認可するものとしている。 

なお、一束化又は腕金類の設置（注３４６）に関し、電柱保有者による電柱の

提供の可否の判断に当たっては、当該一束化又は腕金類の設置がガイドライン第

３条第１項第５号の貸与拒否事由に該当するものでない限り、同項第１号の「現

に空きがない場合」に該当しないものと解されている。 

（注３２４）メッセンジャーワイヤーその他一束化を行うために使用することができる

設備（設備保有者に該当する公益事業者が保有する電柱に設置されるものに限

る。以下「一束化設備」という。）を所有する者（所有権以外の権原に基づきそ

の一束化設備を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下「一束化設備

保有者」という。）が、認定電気通信事業者に一束化設備を提供する場合につい

ては、総務省は、認定電気通信事業者から、電気通信事業法第１２８条第１項の

規定に基づく認可の申請を受けた場合は、以上の規定にかかわらず、次に掲げる

場合（ガイドライン第１４条「一束化」）を除いては、原則として認可するもの

としている。 

① 一束化設備が設置されている電柱を保有する設備保有者（以下「電柱保有

者」という。）が、認定電気通信事業者に対するガイドライン第２条の規定に

基づく回答において、一束化を要する旨を示していない場合 

② 一束化を行うことにより、電柱保有者の技術基準に適合しないこととなる

場合 

③ 一束化を行うことにより、一束化設備保有者による建設若しくは保守に困

難を生じさせ、又は生じさせるおそれが強い場合 

④ 認定電気通信事業者の責に帰すべき理由により過去にガイドライン第１４

条第７項に規定する取決めが現に履行されなかったことがある場合、又は重

大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合 

（注３３５４）支線（設備保有者に該当する公益事業者が保有する電柱に設置されるも

のに限る。）を所有する者（所有権以外の権原に基づきその支線を使用する者が

あるときは、その者及び所有者。以下「支線保有者」という。）が、認定電気通

信事業者と当該支線を共用する場合については、総務省は、認定電気通信事業者

から、電気通信事業法第１２８条第１項の規定に基づく認可の申請を受けた場

合は、次に掲げる場合を除き、原則として認可するものとしている。 

① 支線の共用を行うことにより、電柱保有者の技術基準に適合しないことと

なる場合 

② 支線の共用を行うことにより根かせが支線の引張荷重に耐えられなくなる
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場合（当該支線について改修工事を行うことにより引張荷重に耐えられるこ

ととなる場合を除く。）等、支線保有者による建設若しくは保守に困難を生じ

させ、又は生じさせるおそれが強い場合 

③ 事業者の責に帰すべき理由により過去に第３項に規定する取決めが現に履

行されなかったことがある場合、又は重大な不履行若しくは救済不能の不履

行が発生するおそれが強い場合 

④ 事業者が行おうとする支線の共用が設備関係法令等の条件を満足しない場

合や、当該支線の共用が公物管理関係法令等の規定の適用を受けるものにあ

っては、事業者又は支線保有者が受ける道路占用許可その他の公物の占用等

の許可（変更の許可を含む。）の取得若しくは占用許可等の条件の変更に困難

がある場合、又はそのおそれが強い場合 

（注３４６）腕金類の設置とは、伝送路設備を設置するために電柱に突き出し金物など

の腕金類を設置することであり、事業者が設置する場合と設備保有者が設置す

る場合がある。 

 

イ 適正でない提供条件により貸与する行為 

電気通信事業分野における公正な競争をより積極的に促進していく観点から

は、設備保有者は、認定電気通信事業者に設備を提供するに当たっては、公平か

つ公正な条件で提供することが求められ（公正性の原則）、また、資本関係その他

の理由により差別的な取扱いをしないことが求められる（無差別性の原則）。 

このため、総務省は、電気通信事業法第１３２条第１項の規定に基づく裁定を

する場合において、設備保有者の提示する提供条件が次に掲げる基準（ガイドラ

イン第４条「貸与期間」、第６条「貸与の対価」）を満たしていないときは、当該

基準に照らし、判断するものとしている。 

① 使用期間 

原則として５年間（設備保有者が、自己による使用等の予定があることを理

由として、認定電気通信事業者の要望に応じない場合においては、その使用等

の予定の事業年度が５年以内の期間に係る設備計画に明示されていることを

要するものとする。）。 

② 貸与の対価 

原価（原則として、減価償却費及び保守運営費に、他人資本費用、自己資本

費用及び利益対応税の合計額を加えて算定。）に基づく適正な設備使用料（注

３５７）。 

（注３５７）実際の算定に当たっては、ガイドライン別表に掲げる式のいずれかによ

る方法その他公正妥当な方法により算定。 
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第３ 電気通信役務の提供に関連する分野 

１ 独占禁止法における考え方 

事業者の創意による企業努力に基づく価格・サービス競争は、能率競争（良質・

廉価な商品を提供して顧客を獲得する競争をいう。）の中核をなすものであり、事

業者がどのような料金や条件でサービスを提供するか、どの事業者と取引するかは、

基本的には当該事業者の自由な判断に委ねられているものである。一方で、例えば、

市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が、採算を度外視した低

い料金を設定すること、取引の相手方により差別的な条件を設定したり取引の相手

方を拘束する条件を設定したりすること、電気通信役務を提供するために必要な業

務の受託等や卸電気通信役務の提供を拒否すること等により、市場における競争が

実質的に制限される場合には、私的独占に該当し、独占禁止法第３条の規定に違反

することとなる。市場における競争が実質的に制限されるまでには至らない場合で

あっても、上記のような行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には

不公正な取引方法に該当し、独占禁止法第１９条の規定に違反することとなる（注

３６８）。 

なお、電気通信事業分野のようなネットワーク型産業においては、加入者の多い

ネットワークほど、その利用機会が多くなりネットワーク自体の価値が高まること

から、新規加入者による電気通信事業者の選択は既存加入者の多いネットワークに

集中する傾向があり、市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者に

より、顧客を自己のネットワークに囲い込むような行為が行われた場合、競争事業

者の事業活動に及ぼす影響が大きい。 

（注３６８）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ｉ－第２－２（４）を参照。 

 

２ 電気通信事業法における電気通信役務に関する制度の趣旨と概要 

(1) 基礎的電気通信役務に関する制度 

国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき

基礎的電気通信役務（加入電話等の第一号基礎的電気通信役務及びＦＴＴＨアクセ

スサービス等の第二号基礎的電気通信役務をいう。）については、その極めて高い

公共性から、当該役務の料金その他の提供条件に関して契約約款の作成・届出及び

当該約款に基づく役務の提供を義務付けているところである。また、公正な競争の

確保及び利用者利益の保護の観点から、届け出られた契約約款が、 

(ｱ) 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき、 

(ｲ) 地域により異なる料金の額が定められているとき（総務省令で定める特別の事

情がある場合を除く。）、 

(ｳｲ) 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設

置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められて
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いないとき、 

(ｴｳ) 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき、 

(ｵｴ) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき、 

(ｶｵ) 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき、 

(ｷｶ) 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社

会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するも

のであるとき、 

  は、契約約款変更命令を発動できることとされている（電気通信事業法第１９条第

２項）。 

 

(2) 指定電気通信役務に関する制度 

次に、指定電気通信役務については、これに代わるべき電気通信役務が他の電気

通信事業者によって十分に提供されないことその他の事情を勘案して適正な料金

その他の提供条件に基づく提供を保障する観点から、当該役務の料金その他の提供

条件に関して保障契約約款の作成・届出を義務付けるとともに、別段の合意がある

場合を除き、当該保障契約約款に定める料金その他の提供条件による役務の提供を

拒んではならないこととされている。また、公正な競争の確保及び利用者利益の保

護の観点から、届け出られた保障契約約款が、 

(ｱ) 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき、 

(ｲ) 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設

置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められて

いないとき、 

(ｳ) 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき、 

(ｴ) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき、 

(ｵ) 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき、 

(ｶ) 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会

的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するもの

であるとき、 

は、保障契約約款変更命令を発動できることとされている（電気通信事業法第２０

条第３項）。 

また、指定電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利

益に及ぼす影響が大きいものに関する料金については、プライスキャップ制（上限

価格制）が適用されており、料金の料金指数が基準料金指数を超える場合には認可

が必要となる（同法第２１条第２項）。 

 

(3) 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務
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に関する制度 

固定系端末回線を相当な規模で有し、他の電気通信事業者の事業展開上不可欠な

第一種指定電気通信設備及び電波の有限性のために参入者が限られる寡占的市場

である移動体通信市場において、移動体通信用設備のうち相対的に多数の加入者を

収容している第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務については、料金そ

の他の提供条件の適正性、公平性及び一定の透明性を確保する観点から、第一種指

定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当

該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務

の提供の業務を開始したときに、その旨、卸電気通信役務の種類、一定の要件を満

たす電気通信事業者に対する料金その他の提供条件等の届出を義務付けている。 

また、卸電気通信役務の提供に関する電気通信事業者間の協議の適正性を確保す

るため、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信

役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないもの以外の

もの（特定卸電気通信役務）については、その提供する電気通信事業者は、正当な

理由がある場合を除き、当該卸電気通信役務の提供を拒んではならず、当該卸電気

通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項の提示を

求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない（電気通信事

業法第３８条の２第２項及び第３項）。 

なお、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信

役務は、契約約款によらずに、その提供の相手方と合意した料金その他の提供条件

により提供することが可能であるが、業務改善命令のほか、第一種指定電気通信設

備を用いる指定電気通信役務については(2)の制度が適用され、禁止行為の停止・

変更命令の要件に該当する場合には、これらの命令の発動ができることとされてい

る（電気通信事業法第２９条第１項及び第３０条第５項）。 

 

(4) (1)から(3)までの電気通信役務以外の電気通信役務に関する制度 

   (1)から(3)までの電気通信役務以外の電気通信役務については、契約約款によら

ずにその提供の相手方と合意した料金その他の提供条件により電気通信役務を提

供することが可能である。 

   ただし、当該契約については、 

(ｱ) 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき、 

(ｲ) 特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っているとき、 

(ｳ) 重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき、 

(ｴ) 料金の額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害している

とき、 

(ｵ) 提供条件が、電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、そ
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の他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害

しているとき、 

(ｶ) 提供条件において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに

電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ

明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき、 

(ｷ) 提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき、 

(ｸ) 事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者が

その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、 

(ｹ) 卸電気通信役務（第一種指定電気通信役務又は第二種指定電気通信設備を用い

るものを除く。）の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱

いを行いその他その業務に関し不当な運営を行っていることにより他の電気通

信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害

されるおそれがあるとき、 

(ｺ) (ｱ)から(ｹ)までに掲げたもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ

合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずる

おそれがあるとき、 

  は、業務改善命令を発動できることとされている（電気通信事業法第２９条第１項）。 

また、認定電気通信事業者は、私権の制約や公共的空間の利用を可能とする強力

な権限が認められる特権的な地位を付与されていることから、その特権を用いて電

気通信回線設備を設置したにもかかわらず、その電気通信回線設備の適正な利用が

確保されない場合は、広く公共の利益に資することとならず、当該特権的な地位を

付与した趣旨が没却されることにもなりかねない。そのため、認定電気通信事業者

は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んで

はならず、認定電気通信事業者がこれに違反した場合には、利用者の利益又は公共

の利益を確保するために必要な限度において、業務改善命令を発動できることとさ

れている（電気通信事業法第１２１条第１項及び第２項）。 

 

３ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

(1) 電気通信役務の料金その他の提供条件の設定等に係る行為 

ア 独占禁止法上問題となる行為 

市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

① 競争事業者が新規参入（事業の拡充を含む。以下同じ。）した地域についての

み、例えば、自己の設定する接続料金や卸電気通信役務の料金を下回るような

電気通信役務料金を設定することにより、競争事業者の事業活動を困難にさせ

ること（私的独占、差別対価等）（注３７９）。 
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（注３７９）期間や提供地域を限定して行われる試験サービスについては、直ちに独

占禁止法上問題がないと認められるものではなく、当該電気通信事業者にと

っての試験サービスの必要性、実施期間、対象範囲、料金体系、競争事業者が

同様のサービスを提供可能か否か、当該試験サービスが競争状況に与える影

響等を総合的に考慮して判断される（(1)ア及び(2)アにおいて同じ）。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、競

争事業者がＦＴＴＨサービスやＣＡＴＶサービスを提供する地域につい

てのみ、自己の光ファイバの接続料金やＦＴＴＨサービスの卸電気通信役

務の料金を下回るようなＦＴＴＨサービスの小売料金を設定すること。 

 

② 競争事業者のネットワークと接続して提供する自己の電気通信役務の料金

に比べて自己又は自己の関係事業者のネットワークと接続して提供する自己

の電気通信役務の料金を低く設定することにより、競争事業者の事業活動を困

難にさせること（私的独占、差別対価等）（注３８４０）。 

（注３８４０）競争事業者に支払うべき接続料金等合理的と認められるコスト差を反

映して通話料金に格差が生じる場合には問題とならない。 

 

③ 電気通信役務を提供に要する費用（注３９４１）を著しく下回る料金で提供

することにより、競争事業者の新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難に

させること（私的独占、不当廉売等）。 

（注３９４１）電気通信役務に関する契約の媒介、取次ぎ又は代理（以下「媒介等」と

いう。）を行う電気通信設備の販売業者に対し、電気通信役務の提供に係る顧

客との契約の締結を条件とした販売奨励金を提供している場合には、当該販

売奨励金も当該電気通信役務の提供に要する費用に含まれる。また、例えば、

電気通信事業者は、自己の関係事業者に販売促進活動等の営業活動を著しく

低い価格で委託したり、自己の関係事業者から特定の電気通信役務を著しく

低い価格で卸し受けたりすることにより、自己の関係事業者から実質的な内

部補助を受けることが可能となる。電気通信事業者が、このような内部補助

を受けること等により、作為的に自己の提供する電気通信役務その他のサー

ビスに要する費用を低くしていると認められる場合には、その点を修正した

上で当該費用を算定する。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者や移

動体電気通信事業者が、工事費、手続費等や電気通信役務に付随する装置

を無料にすることなどを通じて、電気通信役務の提供に要する費用を実質
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的に著しく下回る料金でＦＴＴＨサービスや携帯電話サービスを提供す

ること。 

 

④ 自己又は自己の関係事業者のみから電気通信役務の提供を受けることを条

件として、不当に電気通信役務の料金を引き下げ、基本料金を割り引き、又は

工事費等を減免すること（私的独占、排他条件付取引等）（注４０２）。 

（注４０２）競争事業者の取引機会を減少させるおそれがないと認められる場合には不

当な行為に該当しない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者や移

動体電気通信事業者が、取引関係を有する事業者に対し、自己又は自己の

関係事業者のみから電気通信役務の提供を受けることを条件として、工事

費、手続費等を無料にしてＦＴＴＨサービスや携帯電話サービスを提供す

ること。 

 

⑤ 競争事業者との接続の協定、事業の受委託又は卸電気通信役務の提供等に併

せて、当該競争事業者の提供しようとする電気通信役務の料金、内容、提供条

件等（提供開示時期、提供地域、提供先等を含む。）の設定に不当に関与するこ

と（私的独占、拘束条件付取引等）（注４１３）。 

（注４１３）競争事業者の自主的な事業活動を困難にさせるおそれがないと認められ

る場合には不当な行為に該当しない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、競

争事業者に対して、当該競争事業者のネットワークから発信し自己のネッ

トワークに着信する場合の通話料金の設定に関与することを条件として、

自己の電気通信設備との接続や卸電気通信役務の提供を行うこと。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、競

争事業者に対して、当該競争事業者の携帯電話サービスの通信料金、内容

等の設定に関与することを条件として、自己の電気通信設備との接続や卸

電気通信役務の提供を行うこと。 

 

イ 電気通信事業法上問題となる行為 

(ｱ) 基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務を提供する電気通信事業者が設定

する基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務に係る以下のような契約約款に

ついては、電気通信事業法に基づく契約約款変更命令が発動される（同法第１９

条第２項及び第２０条第３項）。 
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ａ 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき 

（例） 

① 第一号基礎的電気通信役務においては、料金を相対の協議で決める旨の規

定を記載した料金表を設定すること。第二号基礎的電気通信役務及び指定電

気通信役務においては、料金を相対のみで決める旨の規定を記載した料金表

を設定すること。 

② その他料金額の算出方法が、定額、定率などにより適正かつ明確に示され

ていない料金を設定すること。 

 

ｂ 地域により異なる料金の額が定められているとき（総務省令で定める特別の

事情がある場合を除く。） 

極めて高い公共性を有する基礎的電気通信役務については、事業者間の競争

を通じて料金の低廉性を確保する観点から、競争を期待しにくく、加えて整備

費・維持費が高いために都市部に比べて高い料金が設定されるおそれのある都

市部以外の地域について、合理的な必要性がないにもかかわらず、都市部の料

金を上回る料金の設定を原則として認めないこととしている。 

  したがって、都市部以外の地域の料金が都市部の料金を下回る場合について

は、本号に該当しない。 

 また、都市部以外の地域の料金が都市部の料金を上回る場合であっても、地

理的条件により異なる費用に対応するために異なる料金の額を定める必要が

あることその他の地域により異なる料金の額を定めることに合理的な必要性

があり、かつ、異なる料金の額を定めることが基礎的電気通信役務の利用者の

利益の保護のため支障を生ずるおそれがない場合には、「特別な事情」として、

本号に該当しない。 

 

（例） 

【地理的条件により異なる費用に対応するために異なる料金の額を定める合

理的な必要性があるもの】 

① 過去の経緯を踏まえ、利用者の電気通信設備と伝送路設備を通じて接続さ

れる局舎の性質（回線数の取扱数）に応じ基本料金に差を設け、回線数の少

ない局舎の地域の基本料金を安く設定すること（いわゆる級局別料金）。 

② 利用者の電気通信設備との接続点が、通常局舎が取扱う区域の外（電話加

入区域外）となる場合に、基本料金を加算すること（いわゆる区域外加算）。 

③ 特定の地域のみで基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者から卸

電気通信役務の提供を受けて電気通信役務を提供しており、卸電気通信役務
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の価格が全国水準よりも高く設定されている場合において、複数の地域にお

いて同一の料金体系を設定している事業者が、当該特定の地域においては当

該卸電気通信役務の価格を受けて提供するため、他の地域より料金を高く設

定すること。 

【その他】 

④ 複数の地域において同一の料金体系を設定している事業者が、特定の地域

のみで基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の設定する料金に対

抗する場合など、利用者の獲得又は維持を目的とする販売促進上の限定的措

置として、特定の地域又は期間に限定した割引施策を実施すること。 

 

⑤ 複数の地域において同一の料金体系を設定している事業者が、その提供す

る基礎的電気通信役務の終了に伴い別の基礎的電気通信役務への移行促進

を行う場合、利用者の移行障壁を軽減するための限定的措置として、特定の

地域又は期間に限定した割引施策を実施すること。 

 

ｃｂ 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備

の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定め

られていないとき 

（例） 

① 利用停止、契約解除、損害賠償、料金返還に関する事項が適正かつ明確に

規定されていない契約約款。 

② 延滞利息について不当に高額な割合を設定している契約約款。 

③ 消費者契約法（平成１２年法律第６１号）に反するような、電気通信事業

者に著しく有利で利用者に不利な規定のある契約約款。 

 

ｄｃ 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき 

（例） 

① 公専公接続の制限（電話等の電気通信役務を提供する電気通信事業者が、

電話役務契約約款において、契約者回線と専用回線とを相互に接続して通話

を行う場合には電気通信回線の接続の請求を承諾しない旨規定して接続を

制限するもの）のある契約約款。 

② 利用者の責に帰すべき事由に基づくなどの合理的な理由なく、利用停止な

ど利用を制限している契約約款。 

 

ｅｄ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき 

（例） 
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① 利用期間、回線の設置場所、通話形態等の制約がない単純なボリューム割

引型の回線群割引につき、同一名義による回線群に対する割引を認めるにも

かかわらず、異名義による回線群に対する割引を認めないもの。 

② 取引先や子会社等特定の利用者のみを対象とした割引料金。 

③ 割引率に長期契約割引相当分を含むものとしているにもかかわらず、契約

期間によらず一律に割り引くような合理性のない料金を設定すること。 

④ 相互接続通話の利用者に対して、利用停止、契約解除、延滞利息、支払期

限などについて不当に差別的取扱いをしている契約約款。 

⑤ 役務の提供を受けようとする者の責に帰すべき事由に基づくなどの合理

的な理由なく特定の者には役務を提供しない旨を規定している契約約款。 

 

ｆｅ 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき 

（例） 

○ 重要通信の確保の規定やそのため一般通話の規制を行うことがある旨の

規定を設けていない契約約款。 

 

ｇｆ 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他

社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害す

るものであるとき 

（例） 

① 競争事業者が存在する業務区域について、コストが著しく異なるなどの合

理的な理由なく他の地域に比べて低い料金、割引料金その他有利な提供条件

を設けている契約約款。 

② 市場支配的な電気通信事業者が、他の電気通信事業者の接続料が著しく高

いなど合理的な理由なく、自己以外の電気通信事業者のネットワークを利用

した通話について、自己のネットワークのみを利用した通話と比較して高い

料金を設定し、又は割引サービス等の対象としないこと。 

③ 独占的分野から競争分野への内部相互補助により不当な競争を引き起こ

す料金を設定すること。 

④ 競争事業者を排除又は弱体化させるために適正なコストを著しく下回る

料金を設定すること。 

⑤ 競争事業者のサービスを利用しないことを条件とする割引を設定するこ

と。 

⑥ 利用期間、回線の設置場所、通話形態等の制約がない単純なボリューム割

引型の回線群割引につき、同一名義による回線群に対する割引を認めている

にもかかわらず、異名義による回線群に対する割引を認めていないため、他
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の電気通信事業者による再販が禁じられているもの。 

⑦ 利用者の範囲が限定されているなどの合理的な理由なく選択料金を廃止

し、不当に利用者の選択の幅を狭めるような料金を設定すること。 

⑧ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、自己の割引サービ

ス等の利用者のみに対して、基本料、工事費等端末回線に係る料金の割引又

は減免を行うこと。 

⑨ 自己の提供するサービスの提供条件（利用停止、契約解除、延滞利息等）

について、自己の関係事業者のサービスの利用の有無を要件とする契約約款。 

⑩ 指定電気通信役務と併せて他の指定電気通信役務を提供する際に、双方の

役務の料金を区分せずに設定すること。 

⑪ 基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務と併せてこれらの役務以外

の電気通信役務又は電気通信役務以外の役務を提供する際に、当該

電気通信役務の料金と当該これらの役務以外の電気通信役務又は

電気通信役務以外の役務の料金とを区分せずに設定すること。 

⑫ 契約約款において、その電気通信事業者との契約を解除し他の電気通信事

業者に移行しようとする場合に、移行禁止期間を設けるなど事実上解約を制

限する条項を設定すること（ただし、最低利用期間内に解約となる場合の違

約金等についてはこれに当たらない。）。 

⑬ 社会的経済的事情に照らして、最低契約期間が不当に長期の契約約款。 

⑭ 新規の申込みは停止するが、当分の間サービス提供を継続する、又は代替

サービスを提供するなど既存利用者の利便を確保するための措置を講じる

ことなくサービスを廃止し、利用者の利便性を著しく低下させるような契約

約款。 

 

(ｲ) 市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為（②については、第一種指定電

気通信設備を設置する電気通信事業者が行うものに限る。）については、行為の

停止・変更命令が発動される（電気通信事業法第３０条第５項）。また、第一種指

定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当該業

務に関して行う以下の行為に相当する行為については、当該電気通信事業者に対

し当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動され

る（同法第３１条第７４項）。さらに、これらの命令に違反した場合において、公

共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び

同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１号

及び第１２６条第１項第３号）。 

（例） 

① 自己の関係事業者（電気通信事業法第３０条第１項の規定により総務大臣
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から指定を受けた電気通信事業者にあっては、当該電気通信事業者の特定関

係法人（注４２４）であって総務大臣が指定するものに限る。②及び③にお

いて同じ。）とそれ以外の電気通信事業者の接続料に著しい格差があるなど

の合理的な理由なく、自己の関係事業者以外の電気通信事業者のネットワー

クを利用した通話については、自己の関係事業者のネットワークを利用した

通話と比較して高い料金を設定し、又は割引サービス等の対象としないこと

（電気通信事業法第３０条第３項第２号及び第４項第２号）。 

（注４２４）特定関係法人とは、電気通信事業法第１２条の２第４項第１号に定め

る特定関係法人をいう。 

② 他の電気通信事業者（注４３５）との間での接続、業務受委託、サービス

提供等に当たり、当該他事業者が提供する電気通信役務の内容、開始時期、

提供区域、提供先、料金等を制限すること（電気通信事業法第３０条第４項

第３号）。 

（注４３５）電気通信事業法第１６４条第１項各号に掲げる電気通信事業（いわゆる

適用除外電気通信事業）を営むものを含む。 

 

(ｳ) 電気通信事業者が設定する以下のような料金その他の提供条件については業

務改善命令が発動される（ａからｆについては電気通信事業法第２９条第１項第

２号から第７号まで、ｇについては電気通信事業法第１２１条第２項）。 

 

ａ 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき 

（例） 

① 「時価」や「当社が毎月末に請求する額」など社会通念上利用者にとって

料金額が予見可能でないと認められるような料金を設定すること。 

② その他料金額の算出方法が、定額、定率などにより適正かつ明確に示され

ていない料金を設定すること。 

 

なお、例えば、「月額料金は、毎月最終日１７時の東京外国為替市場の円相場

（１米ドルを日本円に換算した額）に当該月の通信時間を乗じた額」と定める

場合や「年額料金は、昨年度Ａ社に対して支払った年額料金の○割引の額（昨

年度Ａ社のサービスを利用した場合）」と定める場合などは、一般的には本号

に該当しないと考えられる。 

 

ｂ 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の

設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定めら

れていないとき 
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（例） 

① 利用停止、契約解除、損害賠償、料金返還に関する事項が適正かつ明確に

規定されていない契約。 

② 延滞利息について不当に高額な割合を設定している契約。 

③ 消費者契約法に反するような、電気通信事業者に著しく有利で利用者に不

利な規定のある契約。 

 

なお、例えば一定期間内に申し込んだ利用者に対して、回線工事費その他の

工事費用を無料とする場合は、一般的には本号に該当しないと考えられる。 

 

ｃ 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき 

（例） 

① 公専公接続の制限（電話等の電気通信役務を提供する電気通信事業者が、

電話役務を提供する契約において、契約者回線と専用回線とを相互に接続し

て通話を行う場合には電気通信回線の接続の請求を承諾しない旨規定して

接続を制限するもの）のある契約。 

② 利用者の責に帰すべき事由に基づくなどの合理的な理由なく、利用停止な

ど利用を制限している契約。 

 

ｄ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき 

（例） 

① 契約回線数その他の利用条件が同一であるにもかかわらず、取引先や子会

社等であることを理由として、特定の利用者に対し他の利用者と比較して著

しく低い料金を設定すること。 

② 相互接続通話の利用者に対して、利用停止、契約解除、延滞利息、支払期

限などについて不当に差別的取扱いをしていること。 

③ ２以上の端末に対して同一の電気通信番号を使用させる際に、当該端末に

ついて技術的に同一の電気通信事業者が電気通信役務を提供する必要があ

るなどの合理的な理由なく、特定の端末向けのサービスへの加入に当たり、

当該サービスと直接関係のない他のサービスへの加入を条件として設定す

ること。 

④ 役務の提供を受けようとする者の責に帰すべき事由に基づくなどの合理

的な理由なく特定の者には役務を提供しないこと。 

 

ｅ 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき 

（例） 
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○ 重要通信の確保のために一般通信の規制を行うことが想定される電気通

信役務について、その旨の規定を設けていない契約。 

 

ｆ 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社

会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害する

ものであるとき 

（例） 

① 競争事業者が存在する業務区域において、コストが著しく異なるなどの合

理的な理由なく、他の区域に比べて低い料金、割引料金など当該競争事業者

との間に不当な競争を引き起こし利用者利益を阻害するような有利な提供

条件を設定すること。 

② 市場支配的な電気通信事業者が、他の電気通信事業者の接続料が著しく高

いなど合理的な理由なく、自己以外の電気通信事業者のネットワークを利用

した通話について、自己のネットワークのみを利用した通話と比較して高い

料金を設定し、又は割引サービス等の対象としないこと。 

③ 独占的分野から競争分野への内部相互補助により不当な競争を引き起こ

す料金を設定すること。 

④ 競争事業者を排除又は弱体化させるために適正なコストを著しく下回る

料金を設定すること。 

⑤ 競争事業者のサービスを利用しないことを条件とする割引を設定するこ

と。 

⑥ 利用者の範囲が限定されているなどの合理的な理由なく選択料金を廃止

し、不当に利用者の選択の幅を狭めるような料金を設定すること。 

⑦ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、自己の割引サービ

ス等の利用者のみに対して、基本料、工事費等端末回線に係る料金の割引又

は減免を行うこと。 

⑧ 自己の提供するサービスの提供条件（利用停止、契約解除、延滞利息等）

について、自己の関係事業者のサービスの利用の有無を要件とする契約。 

⑨ 電気通信役務と併せて電気通信役務以外の役務を提供する際に、当該電気

通信役務の料金と当該電気通信役務以外の料金とを区分せずに設定するこ

とにより、他の電気通信事業者との間における不当な競争を引き起こすこと。 

⑩ 契約において、当該電気通信事業者との契約を解除し他の電気通信事業者

に移行しようとする場合に、移行禁止期間を設けるなど事実上解約を制限す

る条項を設定すること（ただし、最低利用期間内に解約となる場合の違約金

等についてはこれに当たらない。）。 

⑪ 社会的経済的事情に照らして、最低契約期間が不当に長期の契約。 
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⑫ 固定ブロードバンドサービス（注４４６）の利用の開始に当たって必要と

なる工事費（ＧＰＳ付据え置き型Ｗｉ－Ｆｉルータの端末代金を含む。以下

同じ。）の分割支払いについて、期間拘束契約の期間を超える分割支払い回

数しか提供しないこと。 

（注４４６）ＦＴＴＨサービス、ＤＳＬサービス、ＣＡＴＶサービス、ＦＷＡサービ

ス又は無線インターネット専用サービス（電気通信事業者が電気通信設備

を制御することにより、特定地点以外での利用を制限して提供される電気

通信役務に限る。）をいう。ただし、契約約款に定める料金その他の提供条

件によらず、料金その他の提供条件についての別段の合意に基づき法人に

対して提供される電気通信役務を除く。 

⑬ 固定ブロードバンドサービスの利用の開始に当たって必要となる工事費

について、一括支払いや短期の分割支払いと比べ、長期の分割支払いの場合

において、その割引やキャッシュバックの額を有利とすること。 

⑭ 固定ブロードバンドサービス契約において、違約金が不要で解約できる期

間（以下「無料解約期間」という。）を３か月未満とすること。 

⑮ 新規の申込みは停止するが、当分の間サービス提供を継続する、又は代替

サービスを提供するなど既存利用者の利便を確保するための措置を講じる

ことなくサービスを廃止し、利用者の利便性を著しく低下させるような契約。 

 

なお、例えば、長期契約による割引、ボリュームディスカウント、一定期間

の無料キャンペーン、複数のサービスのセット割引等のサービスを提供してお

り、これによって他の事業者の事業活動が特段困難になっているとは認められ

ないような場合には、一般的には本号に該当しないと考えられる。 

 

ｇ 認定電気通信事業者が、正当な理由なく、認定電気通信事業に係る電気通信

役務の提供を拒否するとき 

（例） 

○ 認定電気通信事業者が、その認定電気通信事業に係る電気通信役務を利用

する意思がある者に対し、当該者が電気通信役務の提供に関する契約を過去

に短期間で解約したことがあることのみを理由に、当該電気通信役務の提供

の申込みを承諾しないこと。 

 

(ｴ) 電気通信事業者が以下のような適正かつ合理的でない事業運営を行っている

ことにより、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれ

があると認めるときは、業務改善命令が発動される。（電気通信事業法第２９条

第１項第１２号） 
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（例） 

① そのサービス提供に必要な事業資金を調達するために虚偽のネットワー

ク構成等を説明してサービス提供をしているとき。 

② 検索しても解約方法を説明するページが表示されないように設定するな

ど、解約時に必要な情報を利用者が見つけづらくすること。 

③ オンライン手続について、合理的な理由なく、２４時間受付としないこと。 

 

(2) セット提供等に係る行為 

ア 独占禁止法上問題となる行為 

市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

① 他の事業者と業務提携を行うことにより自己又は自己の関係事業者の電気

通信役務と併せて他の商品・サービスを提供する場合（注４５７）に、業務提

携を行う事業者に対して、他の電気通信事業者との業務提携を行わないこと、

又は他の電気通信事業者との業務提携における割引額を低く抑えるなど、他の

電気通信事業者との提携内容を自己若しくは自己の関係事業者との提携内容

よりも不利なものとすることを条件とすることにより、他の電気通信事業者の

事業活動を困難にさせること（私的独占、排他条件付取引等）。 

（注４５７）他の商品・サービスを提供する場合とは、当該他の商品・サービスを自己

の名義において提供する場合のほか、自己の業務提携先の事業者が当該他の

商品・サービスを提供する場合も含まれる。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、電

力会社やガス会社と業務提携を行うことにより自己のＦＴＴＨサービス

と電気やガスをセット提供する場合に、当該電力会社やガス会社に対して、

自己と競争関係にある固定系電気通信事業者と業務提携を行わないこと

を条件としたり、自己と競争関係にある固定系電気通信事業者と業務提携

する場合には自己のＦＴＴＨサービスとセット提供する場合の割引額と

比べ電気料金やガス料金の割引額を低くすることを条件としたりするこ

と。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、電

力会社やガス会社と業務提携を行うことにより自己の携帯電話サービス

と電気やガスをセット提供する場合に、当該電力会社やガス会社に対して、

自己と競争関係にある移動体電気通信事業者と業務提携を行わないこと

を条件としたり、自己と競争関係にある移動体電気通信事業者と業務提携

する場合には自己の携帯電話サービスとセット提供する場合の割引額と
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比べ電気料金やガス料金の割引額を低くすることを条件としたりするこ

と。 

 

② 自己の電気通信役務と併せて他の商品・サービスの提供（注４６８）を受け

ると電気通信役務の料金又は当該他の商品・サービスの料金と電気通信役務の

料金を合算した料金が割安となる方法でセット提供する場合等において、提供

に要する費用（注４７９）を著しく下回る料金を設定すること（注４８５０）

により、自己又は他の商品・サービスを提供する事業者と競争関係にある事業

者の事業活動を困難にさせること（私的独占、不当廉売等）。 

（注４６８）他の商品・サービスの提供とは、他の商品・サービスを自己の名義におい

て提供する場合のほか、他の事業者が当該他の商品・サービスを提供する場

合も含まれる。 

（注４７９）費用に関する考え方は注４１３９と同じである。 

（注４８５０）例えば、電気通信役務と端末設備、電気、ガス等の他の商品・サービス

をセット提供する場合には、一般的には、電気通信役務と他の商品・サービス

それぞれについて、その供給に要する費用を著しく下回る料金で提供してい

るかどうかにより判断することとなる。 

なお、電気通信役務と他の商品・サービスそれぞれについて判断する場合

に、電気通信事業者が、電気通信役務の提供による収入で、端末設備、電気、

ガス等の他の商品・サービスの供給に要する費用を補填しているときには、

当該補填分を除いて当該費用を算定する。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、自

己のＦＴＴＨサービスと電気やガスをセット提供する場合において、当該

ＦＴＴＨサービスの提供に要する費用を著しく下回る水準で当該ＦＴＴ

Ｈサービスの料金を設定すること（名目上は電気やガスの料金が割安とな

る場合であっても、実質的にはＦＴＴＨサービスの料金を割り引いている

と認められる場合も含む。）。  

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、固

定系電気通信事業者からＦＴＴＨサービスの卸提供を受け、自己の携帯電

話サービスとＦＴＴＨサービスをセット提供する場合において、当該携帯

電話サービスの費用を著しく下回る水準で当該携帯電話サービスの料金

を設定し、又は当該ＦＴＴＨサービスの提供に要する費用を著しく下回る

水準で当該ＦＴＴＨサービスの料金を設定したり、携帯電話サービスとＦ

ＴＴＨサービスの提供に要する費用を合算した費用を著しく下回る水準

で全体の料金を設定したりすること。 
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○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、携

帯電話サービスと電気やガスをセット提供する場合において、当該携帯電

話サービスの提供に要する費用を著しく下回る水準で当該携帯電話サー

ビスの料金を設定すること（名目上は電気やガスの料金が割安となる場合

であっても、実質的には携帯電話サービスの料金を割り引いていると認め

られる場合も含む。）。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、自

ら又は端末設備の販売業者を通じて自己の携帯電話サービスと端末設備

をセット提供する場合に、当該携帯電話サービスの提供に要する費用を著

しく下回る水準で当該携帯電話サービスの料金を設定すること、又は当該

端末設備の供給（販売）に要する費用を著しく下回る対価で当該端末設備

を販売すること。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、自

ら又は端末設備の販売業者を通じて端末設備を提供するに当たり、自己の

携帯電話サービスの提供を受けず、端末設備の購入のみで端末設備の割引

を受けられるにもかかわらず、自己の携帯電話サービスの利用が条件では

ないことを分かりづらく表示すること又はその旨を積極的に周知しない

ことにより、大半の利用者に、端末設備の購入のみでは割引を受けられな

いと認識させて、自己の携帯電話サービスと端末設備をセット提供してい

る場合に、端末設備の供給（販売）に要する費用を著しく下回る端末設備

の大幅な値引きを行うこと。 

 

イ 電気通信事業法上問題となる行為 

市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為については、行為の停止・変更

命令が発動される（電気通信事業法第３０条第５項）。また、第一種指定電気通信

設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当該業務に関して

行う以下の行為に相当する行為については、当該電気通信事業者に対し当該行為

を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動される（同法第

３１条第７４項）。さらに、これらの命令に違反した場合において、公共の利益を

阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び同法第１１

７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１号及び第１２

６条第１項第３号）。 

市場支配的な電気通信事業者以外の電気通信事業者が以下の行為を行う場合

であっても、電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共

の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき（卸電気通信役務の提供によるとき

に限る。）や、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそ
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れがあるときは、業務改善命令が発動される。（同法第２９条第１項第１０号及

び第１２号） 

（例） 

○ 自己の関係事業者（電気通信事業法第３０条第１項の規定により総務大臣

から指定を受けた電気通信事業者にあっては、当該電気通信事業者の特定関

係法人であって総務大臣が指定するものに限る。）のサービスを排他的に組

み合わせた割引サービスの提供を行うこと（電気通信事業法第３０条第３項

第２号及び第４項第２号）。 

 

(3) 顧客と他の電気通信事業者との取引の妨害等に係る行為 

ア 独占禁止法上問題となる行為 

市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

① 顧客等に対して、電気通信役務の品質面等に関する事実と異なる情報提供を

行うこと、必要事項を十分に説明しないこと等により、競争事業者と当該顧客

等との契約の締結を不当に妨害すること又は競争事業者と当該顧客等との既

存契約を不当に解除させること（私的独占、取引妨害等）。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者や移

動体電気通信事業者が、顧客等に対して、根拠がないにもかかわらず、通

信速度が遅いなど、競争事業者の電気通信役務に係る品質面等が自己の電

気通信役務に劣るかのような広告の提示や説明を行うこと。 

 

② 回線切替工事を必要とする電気通信役務について、自己との既存契約を解約

し競争事業者と契約を締結しようとする顧客の回線切替工事を遅延させ、又は

遅延を示唆することにより、競争事業者と当該顧客との契約の締結を不当に妨

害すること（私的独占、取引妨害等）。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、自

己とのＦＴＴＨサービスの既存契約を解約し競争事業者とＦＴＴＨサー

ビスの契約を締結しようとする顧客の回線切替工事を遅延させ、又は遅延

を示唆すること。 

 

③ 顧客が自己との電気通信役務の提供契約を解約する場合において、当該顧客

に対して、不当に高額の違約金の支払を請求し（注４９５１）、若しくは他の電

気通信事業者への移行禁止期間を設けること、又は不当に端末設備に技術的な
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制限を設定し当該端末設備において他の電気通信事業者の電気通信役務を利

用できなくすること（注５０２）により、競争事業者と当該顧客との契約の締

結を不当に妨害すること（私的独占、取引妨害等）。 

（注４９５１）例えば、一定期間の契約を条件として料金が割安となる契約において、

当該契約期間内に顧客が解約する場合に、不当に高額の違約金の支払を請求

することがこれに当たる。 

なお、不当に高額の違約金であるかどうかは、顧客が解約までに享受した

割引総額、当該解約による電気通信事業者の収支への影響の程度、割引額の

設定根拠等を勘案して判断される。 

（注５０２）例えば、特定事業者に係るプロファイルが記録されたＳＩＭに対しての

み端末設備が動作するよう設定された端末上の制限（以下「ＳＩＭロック」と

いう。）を設定し、不当に他の電気通信事業者の電気通信役務を利用できなく

することがこれに当たる。 

なお、不適切な行為を防止するための必要最小限の措置と認められる場合

には不当な行為に該当しない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、一

定期間の契約を条件として割引を行う携帯電話サービスの契約を解約す

る顧客に対して、不当に高額の違約金の支払いを請求すること。 

 

④ 工事又は機器の取替え等が必要な電気通信役務について、当該工事等の費用

を自己又は自己の関係事業者の顧客に係るものに比べて競争事業者の顧客に

係るものを不利なものとすることにより、競争事業者とその顧客の取引を不当

に妨害すること（私的独占、取引妨害等）。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、自

己のＦＴＴＨサービスから競争事業者のＦＴＴＨサービスに切り替えよ

うとする顧客に対して、自己の関係事業者のＦＴＴＨサービスに切り替え

ようとする顧客に比べてサービスの切替えに必要となる回線の切替工事

の料金を高く設定したり切替工事の作業を遅延させたりすること。 

 

イ 電気通信事業法上問題となる行為 

電気通信事業者が以下のような適正かつ合理的でない事業運営を行っている

ことにより、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれ

があると認めるときは、電気通信事業法に基づき、業務改善命令が発動される（同

法第２９条第１項第１２号）。 
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（例） 

① 利用者等に対して、電気通信役務の料金、品質面等に関して不当な情報提供

を行い、又は必要事項を十分にかつ正確に説明しないこと等により、利用者等

と他の電気通信事業者との契約締結を妨害し、締結済の契約を解除させ、又は

自己の提供するサービスの契約へ誘導すること。 

② 利用者に対して、他の電気通信事業者との契約を行った場合、自己のサービ

ス品質を低下させる旨の示唆を行い、他の電気通信事業者との契約締結を妨害

すること。 

③ 天災、事変その他の非常事態発生時における事実上の優遇措置の実施を理由

に、利用者等と他の電気通信事業者との取引について、契約の成立の阻止、契

約の不履行の誘引その他の方法により、その取引を不当に妨害すること。 

④ 回線切替工事等を必要とする電気通信役務について、自己又は自己の関係事

業者との既存契約を解約し他の電気通信事業者と契約を締結しようとする利

用者の回線切替工事等を意図的に遅延させるなど不利な取扱いを行い、又はこ

うした不利な取扱いを示唆することにより、他の電気通信事業者と利用者との

契約締結を妨害すること。 

⑤ ＤＳＬサービスを電話との重畳により行う場合に、電話加入とＤＳＬ利用申

込名義が異なるという理由のみで、利用申込者への利用申込みの補正などを求

めることなく申込みに応じないこと。 

⑥ 利用者の同意を得ずに優先登録先の電気通信事業者を変更すること（いわゆ

るスラミング）。 

⑦ 利用者の同意を得ずに付加サービス契約を締結したり、利用がないにもかか

わらず不当に高い料金請求を行うこと（いわゆるクラミング）。 

⑧ 電気通信事業者の固定系端末回線と接続してＤＳＬサービス等を提供する

他の電気通信事業者が、利用者からの契約解約の申出があったにもかかわらず、

速やかに当該電気通信事業者に対して設備撤去工事等の申込みを行わず、利用

者の解約を遅延させること。 

⑨ 利用者に対して、専らＭＮＰを行うことを目的としたサービス利用意思を伴

わない乗換え行為を示唆することにより、他の電気通信事業者の事業運営に支

障を与えること。 

 

(4) 自己の関係事業者との業務の受委託等に係る行為 

ア 独占禁止法上問題となる行為 

加入者回線網を保有する電気通信事業者は、既存の電気通信役務に係る顧客と

の契約関係を活用することで他の電気通信事業者に比べて有利に営業販売活動

等を展開し得る地位にある。また、加入者回線網を保有する電気通信事業者との
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接続や当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより電気

通信役務を提供する電気通信事業者は、当該電気通信役務を提供するために必要

な業務を、加入者回線網を保有する電気通信事業者に委託する場合がある。この

ため、電気通信事業者にとっては、加入者回線網を保有する事業者から業務の受

託等を拒否されれば、新規参入が困難となる場合がある。このような状況におい

て、市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

○ 自己の関係事業者に対しては電気通信役務に関する契約の媒介等、その他の

業務の受託等（注文受付、料金請求・回収代行等の業務の支援行為を含む。）を

行う一方、競争事業者に対しては、その受託等を不当に拒否し（注５１３）、又

は自己の関係事業者に比べて高い料金を設定する（注５２４）など不当に差別

的に取り扱うこと（私的独占、取引拒絶等）（注５３５）。 

（注５１３）受託等の手続を遅延させるなど、実質的に受託等を拒否していると認め

られる場合も含む。 

（注５２４）実質的に自己の関係事業者に適用が限定されることが明らかな大口割引

により、実質的に競争事業者に対する料金を高く設定していると認められる

場合も含む。 

（注５３５）競争事業者の事業活動を困難にさせるおそれがないと認められる場合に

は不当な行為に該当しない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、自

己の光ファイバを用いたＦＴＴＨサービスを卸提供する場合に、自己の関

係事業者に対しては当該ＦＴＴＨサービスの営業活動や注文受付、料金請

求・回収代行等の付随業務の受託等を低い料金で行う一方、他の卸先事業

者に対しては、当該業務の受託等を行わなかったり、受託に係る料金を高

く設定したりすること。 

 

イ 電気通信事業法上問題となる行為 

(ｱ) 電気通信事業者が以下のような適正かつ合理的でない事業運営を行っている

ことにより、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれ

があると認めるときは、電気通信事業法に基づき、業務改善命令が発動される（同

法第２９条第１項第１２号）。 

（例） 

○ 自己の関係事業者の業務委託等についてのみ有利な取扱いをすること。 

 

   (ｲ) 市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為については、行為の停止・変更
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命令が発動される（電気通信事業法第３０条第５項及び第３１条第７４項）。ま

た、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社

等が当該業務に関して行う以下の行為に相当する行為については、当該電気通信

事業者に対し当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令

が発動される（同法第３１条第７４項）。さらに、これらの命令に違反した場合

において、公共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事

業の登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条

第１項第１号及び第１２６条第１項第３号）。 

（例） 

① 利用者に料金明細書等を送付する際、自己の関係事業者（電気通信事業法

第３０条第１項の規定により総務大臣から指定を受けた電気通信事業者に

あっては、当該電気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定する

ものに限る。②及び③において同じ。）の商品案内、申込書等を同封するなど

当該電気通信事業者と一体となった排他的な業務を行うこと（電気通信事業

法第３０条第３項第２号及び第４項第２号）。 

② 自己の関係事業者に対して、料金その他業務の受委託に係る提供条件につ

いて有利な取扱いを行うこと（電気通信事業法第３０条第３項第２号及び第

４項第２号）。 

③ 自己の提供する基本料に関して、自己の関係事業者が提供する割引サービ

スを再販する電気通信事業者のみに利用者に対する請求代行を認めること

（電気通信事業法第３０条第３項第２号及び第４項第２号）。 

④ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、料金回収業務や商

品販売業務の受託について、コスト、業務内容、販売数量等の条件が同様で

あるにもかかわらず、特定関係事業者から徴収する手数料に比べて他の電気

通信事業者から徴収する手数料を高く設定すること（電気通信事業法第３１

条第５２項第２号）。 

 

(5) 卸電気通信役務の料金の設定等に係る行為 

ア 独占禁止法上問題となる行為 

市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が、卸電気通信役務

の料金を低く設定することにより、当該卸電気通信役務の提供を受けた電気通信

事業者が低い価格で小売サービスを提供し、小売サービス市場において自ら設備

を保有して電気通信役務を提供する電気通信事業者等の事業活動を困難とさせ

る場合がある。このため、市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事

業者が、卸電気通信役務について、提供に要する費用を著しく下回る料金で提供

したり、不当に特定の地域又は相手方に対してのみ料金を低く設定したりするこ
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とにより、競争事業者の新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせるこ

とは、独占禁止法上問題となる。 

また、電気通信事業者にとっては、投資等を行うことにより新たに設備を構築

することが現実的に困難と認められるボトルネック設備があることや電波の割

当て枠に限りがあること等から、これらを保有する市場において相対的に高いシ

ェアを有する電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けられなかったり、

卸電気通信役務の手続が遅延したりすれば、新規参入が困難となる場合があり、

電気通信事業者が単独で行う取引拒絶であっても、独占禁止法上問題となる場合

がある。 

上記の考え方を踏まえると、市場において相対的に高いシェアを有する電気通

信事業者が行う以下の行為は、独占禁止法上問題となる。 

① 提供に要する費用（注５４６）を著しく下回る料金で卸電気通信役務を提供

することにより、卸電気通信役務市場又は小売サービス市場における競争事業

者の新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、不

当廉売等）。 

（注５４６）例えば、電気通信事業者は、自己の関係事業者に販売促進活動等の営業活

動を著しく低い価格で委託したり、自己の関係事業者から特定の電気通信役

務を著しく低い価格で卸し受けたりすることにより、自己の関係事業者から

実質的な内部補助を受けることが可能となる。電気通信事業者が、このよう

な内部補助を受けること等により、作為的に自己の提供する卸電気通信役務

その他のサービスに要する費用を低くしていると認められる場合には、その

点を修正した上で当該費用を算定する。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、自

己の光ファイバを用いたＦＴＴＨサービスの卸提供に要する費用を著し

く下回る料金で卸電気通信役務の提供を行うこと。 

 

② 競争事業者が新規参入した地域又は競争事業者が競合するサービスを提供

している地域についてのみ、卸電気通信役務の料金を不当に低く設定し、当該

卸電気通信役務の提供を受けた電気通信事業者が低い価格で小売サービスを

提供することを可能とすることにより、卸電気通信役務市場又は小売サービス

市場における競争事業者の事業活動を困難にさせること（私的独占、差別対価

等）。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、光

ファイバやＣＡＴＶ設備を保有して電気通信役務を提供する電気通信事
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業者と競合する地域についてのみ、提供に要する費用を著しく下回るＦＴ

ＴＨサービスの卸電気通信役務の料金を設定すること。 

 

③ 電気通信事業者に対して、卸電気通信役務の提供を行う場合に、他の電気通

信事業者から卸電気通信役務の提供を受けないことを条件とし、又は他の電気

通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けた場合には自己が提供する卸電

気通信役務に関連する料金を高く引き上げることなどにより、当該他の電気通

信事業者の卸電気通信役務市場への新規参入を阻止し、又はその事業活動を困

難にさせること（私的独占、排他条件付取引等）。 

 

④ 競争事業者に対して、事業活動を行うために必要な卸電気通信役務の提供を

不当に拒否すること、又は卸電気通信役務に関連する費用（注５５７）を高く

設定し（注５６８）（注５９７）、卸電気通信役務の提供を受けるに当たって必

要となる情報を十分に開示せず、卸電気通信役務の提供手続（注５８６０）を

遅延させ、卸電気通信役務の提供を受ける者にとって必要な機能を利用させな

いなど実質的に卸電気通信役務の提供を不当に拒否していると認められる行

為を行うこと（私的独占、取引拒絶等）（注５９６１）（注６２０）。 

（注５７５）卸電気通信役務に関連する費用には、手続費等を含む。また、卸電気通信

役務に関連する費用とは、名目上の費用ではなく、実際の取引において当該

卸電気通信役務に関連する値引き、販売奨励金の提供等が行われている場合

には、これらを考慮に入れた実質的な費用をいう。 

（注５６８）例えば、自己の小売サービスの料金を上回る卸電気通信役務の料金を設

定することがこれに当たる。 

（注５７９）電気通信回線等に係る既存投資額を償却し得るような水準である場合に

は問題とならない。 

（注５８６０）卸電気通信役務の提供手続は、卸電気通信役務の提供を受けるに当た

って必要となる情報の開示請求への対応を含む。 

（注５９６１）競争事業者の卸電気通信役務市場若しくは小売サービス市場への新規

参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせるおそれがないと認められる

場合には不当な行為に該当しない。 

（注６０２）卸電気通信役務を提供する電気通信事業者にとって、提供することが技

術的に困難な機能や過度な経済的負担が発生する機能等については、その提

供を行わない場合であっても、一般的には問題とならない。 

 

⑤ 競争事業者に対して卸電気通信役務の提供を行う場合に、卸電気通信役務の

内容、卸電気通信役務に関連する費用、提供する情報、卸電気通信役務の提供
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手続、卸電気通信役務の提供を受けるまでの期間、技術的条件（注６１３）等

について、競争事業者に対し、自己の関係事業者に比べて不利な取扱いをする

こと（注６２４）により、卸電気通信役務市場又は小売サービス市場への新規

参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、差別取扱い

等）。 

（注６１３）ここでいう技術的条件は、例えば、設備を接続する場合の接続箇所におけ

る技術的条件や受付システムの技術的仕様等を指す。 

（注６２４）実質的に自己の関係事業者に適用が限定されることが明らかな大口割引

により、実質的に競争事業者に対する費用を高く設定していると認められる

場合も含む。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、自

己の光ファイバを用いたＦＴＴＨサービスを卸提供する場合に、自己の関

係事業者に対してのみ、当該ＦＴＴＨサービスの料金を低く設定したり実

質的に自己の関係事業者に適用が限定されることが明らかな大口割引を

行ったりすること、技術的条件を先行的に開示すること、又は当該ＦＴＴ

Ｈサービスを優先的に提供することなど、競争事業者に対し、自己の関係

事業者に比べて不利な取扱いをすること。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、自

己の電気通信設備を用いた携帯電話サービスを卸提供する場合に、自己の

関係事業者に対してのみ、一定の機能を優先的に卸提供したり、当該携帯

電話サービスの卸料金を低く設定したりするなど、競争事業者に対し、自

己の関係事業者に比べて不利な取扱いをすること。 

 

⑥ 電気通信事業者に対して、卸電気通信役務の提供を行う場合に、当該卸電気

通信役務を受けた電気通信事業者が当該卸電気通信役務を用いて提供する電

気通信役務の顧客に対して当該卸電気通信役務以外を用いた電気通信役務へ

と契約を切り替えさせることを不当に制限すること（私的独占、拘束条件付取

引等）（注６３５）。 

（注６３５）競争事業者の事業活動を困難にさせるおそれがないと認められる場合に

は不当な行為に該当しない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者が、光

ファイバやＣＡＴＶ設備を保有する電気通信事業者に対して、ＦＴＴＨサ

ービスを卸提供する際に、当該電気通信事業者が、当該卸提供を受けて提

供するＦＴＴＨサービスの顧客を勧誘し、当該電気通信事業者の保有する
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光ファイバやＣＡＴＶ設備を用いた電気通信役務へと契約を切り替えさ

せることを、不当に制限する条件を付けること。 

 

⑦ 卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者は、卸電気通信役務の提供を受

けようとする競争事業者から、電気通信役務を提供する地域（需要者に関する

情報）、想定される通信量（需要規模に関する情報）等に関する情報の提供を受

けることとなる。このため、卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者は、

卸電気通信役務の提供を受けようとする競争事業者との交渉の過程において、

当該競争事業者やその顧客に関する情報を知り得る立場にある。 

そのような立場を利用して、競争事業者との卸電気通信役務の提供に関する

業務を通じて得た当該競争事業者やその顧客に関する情報を、自己や自己の関

係事業者の事業活動に利用することにより、競争事業者の新規参入を阻止し、

又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、取引妨害等）（注６４６）。 

（注６４６）競争事業者や顧客に関する情報を、自己の回線の設置業務（例えば、利用

の逼迫
ひっぱく

状況を改善する観点からネットワーク設計を行う業務）に利用する場

合には問題とならない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する固定系電気通信事業者や移

動体電気通信事業者が、競争事業者との卸電気通信役務の提供に関する業

務を通じて得た当該競争事業者のサービス提供先や顧客に関する情報を、

自己の営業部門や自己の関係事業者の営業活動に利用すること。 

 

イ 電気通信事業法上問題となる行為 

(ｱ) 電気通信事業者が以下のような行為を行っていることにより、他の電気通信事

業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害され

るおそれがあると認めるときは、電気通信事業法に基づく業務改善命令が発動さ

れる（同法第２９条第１項第１０号）。 

（例） 

① 卸電気通信役務の契約において、当事者の責任に関する事項や料金の算

出方法等が適正かつ明確に定められていないこと。 

② 自己の関係事業者等に対する料金に比べて高い料金で卸電気通信役務

を提供するなど、特定の電気通信事業者を不利に取り扱うこと。 

③ 卸電気通信役務の料金に関して、利用者に対する料金よりも高い料金を

設定すること。 

④ 卸電気通信役務の提供の申込みに対して、不要な資料の提出を要求し、

若しくは速やかに回答できるにもかかわらず、いたずらに回答を遅延させ
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ること。 

⑤ 卸電気通信役務の提供に関して入手した情報を自己の営業目的に利用

すること。 

 

(ｲ) 市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為については、行為の停止・変更

命令が発動される（電気通信事業法第３０条第５項）。また、第一種指定電気通

信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当該業務に関し

て行う以下の行為に相当する行為については、当該電気通信事業者に対し当該行

為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動される（同法

第３１条第７４項）。さらに、これらの命令に違反した場合において、公共の利

益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び同法第

１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１号及び第

１２６条第１項第３号）。 

（例） 

○ 卸電気通信役務の提供について、自己の関係事業者（電気通信事業法第

３０条第１項の規定により総務大臣から指定を受けた電気通信事業者に

あっては、当該電気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定す

るものに限る。）に対して、他の電気通信事業者と比べて低い料金や有利な

条件で提供すること（電気通信事業法第３０条第３項第２号及び第４項第

２号）。 

 

(ｳ) 特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者（卸元事業者）が行う次のよう

な行為については、公共の利益を確保するために必要な限度において、電気通信

事業法上の業務改善命令が発動される（電気通信事業法第３８条の２第４項）（注

６５７）。 

（例） 

○ 特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合

において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事

業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をするときまで

に、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて特定卸電気

通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項

の提示をするよう求められたにもかかわらず、次に掲げるような正当な理

由がないのに、これを拒むこと。ただし、単に事業の経営に関する秘密で

あることのみをもって提示を拒むことは正当な理由に当たらない。 

・ 提示の求めがあった事項が、卸元事業者が他の電気通信事業者と締結

した秘密保持契約による保護対象である事項のうち、個別の電気通信事
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業者のみに係る事項であることが明らかであること 

・ 提示の求めがあった事項が、卸元事業者が提供する電気通信役務（卸

電気通信役務を除く。）の設計に関する営業秘密であって、当該事項を提

示することにより、卸元事業者の競争上の地位を不当に害すること 

（注６５７）卸元事業者が正当な理由なく特定卸電気通信役務の提供を拒む場合、

その拒まれた電気通信事業者が総務大臣に協議の開始又は再開を申し

立てることにより、総務大臣は原則として卸元事業者に協議の開始又は

再開の命令が発動される。提供を拒むことができる正当な理由とは、電

気通信事業法第３２条等における電気通信回線設備との接続を拒むこ

とができる場合と同等のものであり、次に掲げるような理由をいう。 

・ 卸元事業者の電気通信役務の円滑な提供に支障があること 

・ 当該特定卸電気通信役務の提供が卸元事業者の利益を不当に害する

おそれがあること（第二種指定電気通信設備を用いて提供される特定

卸電気通信役務において、卸元事業者が BtoBtoX 型のビジネス（電気

通信事業者が電気通信分野以外の様々な分野においてサービスを提

供する企業をパートナー企業として、当該企業に対する通信サービス

及びビジネスソリューション等を提供し、パートナー企業がエンドユ

ーザーにサービス提供をするビジネスモデルをいう。）を提供する場

合であって、卸元事業者がパートナー企業へ提供するサービスのうち

卸電気通信役務に相当する部分が特定卸電気通信役務に該当する場

合について、当該特定卸電気通信役務を他の電気通信事業者に提供す

ることにより、当該パートナー企業の知的財産権が侵害されるおそれ

があると認められる合理的な理由がある場合を含む。） 

・ 当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の申入れをした他の電

気通信事業者が、当該特定卸電気通信役務の提供に関し負担すべき金

額の支払を怠り、又は怠るおそれがあること 

・ 当該特定卸電気通信役務の提供に応ずることが技術的又は経済的に

著しく困難であること 

 

 

第４ コンテンツの提供に関連する分野 

１ 独占禁止法における考え方 

(1) 現在、多機能端末の普及などにより、様々なシステム上で、顧客が、ゲーム、音

楽、動画、電子書籍等の各種サービス（以下「コンテンツ」という。）を利用するこ

とが可能となっている。 

例えば、コンテンツを提供するシステムとして、電気通信事業者が、移動体通信
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端末等（以下「簡易端末」という。）のディスプレイ等を利用し、顧客がコンテンツ

を利用できるシステム（以下「簡易端末情報サービスシステム」という。）を管理・

運用している場合がある。 

簡易端末情報サービスシステムを管理・運用している電気通信事業者（以下「シ

ステム運用事業者」という。）は、その管理・運用の適切性等を確保する観点から、

簡易端末の簡単な操作によってアクセスすることができるメニュー（以下「メニュ

ーリスト」（注６６８）という。）を設定し、一定の基準（以下「掲載基準」という。）

の下に、コンテンツを掲載していることが一般的である。また、メニューリストに

掲載されたコンテンツの提供に係る料金については、電気通信役務料金とともにシ

ステム運用事業者による代行回収が行われる仕組みとなっている。 

このような状況の下、コンテンツを提供する事業者（以下「コンテンツプロバイ

ダー」という。）にとっては、自己が提供するコンテンツが様々なシステム上に掲

載されることが、他のコンテンツプロバイダーとの競争上重要であると考えられ、

また、システム運用事業者にとっては、優良なコンテンツをどれだけ自己の簡易端

末情報サービスシステムのメニューリストに掲載できるかが、他のシステム運用事

業者との競争上重要であると考えられる。 

（注６６８）ここでいうメニューリストとは、例えば、システム運用事業者の公式メニュー

や各種コンテンツを提供する定額制メニューを指す。 

 

(2) このような現状を踏まえると、例えば、システム運用事業者が、コンテンツプロ

バイダーと他のシステム運用事業者との取引を制限する（注６７９）条件を付けて

当該コンテンツプロバイダーと取引したり、メニューリストへのコンテンツの掲載

に際して、自己又は自己の関係事業者と比べて、他のコンテンツプロバイダーを不

利に取り扱ったりすること等により、市場における競争が実質的に制限される場合

には、私的独占に該当し、独占禁止法第３条の規定に違反することとなる。市場に

おける競争が実質的に制限されるまでには至らない場合であっても、上記のような

行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には不公正な取引方法に該当

し、独占禁止法第１９条の規定に違反することとなる（注６８７０）。 

（注６７９）システム運用事業者は、自己のメニューリストへのコンテンツの掲載基準を独

自に定めているところ、掲載基準が公開されていなかったり、公開されていても明

確性に欠けたりする場合がある。このような場合、システム運用事業者による掲載

基準の恣意的運用が行われ、他のシステム運用事業者との取引を制限することと

なりやすい。 

（注６８７０）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ｉ－第２－２（４）を参

照。 
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２ 電気通信事業法における禁止行為、停止・変更命令等 

市場支配的な電気通信事業者のうち、第一種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者が、システム運用事業者として簡易端末情報サービスシステムを管理・運

用している場合において、当該電気通信事業者が、コンテンツプロバイダーの業務

について不当に規律し、又は干渉をすることは、電気通信事業法上の禁止行為に該

当し（同法第３０条第４項第３号）、総務大臣の停止又は変更命令の対象となる（同

条第５項）。また、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受

託した子会社等が当該業務に関して同様の行為を行った場合には、当該電気通信事

業者に対し当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発

動される（同法第３１条第７４項）。さらに、これらの命令に違反した場合におい

て、公共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録

及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１

号及び第１２６条第１項第３号）。 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者が同

様の行為を行う場合であっても、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支

障が生ずるおそれがあるときは、業務改善命令が発動される。（同法第２９条第１

項第１０号及び第１２号） 

 

３ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

(1) 独占禁止法上問題となる行為 

市場において相対的に高いシェアを有するシステム運用事業者が行う以下の行

為は、独占禁止法上問題となる。 

① 自己のメニューリストへ既にコンテンツを掲載している又は新たにコンテン

ツを掲載しようとするコンテンツプロバイダーに対して、競争事業者のメニュー

リストへのコンテンツの掲載又は競争事業者のメニューリストに対応する記述

言語によるコンテンツの作成を禁止すること、競争事業者のメニューリストへ新

たにコンテンツを掲載する場合には料金回収代行サービスを中止すること等を

条件とすることにより、競争事業者の電気通信役務市場への新規参入を阻止し、

又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、排他条件付取引等）（注６９

７１）。 

（注６９７１）要望するカテゴリへの掲載を不当に拒否する場合又はサイトのツリー構

造の最下層近辺への配置により不当に不利益を与える場合も問題となる。 

 

② コンテンツを自己のメニューリストに掲載させる条件として、コンテンツプロ

バイダーと顧客との間におけるコンテンツ提供に係る料金その他の提供条件等

の設定に関与する（注７０２）ことにより、当該コンテンツプロバイダーの事業
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活動を困難にさせ、又はコンテンツ提供市場における競争を阻害するおそれを生

じさせること（私的独占、拘束条件付取引等）。 

（注７０２）高額請求による利用者とコンテンツプロバイダーとのトラブルを回避する

ため、一定額以上となるようなコンテンツ料金を承諾しないことについては、当

該一定額が料金を不当に制限するものではない限り、問題とならない。 

 

③ 自己のメニューリストへコンテンツを掲載する場合に、コンテンツの掲載に係

る条件について、コンテンツを提供する自己又は自己の関係事業者に比べて、他

のコンテンツプロバイダーを不利に取り扱うことにより、当該コンテンツプロバ

イダーの新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、

差別取扱い等）。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動系のシステム運用事業者

が、各種コンテンツを提供する定額制メニューにコンテンツを掲載する場合

に、収益配分、メニュー上の掲載位置等の条件について、自己又は自己の関

係事業者に比べて、他のコンテンツプロバイダーを不利に取り扱うこと。 

 

(2) 電気通信事業法上問題となる行為 

市場支配的な電気通信事業者のうち、第一種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者が、以下の行為を行うことにより、コンテンツプロバイダーの業務につい

て不当に規律し、又は干渉すると認められるときは、電気通信事業法第３０条第４

項第３号の禁止行為に該当し、総務大臣による停止又は変更命令が発動される（同

条第５項）。また、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受

託した子会社等が当該業務に関して同様の行為を行った場合には、当該電気通信事

業者に対し当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発

動される（同法第３１条第７４項）。さらに、これらの命令に違反した場合におい

て、公共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録

及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１

号及び第１２６条第１項第３号）。 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者が以

下の行為を行う場合であっても、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支

障が生ずるおそれがあるときは、業務改善命令が発動される。（同法第２９条第１

項第１２号） 

① 競争事業者のメニューリストへ新たにコンテンツを掲載しようとするコンテ

ンツプロバイダーに対して、自己のメニューリストへのコンテンツの掲載若しく

は料金回収代行サービスを中止し、又は既に競争事業者のメニューリストにコン
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テンツを掲載しているコンテンツプロバイダーに対して、自己のメニューリスト

への掲載若しくは料金回収代行サービスを拒否（注７１３）すること（注７２４）。 

（注７１７３）不適切なコンテンツが流れることを防止する観点から、メニューリスト

に掲載すべきコンテンツプロバイダーの選択基準を明確にした上で、公正に実

施する場合には問題とならない。 

（注７２４）要望するカテゴリへの掲載を不当に拒否する場合又はサイトのツリー構造

の最下層近辺への配置により不当に不利益を与える場合も問題となる。 

 

② 自己のメニューリストへ既にコンテンツを掲載している又は新たにコンテン

ツを掲載しようとするコンテンツプロバイダーに対して、競争事業者のメニュー

リストへのコンテンツの掲載を禁止する、又は競争事業者のメニューリストに対

応する記述言語によるコンテンツの作成を禁止すること。 

 

③ コンテンツをメニューリストに掲載させる条件として、コンテンツプロバイダ

ーと顧客との間におけるコンテンツ提供に係る料金の設定に関与する（注７３５）

こと。 

（注７３５）高額請求による利用者とコンテンツプロバイダーとのトラブルを回避する

ため、一定額以上となるようなコンテンツ料金を承諾しないことについては、当

該一定額が料金を不当に制限するものではない限り、問題とならない。 

 

第５ 電気通信設備の製造・販売に関連する分野 

１ 独占禁止法における考え方 

(1) 技術革新の進展が著しく、それに基づく新たなサービスの展開が活発である電気

通信事業分野においては、電気通信設備の製造に当たっていわゆる事実上の標準と

認められる特許等があり、そのような特許等のライセンス契約を締結しないと、電

気通信設備の製造販売活動が困難となるおそれがある。 

また、電気通信設備の製造には相当程度のコストを要することから、特定の電気

通信事業者が一定の数量を購入することを条件として、当該電気通信事業者向けに

特化した電気通信設備が開発・製造されることも多いところ、市場において相対的

に高いシェアを有する電気通信事業者は、電気通信設備を多く購入できるため、電

気通信設備の製造業者にとっては、市場において相対的に高いシェアを有する電気

通信事業者と取引することが事業活動を行う上で重要であると考えられる。 

 

(2) このような現状を踏まえると、例えば、特許等を有する電気通信事業者等が、電

気通信設備の製造業者に対して、特許等のライセンス契約の締結に併せて他の商

品・サービスを自己又は自己の指定する事業者から購入させること、特許等のライ
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センス契約を締結している電気通信設備の製造業者とその取引の相手方との取引

その他電気通信設備の製造業者の事業活動を拘束する条件を付けて当該電気通信

設備の製造業者と取引をすること、競争事業者の電気通信設備を製造させないこと

等により、市場における競争が実質的に制限される場合には、私的独占に該当し、

独占禁止法第３条の規定に違反することとなる。市場における競争が実質的に制限

されるまでには至らない場合であっても、上記のような行為により、公正な競争を

阻害するおそれがある場合には不公正な取引方法に該当し、独占禁止法第１９条の

規定に違反することとなる（注７４６）。 

なお、一般に、技術の利用に係る制限行為に関する独占禁止法における考え方に

ついては、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成１９年９月２８日

公正取引委員会）に基づいて判断される。 

（注７４６）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ｉ－第２－２（４）を参照。 

  

(3) 端末設備の販売業者は、端末設備の販売に併せて、電気通信事業者の電気通信役

務に関する契約の媒介等を行うことも多いところ、端末設備の販売業者が端末設備

の販売価格を自由に設定できることのみならず、電気通信役務に関連する多様な商

品・サービスを自らの判断で提供できることが、端末設備の販売市場や当該商品・

サービスの販売市場における競争を確保する観点から重要であると考えられる。 

 

(4) このような状況の下、例えば、市場において相対的に高いシェアを有する電気通

信事業者が、端末設備の販売業者に対して、販売する端末設備の価格を拘束するこ

と、又は特定の商品・サービス以外の商品・サービスを取り扱わせないことにより、

端末設備の販売市場、特定の商品・サービスの販売市場等における競争が実質的に

制限される場合には、私的独占に該当し、独占禁止法第３条の規定に違反すること

となる。市場における競争が実質的に制限されるまでには至らない場合であっても、

上記のような行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には不公正な取

引方法に該当し、独占禁止法第１９条の規定に違反することとなる（注７５７）。 

（注７５７）具体的行為に対する独占禁止法の適用については、Ⅰ－第２－２（３）参照。 

 

２ 電気通信事業法における禁止行為、停止・変更命令等 

市場支配的な電気通信事業者のうち、第一種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者が、設備メーカー又は販売業者に対し、その業務について不当に規律し、

又は干渉をすることは、電気通信事業法上の禁止行為に該当し（同法第３０条第４

項第３号）、総務大臣の停止又は変更命令の対象となる（同条第５項）。また、第一

種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当該

業務に関して同様の行為を行った場合には、当該電気通信事業者に対し当該行為を
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停止・変更させるために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動される（同法第３１

条第７４項）。さらに、これらの命令に違反した場合において、公共の利益を阻害

すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び同法第１１７条第

１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１号及び第１２６条第１

項第３号）。 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者が同

様の行為を行う場合であっても、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支

障が生ずるおそれがあるときは、業務改善命令が発動される。（同法第２９条第１

項第１２号） 

 

３ 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為 

(1) 独占禁止法上問題となる行為 

ア 電気通信設備の製造に関連する分野における行為 

特許等を有する電気通信事業者等が行う以下の行為は、独占禁止法上問題とな

る。 

① 特許等を有する電気通信事業者が、電気通信設備の製造業者と電気通信設備

を製造するために不可欠な特許等のライセンス契約を締結するのに併せて、不

当に自己又は自己の指定する事業者から電気通信設備の製造業者が必要とす

る商品・サービスを購入させること（私的独占、抱き合わせ販売等）（注７６

８）。 

（注７６８）当該電気通信設備の製造業者の事業活動を困難にさせるおそれがないと

認められる場合には不当な行為に該当しない。 

 

② 特許等を有する電気通信事業者が、電気通信設備を製造するために不可欠な

特許等について、電気通信設備の製造業者と締結しているライセンス契約又は

共同開発契約において、自己の特許等の技術を利用する電気通信設備を競争事

業者に販売する際には別契約により許諾を要する旨の条件を付している場合

に、電気通信設備の製造業者からの許諾要請を認めず、又は許諾に係る手続を

遅延させるなど実質的に許諾請求を拒否していると認められる行為を行い、競

争事業者に当該特許等の技術を利用した電気通信設備を販売する時期等を制

限することにより、競争事業者又は電気通信設備の製造業者の新規参入を阻止

し、又はその事業活動を困難にさせること（私的独占、取引妨害等）。 

 

③ 市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が、電気通信設備

の製造業者に対して、自ら指定した電気通信設備のみを製造させること（競争

事業者の電気通信役務に適合しないような電気通信設備を製造させることを
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含む。）、競争事業者の電気通信設備を製造させないこと、競争事業者等の顧客

への電気通信設備の販売時期を遅らせるように指示すること又は競争事業者

等への電気通信設備の販売量を一定量以下とすることを指示することにより、

競争事業者の新規参入を阻止し、又はその事業活動を困難にさせること（私的

独占、拘束条件付取引等）。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、端

末設備を調達する際に、端末設備の製造業者に対して、自己又は自己のネ

ットワークを利用する移動体電気通信事業者向けの端末設備のみ製造す

ることを条件とすること。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、端

末設備を調達する際に、端末設備の製造業者に対して、新規参入する移動

体電気通信事業者の周波数の仕様に適合しない等、この移動体電気通信事

業者の電気通信役務には適合しないことを条件とすること。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、端

末設備の製造業者に対して、自ら指定した端末設備と同機種のＳＩＭロッ

クを設定していない端末設備（いわゆるＳＩＭフリー端末）を端末設備の

製造業者が販売する場合に、競争事業者等の顧客への発売時期を遅らせる

ように指示すること又は販売量を一定量以下とするように指示すること。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、セ

ルラー方式の腕時計型ウェアラブル端末の製造業者に対して、競争事業者

に当該端末設備を供給しないよう指示すること。 

 

イ 電気通信設備の販売に関連する分野における行為 

(ｱ) 市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う以下の行為

は、独占禁止法上問題となる。 

① 端末設備の販売業者に対して、正当な理由がないのに自ら定めた端末設備

の標準価格、参考価格等を遵守させること、又は販売業者が店頭、広告等に

おいて表示する価格を拘束することにより端末設備の価格競争を阻害する

おそれを生じさせること（私的独占、再販売価格の拘束、拘束条件付取引等）

（注７７９）。 

（注７７９）電気通信事業法第２７条の４の規定に基づき端末設備の販売業者に対

して指導等を行うことと併せて、上記のような行為を行う場合も、独占禁

止法上問題となる。以下、②及び③において同じ。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、
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端末設備の販売業者に対する以下の一連の行為により、端末設備の販売

価格を拘束すること。 

・ 端末価格の割賦払いの上限額を設定し、当該上限額と当該移動体電

気通信事業者のオンライン直販価格及び端末設備の販売業者の仕入

価格を同額とすること 

・ 端末設備を割賦払いの上限額を上回る金額で販売しないよう要請す

ること 

・ 後日、端末設備の販売業者に支払う各種支援金等の額を予測できな

いようにすることにより、端末設備の販売業者が当該移動体電気通信

事業者のオンライン直販価格を下回る販売価格を設定できないよう

にすること 

 

② 端末設備の販売業者に対して、自己の端末設備以外の端末設備を取り扱わ

せず、自ら指定した端末設備のみを販売させ、又は自ら定めた販売地域等を

遵守させることにより、競争事業者の新規参入を阻止し、若しくはその事業

活動を困難にさせ、又は端末設備の価格競争を阻害するおそれを生じさせる

こと（私的独占、排他条件付取引等）。 

 

③ 端末設備の販売業者に対して、自己若しくは自己の指定する事業者の商

品・サービスを顧客に提供することを強制し（注７８８０）、又は他の事業者

の商品・サービスを顧客に提供することを禁止することにより、当該商品・

サービスを提供する他の事業者の事業活動を困難にさせること（私的独占、

拘束条件付取引等）（注７９８１）。 

（注７８８０）例えば、当該商品・サービスを提供しない場合に当該商品・サービス

の提供に連動しない販売奨励金等を不当に減額すること等により実質的に

強制していると認められる場合も含む。 

（注７９８１）当該商品・サービスを提供する他の事業者が代替的な提供方法を容

易に確保することができる場合には問題とならない。 

＜想定例＞ 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、

端末設備の販売業者に対して、自己又は自己の関係事業者の電気通信役

務を顧客に提供することと併せて自己又は自己の指定する事業者のコ

ンテンツを顧客に提供することを強制し、他のコンテンツプロバイダー

のコンテンツを顧客に提供することを禁止すること。 

○ 市場において相対的に高いシェアを有する移動体電気通信事業者が、

端末設備の販売業者に対して、商品・サービスの安全性の確保、品質の
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保持、商標の信用の維持等、当該商品・サービスの適切な販売のための

合理的な理由がないにもかかわらず、自己又は自己の指定する事業者の

商品・サービスを顧客に提供することを強制し、他の事業者が提供する

同様の商品・サービスを顧客に提供することを禁止すること。 

 

(ｲ) 取引上の地位が端末設備の販売業者に優越している電気通信事業者が行う以

下の行為は、独占禁止法上問題となる。 

○ 端末設備の販売業者に対して、正常な商慣習に照らして不当に不利益とな

るように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること（優

越的地位の濫用）。 

＜想定例＞ 

○ 取引上の地位が端末設備の販売業者に優越している移動体電気通信

事業者が、端末設備の販売業者に対して、端末設備の販売や電気通信役

務に関する契約の媒介等のサービスを的確に実施するために必要な限

度を超えて、契約変更に関し、端末設備の販売業者と十分に協議するこ

となく、一方的に、各種支援金等の支払基準となる契約件数等の販売目

標の引上げ、評価ランク・評価方法の不利益変更を行うこと。 

○ 取引上の地位が端末設備の販売業者に優越している移動体電気通信

事業者が、端末設備の販売業者に対して、販売により得られる収益が販

売に要する費用を下回ることになるにもかかわらず、営業担当者等を通

じて端末設備の大幅な値引き販売の実施を指示するなどして、その実施

を余儀なくさせること。 

 

(ｳ) 取引上の地位が端末設備の販売業者に優越している移動体電気通信事業者が、

端末設備の販売業者に対して、端末設備の販売や電気通信役務に関する契約の媒

介等のサービスの実施に関して、端末設備の販売業者の通常の営業活動では達成

できないような目標水準（注８０２）を設定することにより、端末設備の販売業

者が、当該目標水準を達成するために「供給に要する費用を著しく下回る対価」

で端末設備を販売することとなる場合がある。移動体電気通信事業者が、端末設

備の販売業者による独占禁止法上問題となる行為（不当廉売）を惹起することと

なる目標水準を設定することは、同法違反行為の未然防止の観点から、競争政策

上望ましくない。 

（注８０２）端末設備の販売業者に対する各種支援金等の支払における評価の基準とな

る契約件数等の評価項目の数値を指す。 

なお、特定の評価項目を重視した評価制度の設定については、それ自体が、

直ちに独占禁止法上問題となるものではない。 
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(2) 電気通信事業法上問題となる行為 

市場支配的な電気通信事業者のうち、第一種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者が、以下の行為を行うことにより、設備メーカー又は端末設備の販売業者

の業務について不当に規律し、又は干渉すると認められる（注８１３）ときには、

電気通信事業法第３０条第４項第３号の禁止行為に該当し、総務大臣による停止又

は変更命令が発動される（同条第５項）。また、第一種指定電気通信設備を設置す

る電気通信事業者の業務を受託した子会社等が当該業務に関して同様の行為を行

った場合には、当該電気通信事業者に対し当該行為を停止・変更させるために必要

な措置を講ずべき旨の命令が発動される（同法第３１条第７４項）。さらに、これ

らの命令に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認められるときは、同

法第９条の電気通信事業の登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由とな

り得る（同法第１４条第１項第１号及び第１２６条第１項第３号）。 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者が以

下の行為を行う場合であっても、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支

障が生ずるおそれがあるときは、業務改善命令が発動される（同法第２９条第１項

第１２号）。 

（注８１３）ただし、販売業者の選定に当たって、利用者利益の確保の観点等から一定のサ

ービス水準を満足することを条件とする場合や、下記④において、販売業者が専売

を希望する場合には、電気通信事業法上問題とならない。 

① 設備メーカーと電気通信設備を製造するために不可欠な特許等のライセンス

契約を締結するのに併せて、合理的な理由なく、自己又は自己の指定する事業者

から設備メーカーが必要とする商品・サービスを購入させること。 

② 電気通信設備を製造するために不可欠な特許等について、設備メーカーと締結

しているライセンス契約又は共同開発契約において、自己の特許等の技術を利用

した電気通信設備を競争事業者に販売する際には別契約により許諾を要する旨

の条件を付している場合に、合理的な理由なく、設備メーカーからの許諾要請を

認めず、若しくは許諾に係る手続を遅延させるなど実質的に許諾請求を拒否して

いると認められる行為を行い、競争事業者に当該特許等の技術を利用した電気通

信設備を販売する時期等を制限すること。 

③ 端末設備（注８２４）の販売業者に対して、自ら定めた端末設備の標準価格、

参考価格等を遵守させ、又は販売業者が店頭、広告等において表示する価格を拘

束すること。 

（注８４２）端末設備とは、例えば、電話機（固定、移動体）、ファクシミリ機等をいう。 

④ 端末設備の販売業者に対して、他の電気通信事業者の端末設備を取り扱わせず、

自ら指定した端末設備のみを販売させ、又は自ら定めた販売地域等を遵守させる
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こと。 

 

【再掲】 市場支配的な電気通信事業者に対する非対称規制（禁止行為等） 

電気通信事業法上の市場支配的な電気通信事業者に対する非対称規制の対象と

なる行為については、前述の第１から第５までの各分野において、同法上問題とな

る行為として記載されているが、電気通信事業者等の便宜を考慮し、その趣旨及び

概要と併せて、対象となる行為について当該規制の根拠条文ごとにまとめ直し、再

掲することとする。 

 

１ 制度の趣旨及び概要 

(1) 電気通信事業法においては、公正競争促進の措置として、市場支配的な電気通信

事業者をあらかじめ特定して一定の規制を通常の電気通信事業者とは非対称的に

課す非対称規制制度を整備している。 

具体的には、市場支配的な電気通信事業者に対して、次に掲げる行為をあらかじ

め禁止するとともに（同法第３０条第３項及び第４項）、これに違反する行為に対

しては、速やかに除去し得るよう行為の停止・変更命令制度が設けられている（同

条第５項）。 

（市場支配的な電気通信事業者の禁止行為） 

① 電気通信事業法第３０条第１項の規定により総務大臣から指定を受けた電気

通信事業者の禁止行為 

ア 接続の業務に関して知り得た情報の目的外利用・提供 

イ 卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た情報の目的外利用・提供 

イウ 電気通信業務についての当該電気通信事業者の特定関係法人（注１）であ

る電気通信事業者であって総務大臣から指定を受けたものに対する不当に優

先的な取扱い・利益付与 

② 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の禁止行為 

ア 接続の業務に関して知り得た情報の目的外利用・提供 

イ 卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た情報の目的外利用・提供 

イウ 電気通信業務についての特定の電気通信事業者に対する不当に優先的な

取扱い・利益付与又は不当に不利な取扱い・不利益付与 

ウエ 他の電気通信事業者（注２）、電気通信設備の製造業者・販売業者の業務に

対する不当な規律・干渉 

また、市場支配的な電気通信事業者は、内部相互補助の抑止・監視及び業務運営

の透明性確保の観点から、会計整理義務及び電気通信役務に関する収支状況等の会

計情報の公表義務が課されている（電気通信事業法第２４条第２号及び第３号並び

に第３０条第６項）。 
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（注１）特定関係法人とは、電気通信事業法第１２条の２第４項第１号に定める特定関係法

人をいう。 

（注２）コンテンツプロバイダーなど、電気通信事業法第１６４条第１項各号に掲げる電気

通信事業（いわゆる適用除外電気通信事業）を営むものを含む。 

 

(2) 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その第一種指定電気通信

設備のボトルネック性（他の電気通信事業者の事業展開にとっての不可欠性、独占

性）から、特に大きな市場支配力を有しており、それを背景とした反競争的な行為

を行った場合、電気通信事業者間の公正な競争及び電気通信の健全な発達に及ぼす

弊害は大きい。 

このため、電気通信事業法は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業

者に対し、(1)②アからウまでの行為を禁止する他、 

① 特定の業務において、特定関係事業者（注３）に比べて他の電気通信事業者に

対し不利な取扱いを行うことを原則として禁止するとともに（注４）（同法第３

１条第５２項）、 

② (1)②アからウエまでの規制、及び①の規制の実効性を確保するため、電気通

信業務等を子会社等に委託する場合には、当該子会社等が、受託した業務に関し、

(1)②アからウエまでの行為、及び①の行為を行わないように、当該子会社等に

対し、必要かつ適切な監督を行うことを義務付けている（同条第６３項）。（注５） 

（注３）「特定関係事業者」とは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の

子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社、当該会社の子会社（当該電気通

信事業者を除く。）に該当する電気通信事業者であって、総務大臣が指定するもの

をいう（同条第１項）。 

（注４）「ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」

（電気通信事業法第３１条第２５項ただし書）とされており、具体的には、以下の

理由がある場合には、やむを得ない理由があるものとされる。 

(1) 他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、

守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項を履行せず、又は履行し

ないおそれがあること（電気通信事業法施行規則第２２条の８６）。 

(2) ＮＴＴ東日本電信電話株式会社及びＮＴＴ西日本電信電話株式会社については、

当分の間、 

① 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律（平成９年法律第９８号）

附則第５条第６項の承継計画に記載された同法附則第３条第２項第４号及び

第６号に掲げる事項のうち、以下の事項を実施するものであること（電気通

信事業法施行規則の一部を改正する省令（平成１３年総務省令第１４８号）

附則第２項）。 
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ア 特定関係事業者が提供する音声伝送役務の契約者に係る契約者情報の追

加及び更新に係る業務の受託 

イ 特定関係事業者の設備の監視及び制御に係る業務の受託 

（注５）この他、当該電気通信事業者に対する非対称規制として、Ⅲ１に記載する義務が

課されている。 

 

これらのうち、①の規制に違反する行為、及び業務を受託した子会社等が行う②

に掲げる行為に対しては、行為の停止・変更命令、又は当該行為を停止・変更させ

るために必要な措置を講ずべき旨の命令が発動される（同条第７４項）。 

また、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、これらの義務の遵

守状況を確認する観点から、毎年、これらの義務の遵守のために講じた措置及びそ

の実施状況に関する事項を総務大臣に報告することが義務付けられている（同条第

10８項）。 

 

２ 電気通信事業法上問題となる行為 

(1) 市場支配的な電気通信事業者が行う以下の行為（ウについては、第一種指定電気

通信設備を設置する電気通信事業者が行うものに限る。）は、電気通信事業法上の

禁止行為に該当し、このような行為を行った場合は、行為の停止・変更命令が発動

される（同法第３０条第５項）ほか、当該命令に違反した場合において、公共の利

益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業の登録及び同法第１

１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１項第１号及び第１２

６条第１項第３号）。 

ア 接続の業務に関して知り得た情報の目的外利用・提供（電気通信事業法第３０

条第３項第１号イ及び第４項第１号イ） 

○ 他の電気通信事業者との接続の業務に関して知り得た情報を、当該情報の本

来の利用目的を超えて社内の他部門又は自己の関係事業者等へ提供するよう

な行為（第１の３(2)エ①）。 

イ 卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た情報の目的外利用・提供（電気

通信事業法第３０条第３項第１号ロ及び第４項第１号ロ） 

○ 卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た情報を、当該情報の本来の利

用目的を超えて社内の他部門又は自己の関係事業者等へ提供するような行為

（第１の３(2)エ②）。 

イウ 電気通信業務についての特定の電気通信事業者（電気通信事業法第３０条第

１項の規定により総務大臣から指定を受けた電気通信事業者にあっては、当該電

気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定するものに限る。⑥におい

て同じ。）に対する不当に優先的な取扱い・利益付与又は不当に不利な取扱い・
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不利益付与（同条第３項第２号及び第４項第２号） 

（例） 

① 自己の関係事業者（電気通信事業法第３０条第１項の規定により総務大臣か

ら指定を受けた電気通信事業者にあっては、当該電気通信事業者の特定関係法

人であって総務大臣が指定するものに限る。③から⑤まで及び⑦において同

じ。）のネットワークを利用した通話のみについての割引サービス等の設定（第

３の３(1)イ(ｲ)①）。 

② 自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供

（第３の３(2)イ）。 

③ 自己の関係事業者と一体となった排他的な業務（電気通信役務の提供以外の

業務（例：料金明細書への商品案内の同封、課金・認証等のプラットフォーム

機能の管理・運営）については、当該業務が電気通信役務の提供と密接不可分

に関係しており、その態様が合理的な理由なく差別的であることにより電気通

信市場の公正な競争にただちに弊害を及ぼす場合に限る）（第３の３(4)イ(ｲ)

①）。 

④ 自己の関係事業者に対する料金等の提供条件についての有利な取扱い（第３

の３(4)イ(ｲ)②）。 

⑤ 特定の電気通信事業者のみに対して基本料請求代行を認めること（第３の３

(4)イ③）。 

⑥ 自己の関係事業者に対する卸電気通信役務の提供に関する有利な取扱い（第

３の３(6)イ(ｲ)）。 

 

（注６）上記において禁止される排他的な役務提供や業務は、例えば、市場支配的な電気通

信事業者が行う事業提携において、提携の相手方に対し、特定の役務提供条件の設定

や他の電気通信事業者との同様の提携を行うこと、又は行わないこと等を強要する

こと等、その市場支配力を濫用して行うものをいう。 

 

ウエ 他の電気通信事業者、電気通信設備の製造業者・販売業者の業務に対する不

当な規律・干渉（電気通信事業法第３０条第４項第３号） 

（例） 

① 他の電気通信事業者の提供する電気通信役務の内容等の制限（第３の３(1)

イ(ｲ)②）。 

② コンテンツプロバイダーに対する不当な規律・干渉（例えば、ポータルサイ

トへの掲載の可否や料金回収業務の提供可否といった提供条件を不合理な条

件で一方的に設定すること等、市場支配的な電気通信事業者がその市場支配力

を濫用して行うものをいう）（第４の３(2)①～③）。 
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③ 電気通信設備の製造業者・販売業者の業務に対する不当な規律・干渉（例え

ば、端末設備の製造業者に対して特定機種の端末を合理的な理由なく他の電気

通信事業者に提供させないこと、端末設備の販売業者に対して他の電気通信事

業者の端末設備を合理的な理由なく取り扱わせないこと、端末設備の販売業者

に対して社会通念を超える販売数量ノルマを課すこと等、市場支配的な電気通

信事業者がその市場支配力を濫用して行うものをいう）（第５の３(2)①～④）。 

 

(2) 市場支配的な電気通信事業者のうち第一種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者が行う以下の行為は、電気通信事業法上の禁止行為に該当し、このような

行為を行った場合は、行為の停止・変更命令が発動される（同法第３１条第７４項）

ほか、当該命令に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認められるとき

は、同法第９条の電気通信事業の登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由

となり得る（同法第１４条第１項第１号及び第１２６条第１項第３号）。 

ア 第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置・保守、土地・

建物等の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事

業者を不利に取り扱う行為（電気通信事業法第３１条第５２項第１号） 

（例） 

(ア) 接続に必要となる情報の提供に関する不公平な取扱い（第１の３(2)エ③）。 

(イ) 接続に必要な装置等の設置・保守工事、コロケーション、電柱・管路等の

貸与に関する不公平な取扱い（第１の３(2)エ④）。 

イ 電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ又は代理その他他の電気通信

事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者

を不利に取り扱う行為（電気通信事業法第３１条第５２項第２号） 

（例） 

○ 料金回収業務等に係る手数料の不公平な設定（第３の３(4)イ(ｲ)④）。 

ウ 特定関係事業者との間で行う電気通信業務に関する取引であって、その条件が

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の取引の通常の条件に比し

て当該特定関係事業者に有利なものであることにより電気通信事業者間の適正

な競争関係を阻害するおそれがある取引（電気通信事業法第３１条第５項第３

号）。 

（例） 

○ 一般コロケーションに関する不公平な取扱い（第１の３(2)エ⑤）。 

 

(3) 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務を受託した子会社等

が、当該業務に関して(1)、(2)に掲げる行為に相当する行為を行った場合には、当

該電気通信事業者に対し、当該行為を停止・変更させるために必要な措置を講ずべ
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き旨の命令が発動される（同法第３１条第７４項）ほか、当該命令に違反した場合

において、公共の利益を阻害すると認められるときは、同法第９条の電気通信事業

の登録及び同法第１１７条第１項の認定の取消事由となり得る（同法第１４条第１

項第１号及び第１２６条第１項第３号）。 
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Ⅲ 競争を一層促進する観点から事業者が採ることが望ましい行為 

 
１ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する非対称規制 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対しては、Ⅱ【再掲】１(2)

で述べた観点から、設備部門の設置その他の接続の業務に関して知り得た他の電気通

信事業者等に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視す

るための体制の整備その他必要な措置を講ずべき非対称規制が課されている（電気通

信事業法第３１条第８６項）。 

 当該措置は、同条第７項に列挙された事項を含むものでなければならず、かつ、電

気通信事業法施行規則第２２条の１０７に列挙された要件を満たすものでなければ

ならないところ、当該要件を満たすための具体的な行為として、例えば、以下に掲げ

る行為を採ることが望ましいものと考えられる。 

(1) 設備部門の設置及び他の部門との間の隔絶（同規則第２２条の１０７第１号か

ら第４号まで関係） 

(例) 

① 設備部門の業務に従事する者（注１）が当該業務の用に供する室と、その他

の部門の業務に従事する者が当該業務の用に供する室とを、別フロアーに配置

する等により物理的に隔絶すること。 

（注１）設備部門の業務に従事する者の範囲は、第一種指定電気通信設備を設置する

電気通信事業者の事業所等において接続の業務に関して他の電気通信事業者及

びその利用者に関する情報を知り得る者全てを対象とすることが適当である。 

② 設備部門の業務の用に供する室に、その他の部門の業務に従事する者が容易

に入室することができないよう、適切な入室管理を行うこと。 

 

(2) 厳格な情報遮断措置（同条第５号から第 10 号まで関係） 

(例) 

○ 接続関連情報（注２）の取扱いを適正なものとするために設備部門の業務に

従事する者（当該業務に従事していた者を含む。）が遵守すべき規程において、

次の事項を規定すること 

・ 支店等（注３）の長が設備部門の業務に従事する者の職務とその他の部門

の業務に従事する者の職務を兼ねることとなる場合において、当該者の接続

関連情報の取扱いを適正なものとするための事項 

・ 設備部門とその他の部門との間の人事異動に際して、接続関連情報の取扱

いを適正なものとするための事項 

・ 設備部門の業務に従事する者とその他の部門の業務に従事する者の共有ス

ペースその他設備部門の業務の用に供する室外において、接続関連情報の取
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扱いを適正なものとするための事項 

・ 法令違反や本規程違反が発覚した場合の処理手順等に関する事項 

（注２）電気通信事業法施行規則第 22 条の 10７第５号に規定する接続関連情報をい

う。 

（注３）同条第３号に規定する支店その他の事業所をいう。 

 

(3) 実効的な監視の仕組み（同条第 11 号から第 16 号まで関係） 

(例) 

○ 監視部門を、電気通信事業法施行規則第 22 条の 10７第 12 号に掲げる設備

部門との間で手続き等を実施することとなる部門からも独立した部門として

設置すること 

 

２ その他事業者が採ることが望ましい行為 

(1) 禁止行為等規定を遵守するために講じた措置及びその実施状況の公表 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信事業法第３１条

第５２項、第６３項及び第８６項の遵守のために講じた措置及びその実施状況につ

いて総務大臣に対し報告する義務を課せられることとなるが（電気通信事業法第３

１条第 10８項）、これらの規定の遵守の徹底を図る観点からは、報告した内容につ

いて公表することが望ましい。 

 

(2) 加入者回線網の開放の徹底 

加入者回線網を保有する市場支配的な電気通信事業者は、競争を一層促進する観

点から、他の電気通信事業者との接続・コロケーションの実施状況を事後的に公表

することが望ましい。 

具体的には、自己の関係事業者を優遇していないことが検証できるよう、接続・

コロケーションを実施した相手方を自己の関係事業者とそれ以外に区分した上で、

申込件数、実績、手続に要した期間、拒否した件数・拒否した場合の理由などの実

施状況を定期的に取りまとめ、公表することが望ましい。 

 

(3) 電柱・管路等の貸与関係 

ア 電柱・管路等の貸与担当部門と他部門・自己の関係事業者との情報遮断等 

電柱・管路等を保有する事業者は、競争を一層促進する観点から、その貸与担

当部門と他部門・自己の関係事業者との間において、貸与手続を通じて知り得た

インフラベースの事業者の情報を遮断する措置を講じるとともに、情報遮断の具

体的な実施については、企業秘密の保持等に配慮した上で、その実施状況を外部

から検証できる方法を採用することが望ましい。 
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イ 電柱・管路等の貸与申込手続の公表等 

設備保有者は、競争を一層促進する観点から、以下のように、設備の提供に係

る貸与申込手続等をあらかじめ公開する（透明性）等の取組を積極的に推進する

ことが望ましい。 

（例） 

① 貸与申込手続等に関する標準実施要領の作成及び公表（ガイドライン第１

３条） 

設備保有者は、ガイドラインに準拠した設備の使用に関する標準実施要領

を作成し、設備の提供に関する次の事項をあらかじめインターネット上のホ

ームページで公表することが望ましい。 

   (ア) 提供を受けるための申込み窓口及びその連絡先 

(イ) 提供を受けるための手続（設備の提供に伴う事前調査（以下「調査」と

いう。）の申込みから使用までの標準的な手続（設備使用料及びその算出根

拠の通知に関するものを含む。）） 

(ウ) 申込書、通知書その他必要な書類の標準的な様式及び添付すべき書類の

種類 

(エ) 提供が拒否できる事由 

(オ) 標準的な設備使用料及びその算出根拠 

(カ) 調査の申込みから提供の可否の回答までの標準的期間（標準的な調査回

答期間） 

(キ) 提供に関して行う調査に係る費用の算定方法 

(ク) 調査の申込みから設備の使用開始までの標準的期間 

(ケ) 定型的かつ反復して行われる光ファイバを用いた引込線等に係る設備

の使用の申込みに関する手続の簡素化及び効率化のための基本的事項 

(コ) 前号に掲げるもののほか、設備の使用の申込みに関する手続の簡素化及

び効率化に関して必要な事項 

② 情報開示（ガイドライン第１２条） 

設備保有者は、電気通信事業者から設備の使用可能状況について照会があ

ったときは、可能な限り、当該区間の使用可能状況について当該電気通信事

業者への回答を行うことが望ましい。 

③ 資料の提供等（ガイドライン附則第２条） 

ガイドラインは、設備使用の進展の程度等を踏まえ、必要に応じ見直すも

のとしているところ、この場合において、設備保有者及び認定電気通信事業

者は、資料の提供等見直しに必要な協力を行うことが望ましい。 

 

ウ 電柱・管路等の貸与状況の公表 
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電柱・管路等を保有する事業者は、競争を一層促進する観点から、インフラベ

ースの事業者への電柱・管路等の貸与の実施状況を事後的に公表することが望ま

しい。 

具体的には、自己の関係事業者を優遇していないことが検証できるよう、貸与

先を自己の関係事業者とそれ以外に区分した上で、申込件数、貸与実績、貸与手

続に要した期間、貸与を拒否した件数・拒否した場合の理由などの実施状況を定

期的に取りまとめ公表することが望ましい。 

 

(4) 卸電気通信役務市場の活性化 

卸電気通信役務に関する提供条件の透明性・公平性を確保し、競争を一層促進す

る観点から、電気通信事業者は、できるだけ卸電気通信役務の料金その他の提供条

件について、標準的な提供条件のメニューを作成・公表することが望ましい。 

 

(5) 違反防止マニュアルの作成 

市場支配的な電気通信事業者は、競争を一層促進する観点から、社内において独

占禁止法及び電気通信事業法遵守マニュアルを作成し、社内研修の充実等を図るこ

とにより、的確に実施することが望ましい。 

また、こうしたマニュアルについては、自社の営業員等だけでなく販売代理店に

おいても遵守徹底を図ることが重要である。 

 

(6) 固定ブロードバンドサービスにおける乗換え時のスイッチングコストの低減 

ア 工事費等相当額の割引やキャッシュバックの提供期間 

工事費等相当額を分割して月額料金からの割引を行ったり、毎月キャッシュバ

ックを付与したりする場合において、当該割引やキャッシュバックが期間拘束契

約の期間を超えて継続的に提供される場合、利用者の過度な囲い込みとして機能

する可能性があることから、工事費等相当額の割引やキャッシュバックは、期間

拘束契約の期間内に利用者がその全額を享受できるようにすることが望ましい。 

イ 無料解約期間 

無料解約期間は、契約期間の最終月の翌月の月額料金を支払うことなく利用者

が解約することができるよう、契約期間の最終月を含み、また多くの固定ブロー

ドバンドサービスにおいて契約期間の最終月や契約期間の満了後に無料解約期

間が設定されている実態に照らせば、契約期間の最終月の翌月及び翌々月も含む

ことが望ましい。 

 

(7) 携帯電話サービスにおける乗換え時のスイッチングコストの低減 

ア 端末設備の対応周波数帯 
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端末設備の製造業者は、利用者が他の移動体電気通信事業者の携帯電話サービ

スに乗り換える際のスイッチングコスト低減の観点から、それぞれの経営判断の

下、可能な範囲で、全ての移動体電気通信事業者に共通して割り当てられた周波

数帯に対応する端末設備等、いずれの移動体電気通信事業者の周波数帯にも対応

する端末設備を製造することが望ましい。 

イ 利用者に対する十分な説明 

移動体電気通信事業者は、利用者の携帯電話サービスの適切な選択に資するよ

う、移動体電気通信事業者から割引適用を受けて割賦払いで端末設備を購入した

利用者が、その支払期間中であっても、他の移動体電気通信事業者の携帯電話サ

ービスに乗り換えることが可能であるということを含め、端末設備の購入と携帯

電話サービスの利用の継続とは無関係であること等について、端末設備を購入し

ようとする又は携帯電話サービスの提供を受けようとする利用者に対し、自ら十

分に説明する又は端末設備の販売業者を通じて十分に説明が行われるようにす

ることが望ましい。 
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Ⅳ 報告・相談、意見申出等への対応体制 
第１ 違反行為の報告・相談、競争の促進に関する各種苦情・意見申出等 

独占禁止法においては、何人も同法の規定に違反する事実があると思料するとき

は、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るべきことを求めること

ができる旨規定されている（独占禁止法第４５条）。 

公正取引委員会は、ＩＴ関連分野及び公益事業分野における公正かつ自由な競争

を確保するため、同分野における独占禁止法違反について、効率的かつ迅速に情報

収集し、事件処理を行うこととしている。 

また、公正取引委員会は、法運用の透明性の向上を図るとともに事業者等の自ら

の行為への法適用に関する予見可能性を高めるとの観点から、事業者等が行おうと

する具体的な行為に関し相談に応じており、当該行為が公正取引委員会所管法令の

規定に抵触するか否かに関する事業者等からの照会に対し、回答する手続（事業者

等の活動に係る事前相談制度）を整備している（注１）。 

（注１）事前相談制度は、事業者や事業者団体が行おうとする具体的な行為が、公正取引委

員会が所管する法律（独占禁止法、取適法（製造委託等に係る中小受託事業者に対す

る代金の支払の遅延等の防止に関する法律（昭和３１年法律第１２０号））等））の規

定に照らして問題がないかどうかの相談に応じ、原則として、事前相談申出書を受領

してから３０日以内に書面により回答するものである（「事業者等の活動に係る事前

相談制度」平成１３年１０月１日公正取引委員会を参照）。 

 

電気通信事業法においては、電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他

の提供条件等に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し意見の申出をす

ることができる旨規定されている（同法第１７２条）。 

また、電気通信事業者間の電気通信設備の接続等に係る契約・協定の締結に関す

る争いについては、電気通信紛争処理委員会のあっせん又は仲裁を求めることがで

きる旨規定されている（同法第１５４条～第１５９条）。 

総務省においても、電気通信事業者等が行おうとする具体的な行為に関し、当該

行為が電気通信事業法等の総務省所管法令の規定に抵触するか否かについて、照会

を受け、それに対して回答する手続（法令適用事前確認手続（ノーアクションレタ

ー制度））を整備している（注２）。 

（注２）法令適用事前審査確認手続は、事業者等が実現しようとする自己の事業活動に係る

具体的行為に関し、当該行為が総務省所管法令の対象となるかどうかをあらかじめ

総務省に確認する手続である（総務省法令適用事前確認手続規則（平成１３年総務省

訓令第１９７号））。 

 

総務省では、事業者等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為が、
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電気通信事業法、電波法等総務省所管法令に基づく申請に対する処分又は届出等行

政機関に対し一定の事項を通知する行為の根拠を定める条項で当該条項に違反す

る行為が罰則の対象となるもの及び不利益処分の根拠を定める条項の適用対象と

なるか否かの照会に対し、原則として、受け付けた日から 30 日以内に書面により

回答することとしている。 

公正取引委員会及び総務省は、上記の独占禁止法及び電気通信事業法の規定を運

用していくとともに、本指針に示されている考え方や問題となる行為等に関する相

談を受け付けることとしている（窓口については下表参照）。 

 

第２ 公正取引委員会と総務省の連携 

独占禁止法と電気通信事業法の運用に当たっては、公正取引委員会及び総務省は、

同一の行為に対して独占禁止法と電気通信事業法が適用され得ることに鑑み、両法

の運用について最大限の整合を図り、両法の適用関係を巡る事業者の無用の混乱や

過大な負担を生じさせないようにする観点から、下記のような連絡・情報交換を行

うこととする。 

 

１ 公正取引委員会及び総務省は、それぞれに寄せられた相談及び総務省に寄せられ

た電気通信事業法第１７２条に基づく意見申出について、電気通信事業法上問題と

なる可能性があると公正取引委員会が判断した場合、独占禁止法上問題となる可能

性があると総務省が判断した場合などにおいて、相互に、相談者又は意見申出者の

希望を踏まえ、連絡することとする。 

 

２ 公正取引委員会及び総務省は、独占禁止法及び電気通信事業法の運用に当たって、

必要に応じ、それぞれの処理についての情報交換等を行うこととする。 

 

３ 公正取引委員会及び総務省は、上記１及び２の連絡・情報交換のための窓口を相

互に設置することとする。 
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表  報告・相談等窓口 

担当行政官庁 報告・相談等 窓口課 連絡先 

公正取引委員会 

独占禁止法第４５

条に基づく違反事

実の報告 

（注１） 

公正取引委員会事務総局  

審査局情報管理室 

（注２） 

〒105-0001 

東京都港区虎ノ門 2-2-3 

虎ノ門アルセアタワー 

電話  (03)3581-5471 

独占禁止法の 

事前相談及び 

一般的な相談 

公正取引委員会事務総局  

経済取引局取引部相談指導室 

（注２） 

〒105-0001 

東京都港区虎ノ門 2-2-3 

虎ノ門アルセアタワー 

電話  (03)3581-5481 

総務省 

電気通信事業法第

１７２条に基づく

意見の申出 

総務省総合通信基盤局総務課 

（注３） 

〒100-8926 

東京都千代田区霞が関 2-1-2 

中央合同庁舎第 2 号館 

電話  (03)5253-5827 

電気通信事業法等

の一般的な相談 

総務省総合通信基盤局電気通

信事業部事業政策課 

（注３） 

〒100-8926 

東京都千代田区霞が関 2-1-2 

中央合同庁舎第 2 号館 

電話  (03)5253-5835 

（注１）ホームページからの報告については、https://www.jftc.go.jp まで。 

（注２）独占禁止法に関する関東甲信越地方（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・ 

東京都・神奈川県・新潟県・長野県・山梨県）以外の窓口については別表１参照。 

（注３）電気通信事業法に関するその他の窓口については、別表２参照。 
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別表１ 独占禁止法に関する関東甲信越地方以外の窓口 

地方事務所等 
独占禁止法第４５条に基

づく違反事実の報告 

独占禁止法の 

一般的な相談 
管轄区域 

北海道事務所 

〒060-0042 

  札幌市中央区大通西 12 丁目 

  札幌第 3 合同庁舎 

第一審査課 

T E L   :(011)231-6300 

総務課 

T E L   :(011)231-6300 
北海道 

東北事務所 

〒980-0014 

  仙台市青葉区本町 3-2-23 

  仙台第 2 合同庁舎 

第一審査課 

T E L   :(022)225-8421 

総務課 

T E L   :(022)225-7095 

青森県・岩手県・宮城県 

秋田県・山形県・福島県 

中部事務所 

〒460-0001 

  名古屋市中区三の丸 2-5-1 

  名古屋合同庁舎第 2号館 

第一審査課 

T E L   :(052)961-9425 

総務課 

T E L   :(052)961-9421 

富山県・石川県・岐阜県 

静岡県・愛知県・三重県 

近畿中国四国事務所 

〒540-0008 

  大阪市中央区大手前 4-1-76 

  大阪合同庁舎第 4 号館 

第一審査課 

T E L   :(06)6941-2193 

総務課 

T E L   :(06)6941-2173 

福井県・滋賀県・京都府 

大阪府・兵庫県・奈良県 

和歌山県 

近畿中国四国事務所中国支所 

〒730-0012 

  広島市中区上八丁堀 6-30 

  広島合同庁舎第 4 号館 

審査課 

T E L   :(082)228-1501 

総務課 

T E L   :(082)228-1501 

鳥取県・島根県・岡山県 

広島県・山口県 

近畿中国四国事務所四国支所 

〒760-0019 

  高松市サンポート 3-33 

  高松サンポート合同庁舎南館 

審査課 

T E L   :(087)811-1756 

総務課 

T E L   :(087)811-1750 

徳島県・香川県・愛媛県 

高知県 

九州事務所 

〒812-0013 

  福岡市博多区博多駅東 2-10-7 

  福岡第 2 合同庁舎別館 

第一審査課 

T E L   :(092)431-6033 

総務課 

T E L   :(092)431-5881 

福岡県・佐賀県・長崎県 

熊本県・大分県・宮崎県 

鹿児島県 

内閣府沖縄総合事務局 

    総務部公正取引課 

〒900-0006 

  那覇市おもろまち 2-1-1 

那覇第 2地方合同庁舎 2 号館 

公正取引課 

T E L   :(098)866-0049 
同左 沖縄県 
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別表２ 電気通信事業法に関するその他の窓口  
地方総合通信局等 窓口課等 管轄区域 

北海道総合通信局 

〒060-8795 

札幌市北区北8条西2-1-1 

札幌第１合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：011-709-2311 内線4703 
北海道 

東北総合通信局 

〒980-8795 

仙台市青葉区本町3-2-23 

仙台第２合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：022-221-0627 

青森県・岩手県・宮城県・ 

秋田県・山形県・福島県 

関東総合通信局 

〒102-8795 

千代田区九段南1-2-1 

九段第３合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：03-6238-1674 

茨城県・栃木県・群馬県・

埼玉県・千葉県・東京都・

神奈川県・山梨県 

信越総合通信局 

〒380-8795 

長野市旭町1108 

長野第１合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：026-234-9971 
新潟県・長野県 

北陸総合通信局 

〒920-8795 

金沢市広坂2-2-60 

金沢広坂合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：076-233-4420 
富山県・石川県・福井県 

東海総合通信局 

〒461-8795 

名古屋市東区白壁1-15-1 

名古屋合同庁舎第３号館 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：052-971-9401 

静岡県・岐阜県・愛知県・

三重県 

近畿総合通信局 

〒540-8795 

大阪市中央区大手前1-5-44 

大阪合同庁舎第１号館 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：06-6942-8517 

滋賀県・京都府・大阪府・

兵庫県・奈良県・和歌山県 

中国総合通信局 

〒730-8795 

広島市中区東白島町19-36 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：082-222-3376 

鳥取県・島根県・岡山県・ 

広島県・山口県 

四国総合通信局 

〒790-8795 

松山市味酒町2-14-4 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：089-936-5042 

徳島県・香川県・愛媛県・

高知県 

九州総合通信局 

〒860-8795 

熊本市西区春日2-10-1  

熊本地方合同庁舎 

情報通信部電気通信事業課 

T E L：096-326-7824 

福岡県・佐賀県・長崎県・ 

熊本県・大分県・宮崎県・ 

鹿児島県 

沖縄総合通信事務所 

〒900-8795 

那覇市旭町1-9  

カフーナ旭橋 B街区 5階 

情報通信部監理課電気通信事業担当 

T E L：098-865-2302 
沖縄県 
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 3 

１ ガイドラインの目的等 

(１)ガイドラインの目的 

 

電気通信事業分野においては、携帯電話をはじめとする移動通信市場が近年急速に

発展し、従来に比べて多様かつ低廉なサービスが利用可能となってきている。 

 

本ガイドラインは、移動通信分野において更なる競争促進を図り、一層多様かつ低

廉なサービスの提供による利用者利益の実現を図るため、また、電波の公平かつ能率

的な利用を確保するため、移動通信事業者（ＭＮＯ:Mobile Network Operator）の無

線ネットワークを活用して多様なサービスを提供するＭＶＮＯ（Mobile Virtual 

Network Operator）の参入を促す観点から策定したものである。 

 

具体的には、ＭＶＮＯの事業展開やＭＮＯ間の接続等に関連する電気通信事業法（昭

和５９年法律第８６号。以下「事業法」という。）及び電波法（昭和２５年法律第１３

１号）の適用関係について明確化を図り、競争の枠組みの透明化を図ることを目的と

するものであり、本ガイドラインにより新たな規制の導入を企図するものではない。 

 

(２)ガイドラインの対象とするＭＶＮＯ等の事業範囲 

 

移動通信市場においては、様々な技術革新や創意工夫により、よりきめ細かく利用

者ニーズに対応した多様なビジネスモデルが登場してきており、ＭＶＮＯと呼ばれる

事業形態も多様化している。このため、現時点において、ＭＶＮＯとして想定される

ビジネスモデル（サービス提供形態）を網羅的に列挙し、ＭＶＮＯの事業範囲を定義

することは困難である。 

 

そこで、本ガイドラインにおいては、ＭＮＯ、ＭＶＮＯ及びＭＶＮＥを次のように

便宜的に定義（working definition）し、用いることとする（今後、ＭＶＮＯの事業

範囲等の変化に伴い、当該定義については必要に応じて見直すこともあり得る。）。 

 

なお、次の定義に必ずしも該当しないＭＶＮＯであっても、本ガイドラインにおい

て記述する事業法及び電波法の適用が否定されるものではない。 

１）ＭＮＯ 

 

ＭＮＯとは、電気通信役務としての移動通信サービス（以下単に「移動通信サー

ビス」という。）を提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービス

に係る無線局を自ら開設（開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。

以下同じ。）又は運用している者と定義する。 
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２）ＭＶＮＯ 

 

ＭＶＮＯとは、 

① ＭＮＯの提供する移動通信サービスを利用して、又はＭＮＯと接続して、移動

通信サービスを提供する電気通信事業者であって、 

② 当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、運用をして

いない者 

と定義する1,2。 

３）ＭＶＮＥ 

 

ＭＶＮＥ（Mobile Virtual Network Enabler）とは、ＭＶＮＯとの契約に基づき

当該ＭＶＮＯの事業の構築を支援する事業を営む者（当該事業に係る無線局を自ら

開設・運用している者を除く。）と定義する。ＭＶＮＥは今後のＭＶＮＯの多様なビ

ジネス展開において重要な役割を果たすと考えられるが、現時点ではそのビジネス

モデルが必ずしも確定しているものではないことに鑑み、ここでは、当面、次の２

つの形態を想定する。 

 

① ＭＶＮＯの課金システムの構築・運用、ＭＶＮＯの代理人として行うＭＮＯと

の交渉や端末調達、ＭＶＮＯに対するコンサルティング業務などを行う場合であ

って、自らが電気通信役務を提供しない場合 

② 自ら事業用電気通信設備を設置し、一又は複数のＭＶＮＯに卸電気通信役務を

提供する等の場合 

 

なお、上記②の場合は電気通信事業に該当し、事業法に定める所定の手続が求め

られるなど事業法の適用を受ける。 

 

【本ガイドラインにおいて想定しているＭＶＮＯの例、ＭＮＯ及びＭＶＮＥとの関係

 
1 例えば、フェムトセル方式の超小型基地局等の免許人等が他者に当該無線局の運用を行わせることを可能とする

「無線局の運用の特例」制度（電波法第５章第４節）を活用して、ＭＶＮＯとしてサービスを提供してきた電気通信事

業者が当該無線局の運用を行う場合には、当該電気通信事業者は、本ガイドラインの定義に照らせばＭＮＯに該

当することとなる。しかしながら、このような場合であっても、当該電気通信事業者は、当該免許人等の開設した無

線局に依存して移動通信サービスを提供することになるため、本ガイドラインでは、このような場合における無線局

の免許人等とその無線局の運用を行う電気通信事業者との間の関係を、ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の関係と同様のも

のとみなして取り扱う。 
2 なお、電気通信事業報告規則（昭和６３年郵政省令第４６号。以下「報告規則」という。）第１条第２項第19号におい

て、MVNOが提供するサービスとして、「仮想移動電気通信サービス」を「移動端末設備（携帯電話、ＰＨＳ端末、無

線設備規則第四十九条の六の十二で定める条件に適合する無線設備（ローカル５Ｇの基地局又は陸上移動局のも

のに限る。）又は同令第四十九条の二十八、第四十九条の二十九若しくは第四十九条の二十九の二で定める条件

に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。）を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線

により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を

設置せずに提供されるもの（当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。）を

いう。」と定義している。 
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の例（いずれもイメージ図）】 

⇒ 図１のとおり。  
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２ 電気通信事業法に係る事項 

(１)ＭＶＮＯの事業形態及び事業開始に必要な手続 

１）電気通信事業の登録・届出 

 

ＭＶＮＯは、その事業を営もうとする場合、事業法及び電気通信事業法施行規則

（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事業法施行規則」という。）に基づき、総務

大臣の登録を受けるか、当該事業を営もうとする旨を総務大臣に届け出なければな

らない3（事業法第９条及び第１６条第１項、事業法施行規則第４条及び第９条第１

項）。また、事業法に基づき既に登録又は届出を行っている電気通信事業者が新たに

ＭＶＮＯとして事業を営むことにより、提供する電気通信役務に変更が生じた場合、

遅滞なく、当該変更を総務大臣に報告しなければならない（事業法施行規則第１０

条第１項）4。 

２）電気通信番号使用計画の認定等 

 

ＭＶＮＯは、その事業を営もうとする場合、電気通信番号5を使用して電気通信役

務を提供することになることから、事業法及び電気通信番号規則（令和元年総務省

令第４号）の規定に基づき、電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣の認定（Ｍ

ＶＮＯが自ら電気通信番号の指定を受ける場合には、当該電気通信番号の指定を含

む。）を受けなければならない（事業法第５０条の２第１項及び電気通信番号規則第

２章）。 

ただし、総務大臣が定める標準電気通信番号使用計画（令和元年総務省告示第７

号）と同一の電気通信番号使用計画を作成する場合には、申請等の手続きを行うこ

となく、認定を受けたものとみなすことを可能としている（事業法第５０条の２第

３項）。 

 

(２)ＭＶＮＯとＭＮＯとの間の関係 

 

ＭＶＮＯとＭＮＯとの関係について、ＭＮＯからＭＶＮＯに対する卸電気通信役務

 
3 その設置する電気通信回線設備が事業法施行規則第３条第１項各号のいずれにも該当するものである場合には、

事業法第１６条第１項の届出が必要な事業となり、それ以外の場合には事業法第９条の登録が必要な事業となる。

ＭＶＮＯとして提供する移動通信サービスのための電気通信回線設備を設置していなくとも、他のサービスのため

に電気通信回線設備を設置していれば、その電気通信回線設備に応じた手続が必要となる。 
4 当該登録、届出又は変更報告に当たっては事業法施行規則様式第４の「電気通信役務の種類」の欄32の該当箇

所に「○」を記入することが必要となる。 
5 ①電気通信番号規則別表第３号に掲げるデータ伝送携帯電話番号（０２０又は０２００から始まる番号）、②同表第４

号に掲げる音声伝送携帯電話番号（０６０、０７０、０８０又は０９０から始まる番号）、③同表第９号に掲げるＩＭＳＩ、④同

表第１１号に掲げる付加的役務識別番号（１ＸＹ）及び⑤同表第１２号に掲げる緊急通報番号（１１０、１１８及び１１９）が

代表的な電気通信番号であり、ＭＮＯ等が指定を受けた電気通信番号の提供を受けて使用する場合とＭＶＮＯが

自ら指定を受けて使用する場合がある。 
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の提供、又はＭＮＯとＭＶＮＯとの間の接続という形態のいずれを採用するかは、一

義的には当事者間の協議による。 

 

【本ガイドラインにおいて想定しているＭＶＮＯの例（卸電気通信役務の提供による

場合、事業者間接続による場合のイメージ図）】 

⇒ 図２のとおり。 

１）卸電気通信役務の提供による場合 

 

ア 卸電気通信役務の提供に係る一般的な規律 

 

ＭＶＮＯが、ＭＮＯから電気通信役務の提供を受け、当該電気通信役務を用い

て自ら利用者に対して電気通信役務を提供する場合、ＭＶＮＯは電気通信事業者

であることから、ＭＮＯがＭＶＮＯに提供する電気通信役務は、卸電気通信役務

に該当する（事業法第２９条第１項第１０号）。 

 

電気通信事業者は、電気通信役務の提供について不当な差別的取扱いをしては

ならない（事業法第６条）。そのため、ＭＮＯは、ＭＶＮＯから他の一般利用者や

他のＭＶＮＯに提供しているサービスと同一のサービスの提供の申込みがあった

ときは、合理的な理由がない限り、これを拒んではならない。ただし、ＭＮＯは、

他の一般利用者や他のＭＶＮＯに提供していない条件でのサービスを提供するこ

とまでは義務付けられていない。なお、ＭＮＯが認定電気通信事業者である場合

は、正当な理由がない限り、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒ん

ではならない（事業法第１２１条）6。ＭＮＯが卸電気通信役務の提供に際し、Ｍ

ＶＮＯに対して不当な差別的取扱いその他不当な運営を行っている場合には、総

務大臣による業務改善命令の対象となる場合がある7,（事業法第２９条第１項第

 
6 認定電気通信事業者が電気通信役務の提供を拒むことの出来る正当な理由としては、①天災、事故等により電気

通信設備に故障が生じ役務提供が不能となる場合、②申込者が過去に料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがあ

る場合、③その申込みを承諾することにより当該電気通信事業者の利益を不当に害し、又は他の利用者に著しい

不便をもたらすおそれがある場合、④正常な企業努力にもかかわらず、速やかに需要に応ずることが出来ない場

合等が想定されている。 
7 総務大臣は、ＭＮＯが卸電気通信役務の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行

いその他卸電気通信役務の提供の業務に関し不当な運営を行っていることにより他の電気通信事業者の業務の適

正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該ＭＮＯに対し、

利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべ

きことを命ずることができる（事業法第２９条第１項第１０号）。 

 総務大臣による当該是正措置の対象となる具体的な行為の例については、公正取引委員会・総務省「電気通信

事業分野における競争の促進に関する指針」（以下「共同ガイドライン」という。） 

（https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03.html）に記載されており、次のような行為がこれに該当

する。 

 （例） 

・ ＭＶＮＯとの卸電気通信役務の契約において、ＭＮＯとＭＶＮＯの責任に関する事項やＭＶＮＯに対する料金の

算出方法等を適正かつ明確に定めていないこと。 
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１０号）。 

 

ＭＮＯがＭＶＮＯに卸電気通信役務を提供する場合、ＭＮＯがあらかじめ設定

した提供条件を定める契約約款に基づく契約により提供する形態と、ＭＶＮＯと

の間で個別に合意した提供条件に基づく契約により提供する形態が想定される。 

 

ＭＶＮＯが事業計画を策定する上で必要となる卸電気通信役務の提供条件等

について、ＭＶＮＯの新規参入に際しての予見可能性を高める観点から、ＭＮＯ

において、卸電気通信役務に関する標準プラン（標準的なケースを想定した卸電

気通信役務の料金その他の提供条件をいう。以下同じ。）を策定する等の情報開示

を行うことが望ましい。なお、ＭＮＯ及びＭＶＮＯは、当該標準プランの内容に

かかわらず、協議当事者双方の間で個別に合意した提供条件に基づいて、卸電気

通信役務契約の締結を行うことを妨げられない。 

 

イ 二種指定事業者等の卸電気通信役務の提供に係る規律 

 

第二種指定電気通信設備（事業法第３４条第１項に基づき、令和元年総務省告

示第１８１号8により総務大臣が指定した設備）を設置するＭＮＯ（以下「二種指

定事業者」という。）は、当該第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の

提供の業務を開始したときは、事業法第３８条の２第１項に基づき、遅滞なく、

その旨、卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項（当該ＭＮＯから事

業法施行規則第２５条の７に定める卸電気通信役務9の提供を受ける者が、当該Ｍ

ＮＯの特定関係法人10であるＭＶＮＯ（その提供を受ける当該卸電気通信役務に

用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が５万未満のものを除

く。）である場合又は当該ＭＮＯから当該卸電気通信役務の提供を受ける者がそ

の提供を受ける当該卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移

動端末設備の数が５０万以上のＭＶＮＯである場合には、これらのＭＶＮＯごと

の料金その他の提供条件等を含む。）11を総務大臣に届け出なければならない（こ

 
・ 自己と関係の深いＭＶＮＯに対する料金と比べて高い料金で卸電気通信役務を提供するなど、特定のＭＶＮＯを

不利に取り扱うこと。 

・ ＭＶＮＯに提供する卸電気通信役務の料金に関して、一般利用者に提供する卸電気通信役務と同様の役務の

料金よりも高い料金を設定すること。 

 また、市場支配的なＭＮＯ（事業法第３０条第１項の規定による総務大臣の指定を受けたものをいう。）は、その電

気通信業務について、特定関係法人である電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優

先的な取扱いをし、又は利益を与えることが禁止されており、総務大臣は、これに違反する行為があると認めるとき

は、当該行為の停止又は変更を命ずることができる（事業法第３０条第３項及び第５項）。 
8 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_02.html 
9 第二種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務又は携帯電話若しくはＢＷＡアクセスサービス（通信モジ

ュール向けに提供するものを除く。）。 
10 特定関係法人とは、当該電気通信事業者の子会社等、親会社等、兄弟会社等及び政令で定める特殊の関係が

ある法人をいう（事業法第１２条の２第４項第１号）。以下同じ。 
11 具体的には、事業法施行規則第２５条の７に規定する事項を届け出ることが必要となる。 
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れらを変更等するときも同様）12。 

 

また、二種指定事業者の特定関係法人であるＭＮＯは、報告規則第４条の９に

定める卸電気通信役務13を当該ＭＮＯの特定関係法人であるＭＶＮＯ（その提供

を受ける当該卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末

設備の数が５万未満のものを除く。）又はその提供を受ける特定の卸電気通信役

務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が５０万以上のＭ

ＶＮＯに対して、提供する業務を行うときは、これらのＭＶＮＯごとの料金その

他の提供条件等について、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない（これ

らを変更等するときも同様）（報告規則第４条の９）。 

 

ウ 特定卸電気通信役務14の提供に係る規律 

 

（ア） 提供義務 

 

二種指定事業者は、正当な理由がある場合を除き、その業務区域における特定

卸電気通信役務の提供を拒んではならない（事業法第３８条の２第２項）。ここで

正当な理由とは、次の①～④に掲げる場合等が想定される。 

 

① 二種指定事業者による電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあ

るとき 

（例） 

・二種指定事業者がＭＶＮＯの特定卸電気通信役務の提供の申込みに応じるこ

とにより、当該ＭＶＮＯのシステムが当該二種指定事業者のＨＬＲ等のシス

テムを損傷するおそれがあると認められる合理的な理由が存在する場合 

・二種指定事業者の利用者の個人情報等がＭＶＮＯから外部に流出するおそれ

があると認められる合理的な理由が存在する場合 

・二種指定事業者がＭＶＮＯに対し、特定卸電気通信役務を提供する結果、当

該二種指定事業者における周波数の不足等15により当該二種指定事業者の利

用者16への電気通信役務の円滑な提供に支障を来すおそれがあると認められ

る合理的な理由が存在する場合17 

 
12 総務大臣は、その保有する当該届出の内容等を含む第二種指定電気通信設備に関する情報を整理し、これを公

表するものとしている（事業法第３９条の２）。 
13 第二種指定電気通信設備を用いる携帯電話又はＢＷＡアクセスサービス（通信モジュール向けに提供するものを

除く。）。 
14 携帯電話、全国BWAアクセスサービス及びセルラーLPWAの卸電気通信役務であり、当該卸電気通信役務に付

加的に提供される役務（料金情報、転送電話、国際ローミング等）については除く。 
15 周波数の不足等が生じるか否かは、ＭＶＮＯが希望する特定卸電気通信役務の提供形態・サービス内容や二種

指定事業者の事業の状況等により異なるため、具体的な事案ごとに判断することとなる。 
16 当該二種指定事業者が周波数を使用させているＭＶＮＯの利用者を含む。 
17 総務大臣の認定を受けた特定基地局の開設計画においてＭＶＮＯによる無線設備の利用を促進する計画を有す

る二種指定事業者は、当該認定を受けた開設計画に従いＭＶＮＯに対して無線設備を利用させることが必要である。 
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・二種指定事業者が、ＭＶＮＯに対して、合理的な必要性を示して、二種指定

事業者による適切なふくそう対策の実施に対する協力又はＭＶＮＯによる

適切なふくそう対策の実施を求めた場合であって、ＭＶＮＯが合理的な理由

なくこれに同意しない場合18 

 

② 特定卸電気通信役務の提供が二種指定事業者等の利益を不当に害するおそれ

があるとき 

（例） 

・二種指定事業者がＭＶＮＯに対し、特定卸電気通信役務を提供する結果、自

己の電気通信回線設備の保持が経営上困難となるなど経営に著しい支障が

生ずると認められる合理的な理由が存在する場合 

・二種指定事業者がＭＶＮＯに対し、特定卸電気通信役務を提供する結果、当

該二種指定事業者の社会的信用が毀損されるおそれがあると認められる合

理的な理由が存在する場合19 

・ＭＮＯとＭＶＮＯを兼営する者が二種指定事業者に特定卸電気通信役務の提

供を申込む場合であって、当該ＭＮＯとＭＶＮＯを兼営する者が、収益性の

低い地域において基地局整備を怠る結果、競争条件の公平性が著しく阻害さ

れるおそれがあると認められる合理的な理由がある場合20 

・二種指定事業者がBtoBtoX型のビジネス21を提供する場合であって、二種指定

事業者がパートナー企業へ提供するサービスのうち卸電気通信役務に相当

する部分が特定卸電気通信役務に該当する場合について、当該特定卸電気通

信役務を他のＭＶＮＯに提供することにより、当該パートナー企業の知的財

産権が侵害されるおそれがあると認められる合理的な理由が存在する場合 

③ 特定卸電気通信役務の提供を受ける際に負担すべき金額の支払いを怠り、又

は怠るおそれがあるとき 

（例） 

・二種指定事業者が、ＭＶＮＯに対して、客観的な指標（例：過去の支払実績、

信用評価機関、格付け機関等第三者による評価、財務状況）に基づいて、特

 
18 ふくそう対策は、二種指定事業者とＭＶＮＯ双方にとって合理的と認められる適切な方法・基準に基づいて実施す

ることが適当である。そのため、二種指定事業者がＭＶＮＯに対して、合理的な必要性・利用用途を明示して、対策

に必要な情報の開示を求めた場合には、ＭＶＮＯは当該情報を開示することが求められる。 

 また、二種指定事業者には、情報開示を求めるに当たって公正競争の確保に支障が生じないよう留意するととも

に、対策の実施に当たっては、特定の者に対し不当な差別的取扱いを行わないことが求められる。 
19 二種指定事業者の利益を不当に害するおそれがあると認められるためには、当該二種指定事業者の社会的信用

が毀損し、相当程度の利益の損失が発生することを客観的な事実に基づいて合理的に推定できなければならない。 
20 特定卸電気通信役務の提供の申込みを受けた二種指定事業者の利益を不当に害すると認められるためには、特

定卸電気通信役務の提供を申し込むＭＮＯが収益性の低い地域において基地局整備を怠る結果、競争条件の公

平性が著しく阻害されていることが客観的な事実に基づいて合理的に推定できなければならない。例えば、正当な

理由なく、収益性の低い地域において総務大臣の認定を受けた開設計画に従った基地局整備が行われていない

ことは、当該地域における基地局整備の懈怠についての客観的な事実として認められる。 
21 電気通信事業者が電気通信分野以外の様々な分野においてサービスを提供する企業をパートナー企業として、

当該企業に対する通信サービス及びビジネスソリューション等を提供し、パートナー企業がエンドユーザーにサー

ビス提供をするビジネスモデルを指す。 
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定卸電気通信役務の提供を受ける際に負担すべき金額の支払いを怠るおそ

れがあると判断する合理的な根拠を示して、預託金の預入れ等の適切な債権

保全措置を求めた場合であって、ＭＶＮＯが合理的な理由なくこれに同意し

ない場合22 

④ 特定卸電気通信役務の提供の申入れに応ずることが技術的又は経済的に著し

く困難であるとき 

（例） 

・ＭＶＮＯが申し込んだ特定卸電気通信役務の提供形態を実現するために二種

指定事業者側において要するシステム改修等の程度が著しく過大であり、当

該システム改修に要する費用の回収が見込めないと認められる合理的な理

由が存在する場合 

・二種指定事業者が、ＭＶＮＯが申し込んだ特定卸電気通信役務の提供形態を

実現するために要するシステム改修等の程度が著しく過大であると判断す

る合理的な根拠を示して、特定卸電気通信役務の提供に係る最低契約期間の

設定や期間内契約解除に係る違約金の設定等の、システム改修費用の回収に

係るリスクを軽減する措置を求めた場合であって、ＭＶＮＯが合理的な理由

なくこれに同意しない場合23 

 

（イ） 情報提示義務 

 

特定卸電気通信役務を提供する二種指定事業者は、当該特定卸電気通信役務の

提供に関する契約の締結の申入れをＭＶＮＯから受けた場合において、当該特定

卸電気通信役務に関し、当該申入れをしたＭＶＮＯの負担すべき金額その他の提

供条件について提示をする時までに、当該申入れをしたＭＶＮＯから、当該提示

と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締

結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよ

う求められたときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない（事

業法第３８条の２第３項）。 

 

特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資す

 
22 債権保全措置の要否及び内容については、基本的に当事者間の協議に委ねられるべきものであるが、債権保全

措置の内容如何によってはＭＶＮＯの競争上の地位を危うくするおそれがある。そのため、電気通信事業者間の公

正な競争を確保する観点から、債権の保全に必要かつ最小限の措置とすることが適当である。また、預託金の預入

れ等を求める際には、二種指定事業者はＭＶＮＯに対して、必要とされる金額の根拠や内訳、預入れ方法等の基

本的事項について十分な説明を行うことが求められる。 

 なお、債権保全の方式、預託金の預入れ等の要否を判断するに当たって考慮すべき事項、預託金等の水準等に

ついての考え方については、『電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドラ

イン』を参照。 
23 最低契約期間の設定及び違約金の水準は、その期間及び水準如何によってはＭＶＮＯの競争上の地位を危うく

するおそれがある。そのため、電気通信事業者間の公正な競争を確保する観点から、そのリスクの軽減に必要かつ

最小限の措置とすることが適当である。また、契約期間の設定や違約金の預入れを求める際には、二種指定事業

者はＭＶＮＯに対して、期間の根拠、違約金の額の根拠、内訳等の基本的事項について十分な説明を行うことが求

められる。 
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る事項として、次に掲げる事項を提示するものとする（事業法施行規則第２５条

の７の６第１項）。 

・接続料相当額 

二種指定事業者が、特定卸電気通信役務と同等の電気通信役務を事業者

間接続により提供しようとする場合に当該二種指定事業者が取得すべき金

額に相当する額であって、当該特定卸電気通信役務の料金と同一の単位で

算定するもの。 

・特定卸電気通信役務に関する料金と接続料相当額との差額の用途 

 

また、正当な理由とは次の①及び②に掲げる場合が想定される。なお、二種指

定事業者がこれに違反した場合は、総務大臣による業務改善命令の対象となる場

合がある（事業法第３８条の２第４項）。 

 

① 提示することによって二種指定事業者の競争上の利益が不当に害されるおそ

れがある情報の提示を求められたとき 

（例） 

・二種指定事業者と特定卸電気通信役務の提供を受ける者との間で締結された

秘密保持契約によって保護されている情報であって、当該特定卸電気通信役

務の提供を受ける者に固有の情報であることが明らかであるものの提示を

ＭＶＮＯから求められた場合 

・二種指定事業者が自社の利用者（卸電気通信役務の利用者を除く。）向けに提

供するサービスを設計する上で用いる営業上の秘密であって、プラン毎の平

均利用データ量・原価及びこれらを推計可能な情報に該当することが明らか

な情報の提示をＭＶＮＯから求められた場合 

・二種指定事業者がBtoBtoX型のビジネスを提供する場合であって、二種指定事

業者がパートナー企業へ提供するサービスのうち卸電気通信役務に相当する

部分が特定卸電気通信役務に該当する場合について、当該特定卸電気通信役

務の接続料相当額の提示をＭＶＮＯから求められた場合 

 

② 特定卸電気通信役務のうち、原価情報を提示することが困難であると考えら

れるものについて接続料相当額の提示を求められたとき 

（例） 

・特定卸電気通信役務の一部を構成する役務であって、その原価情報を抽出す

ることが困難である役務（緊急通報、優先電話及び発信者番号通知等）につ

いて接続料相当額の提示をＭＶＮＯから求められた場合 

 

２）事業者間接続による場合 

ア 事業法第３２条に基づく一般的規律 
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（ア）基本的な考え方 

 

ＭＶＮＯは、その電気通信設備をＭＮＯ及び固定通信事業者を含む複数の事

業者（以下「ＭＮＯ等」という。）の電気通信回線設備24と接続して電気通信役

務を提供することが可能である。この場合、ＭＮＯ等は、ＭＶＮＯからその電

気通信設備をＭＮＯ等の電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたと

きは、次の①～④に掲げる場合を除き、これに応じなければならない（事業法

第３２条）。なお、具体的な接続形態、接続に当たってＭＶＮＯが取得する情報
25その他の接続条件については、まずはＭＶＮＯにおいて提示すべきものであ

り、ＭＮＯはこれを踏まえて接続の請求に応じる必要がある。 

 

① 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき（事業法第３

２条第１号） 

（例） 

・ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じることにより、当該ＭＶＮＯのシ

ステムが当該ＭＮＯのＨＬＲ等のシステムを損傷するおそれがあると認め

られる合理的な理由が存在する場合 

・ＭＮＯがＭＶＮＯへ課金情報を提供する際に、当該ＭＮＯの利用者の個人

情報等が当該ＭＶＮＯから外部に流出するおそれがあると認められる合理

的な理由が存在する場合 

・ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じる結果、当該ＭＮＯにおける周波

 
24 電気通信回線設備とは、「送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置され

る交換設備並びにこれらの附属設備」（事業法第９条）を指す。 

 ここで「伝送路設備」とは、隔地者間で電気的な手段により情報の伝達を行う設備であり、例えば、光ファイバやメ

タルケーブルなどの線路設備が挙げられる。 

 当該伝送路設備と一体として設置される「交換設備」は、端末設備からの接続要求に応じて着信端末設備までの

接続経路の設定を行う設備であり、例えば、交換機や端末位置登録等の機能を持つ設備が挙げられる。 

 また、「附属設備」は、伝送路設備及び交換設備が有効に機能するために必要な独立設備であり、例えば、通信

電力装置や課金装置が挙げられる。 
25 接続形態及び接続に当たってＭＶＮＯが取得する情報として想定されるものには、例えば、次のものがある。 

① 接続形態の例 

・ＯＳＩ参照モデルの各レイヤープロトコルによる接続（例えば、ＭＶＮＯが自らのネットワークにおいて利用者を認

証しＩＰアドレスを割り振るためには、レイヤー２接続が必要な場合がある。なお、他の接続形態により相当の機能

が実現可能な場合も考えられるが、接続するレイヤーにより提供できる機能は厳密には異なるため、個々の事案

に応じて判断する必要がある。） 

・ＭＶＮＯに代わってＭＶＮＥがＭＮＯと接続し、ＭＶＮＯは両者から電気通信役務提供を受ける形態（この場合、

ＭＶＮＥは電気通信事業者となる。） 

② 接続に当たってＭＶＮＯが取得する情報の例 

・地理的な位置情報やエリア情報の配信等に必要な位置情報 

・主にＨＬＲ（Home Location Register：端末位置登録等の機能を持つ設備）などに管理される情報であって、加入

者の移動体端末を捕捉するために必要な加入者移動管理情報 

・主にＣＤＲ（Call Detail Record：通話明細情報）などに管理される情報であって、課金を行うために必要な通信記

録等の情報 

・ＭＶＮＯが障害情報など利用者へのサポートを行うために必要な基地局やネットワーク等の障害情報や通信サ

ービスに関するその他の障害情報 
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数の不足等26により当該ＭＮＯの利用者27への電気通信役務の円滑な提供

に支障を来すおそれがあると認められる合理的な理由が存在する場合28 

・ＭＮＯが、ＭＶＮＯに対して、合理的な必要性を示して、ＭＮＯによる適

切なふくそう対策の実施に対する協力又はＭＶＮＯによる適切なふくそう

対策の実施を求めた場合であって、ＭＶＮＯが合理的な理由なくこれに同

意しない場合29 

② 接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき（事業

法第３２条第２号） 

（例） 

・ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じる結果、自己の電気通信回線設備

の保持が経営上困難となるなど経営に著しい支障が生ずると認められる合

理的な理由が存在する場合 

・ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じる結果、当該ＭＮＯの社会的信用

が毀損されるおそれがあると認められる合理的な理由が存在する場合30 

・ＭＮＯとＭＶＮＯを兼営する者が他のＭＮＯに接続を申込む場合であって、

当該ＭＮＯとＭＶＮＯを兼営する者が、収益性の低い地域において基地局

整備を怠る結果、競争条件の公平性が著しく阻害されるおそれがあると認

められる合理的な理由がある場合31 

③ 接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき

（事業法第３２条第３号、事業法施行規則第２３条第１号） 

（例） 

・ＭＮＯが、ＭＶＮＯに対して、客観的な指標（例：過去の支払実績、信用

評価機関、格付け機関等第三者による評価、財務状況）に基づいて、接続

に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあると判断する合理的な根

拠を示して、預託金の預入れ等の適切な債権保全措置を求めた場合であっ

 
26 周波数の不足等が生じるか否かは、ＭＶＮＯが希望する接続形態・サービス内容やＭＮＯの事業の状況等により

異なるため、具体的な事案ごとに判断することとなる。 
27 当該ＭＮＯが周波数を使用させているＭＶＮＯの利用者を含む。 
28 総務大臣の認定を受けた特定基地局の開設計画においてＭＶＮＯによる無線設備の利用を促進する計画を有す

るＭＮＯは、当該認定を受けた開設計画に従いＭＶＮＯに対して無線設備を利用させることが必要である。 
29 ふくそう対策は、ＭＮＯとＭＶＮＯ双方にとって合理的と認められる適切な方法・基準に基づいて実施することが適

当である。そのため、ＭＮＯがＭＶＮＯに対して、合理的な必要性・利用用途を明示して、対策に必要な情報の開示

を求めた場合には、ＭＶＮＯは当該情報を開示することが求められる。 

また、ＭＮＯには、情報開示を求めるに当たって公正競争の確保に支障が生じないよう留意するとともに、対策の実

施に当たっては、特定の者に対し不当な差別的取扱いを行わないことが求められる。 
30 電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあると認められるためには、ＭＮＯの社会的信用が毀損し、相

当程度の利益の損失が発生することを客観的な事実に基づいて合理的に推定できなければならない。 
31 接続の申込みを受けた他のＭＮＯの利益を不当に害すると認められるためには、接続を申し込むＭＮＯが収益性

の低い地域において基地局整備を怠る結果、競争条件の公平性が著しく阻害されていることが客観的な事実に基

づいて合理的に推定できなければならない。例えば、正当な理由なく、収益性の低い地域において総務大臣の認

定を受けた開設計画に従った基地局整備が行われていないことは、当該地域における基地局整備の懈怠につい

ての客観的な事実として認められる。 
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て、ＭＶＮＯが合理的な理由なくこれに同意しない場合32 

④ 接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済

的に著しく困難であるとき（事業法第３２条第３号、事業法施行規則第２３

条第２号） 

（例） 

・ＭＶＮＯが申し込んだ接続形態を実現するためにＭＮＯ側において要する

システム改修等の程度が著しく過大であり、当該システム改修に要する費

用の回収が見込めないと認められる合理的な理由が存在する場合 

・ＭＮＯが、ＭＶＮＯが申し込んだ接続形態を実現するために要するシステ

ム改修等の程度が著しく過大であると判断する合理的な根拠を示して、最

低接続期間の設定や期間内接続解除に係る違約金の設定等の、システム改

修費用の回収に係るリスクを軽減する措置を求めた場合であって、ＭＶＮ

Ｏが合理的な理由なくこれに同意しない場合33 

 

なお、接続に関し当事者が取得し、若しくは負担すべき金額（以下「接続料

等」という。）又は接続条件その他協定の細目の内容については、まずは、ＭＶ

ＮＯとＭＮＯとの間の協議に委ねられるのが原則であり、接続料等又は接続条

件その他協定の細目の内容に含まれる両当事者のそれぞれのサービス提供条

件については、一方の当事者によって独自に自由に決定されるべきものではな

い34。 

 

また、ＭＮＯが接続に際し、ＭＶＮＯに対して不当な差別的取扱いその他不

当な運営を行っている場合には、総務大臣による業務改善命令の対象となる場

合がある。 

（イ）利用者料金の設定権の帰属 

 

 
32 債権保全措置の要否及び内容については、基本的に当事者間の協議に委ねられるべきものであるが、債権保全

措置の内容如何によってはＭＶＮＯの競争上の地位を危うくするおそれがある。そのため、電気通信事業者間の公

正な競争を確保する観点から、債権の保全に必要かつ最小限の措置とすることが適当である。また、預託金の預入

れ等を求める際には、ＭＮＯはＭＶＮＯに対して、必要とされる金額の根拠や内訳、預入れ方法等の基本的事項に

ついて十分な説明を行うことが求められる。 

 なお、債権保全の方式、預託金の預入れ等の要否を判断するに当たって考慮すべき事項、預託金等の水準等に

ついての考え方については、『電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドラ

イン』を参照。 
33 最低接続期間の設定及び違約金の水準は、その期間及び水準如何によってはＭＶＮＯの競争上の地位を危うく

するおそれがある。そのため、電気通信事業者間の公正な競争を確保する観点から、そのリスクの軽減に必要かつ

最小限の措置とすることが適当である。また、接続期間の設定や違約金の預入れを求める際には、ＭＮＯはＭＶＮ

Ｏに対して、期間の根拠、違約金の額の根拠、内訳等の基本的事項について十分な説明を行うことが求められる。 
34 「電気通信事業法第３５条第３項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に係る裁定」（平成１９年１１月３０日

総務省）P.１ 裁定事項１について（接続に当たり、ドコモの電気通信役務提供区間に係る電気通信役務は、エンド

ユーザー（利用者）に対して自社が提供する役務であるから、その内容、運用等については、ドコモが独自に決め

ることができるという主張は合理的か。）（http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-

news/2007/pdf/071130_13_bt1.pdf）を参照。 
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ＭＶＮＯがＭＮＯと接続して利用者にサービスを提供する場合、電気通信役

務に関する料金（以下「利用者料金」という。）については、ＭＶＮＯが利用者

料金を設定する（エンドエンド料金）形態、ＭＶＮＯ及びＭＮＯが分担して各々

利用者料金を設定する（ぶつ切り料金）形態のいずれも可能であり、まずはＭ

ＶＮＯが提示する利用者料金の設定方法を基に両当事者間で協議が行われる

ことが求められる35。 

（ウ）接続料の課金方式 

 

ＭＶＮＯがＭＮＯと接続して利用者にサービスを提供する場合、ＭＮＯが接

続に関し取得すべき金額（以下「接続料」という。）の課金方式については、従

量制課金のほか、回線容量単位の課金方式を採用することも可能であり、まず

はＭＶＮＯが提示する接続料の課金方式を基に、両当事者間で協議が行われる

ことが求められる36。 

（エ）接続料の算定 

 

接続料の算定方法については、当事者間の協議で行われることが原則である

が、二種指定事業者以外のＭＮＯにおいても、その検証可能性に留意した上で、

第二種指定電気通信設備接続料規則（平成２８年総務省令第３１号。以下「二

種接続料規則」という。）を踏まえた機能ごとの接続料の設定を可能な限り行う

ことが望ましい。 

 

事業者間協議において接続料の水準が争点となった場合には、算定方法と代

入すべきデータに議論を峻別した上で、前者については、二種接続料規則及び

本ガイドラインに示す考え方を踏まえつつ、例えば、両当事者から案を提示し、

その合理性を検証し、後者については、例えば、接続料の算出の根拠に関する

説明を記載する書類その他必要な書類を用いるなどにより、可能な限り情報開

示することが適当である。 

（オ）接続に必要なシステム開発等 

 

接続に必要なシステム開発等の内容、方法及び期間については、合理性の観

点から必要と認められる範囲に限られるべきである。 

 

 
35 「電気通信事業法第３５条第３項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に係る裁定」（平成１９年１１月３０日

総務省）P.２ 裁定事項２について（利用者料金の設定はぶつ切り料金かエンドエンド料金か） 

（http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/071130_13_bt1.pdf）を参照。 
36 「電気通信事業法第３５条第３項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に係る裁定」（平成１９年１１月３０日

総 務 省 ） P. ３  裁 定 事 項 ３ に つ い て （ 接 続 料 金 の 課 金 方 式 は 帯 域 幅 課 金 と す べ き か ）

（http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/071130_13_bt1.pdf）を参照。 
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事業者間協議において接続に必要な開発の内容、方法又は期間が争点となっ

た場合には、可能な限り技術開発部門の者（関連開発の委託先の技術者を含む。）

を直接関与させること等により、検討の迅速化・精緻化を図り、相互の見解の

理解において齟齬が生じないようにすることが適当である。 

 

接続に必要なシステム開発等の費用については、合理性の観点から必要と認

められる範囲に限られるべきである。また、その負担方法については、接続要

望に伴う追加コストである場合には、原則として、接続事業者において応分負

担すべきであるが、他の接続事業者が開発されたシステム等を共用することと

なった場合には、負担の公平性の観点から、当該追加コストの負担方法につい

て案分比例にするなどの措置が求められる。 

 

事業者間協議において接続に必要なシステム開発等の費用が争点となった

場合には、総コストのみを提示するのではなく、細分した機能ごとのコストを

提示するなどし、必要な機能の取捨選択ができるようにすることが適当である。

また、金額の検証に客観性を確保するとともに、当事者間で守秘義務を課すな

ど必要な措置を講じた上で、その内訳について可能な限り情報開示することが

適当である。 

（カ）接続を円滑に行うために必要な事項の提供 

 

接続を円滑に行うために必要な事項の提供については、当事者間の協議で行

われることが原則であるが、二種指定事業者以外のＭＮＯにおいても、事業法

施行規則第２３条の９の５第１項各号に定める事項を可能な限り提供するこ

とが望ましい。 

イ 二種指定事業者の接続に係る規律 

（ア）接続約款の届出等 

 

二種指定事業者は、上述の事業法第３２条に基づく一般的規律に加え、事業

法第３４条による規律の対象となる。二種指定事業者は、事業法第３４条第２

項に基づき、接続料及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定める

ところにより、その実施前に総務大臣に届け出る（これを変更するときも同様）

義務がある。この届出に関する具体的内容は事業法施行規則第２３条の９の３

に規定されており、二種指定事業者は接続料の変更の際、様式第１７の４の２

から様式第１７の４の７まで、様式第１７の４の９、様式第１７の４の１０（二

種接続料規則第１６条第１項の規定に基づき接続料を設定する場合には、様式

第１７の４の２から様式第１７の４の１０まで）37及び平成２９年総務省告示

 
37 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_01.html 
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第３７号38に定める様式の接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類そ

の他必要な書類を総務大臣に提出する義務がある。 

 

第二種指定電気通信設備との接続協定は、事業法第３４条第４項に基づき、

当該接続約款によらなければ締結することができない。また、二種指定事業者

は、事業法第３４条第５項に基づき、当該接続約款を公表39する義務を負う。 

（イ）標準的接続箇所 

 

事業法第３４条第３項第１号イの「他の電気通信事業者の電気通信設備を接

続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして

総務省令で定める箇所」は、事業法施行規則第２３条の９の４第１項に規定さ

れている。 

 

なお、同条第２項では、自らの電気通信設備を他の二種指定事業者の電気通

信設備と一体的に運用する場合において、接続事業者の電気通信設備との間の

伝送交換の全てが当該他の二種指定事業者の標準的接続箇所により行われて

いると総務大臣が認める場合は、同条第１項の規定による箇所に代えてその箇

所を標準的接続箇所とすることとされており、当該伝送交換の一部が当該他の

二種指定事業者の標準的接続箇所により行われていると総務大臣が認める場

合は、同条第１項の規定による箇所に加えてその箇所を標準的接続箇所とする

こととされているところ、二種指定事業者は、当該伝送交換の状況が分かる書

類を添えて総務大臣に対し、伺い出ることを要する。 

（ウ）アンバンドル機能等 

 

事業法第３４条第３項第１号ロの二種指定事業者が取得すべき金額を適正

かつ明確に定めるべき「総務省令で定める機能」は、二種接続料規則第４条第

１項に規定されている。 

ア）基本的な考え方 

 

二種接続料規則第４条第１項に定める機能について、ａのとおり「アンバ

ンドル40等の判断基準」を定めるとともに、イ）のとおり「アンバンドル機能」

を定め、ウ）のとおり「開放を促進すべき機能」を定める。 

 

 
38 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_02.html 
39 接続約款の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない（事業

法施行規則第２３条の８）。 
40 第二種指定電気通信設備との接続に係る機能のうち、他の事業者が必要とするもののみを細分して使用できるよ

うにすることをいう。以下同じ。 
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なお、第二種指定電気通信設備には第一種指定電気通信設備のようなボト

ルネック性が認められないこと、移動通信市場においてはサービス競争が一

定程度進展していること等の移動通信分野の特性に鑑み、二種指定事業者の

設備投資やイノベーションに係るインセンティブに配意するほか、アンバン

ドルに係る仕組みには、事業者間協議による合意形成を尊重し、その促進を

図る視点を盛り込む。 

ａ アンバンドル等の判断基準 

 

（ａ）アンバンドル機能を設定する場合 

 

「アンバンドル機能」は、次の要件を満たした場合に設定する。 

 

① 他の事業者から機能のアンバンドルに係る要望があること 

② アンバンドルすることが技術的に可能であること 

③ アンバンドルに当たって二種指定事業者に過度な経済的負担を与え

ることのないこと 

④ 必要性・重要性の高いサービスに係る機能であること41 

 

（ｂ）開放を促進すべき機能を設定する場合 

 

上記アンバンドルの要件を全て満たさない機能でも、上記④の要件を

満たし、いずれかの事業者に他の事業者からの要望があり、上記②・③

の要件を満たす可能性がある場合には、接続又は卸電気通信役務による

提供が望ましいため、事業者間協議の更なる促進を図るものとして、「開

放を促進すべき機能」に定める。 

ｂ プロセス 

 

総務省は、「アンバンドル機能」及び「開放を促進すべき機能」に該当す

る機能について、定期的に見直しを行うこととする。見直しに当たっては、

意見公募を実施するなど、手続の公正性・透明性の確保に努めることとす

る。 

イ）アンバンドル機能 

 

「アンバンドル機能」には、二種接続料規則第４条第１項の表に掲げる次

の①から③までの機能が該当する。 

 
41 具体的には、利用者利便の高いサービスに係る機能、公正競争促進の観点から多様な事業者による提供が望ま

しいサービスに係る機能、多数の利用者に実際に利用されているサービスに係る機能が該当する。 
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① 音声伝送交換機能 

② データ伝送交換機能42 

③ ショートメッセージ伝送交換機能 

 

なお、各アンバンドル機能を複数の区分に細分し接続料を定めることは可

能であるが43、当該アンバンドル機能全体について接続料を定めない場合は、

接続約款の変更命令の対象となる可能性がある44。 

 

ただし、複数の二種指定事業者が、アンバンドル機能をそれらの第二種指

定電気通信設備により実現する場合であって、利用者への役務の提供実態等

に照らし当該アンバンドル機能を複数の区分に細分して接続料を設定する場

合については、当面、二種接続料規則第３条に基づく総務大臣の承認を受け、

必要性・重要性の低い区分については接続料を設定しないことができるもの

とする。 

ウ）開放を促進すべき機能 

 

「開放を促進すべき機能」には、次の①から⑥までに掲げる機能が該当す

る。 

 

① 料金情報提供機能 

② 携帯電話のＥメール転送機能 

③ パケット着信機能 

④ 端末情報提供機能 

⑤ ＨＬＲ／ＨＳＳ連携機能 

⑥ リモートＳＩＭプロビジョニング（ＲＳＰ）機能45 

 

 
42 データ伝送交換機能の接続料（回線容量単位接続料及び回線数単位接続料に限る。）の算定に当たっては、４

Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）と５Ｇ（ＳＡ方式）に係る費用及び需要を一体として算定を行うこととする。 
43 各アンバンドル機能を複数の区分に細分して接続料を定める場合、営業費用や正味固定資産価額の配賦、需要

の配分等が適切に行われなければ接続料算定の適正性が損なわれる可能性があることに十分留意することが必

要である。 
44 アンバンドル機能の一部の区分について接続料を定めなくてもよいこととする場合は、現在、データ伝送交換機

能についていわゆるCDMA2000方式及びEV-DO方式を除いているように、二種接続料規則において明示すること

が原則である。 
45 ＭＳＩＳＤＮ等携帯電話ネットワークにアクセスするための情報（ＳＩＭプロファイル）のＳＩＭへの書込み（ＳＩＭプロビ

ジョニング）をオンラインで遠隔操作により行うための機能。その形態としては、ＭＮＯの調達するＲＳＰのシステムを

ＭＶＮＯが利用する形態と、ＭＶＮＯの調達するＲＳＰのシステムをＭＮＯのネットワークに連携させる形態があり得る。

「モバイル市場の競争環境に関する研究会」最終報告書（令和２年２月）において示されたとおり、二種指定事業者

がリモートＳＩＭプロビジョニングによりｅＳＩＭサービスを提供する場合は、タブレット向け、スマートフォン向け、ＩｏＴ向

け等その提供するサービス内容に応じて、ＭＶＮＯにおいても同様のサービスの提供を行うことができるよう本機能

の開放が行われることが望ましい。 
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（エ）接続を円滑に行うために必要な事項の提供 

 

事業法第３４条第３項第１号ホの「総務省令で定める接続を円滑に行うため

に必要な事項」は、事業法施行規則第２３条の９の５に規定されている。また、

同条第１項第１号イ⑴の「他事業者との接続箇所がある第二種指定電気通信設

備を設置する場所その他接続の請求に際して必要な情報の開示」についての具

体的内容は、平成２８年総務省告示第１０７号46（以下「二種情報開示告示」と

いう。）に規定されている。これらの事項に関して、具体的な解釈及び望ましい

事項を示す。 

ア）頻度の高い工事の工事費 

 

事業法施行規則第２３条の９の５第１項第６号に基づき、二種指定事業者

が工事又は保守その他第二種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場

合の金額に関しては、作業時間当たりの単金を接続約款に記載するだけでは

なく、頻度の高い工事については、工事当たりの単価を接続約款に記載すべ

きである。 

イ）役務利用管理システム又はＳＩＭカードの提供条件追加等の通知 

 

二種情報開示告示第２条第５号に基づく、ＭＶＮＯの電気通信役務の提供

に用いられる役務利用管理システム又はＳＩＭカードの機能その他の提供条

件の追加及び変更に関する情報の通知は、ＭＶＮＯ側でこれら追加・変更を

受けた対応を行う上で必要な準備期間が十分に確保されるよう、早期に行わ

れることが望ましい。 

（オ）接続料の算定 

 

事業法第３４条第３項第２号は、二種指定事業者の接続料が、総務省令で定

める方法により算定された金額を超えるものである場合に接続約款の変更命

令の対象となることを規定している。この具体的内容は二種接続料規則及び同

令の規定による平成２８年総務省告示第１１０号47に規定されている。どのよ

うな場合に接続約款の変更命令を行う可能性があるのかについて二種指定事

業者に一定の予見可能性を与えるため、具体的な解釈等を示す。 

 

なお、二種接続料規則は、同令第４条第１項の表に掲げる機能に係る接続料

の算定方法を定めているが、これら以外の機能に係る接続料についても、事業

法第３４条第３項第２号の規定により、能率的な経営の下における適正な原価

 
46 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_02.html 
47 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_02.html 
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に適正な利潤を加えたものを超えるものではないことが当然に求められる。 

 

以下「２ 電気通信事業法に係る事項」において使用する用語は、二種接続

料規則において使用する用語の例による。 

ア） 接続会計における固定資産の整理 

 

二種接続料規則第５条では、第二種指定電気通信設備接続会計規則（平成

２３年総務省令第２４号。以下「接続会計規則」という。）別表第３の移動電

気通信役務収支表に整理された費用及び接続会計規則別表第２の役務別固定

資産帰属明細表に整理された資産に基づいて、接続料の原価及び利潤を算定

しなければならないこととされている。 

また、接続会計規則第７条の規定により読み替えて準用する電気通信事業

会計規則（昭和６０年郵政省令第２６号）第１１条第２項では、「二以上の種

類（別表第二の役務の種類の欄に掲げる種類をいう。）の電気通信役務に共用

される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの役務の勘定に整理しなけれ

ばならない。」とされている48。 

 

この際、音声伝送役務とデータ伝送役務に共用される固定資産をそれぞれ

の役務の勘定に整理するに当たっては、表１に掲げる固定資産をそれぞれの

役務に直課した上で、音声伝送役務及びデータ伝送役務に共有される固定資

産を原則としてトラヒック比によりそれぞれの役務に配賦する。ただし、表

２に掲げる固定資産については、その性質に鑑みて次の基準により配賦する。 

 

表１ 音声伝送役務又はデータ伝送役務に直課すべき固定資産 

音声伝送役務に直課する固定資産 データ伝送役務に直課する固定

資産 

専ら音声伝送役務に関連する固定資産 

（例） 

・3G音声交換機 

・VoLTE交換機 

・ P-CSCF ： Proxy-Call Session 

Control Function 

・IMS-AGW：IMS-Access Gateway 

・関門交換機 

・MGW：Mobile Gateway 

・MGCF：Media Gateway Control 

Function 

専らデータ伝送役務に関連する

固定資産 

（例） 

・3Gパケット交換機 

・GGSN：Gateway GPRS Support 

Node 

・SGSN：Serving GPRS Support 

Node 

・ISP提供装置 

・上記に係るソフトウェア 

 
48 接続会計規則別表第３ 移動電気通信役務収支表の様式の記載上の注意においては、「二以上の種類の役務に

関連する固定資産は、原則として回線数比又は取扱量比によって各種類の役務に配賦すること。」とされている。 
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・BGCF：Breakout Gateway Control 

Function 

・IBCF：Inter- connection Border 

Control Function 

・音声回線交換サービス制御装置 

・AS：Application Server 

・音声メディア制御装置 

・MRFC：Media Resource Function 

Controller 

・MRFP：Media Resource Function 

Processor 

・IMS呼制御装置 

・S-CSCF：Serving Call Session 

Control Function 

・ I-CSCF ： Interrogating Call 

Session Control Function 

・SMS関連装置 

・GMSC：Gateway Mobile Switching 

Center 

・上記に係るソフトウェア 

 

表２ トラヒック比以外の基準により配賦する固定資産 

固定資産区分 固定資産の種類 配賦基準 

機械設備 サービス制御系装置 

（表３参照） 

回線数比 

電力設備 ネットワーク資産額比49 

空中線設備50/ 

市内・市外線

路設備 

鉄塔、鉄柱等 回線数比 

土木設備 管路等 回線数比 

端末設備  ネットワーク資産額比 

建物 設備ビル等 ネットワーク資産額比 

構築物 防壁等 ネットワーク資産額比 

機械及び装置 オフィス関連資産等 ネットワーク資産額比 

車両及び船舶 移動無線車等 ネットワーク資産額比 

工具、器具及 以下以外（測定機器等） ネットワーク資産額比 

 
49 移動電気通信役務に係る機械設備、空中線設備、市内・市街線路設備、土木設備及び海底線設備を「ネットワー

ク資産」とし、これらを音声伝送役務／データ伝送役務に整理した結果を加重平均した比率をいう。以下同じ。 
50 空中線設備のうち、フィーダーはトラヒック比により、フィーダーラック及び架台・支持柱・取付金具は回線数比によ

り配賦することとする。 

172



 24 

び備品 顧客系システム、料金系

システム 

回線数比 

土地  ネットワーク資産額比 

使用権資産  リースの対象となる資産

に関連する固定資産区分

の配賦基準に準ずる 

建設仮勘定  固定資産全体の固定資産

取得価額比 

無形固定資産 顧客系システム、料金系

システム 

回線数比 

その他ソフトウェア（交

換機系ソフトウェア、障

害対策システム、研究開

発用ソフトウェア等） 

ネットワーク資産額比 

ソフトウェア仮勘定 固定資産全体の固定資産

取得価額比 

その他無形固定資産（周

波数移行費用、設備使用

権、ブランド使用権、商

標権、意匠権、のれん、

特許権、借地権等） 

固定資産全体の固定資産

価額比 

 

表３ 回線数比により配賦するサービス制御系装置 

世代 標準名 備考 

3G HLR：Home Location 

Register 

加入者情報を扱う装置で、D-SCPは情報

(データベース)管理を行う装置 

SGW ： Signaling 

GateWay 

共通線信号（おもに3G方式に制御信号）の

中継を行う装置 ※S-GWとは異なる装置 

4G MME ： Mobility 

Management Entity 

基地局を収容し、モビリティ制御(端末が

移動しても、発着信及び通信を継続して

提供可能とする制御)などを提供する装

置 

PCRF：Policy and 

Charging Rules 

Function 

ユーザデータ転送のQoS(クオリティオブ

サービス：ネットワークサービスを安定

して使用出来る様に、データを通す順序

や量を調整すること)及び課金のための

制御行う装置 

DRA ： Diameter 

Routing Agent 

EPCのシステムの１つである「PCRF」の機

能ブロックの１つで、加入者プロファイ

ルを収容するPCRブレードを選択する機
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能のブレード 

HSS ： Home 

Subscriber Server 

加入者情報を扱う装置で、D-SCPは情報

(データベース)管理を行う装置  

5G UDM：Unified Data 

Management 

5GCにおけるC-Plane上のNF（機能部）で、

各ユーザーの加入契約情報や端末認証情

報、端末の在圏位置情報を保持する機能

を担う装置 

AMF： Access and 

Mobility 

Management 

Function 

5GCの一部であり、5G SA在圏時のモビリ

ティ制御(端末が移動しても、発着信及び

通信を継続して提供可能とする制御)な

どを提供する装置 

PCF ： Policy 

Control Function 

5GCの一部であり、ポリシー制御などを提

供する装置 

CHF ： Charging 

Function 

5GCの一部であり、課金機能を提供する装

置 

SMF ： Session 

Management 

Function 

5GCの一部であり、セッションを管理する

装置 

NRF ： Network 

Repository 

Function 

5GCの一部であり、5GC-NFの管理する装置 

NSSF ： Network 

Slice Selection 

Function 

5GCの一部であり、5G SA在圏時において、

加入者が利用するネットワークスライス

を選択する装置 

BSF ： Binding 

Support Function 

5GCの一部であり、5GC-NFと加入者の紐づ

けを管理する装置 

共通 DNS：Domain Name 

System 

インターネットを使った階層的な分散型

データベースシステム。主にホスト名や、

電子メールに使われるドメイン名とIPア

ドレスとの対応づけを管理するために使

用する装置 

SMSC ： Short 

Message Service 

Center 

音声、映像、FAX等のメディア処理機能を

集約・統合した付加サービス系のサービ

ス提供ノード。ショートメール、留守番電

話等を提供する装置 

SMLC ： Serving 

Mobile Location 

Centre 

位置測位に関する機能を持つ装置群 

eSMLC ： Evolved 

Serving Mobile 
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Location Centre 

LMF ： Location 

Management 

Function 

SLP ： Service 

Location Protocol 

SM-DP/SR ：

Subscription 

Manager Data 

Preparation/ 

Secure Routing 

eSIMに関する機能を持つ装置 

 

イ）原価算定の３ステップ・プロセス 

 

二種接続料規則第６条第１項では、「接続料の原価は、法定機能ごとに、当

該法定機能に係る第二種指定設備管理運営費とする。」とされており、同令第

７条第１項では、「法定機能に係る第二種指定設備管理運営費は、当該法定機

能の区分ごとに、当該法定機能に対応した第二種指定電気通信設備及びこれ

の附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設（以下「対象設備等」とい

う。）に係る費用の額を基礎として算定するものとする。」とされている。 

 

このことを踏まえ、原価は、ａ及びｂに示す３ステップ・プロセスにより

算定する。ただし、二種指定事業者が採用するプロセスが３ステップ・プロ

セスと完全に同一でない場合であっても、最終的に算定される原価に含まれ

る費用の内容が同程度であるときは、当該二種指定事業者が採用するプロセ

スが直ちに否定されるものではない。 

ａ 音声伝送交換機能及びショートメッセージ伝送交換機能 

 

（ａ）ステップ１においては、移動電気通信役務に係る総費用（営業費用

に限る。以下同じ。）からデータ伝送役務に係る費用を控除して音声伝送

役務に係る費用を抽出する。 

 

ａ）移動電気通信役務に係る総費用は、設備費、営業費及び間接費に大

別される。設備費には、運用費、施設保全費51、試験研究費、研究費償

却、減価償却費、固定資産除却費、通信設備使用料52及び租税公課が該

 
51 他事業者の局舎等に自らの設備をコロケーションする際の土地・建物に係る費用及び電気料を含む。以下同じ。 
52 鉄塔使用料、管路使用料、電柱添架料並びに他事業者の局舎等に自らの設備をコロケーションする際の電力設

備使用料及び空調設備使用料を含む。以下同じ。 
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当し、間接費には、共通費及び管理費が該当する。 

 

ｂ）音声伝送役務又はデータ伝送役務に直課すべき費用を直課した上で、

音声伝送役務及びデータ伝送役務に関連する費用は、接続会計規則別

表第３に掲げる基準によりそれぞれの役務に配賦する53。 

 

ｃ）施設保全費、減価償却費及び固定資産除却費等の配賦に用いる、関

連する固定資産価額比は、ア）に示す考え方に基づいて算定する。ま

た、通信設備使用料の配賦基準については、当該使用料を支払って使

用する通信設備に関連する固定資産区分の配賦基準に準ずる。 

 

（ｂ）ステップ２においては、音声伝送役務に係る費用から契約数連動費

用を控除してトラヒック連動費用を抽出する。 

 

ａ）契約数連動費用には、設備費のうち各契約者が専有的に使用する設

備に係る費用54が該当し、営業費のうち料金の請求・回収に係る費用及

び基本料収入の確保に係る費用が該当する。 

 

ｂ）契約数連動費用及びトラヒック連動費用に明確に分計することが困

難なもの（間接費を含む。）がある場合には、接続会計規則別表第３に

掲げる基準によるほか、適正な基準により配賦する。 

 

（ｃ）ステップ３においては、トラヒック連動費用から接続料原価対象外

費用を控除して接続料原価対象費用を抽出し、これを原価とする。 

 

ａ）接続料原価対象外費用は、ｃに示す考え方に基づいて特定する。 

 

ｂ）接続料原価対象外費用及び接続料原価対象費用に明確に分計するこ

とが困難なもの（間接費を含む。）がある場合には、接続会計規則別表

第３に掲げる基準によるほか、適正な基準により配賦する。 

ｂ データ伝送交換機能の回線容量単位接続料（二種接続料規則第４条第２

項第１号に掲げる部分に係る接続料） 

 

（ａ）ステップ１においては、移動電気通信役務に係る総費用から音声伝

送役務に係る費用を控除してデータ伝送役務に係る費用を抽出する。 

 

 
53 試験研究費のうち、特定のサービス又は資産への帰属が明確なものについては、ア）に示す考え方に基づいて算

定する関連する固定資産取得価額比により配賦する。以下同じ。 
54 例として、サービス制御装置に係る費用、位置登録信号に係る費用、顧客・料金システムに係る費用。 
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ａ）移動電気通信役務に係る総費用は、設備費、営業費及び間接費に大

別される。設備費には、運用費、施設保全費、試験研究費、研究費償

却、減価償却費、固定資産除却費、通信設備使用料及び租税公課が該

当し、間接費には、共通費及び管理費が該当する。 

 

ｂ）音声伝送役務又はデータ伝送役務に直課すべき費用を直課した上で、

音声伝送役務及びデータ伝送役務に関連する費用は、接続会計規則別

表第３に掲げる基準によりそれぞれの役務に配賦する。 

 

ｃ）施設保全費、減価償却費及び固定資産除却費等の配賦に用いる、関

連する固定資産価額比は、ア）に示す考え方に基づいて算定する。ま

た、通信設備使用料の配賦基準については、当該使用料を支払って使

用する通信設備に関連する固定資産区分の配賦基準に準ずる。 

 

（ｂ）ステップ２においては、データ伝送役務に係る費用から回線容量課

金対象外費用を控除して回線容量課金対象費用を抽出する。 

 

ａ）回線容量課金対象外費用には、設備費のうち各契約者が専有的に使

用する設備に係る費用55及び接続事業者が使用しない設備に係る費用
56が該当し、営業費のうち料金の請求・回収に係る費用及び基本料収入

の確保に係る費用が該当する。 

 

ｂ）回線容量課金対象外費用及び回線容量課金対象費用に明確に分計す

ることが困難なもの（間接費を含む。）がある場合には、接続会計規則

別表第３に掲げる基準によるほか、適正な基準により配賦する。 

 

（ｃ）ステップ３においては、回線容量課金対象費用から接続料原価対象

外費用を控除して接続料原価対象費用を抽出し、これを原価とする。 

 

ａ）接続料原価対象外費用は、ｃに示す考え方に基づいて特定する。 

 

ｂ）接続料原価対象外費用及び接続料原価対象費用に明確に分計するこ

とが困難なもの（間接費を含む。）がある場合には、接続会計規則別表

第３に掲げる基準によるほか、適正な基準により配賦する。 

ｃ 接続料原価対象外費用となる営業費用 

 

（ａ）営業費 

 
55 例として、サービス制御装置に係る費用、位置登録信号に係る費用、顧客・料金システムに係る費用。 
56 例として、二種指定事業者がインターネット接続サービスを提供するための設備に係る費用。 
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接続料は、設備の使用料ととらえる。したがって、適正な原価は、基

本的に設備費であり、営業費は、原則として原価に算入されるべきでは

ない。しかしながら、次の①から③までに掲げる営業費については、設

備の安定的な運用又は効率的な展開に資することから、設備への帰属が

認められるものであり、原価への算入は否定されない。 

 

① 電気通信の啓発活動に係る営業費 

電気通信の啓発活動57に係る営業費は、電気通信サービスの健全な

利用を確保し、特定地域・時間における設備への負担の集中を軽減す

ることにより、設備の安定的な運用に資する。 

② エリア整備・改善を目的とする情報収集に係る営業費 

エリア整備・改善を目的とする情報収集58に係る営業費は、エリア整

備・改善に係る調査・計画を補完することにより、設備の効率的な展

開に資する。 

③ 周波数再編の周知に係る営業費 

周波数再編の周知に係る営業費は、設備の改変等を要する周波数再

編の円滑な実施を促進することにより、設備の効率的な展開に資する。 

 

（ｂ）設備費 

 

設備費であっても、次の①から③までに掲げるようなものについては、

接続料として他の事業者に負担を求めることが適当でないことから、原

価には算入しない。 

 

① 通信設備使用料（自社のネットワークの構築に係るものを除く。） 

② 他の事業者が個別に負担している設備費59 

③ 付加機能60の用に供する設備費 

ウ）正味固定資産価額 

 

二種接続料規則第８条第３項の正味固定資産価額は、ア）に示す考え方に

基づくものとする。 

エ）利潤の算定に用いる資本構成比 

 

二種接続料規則第８条第６項の他人資本比率、同令第９条第２項の自己資

 
57 例として、迷惑メールへの対処方法や災害時の通信手段等の啓発を内容とするケータイ教室。 
58 例として、不感エリアに係る情報のウェブ上での受付。 
59 例として、ＰＯＩ回線に係る費用。 
60 例として、留守番電話機能。 
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本比率等の利潤の算定に用いる資本構成比の算定は、貸借対照表上の簿価を

用いる。 

オ）有利子負債の範囲 

 

二種接続料規則第８条第７項における有利子負債の算定において、例えば、

社債については、貸借対照表上の勘定科目としては、固定負債又は流動負債

といった区分により、固定負債である「社債」又は流動負債である「１年以

内に期限到来の固定負債」に分類されることとなるが、こういった分類にか

かわらず、その性質が同じ場合には有利子負債とする。 

カ）リスクの低い金融商品の平均金利 

 

二種接続料規則第９条第３項におけるリスクの低い金融商品の平均金利は、

日本証券業協会が発表する公社債店頭売買参考統計値表により公表されてい

る値を用いて、基礎事業年度（二種接続料規則第１７条第２項に規定する基

礎事業年度をいう。以下同じ。）に発行された長期国債であって当該事業年度

の期末に最も近い日に発行されたものの単利の平均値とする。 

キ）主要企業の平均自己資本利益率－リスクの低い金融商品の平均金利 

 

二種接続料規則第９条第３項における「主要企業の平均自己資本利益率－

リスクの低い金融商品の平均金利」は、イボットソン・アソシエイツ・ジャ

パン株式会社が発行するJapanese Equity Risk Premia Reportのうち、１９

５２年から基礎事業年度の末月までの長期投資用のエクイティ・リスク・プ

レミアムとする。 

ク）音声伝送交換機能に係る接続料の設備区分別算定 

 

二種接続料規則第１１条第３項では、「接続料の体系は、当該接続料に係る

第二種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、通信回数、通

信時間等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定す

るものとする。」とされている。 

 

このことを踏まえ、音声伝送交換機能に係る原価、利潤及び需要は、次の

①から⑪までに掲げる設備区分によるほか、適正な区分を設定し、それらの

区分により整理して算定する。この際、設備区分ごとの需要は、設備の使用

の違いを考慮して算定する。 

 

① 第二種指定端末系交換設備 

② 第二種指定中継系伝送路設備 
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③ 第二種指定中継系交換設備 

④ 第二種指定中継系交換設備間の伝送路設備 

⑤ 第二種指定端末系無線基地局 

⑥ 第二種指定端末系無線基地局と第二種指定端末系交換局間の伝送路設備 

⑦ 信号用伝送路設備 

⑧ 信号用中継交換機 

⑨ 携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局 

⑩ 他事業者の電気通信設備と①～⑨との間に設置される伝送路設備 

⑪ 設備への帰属が認められないもの 

ケ）データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の需要 

 

二種接続料規則第１１条第２項では、需要は、実績原価方式においては「接

続料を算定する機能ごとの通信量等の実績値」、将来原価方式においては、

「接続料を算定する機能ごとの通信量等の合理的な将来の予測値」とされて

おり、同令第１３条第１項第１号では、データ伝送交換機能の回線容量単位

接続料は回線容量を単位として設定するものとされている。当該単位を踏ま

え、当該需要はネットワークのデータ伝送容量から合理的に算定される総回

線容量とする。 

コ）複数の二種指定事業者による接続料設定 

 

二種接続料規則第１６条第１項では、複数の二種指定事業者がアンバンド

ル機能をそれらの第二種指定電気通信設備により実現する場合には、当該複

数の二種指定事業者は、接続料の算定を行う事業者（以下「算定事業者」と

いう。）を明らかにし、それ以外の事業者（以下「共同設定事業者」という。）

と共同して総務大臣の承認を受けた上で接続料を設定しなければならない旨

規定されている。 

 

この総務大臣の承認では、算定事業者による接続料の算定が適正に行われ

るものであるかを確認することとなる。具体的には、次のような事項を確認

することが想定される61。 

 

・ 接続料の算定に共同設定事業者が適切に協力することとなっていること。 

・ 共同設定事業者に係る接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類

その他必要な書類が算定事業者に適切に提供されることになっていること。 

・ 算定事業者により算定された接続料について、共同設定事業者が自らに

係る原価及び利潤が適正に算定されていることを確認することになってい

ること。 

 
61 算定が適切に行われるものであるかは、接続料の算定案及びその算定プロセスが示されると確認しやすくなる。 
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なお、二種指定事業者間の情報交換の態様によっては、市場における競争

状況に照らし、公正競争上問題になるおそれがあるため、注意を要する。 

 

また、算定事業者は、同条第２項により読み替えて適用する同令第３章及

び第４章の規定に基づき接続料の設定を行わなければならないところ、設定

に当たっては、二種接続料規則の規定及び本ガイドラインの他の規定による

ほか、次によることとする。 

 

ａ 原価算定 

 

（ａ）算定事業者及び共同設定事業者の移動電気通信役務収支表に基づき、

二種指定事業者ごとに「イ）原価算定の３ステップ・プロセス」に従い原

価を算定する。この際、重複計上等控除を要する金額は、ステップ３にお

いて「接続料対象外費用」として控除する。 

 

（ｂ）算定した二種指定事業者ごとの原価を合算する。 

 

ｂ 利潤算定 

 

（ａ）利潤算定の基礎となる算定事業者及び共同設定事業者の貸借対照表等

に計上された額を合算の上、利潤を算定する。この際、投資と資本の相殺

消去、債権と債務の相殺消去、算定事業者及び共同設定事業者間の取引高

の相殺消去等、企業会計における連結財務諸表の作成に準じた処理を行い、

それぞれの処理に係る事業者名、金額、理由を示した上で、所要の金額を

控除する。 

合算する貸借対照表等の勘定科目は次のとおり。 

 

ａ）貸借対照表上の「資産」、「負債」及び「純資産」の全科目 

ｂ）損益計算書上の「営業外費用」の全科目 

 

（ｂ）法定実効税率は算定事業者及び共同設定事業者の法定実効税率を純資

産の額で加重平均して用いる。 

サ）当年度精算 

 

二種接続料規則第１７条第２項ただし書では、接続料の急激な変動がある

と認められる場合、基礎事業年度の期首まで遡及する精算（当年度精算）を

行うこととされている。この点については、例えば、データ伝送交換機能の

回線容量単位接続料（令和元年度までに適用されるものに限る。）が、相当の

需要の増加等により、当年度精算を行う場合に該当した。 
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ａ 暫定値 

 

ある事業年度の実績値に基づく接続料の額が確定するのは、おおむね当

該事業年度の翌年度末である。当年度精算を行う接続協定の場合、最終的

な精算には、当該接続協定が適用される事業年度を基礎事業年度とした接

続料を用いるが、接続料確定までの間の暫定的な支払額としては、その時

点までに確定している接続料、すなわち、当該接続協定が適用される事業

年度の前々事業年度を基礎事業年度とした接続料を用いることとなる。こ

こで、当年度精算を行う、接続料の急激な変動があると認められる場合等

においては、最終的な精算に用いられる接続料と、暫定的な支払額との差

分が過大となる可能性がある。このため、暫定的な支払額として、当該接

続協定が適用される事業年度の前々事業年度を基礎事業年度とした接続料

に代えて、接続料の過去の増減トレンドを当てはめて得た額や算定された

接続料に一定の割引率を乗じた額等を踏まえ合理的に設定した暫定値を設

定することにより、接続事業者にとってキャッシュフローの面で過大な負

担が課されないよう方策を講じることが望ましい。 

 

合理的な暫定値の設定に関する事業者間協議に当たっては、その金額の

みを提示するのではなく、その設定に係る考え方や基礎となる数値等につ

いて、接続事業者に十分に説明を行うことが望ましい。 

ｂ 接続料算定の早期化等 

 

当年度精算を行う接続協定の場合、最終的な精算に用いられる接続料は、

当該接続協定の翌年度末頃に確定する。このように精算額の確定が遅くな

ることは、特に、当年度精算を行う、接続料の急激な変動があると認めら

れる場合等において、ＭＶＮＯの事業の予見性に多大な影響を与えるおそ

れがある。このため、二種指定事業者は、可能な限り接続料の算定を早め

たり、希望するＭＶＮＯに対して、需要などの算定根拠情報を早期に提示

することが望まれる。 

シ）将来原価方式を用いた算定 

 

データ伝送交換機能のうち二種接続料規則第４条第２項第１号及び第２号

に掲げる部分については、二種接続料規則第１３条第２項の規定により、将

来原価方式を用いて算定する接続料を設定することとされている62ところ、

 
62 二種接続料規則第１３条第２項において、将来原価方式対象機能の接続料は、予測接続料（同条第３項に規定す

る予測接続料をいう。以下同じ。）及び精算接続料（同条第４項に規定する精算接続料をいう。以下同じ。）を設定す

る旨規定されているところ、事業法第３４条第１項の規定により新たに指定をされた二種指定事業者については、二

種接続料規則第３条に基づく総務大臣の承認を受け、精算接続料は、指定後最初に設定する予測接続料が適用さ

れる事業年度を基礎事業年度とするものからの設定とすることができるものとする。 

182



 34 

将来原価方式においては、二種接続料規則第７条第２項第２号、第８条第３

項第２号及び第１１条第２項第２号の規定により、第二種指定設備管理運営

費、正味固定資産価額63及び需要について、それぞれ、合理的な将来の予測を

行うこととされており、具体的な予測値の算定方法は、基本的には二種指定

事業者の判断に委ねられている。 

 

ただし、予測と実績の乖離は生じ得るものであるとしても、それが大きい

とＭＶＮＯの経営に大きな影響を与えることとなることから、予測と実績の

乖離がなるべく小さくなるようにすることが重要である。また、ＭＶＮＯと

二種指定事業者の公正競争確保の観点からは、二種指定事業者が用いている

情報と同様の情報に基づきＭＶＮＯが経営判断できるようにすること、二種

指定事業者によって算定方法が大きく異なることとならないようにすること

が重要である。 

 

このため、予測値の算定に当たっては、二種接続料規則の規定及び本ガイ

ドラインの他の規定によるほか、次によることとする64。 

ａ 算定区分 

 

より精緻な予測値の算定を行う観点から、第二種指定設備管理運営費に

ついては、接続会計規則別表第３の移動電気通信役務収支表に記載されて

いる営業費用を構成する区分ごと、正味固定資産価額については、接続会

計規則別表第２の役務別固定資産帰属明細表に記載されている電気通信事

業固定資産を構成する区分ごとに、それぞれの区分に応じて適切な予測値

の算定方法を定めた上で、予測値の算定を行うことが望ましい。 

 
63 利潤の算定には正味固定資産価額の他にも様々な項目が用いられるところ、「接続料の算定に関する研究会」第

三次報告書（令和元年９月）では、「まずは一種指定制度と同様正味固定資産価額を予測値算定の対象とし、他の

項目については、予測値の算定方法の検証を継続的に行っていく中で、予測と実績の乖離の状況に応じ、対象と

することについて検討を行っていくこととすることが適当である」とされている。なお、二種指定事業者が、より精度の

高い予測を行うため、他の項目についての予測値の算定を希望する場合は、二種接続料規則第３条の規定に基づ

き総務大臣の承認を受けて、当該算定を行う方法がある。 
64 予測値の算定方法については、総務省において、審議会への報告等を通じ、その適正性の検証を行うこととして

いる。この点、「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書では、「検証結果に基づき、より精度の高い算定方法

とするよう二種指定事業者に対して要請等を行う、予測と実績の乖離の状況を踏まえ、それがなるべく小さくなるよう、

また、二種指定事業者によって算定方法が大きく異なることにならないよう、共通的な算定方法の整備についての

検討の場を設ける、合理的な算定が行われていないと判断された場合は接続約款の変更命令について検討する

等、予測値の算定方法の適正性を向上させるための所要の取組を、毎年度繰り返し行っていくことが適当である」、

「検証は、毎年度行うこととし、予測値が過去の実績値の推移傾向から大きく乖離した場合、予測値と実績値との間

に大きな乖離が生じることが予見される場合等において、乖離の理由を項目ごとに重点的に検証する、実際の支払

額に関係する１年度目の接続料について重点的に検証する等、効果的に行うことが適当である」とされている。また、

予測と実績の乖離について、「今後、予測値の算定方法の検証を継続的に行っていく中で、予測と実績の乖離の状

況等、ＭＶＮＯにおける予見性確保の状況を踏まえ、精算によることが適切なのか、乖離額調整によることが適切な

のかも含め、予測と実績の乖離の調整の在り方について、継続的に検証を行っていくことが適当である」とされてい

る。 
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ｂ 算定方法 

 

予測値の算定に当たっては、過去の実績値からの推計のみにより行うの

ではなく、第二種指定設備管理運営費及び正味固定資産価額の全ての算定

区分並びに需要の予測値について、予測対象年度における見込みを反映す

ることが求められる。見込みについては、具体的かつ細かな粒度とするこ

とにより、見込みと予測値との間の因果関係を明確化することが適当であ

る。ただし、見込みを用いる場合と見込みを用いない場合を比較した上で、

見込みを用いない場合が、接続料の算定の適正性に確実に資するときは、

この限りではない。 

 

例えば、第二種指定設備管理運営費及び正味固定資産価額における予測

値の算定では、予測対象年度における基地局等の整備見込み及びシステム

更新予定、会計方針及び会計基準の変更（加速償却、除却、減価償却方法

の変更等）等を、「需要」における予測値の算定では、データ伝送容量の拡

充予定等を適切に反映することが望ましい。 

 

また、過去の実績値を用いる上で、予測値の算定作業を行う年度におけ

る年度途中の実績も可能な限り用いることが望ましい。 

 

また、データ伝送交換機能に係る接続料について、「予測値と実績値との

間に乖離が生じた理由」及び「前年度の予測値と今年度の予測値との間に

乖離が生じた理由」を分析した結果を、次期の接続料算定に反映すること

で、予測値の更なる精緻化に努めることが適当である。 

c 精算接続料が予測接続料を上回った場合の措置 

 

精算接続料が予測接続料を上回ることでＭＶＮＯによる二種指定事業者

への追加的な支払が生じる場合には、ＭＶＮＯからの要望に応じて、分割

払いや支払期日延長等ＭＶＮＯへの負担軽減を図るための措置を二種指定

事業者が自主的に行うことが望ましい。なお、当該措置に伴う債権保全措

置を講ずる場合には、『電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債

権保全措置に関するガイドライン』にのっとることが求められる。 

d ＭＶＮＯへの情報提供 

 

予測と実績の乖離の経営への影響を小さくするためには、ＭＶＮＯにお

いて、自らの努力によりその乖離を予想できるようにすることが重要であ

る。二種情報開示告示第２条第１０号及び第１１号の規定により、二種指

定事業者は、原価、利潤及び需要における実績に対する予測の比率及び第

二種指定設備管理運営費、正味固定資産価額及び需要の予測値の算定方法
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について、開示の請求のあったＭＶＮＯに限り開示することとされている。 

 

これに加え、予測値の算定時点では想定し得なかった重大な後発事象に

より予測接続料に大きな影響が見込まれる場合における、その影響の度合

い並びに原価、利潤及び需要における予測と実績の乖離の理由についても、

二種指定事業者において、自主的な取組として、ＭＶＮＯとの個別対応の

中で、可能な範囲で適時・適切に情報提供を行うことが望ましい。 

（カ）接続を円滑に行うために必要な情報の提供（努力義務） 

 

事業法第３４条第７項に基づき、二種指定事業者は、接続を円滑に行うため

に必要な情報について、接続事業者に提供する努力義務がある。これを踏まえ、

二種指定事業者は、例えば、次に掲げる事項についてＭＶＮＯに情報提供する

よう努めることが適当である。 

 

・ 第二種指定電気通信設備に将来追加される新たな機能等に関する情報 

３）ＭＮＯ等によるＭＶＮＯの兼営 

 

ＭＮＯ又はＭＮＯの関係法人等（当該ＭＮＯの特定関係法人又は当該ＭＮＯを特

定関係法人とする者をいう。以下同じ。）が他のＭＮＯのネットワークを利用してＭ

ＶＮＯを運営すること（以下「ＭＶＮＯ運営」という。）については、事業法上禁止

されておらず、行い得る。ただし、ＭＮＯが、有限希少な電波の割当を受けており、

電波の有効活用が求められることを踏まえれば、ＭＮＯは、自らネットワークを構

築して事業展開を図ることが原則である。 

 

ＭＮＯ又はＭＮＯの関係法人等によるＭＶＮＯ運営が、著しい公正競争上の弊害

を引き起こしている場合には、事業法第２９条第１項第１０号の他の電気通信事業

者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるお

それがあるときに該当するものとして、総務大臣による業務改善命令の対象となる。

例えば、ＭＮＯ又はＭＮＯの関係法人等によるＭＶＮＯ運営が行われる場合であっ

て、当該ＭＮＯにおいて、収益性の低い地域における基地局整備の懈怠その他の行

為65が行われる結果、競争条件の公平性が著しく阻害されるときや、当該ＭＮＯにお

いて、ＭＶＮＯ運営を通じて得た他のＭＮＯに関する情報について、その目的外利

用が行われるときは、公正競争上の弊害を引き起しているものと判断される。 

 
65 例えば、当該ＭＮＯにおいて、正当な理由なく、収益性の低い地域において総務大臣の認定を受けた開設計画

に従った基地局整備を行わないことは、「収益性の低い地域における基地局整備の懈怠」に該当するものと判断さ

れる。また、例えば、収益性の低い地域において、当該ＭＮＯの基地局整備状況が、当該ＭＶＮＯ運営に係るネット

ワークを提供する他のＭＮＯの基地局整備状況と比べて著しく劣っている状況が長期に渡り継続している場合は、

合理的な理由がある場合を除き、「収益性の低い地域における基地局整備の懈怠その他の行為」に該当するものと

判断される。 
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また、上述のとおり、ＭＮＯとＭＶＮＯを兼営する者が、収益性の低い地域にお

いて基地局整備を怠る結果、競争条件の公平性が著しく阻害され、接続の申込みを

受けた他のＭＮＯの利益を不当に害するおそれがあると認められる合理的な理由が

ある場合は、事業法第３２条の接続応諾義務の例外に該当することとなる。 

４）市場支配的なＭＮＯに係る規律 

 

事業法第３０条に規定する禁止行為等に係る規律が適用される市場支配的なＭＮ

Ｏ（事業法第３０条第１項の規定による総務大臣の指定を受けたものをいう。以下

４）において同じ。）は、次の①又は②の行為を行ったときは、行為の停止又は変更

命令の対象となるほか、公共の利益を阻害すると認められるときは、事業法第９条

の電気通信事業の登録及び事業法第１１７条第１項の認定の取消対象となる（事業

法第３０条第５項、第１４条第１項及び第１２６条第１項第３号）。 

 

① ＭＶＮＯの電気通信設備との接続の業務又は卸電気通信役務の提供の業務に関

して知り得た当該ＭＶＮＯ及びその利用者に関する情報をそれらの業務の用に供

する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること（事業法第３０条第３項

第１号イ・ロ）。 

② 市場支配的なＭＮＯが法人である場合において、その電気通信業務について、

当該市場支配的なＭＮＯの特定関係法人であるＭＶＮＯであって総務大臣が指定

するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること（事業法第

３０条第３項第２号）。 

５）ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の協議に関する事項 

ア ＭＮＯにおけるコンタクトポイントの明確化 

 

電気通信役務の円滑な提供を確保する等の観点から、ＭＮＯにおいて、卸電気

通信役務の提供又は接続のいかんを問わず一元的な窓口（コンタクトポイント）

を設け、これを対外的に明らかにするととともに、一般的な事務処理手続（申請

手続・書式・標準処理期間）を公表する等、ＭＶＮＯとの協議を適正かつ円滑に

行う体制を整備することが望ましい66。 

 
66 ＭＶＮＯがＭＮＯとの間で卸電気通信役務の提供又は接続に係る協議を行う際、例えば、ＭＮＯが次の行為を行

うことにより、ＭＶＮＯの業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると

認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象となる（事業法第２９条第１項第１０号及び共同ガイドライン

（１５頁）を参照）。 

（例） 

・ ＭＶＮＯに対して、合理的な理由なく、あえて社内の複数の部署と個別的かつ煩雑な協議を強いること。 

・ ＭＶＮＯに対して、合理的な理由なく、卸電気通信役務契約の締結に関する協議を行うよう求め、接続協定の締結

に関する協議を行わないこと。 
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また、当該窓口や事務処理手続等について変更がある場合は、速やかにＭＶＮ

Ｏに通知するなど、ＭＶＮＯの提供するサービスに大きな影響を与えないよう配

慮することが望ましい。 

イ ＭＶＮＯの事業計画等に係る聴取範囲の明確化 

 

ＭＮＯが卸電気通信役務の提供又は接続に関してＭＶＮＯとの間で協議を行

うに当たっては、当該卸電気通信役務の提供又は接続に係る業務を適確に実施す

るため、ＭＮＯにおいて、ＭＶＮＯからその事業計画等に係る事項を含めて情報

を聴取する必要が生じる。しかしながら、事業計画等の内容が競合する事業者に

開示されることは、当該事業計画等を展開する事業者の競争上の地位を危うくす

ることになりかねない点に留意する必要がある67。 

 

卸電気通信役務の提供又は接続に関し、ＭＮＯにおいてＭＶＮＯから一般的に

聴取に理由があると考えられる事項と一般的に聴取に理由がないと考えられる事

項を例示すると、次のとおりとなる。 

 

一般的に聴取に理由があると考えられ

る事項 

一般的に聴取に理由がないと考えら

れる事項 

・ＭＮＯの電気通信回線設備との接続の調

査のために必要となる一般的事項（接続の

概要、接続を希望する時期、相互接続点の

設置場所、相互接続点ごとの予想トラヒッ

ク、接続の技術的条件、電気通信設備の建

・ＭＶＮＯが設定する予定の利用者料金

の水準や料金体系 

・ＭＶＮＯの想定する具体的顧客名や当

該個別顧客の需要形態 

・ＭＶＮＯが提供するサービスの原価 

 
・ ＭＶＮＯに対して、不要な資料の提出を要求し、又は速やかに回答できるにもかかわらず、いたずらに回答を遅延

すること。 

・ 卸電気通信役務の提供又は接続に係るＭＶＮＯとの協議に際し入手した情報を自己又は自己の関係事業者等の

営業目的に利用すること。 
67 ＭＮＯにおいて、当該卸電気通信役務の提供又は接続の業務を適確に遂行するという目的を超えて、ＭＶＮＯか

ら事業計画に係る事項の情報開示を求め、これに応じることを当該契約や協定の締結条件とし、又は役務提供の条

件とすることは当該業務の不当な運営に該当し、総務大臣による業務改善命令の対象となることがある（事業法第２

９条第１項第１０号）。 

 また、ＭＶＮＯがこれに応じないことを理由として、ＭＮＯにおいて当該卸電気通信役務の提供や接続協定の締結

に係る協議に応じない場合、総務大臣による協議開始（再開）命令の対象となることがある（事業法第３５条第１項及

び第２項並びに第３９条において準用する第３５条第１項及び第３８条第１項）。 

 例えば、ＭＮＯが次の行為を行っていることにより、ＭＶＮＯの業務の適正な実施に支障が生じているため、公共

の利益が著しく阻害されるおそれがあると認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象となり、また、Ｍ

ＮＯが協議に応じず又は当該協議が調わなかった場合で、ＭＶＮＯから申立てがあったときには総務大臣による協

議開始（再開）命令の対象となる。 

（例） 

・ ＭＮＯに対して、ＭＶＮＯが接続を求めて行う協議において、接続の業務の遂行に必要な限度を超えて、Ｍ

ＶＮＯの想定する具体的顧客名やその個別の需要パターン、付加価値を創造する固有のビジネスモデル等

を聴取し、ＭＶＮＯがこれに応じない場合に当該協議の進展を妨げること。 
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設に係る事項、接続端末種別、接続形態等） 

・ＭＮＯが卸電気通信役務を提供するため

に必要となる一般的事項（サービス提供地

域、サービス提供時期、音声・データ別ト

ラヒック量、端末種別、ネットワーク・シ

ステム等の改修に必要な事項等） 

・ＭＶＮＯが移動通信サービスと一体と

して提供しようと企図する付加価値サ

ービス部分に係る事業計画 

・ＭＶＮＯが計画する販売チャネルや端

末を自主調達する場合の調達先 

・ＭＮＯによる疎通制御機能の開発・実施に

必要な事項（開発・実施や聴取の合理的な

必要性が明示された場合） 

 

 

ただし、ＭＶＮＯが企図する事業形態は多種多様であることから、ＭＮＯに要

望する卸電気通信役務の提供又は接続の形態もまた多種多様であることが想定さ

れる点に留意する必要がある。 

 

このため、ＭＶＮＯの個別の要望によっては、聴取することが必要な情報もあ

ると考えられるが、そのような情報を聴取する場合には、ＭＮＯにおいて、その

聴取の合理的な必要性をＭＶＮＯに対して明示することが求められる。 

ウ 接続等関連情報の取扱い 

 

接続の業務又は卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た他の電気通信

事業者及びその利用者に関する情報（以下「接続等関連情報」という。）68につい

て、それらの業務の用に供する目的以外の目的のための利用又は提供（以下「接

続等関連情報の目的外利用」という。）69が行われた場合、当該他の電気通信事業

者を狙い打ちにした、対抗サービスの提供、営業活動又は利用者の奪取等が行わ

れ、不当な競争が引き起こされるおそれがある。 

 

ＭＮＯによるＭＶＮＯに係る接続等関連情報の目的外利用が行われることに

より、ＭＶＮＯの業務の適正な実施に支障が生じ、公共の利益が著しく阻害され

るおそれがあると認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象となる。 

ＭＶＮＯによるＭＮＯに係る接続等関連情報の目的外利用が行われる場合に

ついても、ＭＮＯの業務の適正な実施に支障が生じ、公共の利益が著しく阻害さ

れるおそれがあると認められるときは、業務改善命令の対象となる。 

 

加えて、ＭＮＯ及びＭＶＮＯは、接続等関連情報の目的外利用の防止に向けた

具体的な措置を行うことが求められ70、それを怠った場合であって、事業の運営が

 
68 例えば、新たな技術の導入予定、新たなサービスの開始予定、利用者の状況等がこれに該当する。 
69 例えば、自己の営業目的での利用、自己の特定関係法人への提供がこれに該当する。 
70 接続等関連情報を取得する事業者は、具体的な措置として、少なくとも、利用を制限する接続等関連情報の範囲

及びその利用目的の特定、接続等関連情報の区分ごとのアクセス権限の設定、接続等関連情報を入手した者、入
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適正かつ合理的ではないため電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障

が生じるおそれがあると認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象

となり得る。 

エ ネットワークのふくそう対策 

 

移動する多数の利用者が共同で利用する基地局等から構成される無線ネット

ワークを維持し、電気通信役務の円滑な提供を確保するためには、周波数の使用

に制約がある基地局への負荷やネットワークの制御について十分な配慮が必要と

なる。 

 

このため、疎通制御機能の開発等ネットワークのふくそう対策について、電気

通信の健全な発達等を図る観点から、ＭＶＮＯとＭＮＯとの間で十分な協議が行

われることが求められる。 

 

なお、当該ネットワークのふくそう対策については、ＭＶＮＯ及びＭＮＯのネ

ットワークの円滑な運用及び利用者保護の観点から、ＭＮＯは、ＭＶＮＯに対し

て必要な情報を提供することが求められる。 

 

また、疎通制御を実施するに当たっては、協議当事者双方にとって合理的と認

められる適切な方法・基準に基づいて実施し、ＭＮＯにおいて特定の者に対し不

当な差別的取扱いが行われないことが求められる（事業法第２９条第１項第２号）。 

オ ＭＶＮＯによる端末の調達 

 

ＭＶＮＯは、自ら端末を調達し、ＭＮＯのネットワークにおける当該端末の適

切な運用を求めることができる。この場合、当該端末については、事業法及び電

波法で定める技術基準71を満たす必要がある（電波法に係る事項については、「３ 

電波法に係る事項」を参照。）。 

 

また、電気通信事業者は、利用者から端末設備をその電気通信回線設備に接続

すべき旨の請求を受けたときは、その接続が事業法に定める技術基準に適合しな

い場合を除き、その請求を拒むことができない（事業法第５２条）こととされて

おり、ＭＶＮＯが利用者として、又は利用者に代わって独自に調達した端末をＭ

ＮＯのネットワークに接続する旨の請求を行った場合には、この規定の適用を受

 
手した情報及び入手した日時の記録、接続等関連情報の取扱いについて遵守すべき事項を定めた規程の作成、

当該規程を遵守させるための研修の実施が求められる。 
71 事業法第６９条及び「端末設備等規則」（昭和６０年郵政省令第３１号）並びに電波法第３章で定める技術基準。な

お、ＭＶＮＯであっても当該技術基準に適合していることの認定等について求めることができる。詳細については、

「端末機器に関する基準認証制度について」（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/）、「無線

基準認証制度」（http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/）を参照。 
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けることとなる。 

 

なお、ＭＶＮＯの端末設備をＭＮＯのネットワークに接続する場合においては、

当該端末設備と第二種指定電気通信設備との接続に関する試験（以下「事前確認

試験」という。）等が必要となる場合があるが、これらについては、ＭＶＮＯとＭ

ＮＯとの間の協議によるべき事項である。当該事項のうち、端末設備の事前確認

試験等に係る費用は、ＭＶＮＯの利用者料金に影響を与える重要なものであるた

め、ＭＮＯは、当該費用の請求について、①ＭＮＯ及びＭＶＮＯ間で事前確認試

験等が行われる場合には、ＭＶＮＯに対しその算定根拠、②ＭＮＯ及び端末ベン

ダ間で事前確認試験等が行われる場合には、端末ベンダの了解があるときには、

ＭＶＮＯに対しその費用及び算定根拠を可能な範囲で明らかにすることが望まし

い。 

 

なお、二種指定事業者は、二種情報開示告示第２条第７号に基づき、端末と二

種指定設備との接続に関する試験の標準的な料金その他の情報について、ＭＶＮ

Ｏから要望があった場合には、開示しなければならない。 

 

また、ＭＶＮＯが端末の調達・開発、動作改善等のため端末ベンダと協議を行

う際に、ＭＮＯのネットワークに係る情報が必要となる場合など、ＭＶＮＯのみ

では端末ベンダとの協議が成立しない場合には、ＭＮＯがＭＶＮＯと端末ベンダ

との協議に可能な範囲で協力することが望ましい。 

 

そうした事前確認試験等を実施する際に、ＭＮＯが故意に遅延行為を行ったり、

不合理な費用の請求を行ったりする場合には、不当な差別的取扱いに該当する可

能性があり、事案によっては、業務改善命令（事業法第２９条第１項第２号）の

対象となる場合がある。 

カ 電気通信番号の適切な管理 

（ア）電気通信番号の使用 

 

移動通信サービスの提供に当たり使用する電気通信番号について、ＭＮＯ等

が指定を受けた電気通信番号の提供を受けて使用する場合とＭＶＮＯが自ら

指定を受けて使用する場合がある。 

 

ＭＶＮＯがＭＮＯから卸電気通信役務の提供を通じて電気通信番号の提供

を受け、当該番号を使用したサービスを提供する場合、事業法上の電気通信番

号の指定を受ける対象は電気通信役務の提供元であるＭＮＯであることから、

ＭＶＮＯは、当該ＭＮＯに付与された電気通信番号の枠内でサービスを提供す

ることになり、必要に応じて当該ＭＮＯとの間において締結される卸電気通信

役務契約において電気通信番号の使用についての取り決めを行うこととなる。
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当該番号のＭＮＯからＭＶＮＯへの受け渡しの形態については、あくまでＭＶ

ＮＯとＭＮＯとの間の協議によるべき事項である72。 

 

また、ＭＶＮＯがＭＮＯと接続してサービスを提供する場合、ＭＶＮＯの利

用者は、ＭＶＮＯからだけではなく、無線ネットワーク等ＭＮＯの役務提供区

間において、ＭＮＯからも電気通信役務の提供を受けることとなり、電気通信

番号は当該電気通信役務の提供に合わせて利用者へ割り振られる（付番される）

こととなる。 

（イ）携帯電話の番号ポータビリティ 

 

移動通信サービスの提供に当たり音声伝送携帯電話番号を使用する場合に

は、双方向での番号ポータビリティを可能としなければならない（電気通信番

号計画（令和元年総務省告示第６号）第３の表「電気通信番号の使用に関する

条件」欄）。この義務はＭＮＯ及びＭＶＮＯに等しく課せられたものであり、両

者間で協議した上で、自らが電気通信役務を提供する利用者に対して、番号ポ

ータビリティ受付の対応その他の番号ポータビリティの実施において必要な

措置を行わなければならない。 

 

また、番号ポータビリティに係る利用者利便の観点から、利用者にとって簡

便で利用しやすい手続となるよう、両者の間で調整及びそれぞれで検討が行わ

れることが望ましい。 

 

特に、ＭＶＮＯへの番号ポータビリティを用いた回線開通時に、元の回線と

新しい回線がどちらも利用できない期間がある場合には利用者利便が阻害さ

れると考えられるため、ＭＮＯは、このような期間が生じないように、例えば、

利用者がインターネットを通じて即時に回線開通を行えるようにする仕組み

など、必要な機能をＭＶＮＯへ提供することが望ましい。また、店頭でＭＶＮ

Ｏへの番号ポータビリティを用いた回線開通を行う場合に、ＭＮＯは、ＭＶＮ

ＯがＳＩＭを書き換える装置を設置しなくてもよいように、例えば、利用者の

端末を用いて遠隔でＳＩＭを書き換える仕組みなど、必要な機能をＭＶＮＯへ

提供することが望ましい。 

キ 障害情報の提供 

 

 
72 ＭＮＯが電気通信番号の指定を受ける際には、ＭＶＮＯの需要の見込みを自らの電気通信番号の算定の根拠に

含めて申請することが認められる。ただし、総務大臣は、電気通信番号の有限性に鑑み、必要とする電気通信番号

の数がその算定の根拠となる需要の見込みから合理的なものであるか審査した上で、電気通信番号の指定を行う

ものである。 

 このため、ＭＶＮＯは、ＭＮＯが電気通信番号の指定を申請するに当たっては、ＭＮＯに対し合理的な需要見込

みを提示することが必要である。 
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情報通信ネットワーク安全・信頼性基準（昭和６２年郵政省告示第７３号）で

は、「仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者に対してサービスを

提供している場合は、迅速に障害情報を通知すること。」と定めている。 

 

なお、二種指定事業者は、二種情報開示告示第２条第４号により、ふくそう、

事故等により自身の電気通信役務の提供に生じた支障について、ＭＶＮＯに通知

しなければならない。 

 

また、自身がＭＶＮＥとして他のＭＶＮＯに電気通信役務の提供を行っている

ＭＶＮＯにおいては、ＭＮＯ等の提供元事業者から得た当該事故等の情報につい

て、速やかに提供先事業者に情報を提供することが適当である。 

６）ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の協議が円滑に行われない場合 

ア 法制上の解釈に関する相談 

 

総務省においては、法令適用事前確認手続の運用に加え、ＭＶＮＯ事業を実施

するに当たって関連法令の解釈に疑義がある場合等については、ＭＶＮＯ及びＭ

ＮＯからの事前の一般的な相談に応じ、提供された具体的な情報を前提とした法

令の適用可能性を回答することとしている。 

 

この点、ＭＶＮＯ及びＭＮＯ間で協議を行うに当たり、その過程で知り得た事

項について守秘義務を課すことを内容とする契約の締結は、基本的には当事者間

の合意に基づくものであり、その有効性は一般の民事規律に委ねられるが、一方

当事者が、守秘義務契約の内容として行政に対する相談や問合せを行わない旨の

条件を付し、これを拒否した相手方との協議を行わず、又は遅延させる行為は、

一般に正当性を有するものとは認められず、協議開始（再開）命令の対象となる

ことがある（事業法第３５条第１項及び第２項並びに第３９条において準用する

第３５条第１項及び第３８条第１項）。 

イ 意見申出制度 

 

ＭＮＯとＭＶＮＯとの間における卸電気通信役務の提供又は接続に関して、Ｍ

ＮＯ（又はＭＶＮＯ）の業務の方法に苦情その他意見のあるＭＶＮＯ（又はＭＮ

Ｏ）は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすること

ができる（事業法第１７２条第１項）。 

 

総務大臣は、提出された意見等を誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知す

る（事業法第１７２条第２項）。具体的には、「電気通信事業分野における意見申
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出制度の運用に係るガイドライン」（０７年１２月）73に基づき、意見申出書の内

容について調査を行い、法令に沿って所要の措置（事業法第２９条に基づく業務

改善命令等）を講じる。 

ウ 協議が調わなかった場合の手続 

（ア）総務大臣による協議命令・裁定 

 

電気通信事業者であるＭＶＮＯがＭＮＯに対して卸電気通信役務に関する

契約又は接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該ＭＮＯが

その協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合には、当該ＭＶＮＯは、

総務大臣による協議の開始（再開）の命令を申し立てることができる（事業法

第３５条第１項及び第２項並びに第３９条において準用する第３５条第１項

及び第３８条第１項）。 

 

また、卸電気通信役務に関し料金・提供の条件その他契約の細目について当

事者間の協議が調わない場合又は接続に関し接続料・接続条件その他協定の細

目について当事者間の協議が調わない場合、当該ＭＶＮＯは、総務大臣の裁定

を申請することができる（事業法第３５条第３項及び第４項並びに第３９条に

おいて準用する第３５条第３項及び第４項）。 

（イ）電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁 

 

ＭＶＮＯがＭＮＯに対して卸電気通信役務に関する契約又は接続に関する

協定の締結を申し入れたにもかかわらず、当該ＭＮＯがその協議に応じず、又

は当該協議が調わない場合の他、卸電気通信役務に関し料金・提供の条件その

他契約の細目について当事者間の協議が調わない場合、又は接続に関し接続

料・接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わない場合、当該

ＭＶＮＯは、電気通信紛争処理委員会に対し、あっせんを申請することができ

る（事業法第１５４条第１項及び事業法第１５６条第２項において準用する第

１５４条第１項）。 

 

また、卸電気通信役務に関し、料金・提供の条件その他契約の細目について

当事者間の協議が調わない場合、又は接続に関し接続料・接続条件その他協定

の細目について当事者間の協議が調わない場合、ＭＶＮＯは、電気通信紛争処

理委員会に対し、仲裁を申請することができる（事業法第１５５条第１項及び

事業法第１５６条第２項において準用する第１５５条第１項）。 

 

なお、上記の手続の詳細については、電気通信紛争処理委員会「電気通信紛

 
73 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03.html 
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争処理マニュアル」74を参照。 

 

(３)ＭＶＮＯと利用者との間の関係 

１）ＭＶＮＯと利用者との間の契約関係75 

 

ＭＶＮＯと利用者との間の契約について、事業法上特段の行政手続は要しない。 

 

なお、総務大臣は、次の場合、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必

要な限度において、ＭＶＮＯに対し、業務の方法の改善その他の措置をとるべきこ

とを命ずることができる（事業法第２９条第１項）。 

 

① 業務の方法に関し、通信の秘密の確保に支障があると認めるとき 

② 特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っているとき 

③ 重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき 

④ 電気通信役務に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないた

め、利用者の利益を阻害しているとき 

⑤ 電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不

当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不

適当なものであるため、利用者の利益を阻害しているとき 

⑥ 電気通信役務に関する提供条件において、電気通信事業者及びその利用者の責

任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負

担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき 

⑦ 事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合にその支障を除去する

ために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき 

⑧ その他事業の運営が適切かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国

民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき 

 

なお、これら総務大臣による是正措置の対象となる具体的な行為の例については、

共同ガイドライン（１５頁）を参照。 

 

また、ＭＶＮＯが提供する電気通信サービスの利用者の氏名、住所等は個人情報

であり、通信記録等は通信の秘密に関わるものであることから、ＭＶＮＯがこれら

 
74 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hunso/guidance/manual.html 
75 利用者との間の契約関係は、卸電気通信役務の場合、ＭＶＮＯが契約当事者として電気通信役務の提供に係る

契約履行責任を負い（このため、ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の民事契約事項として、ＭＮＯの瑕疵により利用者に損害

が発生した場合における損害賠償の分担関係等を整理することが必要になると考えられる）、事業者間接続の場合

は、ＭＶＮＯとＭＮＯがそれぞれの役務提供区間について電気通信役務の提供に係る契約履行責任を負うこととな

る（接続協定においては、利用者対応は原則として料金設定事業者が行うこととするのが一般的である）。 

 なお、ＭＶＮＥ（電気通信事業者である場合に限る。）についても、利用者との間に契約関係が発生する場合があ

る。 
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の情報を取り扱う際は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

に基づき、個人情報を適切に取り扱うとともに、通信の秘密（事業法第４条）を侵

害しないようにする必要がある。 

 

さらに、ＭＶＮＯは、電気通信事業者として「電気通信事業における個人情報等

の保護に関するガイドライン」（令和４年個人情報保護委員会・総務省告示第４号）

が適用される。ＭＶＮＯがＭＮＯの課金システムや位置情報登録システム機能を用

いて、電気通信サービス等を提供するに当たって、ＭＶＮＯが利用者の個人データ

又は通信の秘密に係る個人情報をＭＮＯに第三者提供する場合は、原則として、本

人の同意を取ることが必要である（電気通信事業における個人情報等の保護に関す

るガイドライン第１７条）。 

 

この場合において、ＭＶＮＯは、個別の同意がある場合だけでなく、電気通信役

務の提供に関する契約約款において、個人情報の第三者提供に関する規定が定めら

れており、当該契約約款に基づき電気通信役務の提供に関する契約を締結し、かつ

当該規定が私法上有効であるときは、「本人の同意を得（る）」又は「本人の同意が

ある」場合と解される。しかしながら、無制限に第三者提供を認める契約約款の規

定等が、利用者の利益を阻害していると認められるときは、電気通信事業法上の業

務改善命令の対象となり得る。 

ただし、通信の秘密（通信内容にとどまらず、通信当事者の住所、氏名、発信場

所、通信年月日等の通信構成要素及び通信回数等の通信の存在の事実の有無を含む。）

に該当する個人情報の取扱いについては、通信の秘密の保護の観点から、原則とし

て通信当事者の個別具体的かつ明確な同意が必要となり、通信当事者の具体的な委

任によらない代理人等の同意によることはできない76。 

 

また、ＭＮＯはＭＶＮＯから提供を受けた個人情報を適切に取り扱う必要がある。 

 

この他、利用者に直接音声通話サービスを提供するＭＶＮＯは、音声通話サービ

スに関して利用者との間で契約を締結するに当たっては、携帯音声通信事業者によ

る契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

（平成１７年法律第３１号）に基づき、携帯音声通信事業者として、契約者等の本

人確認や本人確認記録の作成等を自ら行わなければならない。 

 

なお、ＭＶＮＯとＭＮＯとの間で卸電気通信役務提供契約が締結される場合、当

該契約に基づきＭＶＮＯに提供される電気通信役務は、携帯音声通信事業者による

契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行

規則（平成１７年総務省令第１６７号）第２条ただし書77において、同法の適用を受

 
76  「 電 気 通 信 事 業 に お け る 個 人 情 報 等 の 保 護 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン の 解 説 」

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html）参照 
77 「法第二条第二項の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はＰＨＳ端末と接続される電気通信事
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ける携帯音声通信役務から除外されているため、ＭＮＯは、当該契約の締結に際し

て、ＭＶＮＯに対して本人確認等を行う必要はない。 

２）消費者保護規律 

 

一般消費者向けの主要な移動通信サービス78（法人契約79等を除く。以下この２）

において同じ。）を提供するＭＶＮＯは、次に掲げる規律の対象となる。なお、①、

③、④及び⑤の規律については、ＭＶＮＯに係る契約の媒介等を業として行う者も

対象となる。 

 

① 提供条件概要説明義務（事業法第２６条） 

主要な移動通信サービス78の提供に関する契約の締結をしようとするときは、

その料金その他の提供条件の概要について利用者に説明しなければならない（事

業法第２６条）80。 

② 書面の交付義務及び初期契約解除制度（事業法第２６条の２及び第２６条の３） 

主要な移動通信サービス78の提供に関する契約の締結後に契約締結書面を利用

者に交付しなければならない（事業法第２６条の２）。さらに、一部のサービスに

おいて利用者は、当該書面受領後等から８日間は、電気通信事業者の合意なく契

約解除できることとしている（初期契約解除制度（事業法第２６条の３））80。 

③ 電気通信業務の休廃止の周知義務（事業法第２６条の５） 

電気通信業務（利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ない電気通信役務に係る

ものを除く。）の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、利用者の

利益を保護するために必要な事項について、利用者への周知義務が課されている

（事業法第２６条の５第１項）80。また、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気

通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、あらかじめ総務大臣に

届け出ることとされている（事業法第２６条の５第２項）80。 

④ 苦情等処理義務（事業法第２７条） 

 
業法施行規則（昭和六十年郵政省令第二十五号）第三条第一項第一号に規定する端末系伝送路設備により提供さ

れる電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者（電気通信事業法（昭和五十九年法律

第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。）との間の契約に基づき

提供されるものをいう。ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通信

役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係る

無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。」（携帯音声通信事業

者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第２条（令和６

年４月１日時点）） 
78 事業法第２６条第１項第１号及び第３号の指定された電気通信役務のことを言い、携帯電話端末サービス（スマー

トフォンを含む携帯電話端末向けに提供される音声付き又は音声のみのサービス）及び無線インターネット専用サ

ービス（タブレット、モバイルWi-Fiルーター等のデータ通信専用の端末向けに提供されるインターネット接続サー

ビスで、携帯電話サービスのアクセスネットワークを利用するもの）が含まれる。 
79 法人その他の団体（法人等）を相手方とする契約であって、営利を目的とする法人等の場合には当該法人等の営

業目的で（その営業のために又はその営業として）営利を目的としない非営利の法人等の事業目的（その事業のた

めに又はその事業として）で締結される契約をいう。 
80  詳 細 は 、 「 電 気 通 信 事 業 法 の 消 費 者 保 護 ル ー ル に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」

（https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03.html）を参照。 
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主要な移動通信サービス78の利用者からの苦情及び問合せについては、適切か

つ迅速にこれを処理しなければならない（事業法第２７条）80。この場合、ＭＶＮ

Ｏに寄せられた苦情及び問合せが、ＭＮＯの提供する電気通信役務に関する内容

である場合には、ＭＮＯはＭＶＮＯと協力して対応する必要がある。 

⑤ 不実告知等の禁止（事業法第２７条の２第１号） 

主要な移動通信サービス78の提供に関する契約に関する事項であって、利用者

の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの81について、故意に事実を告げず、又

は事実でないことを告げる行為が禁止（事業法第２７条の２第１号）されている
80。 

⑥ 自己の名称等を告げずに勧誘する行為の禁止（事業法第２７条の２第２号） 

主要な移動通信サービス78の提供に関する契約の締結の勧誘に先立って、その

相手方に対して自己の氏名若しくは名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行

為が禁止（事業法第２７条の２第２号）されている80。 

⑦ 勧誘継続行為の禁止（事業法第２７条の２第３号） 

主要な移動通信サービス78の提供に関する契約について、勧誘を受けた者が契

約を締結しない旨の意思（契約の締結を断ることに加え、勧誘の継続自体を希望

しないことも含まれる。）を表示した場合、勧誘を継続する行為が禁止（事業法第

２７条の２第３号）されている80。 

⑧ その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止（事業法

第２７条の２第４号） 

主要な移動通信サービス78の提供に関する契約について、利用者の利益の保護

のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為が禁止（事業

法第２７条の２第４号）されている。具体的には、利用者が遅滞なく解約できる

ようにするための適切な措置を講じないことの禁止及び期間拘束契約に係る違約

金等の制限が規定されている80。 

⑨ 代理店に対する指導等の措置義務（事業法第２７条の４） 

電気通信事業者には、代理店の業務を監督する責任者の選任等の代理店への指

導等の措置82を行う義務（事業法第２７条の４）が課されている。 

 

 
81 「今使っているサービスが終了するので乗り換えが必要」などの契約の締結を必要とする事情（いわゆる「動機」に

当たるもの）に関する事項も含まれる。 
82 措置の具体的な内容は、下記の①から⑨までのとおり。 

①媒介等業務（以下この注において「業務」という。）を適正かつ確実に遂行できる能力を有する者に委託するための

措置 

②業務の実施状況を監督する責任者の選任 

③業務手順等文書（適切な誘引の手段に関する記載を含む）の作成、研修の実施等 

④媒介等業務受託者の届出を行ったことを確認し、遵守させるための措置 

⑤業務の実施状況の確認、検証、必要に応じた改善等 

⑥利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理 

⑦業務が適切に行われない場合に、業務の中止、他の適切な者への速やかな委託、業務の委託契約の変更又は

解除等 

⑧通信料金と端末代金の完全分離・行き過ぎた囲い込みの禁止に関する規定を遵守するために必要な措置 

⑨各措置の適正かつ確実な実施のための委託状況の把握 
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なお、総務大臣は、事業法第２６条、第２６条の２、第２６条の５、第２７条、

第２７条の２及び第２７条の４の規定に違反したときは、総務大臣が業務の方法の

改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能とされている（事業法

第２９条第２項第１号）。 

 

(４)その他 

 

ＭＶＮＯは、事業開始の手続をした後は、必要に応じて又は定期的に次の行政手続

が必要となる。 

１）業務協定の認可の申請 

 

ＭＶＮＯの提供する役務の中で外国との間の通信を行うための電気通信設備を他

人の通信の用に供するサービス（すなわち自ら国際間のネットワークを構築して提

供する国際電話サービス）を提供する場合には、外国法人等との間で締結、変更若

しくは廃止する協定又は契約について、総務大臣の認可が必要となる（事業法第４

０条）。 

２）通信量等の報告 

 

上記１）の業務協定の認可が必要となるＭＶＮＯ及び国際間のネットワークにつ

いてインターネットをベースに構築して国際電話サービスを提供するＭＶＮＯ並び

にＭＮＯと接続して音声の移動通信サービスを提供するＭＶＮＯ（自ら料金を定め

る場合に限る。）は、毎四半期ごとに当該国際電話サービスの通信量等を総務大臣に

報告しなければならない（報告規則第２条第８項及び第５条）。 

３）事業開始の届出内容の変更の届出等 

 

電気通信事業者は、事業開始の届出内容の変更時にはその旨を総務大臣に届け出

なければならない。具体的には、氏名又は名称、住所、法人代表者の氏名の変更、

提供区域の増加又は減少にあっては、変更後遅滞なく届け出ることを要する。また、

事業開始の届出の際の添付書類のうち提供する電気通信役務の種類に変更があった

場合には報告を要する（事業法第１６条第３項及び第４項、事業法施行規則第９条

及び第１０条）。 

 

電気通信事業者の電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業

者について合併、分割若しくは相続があったときは、所定の者が電気通信事業者と

しての地位を承継するが、その場合遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければな

らない（事業法第１７条、事業法施行規則第１１条）。 
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電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、

遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない（事業法第１８条第１項）。ま

た、合併以外の理由により解散したときは清算人が届け出る必要がある（事業法第

１８条第２項）。 

４）契約数等の報告 

ア 仮想移動電気通信サービスを提供している契約数が３万以上であるＭＶＮＯ 

 

ＭＶＮＯのうち、仮想移動電気通信サービスを提供している契約数が３万以上
83であるＭＶＮＯは、四半期ごとに仮想移動電気通信サービスの契約数等を総務

大臣へ報告しなければならない（報告規則第２条第１項及び様式第１５の３）。 

 

具体的な報告内容は、次のとおり。 

・提供元事業者名（卸電気通信役務の契約又は接続の協定を締結している事業者

名） 

・区分ごとの契約数（再卸84、ＳＩＭカード型85、通信モジュール86、単純再販87及

びその他88） 

・他のＭＶＮＯに対し、仮想移動電気通信サービスを卸電気通信役務として提供

している場合、他のＭＶＮＯの名称（契約数３万以上と３万未満の別） 

 

イ 仮想移動電気通信サービスを提供している契約数が３万未満である一次ＭＶＮ

Ｏ（他のＭＶＮＯに卸電気通信役務として提供している場合に限る。） 

 

ＭＶＮＯのうち、仮想移動電気通信サービスを提供している契約数が３万未満

である一次ＭＶＮＯ（ＭＮＯと直接卸電気通信役務の契約又は接続の協定を締結

することにより、仮想移動電気通信サービスを提供している者をいう。）であって、

他のＭＶＮＯに対し、仮想移動電気通信サービスを卸電気通信役務として提供し

ている場合には、年度ごとに他のＭＶＮＯの名称を総務大臣へ報告しなければな

らない（報告規則第２条第１項及び様式第１５の３の２）。 

５）利用者数の報告 

ＭＶＮＯは、年度終了後１か月以内に、自身が提供する仮想移動電気通信サービ

 
83 仮想移動電気通信サービスのうち、他のＭＶＮＯに提供している契約者数も含む。 
84 仮想移動電気通信サービスを卸電気通信役務として他のＭＶＮＯに提供している場合、その契約数。 
85 ＳＩＭカードを使用して仮想移動電気通信サービスを提供している場合（ＳＩＭカードが製品に組み込まれている場

合を含む。）、その契約数。 
86 特定の業務の用に供する通信に用途が限定されているモジュール向けに提供している場合、その契約数。 
87 ＭＮＯが提供するサービスと同内容の仮想移動電気通信サービスを提供している場合、その契約数。 
88 「再卸」、「ＳＩＭカード型」、「通信モジュール」及び「単純再販」のいずれにも属さない仮想移動電気通信サービス

の契約数。 
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スについて、 

① 料金の支払いを要しないものについては、前年度における１か月当たりの利

用者数の平均が、900万以上の場合、 

② 料金の支払いを要するものについては、前年度における１か月当たりの利用

者数の平均が、450万以上の場合、 

当該利用者数の平均について、総務大臣に報告しなければならない（報告規則第２

条第３項及び第４項並びに様式１５の６）。 

６）電気通信番号の使用状況の報告 

 

電気通信番号を使用しているＭＶＮＯは、毎年度、電気通信番号の使用状況等に

ついて総務大臣へ報告しなければならない（報告規則第８条）。  
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３ 電波法に係る事項 

(１)事業開始の際に必要な手続 

 

ＭＶＮＯは、その事業に用いる無線局を自ら開設しない（１（２）の定義）ことか

ら、無線局免許の申請等の手続を採る必要はない。 

 

無線局の運用の特例制度を活用して、本ガイドラインにおいてＭＶＮＯとみなされ

る者（以下「みなしＭＶＮＯ」という（脚注１参照）。）が無線局の運用を行う場合に

は、ＭＮＯは、みなしＭＶＮＯに対し、あらかじめ、当該無線局の適正な運用の方法

等を説明しなければならない（電波法施行規則第４１条の２の４第１項において準用

する同規則第４１条の２）。また、ＭＮＯは、遅滞なく、みなしＭＶＮＯの氏名又は名

称、みなしＭＶＮＯによる運用の期間等を総務大臣に届け出なければならない（電波

法第７０条の８第２項において準用する同法第７０条の７第２項）。 

 

(２)ＭＶＮＯとＭＮＯの関係 

 

ＭＮＯが無線局を自ら運用する場合には、ＭＮＯは、その運用に係る責任を有する
89。当該運用の責任を担保することが不可能な無線局の開設・運用は認められない。 

 

ＭＮＯが無線局の運用を行う場合には、ＭＶＮＯの利用者が利用する無線設備を用

いる無線局（以下「ＭＶＮＯの利用者が用いる携帯電話端末等」という。）が何らかの

不具合により他の無線システムに有害な混信を与えた場合、その混信の除去を行う責

務はＭＮＯに課せられる。この混信の除去について、ＭＶＮＯはＭＮＯに対し、両当

事者間で締結された契約の範囲内で協力する必要がある90。 

 

みなしＭＶＮＯが無線局の運用を行う場合には、みなしＭＶＮＯがその運用責任を

有し、当該無線局について不適正な運用が行われた場合には、運用停止命令等は、み

なしＭＶＮＯに対して行われることになる（電波法第７０条の８第３項において準用

する同法第７６条第１項）。 

また、ＭＮＯは、みなしＭＶＮＯに対し、必要かつ適切な監督を行わなければなら

ず（電波法第７０条の８第２項において準用する同法第７０条の７第３項）、ＭＮＯが

みなしＭＶＮＯに対して必要かつ適切な監督を行っていなかった場合には、ＭＮＯが

有する無線局免許等が取り消されることもあり得る（電波法第７６条第５項第４号）。 

 

この他、ＭＶＮＯは、ＭＮＯに対して、実際に運用されているＭＶＮＯの利用者が

 
89 ＭＮＯは、ＭＶＮＯの移動通信サービスの提供に係る無線局の運用についても、その責任を有することになる。 
90 例えば、ＨＬＲを、ＭＶＮＯが独自に持つこともあり得るが、その場合でも、ＭＶＮＯは、無線局の運用に必要な情

報（例：ＨＬＲに格納されている端末の位置登録情報）を契約の範囲内でＭＮＯの求めに応じて提供することが求め

られる。 
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用いる携帯電話端末等の数についての情報も提供する必要がある。 
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４ ローミングに係る事項（電気通信事業法及び電波法関連） 

(１)国内ローミング 

 

電気通信事業者の利用者がその電気通信事業者の業務区域91に属さない区域で、他

の電気通信事業者から電気通信役務の提供を受ける、いわゆるローミングサービスは、

ローミング元事業者及びローミング先事業者の間で業務提携を行うこととなるが、当

該業務提携の中で卸電気通信役務の提供又は接続を伴うこととなる。 

 

この際、上記卸電気通信役務の提供及び接続については、事業法上のそれぞれの規

律に服することになる。また、ローミングサービスの提供を受ける利用者は、ローミ

ング元事業者及びローミング先事業者と個別に契約を締結することとなるが、これら

の電気通信事業者の何れかが①特定の者に対して不当な差別的取扱いを行っていると

き、②電気通信役務に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないた

め、利用者の利益を阻害しているとき、③電気通信役務に関する料金その他の提供条

件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的

事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているときは、その

電気通信事業者が業務改善命令の対象となる場合がある（事業法第２９条第１項各号）。 

 

(２)国際ローミング 

 

ＭＶＮＯの利用者が日本国外において提供を受ける国際ローミングサービスについ

ては、ＭＮＯと外国事業者等との間で締結されるローミング協定に基づくものである

場合には、ＭＶＮＯにおいて、特段の行政手続を要しない。 

 

ＭＶＮＯが外国で利用する携帯電話端末等を国内に持ち込んで利用する者にサービ

スを提供する場合、当該ＭＶＮＯとの間で卸電気通信役務又は接続に関する協定を締

結するＭＮＯは、国内で当該携帯電話端末等を用いる無線局（以下「外国の携帯電話

端末等」という。）を運用するための許可を得ることが必要である。当該許可の条件は

次のとおりである（電波法第１０３条の６第１項及び第２項）。 

 

① 外国の携帯電話端末等が、ＭＮＯの基地局又は陸上移動中継局と通信を行うもの

であること。 

② 外国の携帯電話端末等が、ＭＮＯの基地局又は陸上移動中継局からの電波を受け

ることにより初めて電波を発射できるものであること。 

③ 外国で利用する携帯電話端末等の技術基準が国内の技術基準に適合していること

（当該端末が海外から持ち込まれるものである場合は、当該端末が我が国の技術基

準に相当する技術基準に適合するものである場合を含む。）が証明されていること。 

 
91 利用者（電気通信事業者を除く。）との電気通信設備の接続に係る業務区域。 
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なお、国内のＭＶＮＯからサービスの提供を受ける者がその利用する携帯電話端末

等を国外に持ち出させる場合、これに適用される国内規制は存在しないが、ローミン

グ先の国における持ち込み端末に対する規制の対象になることに留意する必要がある。 
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５ 開設計画においてＭＶＮＯによる無線設備の利用を促進する計画を有す
るＭＮＯ 

(１)電波法第２７条の１４第６項の規定に基づき総務大臣の認定を受けた開設計画の

遂行 

 

特定基地局の開設指針において、他の電気通信事業者による無線設備の利用を促進

する計画を有することが認定の要件とされている場合92、開設計画の認定を受けたＭ

ＮＯは、開設計画における他の電気通信事業者による無線設備の利用を促進する計画

に従って無線設備の利用の促進を図らなければならない。 

 

ＭＮＯが、他の電気通信事業者による無線設備の利用を促進する計画を履行してい

ない場合93、これは当該ＭＮＯの基地局などの無線局の免許及び再免許の拒否事由と

なり得る（無線局（放送局を除く。）の開設の根本的基準（昭和２５年電波監理委員会

規則第１２号）第３条第７項）94。 

 

(２)電気通信事業法第９条の電気通信事業の登録等に付された条件の履行 

 

ＭＮＯは、事業法第９条の電気通信事業の登録、事業法第１２条の２の登録の更新

又は事業法第１３条に基づく変更登録の際に付された条件（事業法第１６３条）を履

行しなければならない95。 

 

ＭＮＯが、当該条件を履行しない場合、事案に応じ、総務大臣による業務改善命令

の対象となることがある（事業法第２９条第１項）。 

 

 
92 例えば、第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針（平成30年総務省告示第

34号）においては、既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設

備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を有していることを開設計画

の認定の要件として定めている。 
93 例えば、第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針においては、認定開設者

は、毎年度の四半期ごと又は総務大臣から求めを受けた場合に、認定を受けた開設計画の進捗を示す書類を総務

大臣に提出しなければならない旨規定されている。当該規定により、認定開設者から提出された書類について、本

開設指針及び認定を受けた開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結

果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとされており、ＭＶＮＯによる無線設備の利用を促進す

るための計画の進捗状況についても当該報告の対象となっている。 
94 当該根本的基準第３条第７号において、「その局が法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるとき

は、その局に係る開設指針の規定に基づくものであること。」が電気通信業務用無線局の開設に当たっての免許の

要件として規定されている。 
95 例えば、平成２１年６月１０日付け３．９世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する計画の

認定を受けた者が、事業法第９条の電気通信事業の登録又は事業法第１３条の変更登録を受ける場合には、①Ｍ

ＶＮＯによるネットワークの円滑かつ適正な利用を促進すること、②コンテンツ配信事業者等に対しても、ＭＶＮＯに

準じた取扱いを行うように努めること等により、ネットワークの円滑かつ適正な利用を促進すること、③①及び②の実

施状況について、総務大臣に報告することを条件として付しているなど、特定基地局の開設指針における他の電気

通信事業者による無線設備の利用を促進する計画を踏まえた条件を付していることがある。 
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また、ＭＮＯが上記の条件を履行せず、公共の利益を阻害すると認められるときは、

事業法第９条の電気通信事業の登録の取消事由となり得る（事業法第１４条第１項第

１号）。 

 

なお、当該ＭＮＯが事業法第９条の電気通信事業の登録の取消しを受けた場合には、

電気通信業務に用いる特定基地局の開設計画の認定も取り消されることとなる（電波

法第２７条の１６第１項）96。 

  

 
96 このほか、当該ＭＮＯが、①事業法第９条の登録又は変更登録を拒否された場合、②事業法第９条の登録がその

効力を失った場合、③その電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があった場合には総務大臣は、電気通信

業務に用いる特定基地局の開設計画の認定を取り消すことができることとされている（電波法第２７条の１６第６項）。 
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６ 見直し 
 

本ガイドラインは、現時点で想定されるＭＶＮＯのビジネスモデルを前提として策定

したものであり、今後のビジネスモデルの登場などを踏まえたものとする観点や、毎年

度の接続料の検証等を踏まえた算定方法等に係る考え方の一層の明確化を図る観点か

ら、今後、必要に応じて、その内容を見直していくこととする。 
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本ガイドラインに関する問い合わせ先 

 

総務省総合通信基盤局 

 

（全般〔代表窓口〕） 

ＭＶＮＯ支援相談センター（料金サービス課内） TEL.03-5253-5845 

 

（事業法関係） 

電気通信事業部 事業政策課（事業法に基づく登録、ローミング等関係） 

 TEL.03-5253-5835 

             （報告規則関係） TEL.03-5253-5947 

        料金サービス課（事業者間接続、事業者間協議関係） 

 TEL.03-5253-5845 

        データ通信課（事業法に基づく届出関係） 

 TEL.03-5253-5852 

        電気通信技術システム課番号企画室（電気通信番号関係） 

 TEL.03-5253-5859 

 

（電波法関係） 

電波部 電波政策課 TEL.03-5253-5873 

    移動通信課 TEL.03-5253-5893 
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図 １ 
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図 ２ 
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ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務 

に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 27年 ２ 月 策 定 

平 成 28年 ５ 月 改 定 

令 和 元 年 ５ 月 改 定 

令和元年９月改定 

令 和 ５ 年 ４ 月 改 定 

令和８年●月 改定 

 

総 務 省 
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１ 本ガイドライン策定・改定の背景 

平成 26 年５月、NTT 株式会社（旧日本電信電話株式会社。以下「NTT」という。）は、

NTT 東日本株式会社及び NTT 西日本株式会社（旧東日本電信電話株式会社及び旧西日本

電信電話株式会社。以下「NTT 東西」という。）が平成 26 年度第３四半期以降に光アク

セス回線の卸売サービス（以下「サービス卸」という。）を提供すると発表した。 

サービス卸は、情報通信審議会答申「2020年代に向けた情報通信政策の在り方－世界

最高レベルの情報通信基盤の更なる普及・発展に向けて－」（平成 26年 12月 18日。以

下「答申」という。）において、「世界最高レベルを誇る我が国の光ファイバ基盤を利用

した様々なプレーヤーとの連携によるイノベーション促進を通じた多様な新サービス

の創出や、光回線の利用率の向上に資するものであり、我が国の経済成長への寄与も期

待できる新たな取組と評価することができる。」とされている。 

一方で、サービス卸は、電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）第 33条第２項に規

定する第一種指定電気通信設備を用いて提供する卸電気通信役務であること、また、そ

の役務の提供を受けた電気通信事業者を通じて多数の一般の利用者にサービスが提供

されることが想定されており、その料金その他の提供条件が利用者の利益に及ぼす影響

が大きいこと、さらに、一般の利用者に対する事業者間の競争は、その原価の一部とな

るサービス卸に関する料金その他の提供条件が重要となることから、答申では、「その提

供形態や提供内容によっては、自ら回線設備を設置する事業者による競争に与える影響

を含め、様々な競争事業者との公正競争の確保に支障を及ぼすおそれがある。」とされ、

次のとおり、総務省における対応を求めている。 

① 「サービス卸の提供に当たり、事業者の自主性を最大限に尊重して弾力的・柔軟な

提供を可能とする現行制度の趣旨を踏まえつつ、総務省において、料金その他の提供

条件の適正性及び公平性が十分に確保されるとともに、イノベーションを阻害しない

ことに留意しつつも、外部による検証可能性も含め、一定の透明性が確保される仕組

みの導入を検討することが適当である。」 

② 「サービス卸の提供により電気通信市場の競争環境に影響を与え得る要素として次

のような事例が考えられるため、これらの点に留意し、総務省において必要に応じ適

切な措置を講ずることを検討することが適当である。 

・ 移動通信事業者がサービス卸の提供を受けて FTTH サービスと移動通信サービス

をセットで割り引くこと（セット割引）が想定されるが、この場合、移動通信市場

において課題となっている過度のキャッシュバック等により、利用者に提供される

料金の適正性が実質的に損なわれ、固定通信市場における競争が歪められるおそれ

がある。 

・ また、移動通信市場における禁止行為規制の適用事業者が、サービス卸の提供を

受けて FTTH サービスと自らの移動通信サービスを組み合わせて自己のサービスと

してセット割引を提供することも考えられる。これが仮に正当な理由なく排他的な
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組み合わせで提供されるとすると、当該サービスに関連して自己の関係事業者のサ

ービスを排他的に有利に取り扱うこととなるという点で、「自己の関係事業者のサ

ービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供」と実質的に同様の行為である

と考えられる。」 

また、サービス卸に関しては、その卸電気通信役務の提供を受けた多数の電気通信事

業者等によって活発な営業活動がなされ、特に役務の提供開始当初においては、電気通

信役務の提供を受けて固定通信サービスに新たに参入する電気通信事業者による営業

活動が集中し、不適切な営業活動に係る苦情・相談が増加するとの懸念が示されている

ところ、電気通信事業法における消費者保護ルールの見直し・充実について提言した「ICT

サービス安心・安全研究会 報告書」（平成 26年 12月）において、電気通信市場に新た

な電気通信事業者が参入した場合であっても、既存の他の電気通信事業者と同様に、消

費者保護ルールの見直し・充実による新たな制度・規律を含め、電気通信事業法上の義

務を遵守する必要があることに何ら変わりがないことに留意することが適当であると

されている。 

さらに、上記答申等を踏まえ、電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成 27年法

律第 26号）により、第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務に関する事後届出

制及び総務大臣による整理・公表制度や、契約後の書面交付義務、初期契約解除制度、

不実告知の禁止・勧誘継続行為の禁止等の利用者保護規律（消費者保護に関連する規定）

が整備されたところである。 

平成 27年２月、サービス卸に関して、上記答申の指摘、関連する法制度の整備等を踏

まえ、NTT東西の FTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務について、電気通信事業法

の適用関係をガイドラインとして定め、公表することとしたものである。 

その後、「電気通信事業法の一部を改正する法律」（令和４年法律第 70号、令和５年６

月 16日施行）により、サービス卸は「特定卸電気通信役務」と位置づけられることとな

ったため、特定卸電気通信役務に関する電気通信事業法の適用関係を明らかにするため

の本ガイドライン改正を令和５年４月に行ったものである 1。 

 

２ 本ガイドラインの対象となる卸電気通信役務の範囲 

 本ガイドラインの対象となる第一種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務

（以下「第一種特定卸役務」という。）は、次のとおりとする。 

・ 多数の一般の利用者に FTTHアクセスサービス等 2を提供する電気通信事業者に対し

て NTT東西が提供する卸電気通信役務 

 
1 令和８年○月には、禁止行為規制における卸先事業者等の情報の目的外利用の禁止が法定化されたことに

伴う改正を実施。 
2 例えば、特定卸電気通信役務である光ＩＰ電話（光回線電話を除き、双方向番号ポータビリティが実現さ

れるまでのものに限る。）等が該当する。 
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３ 本ガイドラインの目的と位置付け 

本ガイドラインは、第一種特定卸役務を提供する電気通信事業者（以下「卸提供事業

者」という。）3、卸提供事業者から第一種特定卸役務の提供を受ける電気通信事業者（以

下「卸先事業者」という。）4及び卸先事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結

の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者（以下「卸先契約代理業者」という。）5の行う

行為について、電気通信事業法の適用関係を明確化することを目的とし、具体的には、

同法第 29 条の業務改善命令や同法第 30 条及び第 31 条の禁止行為違反に対する停止・

変更命令等の対象となり得る行為、同法第 38 条の２の特定卸電気通信役務の提供義務

及び情報提示義務に係る具体的な考え方等を整理・類型化して例示すること等により、

第一種特定卸役務に関する料金その他の提供条件の適正性・公平性の確保や、利用者利

益の保護、同法の運用の一層の透明化を図り、もって、公正な競争環境と利用者利便の

確保を実現するために定め、公表するものである。 

また、本ガイドラインは、第一種特定卸役務が一般の卸電気通信役務とは異なる特徴

を持つことを踏まえ、第一種特定卸役務に関して現時点で特に電気通信事業法上問題と

なることが想定される行為を整理・類型化して例示するものであり、本ガイドラインと

同様に電気通信事業法上問題となり得る行為を電気通信事業一般について例示してい

る「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（以下「共同ガイドライン」と

いう。）や、平成 28年３月に全面改定され同法における消費者保護関連規定の内容を解

説するとともに当該規定に関連して電気通信事業者等が自主的にとることが望ましい

と考えられる対応について示した「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイド

ライン」（以下「消費者保護ガイドライン」という。）も、第一種特定卸役務について当

然に適用されることに留意が必要である。 

なお、本ガイドラインで列挙される「電気通信事業法上問題となり得る行為」は、あ

くまでも例示であり、電気通信事業者及び卸先契約代理業者の個別具体的な行為が電気

通信事業法の関係規定に抵触することとなるか否かについては、同法の規定に照らし個

別の事案ごとに判断されるほか、本ガイドラインに列挙されていない行為であっても、

業務改善命令等の対象となる場合もあることにも留意が必要である。 

今後、総務省においては、公正競争環境や利用者利便の一層の確保を図る観点から、

第一種特定卸役務に関する新たなビジネスモデルの出現や新サービスの展開といった

変化にも対応しつつ、本ガイドラインを適宜機動的に見直すこととする。 

 

 
3 NTT東西がこれに該当する。 
4 NTT東西から第一種特定卸役務の提供を受けて利用者向けサービスを提供する携帯電話事業者、ISP、MVNO

等の電気通信事業者がこれに該当する。また、NTT東西から第一種特定卸役務の提供を受けた卸先事業者から

当該役務の提供（いわゆる再卸）を受ける電気通信事業者も含む。 
5 いわゆる販売代理店等がこれに該当する。 
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４ 第一種特定卸役務に関して適用される電気通信事業法の主な規律 

（１）卸提供事業者に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、卸提供事業者に適用される電気通信事業法の主な規律は

次のとおりである。 

① 指定電気通信役務に関する規律（電気通信事業法第 20 条等） 

第一種特定卸役務は、第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であ

ることから、「指定電気通信役務」に該当するものである 6。 

指定電気通信役務については、他の事業者による代替的なサービスが十分に提供さ

れないものであることから、卸提供事業者による不当な提供条件の設定を防止し、料

金その他の提供条件の適正性や透明性を確保するため、契約の相手方との合意がない

場合に適用される「保障契約約款」の事前届出義務（電気通信事業法第 20条第１項）

や公表義務（同法第 23条第１項）等が課されている。 

② 業務改善命令（電気通信事業法第 29 条） 

指定電気通信役務は、契約の相手方から求められた場合には、保障契約約款に定め

る料金その他の提供条件により役務を提供しなければならないが、当事者間の合意が

あれば、相対契約が認められている。 

この相対契約に関する料金その他の提供条件の適正性等については、例えば、卸提

供事業者が適正なコストを著しく下回る料金を設定することにより、加入光ファイバ

等の設備を設置して電気通信事業を営む他の電気通信事業者を排除又は弱体化させる

結果となる場合等、「他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであ

り、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻

害しているとき」等に総務大臣が業務改善命令を発動することが可能とされており（電

気通信事業法第 29条第１項）、これらは、第一種特定卸役務の相対契約の料金その他

の提供条件についても適用される。 

③ 禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条、第 31 条） 

第一種特定卸役務の提供に当たって用いられる設備は第一種指定電気通信設備であ

り、当該設備の設置者たる卸提供事業者は、公平性等を確保するための規律である禁

止行為規制（電気通信事業法第 30条第４項、第 31条第５項）の適用対象とされてお

り、第一種特定卸役務の提供の業務についても、当該業務に関して知り得た卸先事業

者及びその利用者に関する情報の目的外利用・提供や、特定の電気通信事業者に対す

る不当な優先的取扱い等が禁止される 7。 

 
6 指定電気通信役務に該当しないサービスも一部存在する。 
7 禁止行為規制適用事業者が禁止行為を行った場合、総務大臣が当該行為の停止又は変更を命令することが可能

とされている（電気通信事業法第 30条第５項、第 31条第７項）。 
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④ 第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務に関する制度（電気通

信事業法第 38 条の２及び第 39 条の２） 

第一種特定卸役務の提供に当たって用いられる設備は、他の電気通信事業者の事業

展開上不可欠な第一種指定電気通信設備であることから、当該設備を用いる卸電気通

信役務である第一種特定卸役務に関する料金その他の提供条件等の適正性、公平性を

確保するため、当該設備の設置者たる卸提供事業者は、第一種特定卸役務の提供の業

務を開始・変更・廃止したときは、その旨、卸電気通信役務の種類、料金その他の提

供条件等 8の届出義務（電気通信事業法第 38 条の２第１項）が課されている。また、

当該届出に関して総務大臣が作成し、又は取得した情報については、第一種特定卸役

務に関する一定の透明性を確保するため、総務大臣が整理･公表するものとされてい

る（同法第 39条の２）。 

更に、第一種特定卸役務は、第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務であ

り、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少なくない 9ことから、「電気

通信事業法の一部を改正する法律」（令和４年法律第 70号）により新設された同法第

38条の２第２項に規定される「特定卸電気通信役務」に該当するものである。 

特定卸電気通信役務については、広く一般利用者が利用するサービスの提供のため

多くの事業者に用いられる役務でありながら、長期にわたる卸料金の高止まりが指摘

されており、十分に競争が働く環境が実現されてこなかった状況を是正するため、役

務提供義務（同項）及び卸先事業者に対する卸料金の算定方法等、契約締結に関する

協議の円滑化に資する事項 10の提示義務（同条第３項）が課されており、情報提示義

務に違反した卸提供事業者に対しては、総務大臣は、公共の利益を確保するために必

要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることがで

きる（同条第４項）。 

 

（２）卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者を除く。）に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、市場支配的な電気通信事業者（第一種指定電気通信設備

を設置する電気通信事業者又は電気通信事業法第 30 条第１項の規定により指定された

電気通信事業者をいう。以下同じ。）以外の卸先事業者に適用される電気通信事業法の主

な規律は次のとおりである。 

 
8 電気通信事業法施行規則第 25条の７第４号に掲げる事項。 
9 電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸電気通信役務については、電気通信事業法施行

規則第 25条の７の５で定める。 
10 電気通信事業法施行規則第 25条の７の６に規定する事項。 
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① 消費者保護規律（電気通信事業法第 26 条等）11 

ここでは概要のみを掲載する。各規律の具体的内容については、消費者保護ガイド

ラインを参照する必要がある。 

・ 契約前の説明義務（電気通信事業法第 26 条）  

・ 書面交付義務（電気通信事業法第 26 条の２） 

・ 初期契約解除制度（電気通信事業法第 26 条の３） 

  ※第一種特定卸役務を利用して提供される電気通信役務は、本制度の対象となるも

のとして指定されている。 

・ 業務の休廃止の周知義務（電気通信事業法第 26 条の５第１項） 

・ 苦情等処理義務（電気通信事業法第 27条） 

・ 不実告知等の禁止（電気通信事業法第 27 条の２第１号） 

・ 自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止（電気通信事業法第

27 条の２第２号） 

・ 勧誘継続行為の禁止（電気通信事業法第 27条の２第３号） 

・ その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止（電気通信事

業法第 27 条の２第４号） 

・利用者が遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じないことの禁止（電気

通信事業法施行規則第 22 条の２の 13 の２第１号） 

・期間拘束契約に係る違約金等の制限（電気通信事業法施行規則第 22条の２の 13 の

２第２号） 

・ 卸先契約代理業者に対する指導等の措置義務（電気通信事業法第 27 条の４） 

② 業務改善命令（電気通信事業法第 29 条） 

電気通信役務の料金その他の提供条件の適正性等については、例えば、卸先事業者

が適正なコストを下回る料金を設定することにより、競争事業者を排除又は弱体化さ

せる結果となる場合等、「他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすもの

であり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益

を阻害しているとき」等に総務大臣が業務改善命令を発動することが可能とされてお

り（電気通信事業法第 29条第１項）、これらは、第一種特定卸役務を利用して提供さ

れる電気通信役務に関する料金その他の提供条件についても適用される。 

 

（３）卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者に限る。）に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、市場支配的な電気通信事業者たる卸先事業者に適用され

 
11 卸先事業者が電気通信事業法第 26条、第 26条の２、第 27条、第 27条の２及び第 27条の３及び第 27条の４の

規定に違反したときは、総務大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能とさ

れている（同法第 29条第２項）。また、同法第 26条の５第１項に違反した場合、これにより利用者の利益を阻害して

いるときは、総務大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能である（同法第

29条第１項第 12号）。 
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る電気通信事業法の主な規律は次のとおりである。 

① 消費者保護関連規定（電気通信事業法第 26 条等） 

上記（２）①のとおり。 

② 業務改善命令（電気通信事業法第 29 条） 

上記（２）②のとおり。 

③ 禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条） 

卸先事業者が市場支配的な電気通信事業者である場合 12、当該事業者は、公平性等

を確保するための規律である禁止行為規制（電気通信事業法第 30条第３項）の適用対

象とされており、第一種特定卸役務の提供を受けて行う業務についても、当該電気通

信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対

する不当な優先的取扱い等が禁止される。 

 

（４）卸先契約代理業者に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、卸先契約代理業者に適用される電気通信事業法の主な規

律は、上記（２）①の消費者保護関連規定のうち、契約前の説明義務、不実告知等の禁

止、自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止及び勧誘継続行為の

禁止であり、卸先契約代理業者はそれらの規律を遵守する必要がある 13。また、卸先契

約代理業者に対する指導等の措置義務は、電気通信事業者に課されるものであるが、卸

先契約代理業者においては、当該措置に基づき業務を実施しなければならないという意

味で、間接的に適用される。 

 

５ 電気通信事業法上問題となり得る行為 

卸提供事業者、卸先事業者又は卸先契約代理業者が第一種特定卸役務に関して行う行

為について、別表の左欄に掲げる行為は、同表の右欄に掲げる電気通信事業法の規定（上

記３に記述した第一種特定卸役務に関して適用される同法の主な規律）との関係で同法

上問題となり得るものである。 

６ 消費者保護の充実等の観点から望ましい行為 

第一種特定卸役務は卸先事業者を通じて多数の一般の利用者へのサービスの提供が

 
12 電気通信事業法第 30条第 1項の規定により指定される電気通信事業者をいう。 
13 卸先契約代理業者が電気通信事業法第 73条の 3において準用する第 26条及び第 27条の２の規定に違反し

たときは、総務大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能とされている（電

気通信事業法第 73条の４）。 
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想定されるものであり、また、従来電気通信事業法の適用を受けてこなかった新規の卸

先事業者や卸先契約代理業者の参入が想定されるところ、消費者保護の充実を図る観点

から、卸提供事業者、卸先事業者及び卸先契約代理業者においては、本ガイドラインの

遵守に加えて、次の措置を講ずることが適当である。 

・ 卸提供事業者においては契約関係のある全ての卸先事業者に対し、卸先事業者にお

いては契約関係のある全ての卸先契約代理業者及び再卸先である卸先事業者に対し、

本ガイドラインの周知を定期的に行うとともに、その遵守を担保するための措置を講

じること。特に、本ガイドラインが遵守を求める法令に卸先事業者が違反していた事

実が明らかとなった場合には、再発防止及び利用者利益の保護を図るための適切な措

置を講じること。 

・ 卸先事業者においては、本ガイドラインの内容を踏まえ、卸先契約代理業者と連携

しつつ適切な勧誘方法についての業界自主基準等の策定等を行い、卸先事業者及び卸

先契約代理業者においては、その遵守を担保する体制を整えること。 
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（別表） 

電気通信事業法上問題となり得る行為 

 

（１）第一種特定卸役務について卸提供事業者 14が行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為 15 該当条項 

① 競争阻害的な料金の設定等 
・第一種特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について自己の関係

事業者 16のみを対象とした割引料金を設定することや、問合せ等に対して自己

の関係事業者のサービスのみを紹介することなど、特定の卸先事業者のみを合

理的な理由なく有利に取り扱うこと。 

※  移動通信市場については、固定通信市場の隣接市場であること及び協調

的寡占の色彩が強い市場であると指摘されていること等から、料金等の水準

が公正競争環境に与える影響が特に大きいと考えられるため、移動通信事業

者(MNO)が卸先事業者になる際、移動通信事業者に対する料金等が同一で

ない場合は不当な優先的取扱い等に該当するおそれが大きく、料金等が同

一でない根拠について特に明確かつ合理的な説明が求められる。 

・第一種特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、実質的に

特定の卸先事業者に適用が限定されることが明らかなような大口割引 17を行うこ

と。 

・第一種特定卸役務と併せて他の電気通信役務を提供する際に、双方の役務の

料金を区分せずに設定し、又は当該他の電気通信役務の提供を受ける者のみ

に当該第一種特定卸役務を提供（いわゆるバンドル提供）すること。 

・第一種特定卸役務の料金について、競争事業者を排除又は弱体化させるため

に適正なコスト 18を下回る料金 19を設定すること。 

・第一種特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、利用者に

対する料金よりも高い料金 20を設定すること。 

第 29条第１項第２号 

第 29条第１項第 10号 

第 30条第４項第２号 

 
14 NTT東西がこれに該当する。 
15 第一種特定卸役務に対しては、表中に記載されている行為の例示のみならず共同ガイドラインに記載されている

例示も適用されることに留意が必要である。 
16 自己の関係事業者とは、電気通信事業法第 12条の 2第 4項第 1号に規定する特定関係法人をいい、例えば、

自己の子会社、自己を子会社とする親会社、当該親会社の子会社などをいう。なお、この定義は共同ガイドライン

と同じものとなっている。 
17 卸提供事業者が卸先事業者に支払う販売促進費等は、「インセンティブ」「コミッション」といった名称によらず、当

該卸提供事業者による第一種特定卸役務の料金の割引に該当するものとして取り扱われる場合があることに留意

が必要である。すなわち、実質的に特定の卸先事業者に適用が限定されることが明らかなような販売インセンティ

ブ等を設定する行為は、ここでいう大口割引に該当し、電気通信事業法上問題となることがある。 
18 第一種特定卸役務の料金が利用者単位で設定される場合の「適正なコスト」とは、一利用者当たりの接続料相当

額を基本とする額とする。 
19 ここでいう料金は、必ずしも契約約款、契約書等に記載された第一種特定卸役務の料金のみを指すものではな

く、割引等を考慮した実質的な料金を指す場合がある。 
20 脚注 19 に同じ。 
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電気通信事業法上問題となり得る行為 15 該当条項 

② 提供手続・期間に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務の提供手続及び提供までの期間について、自己の関係事業

者に比べて提供時期を遅らせるなど合理的な理由がないのに卸先事業者によ

って差が生じること。 

同上 

③ 技術的条件に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務に係る技術的条件（設備を接続する場合の接続箇所におけ

る技術的条件や受付システムの技術的仕様等）について、合理的な理由がない

のに卸先事業者によって差が生じること。 

同上 

④ サービス仕様に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務のサービス仕様について、合理的な理由がないのに卸先事

業者によって差が生じること。 

同上 

⑤競争阻害的な情報収集 

・第一種特定卸役務の提供に当たって、卸先事業者の事業計画等（利用者料金

の水準や料金体系、一体として提供しようとするサービスなど）の内容を合理的

な理由なく聴取すること。 

第 29条第１項第 10号 

⑥情報の目的外利用 

・第一種特定卸役務の提供に関して知り得た卸先事業者の情報を、合理的な理

由なく、自己又は自己の関係事業者の営業目的など、その用に供する目的以外

の目的のために利用し、又は提供すること。 

第 29条第１項第２号 

第 29条第１項第 10号 

第 30条第４項第１号ロ 

 

⑦情報提供に係る不当な差別的取扱い 

・自己又は自己の関係者を通じて提供される第一種特定卸役務に係る情報の内

容及び質や、当該情報の提供の時期等について、合理的な理由がないのに卸

先事業者によって差が生じること。 

第 29条第１項第２号 

第 29条第１項第 10号 

第 30条第４項第２号 

⑧卸先事業者の業務に関する不当な規律・干渉 

・第一種特定卸役務の提供に当たって、卸先事業者に対して、第一種特定卸役

務を利用して提供される役務から接続を利用して提供される役務へと利用者を

移転させることを不当に制限すること、又は合理的な理由なく第一種特定卸役務

を利用しない他の役務提供の取扱いをさせないことなど、合理的な理由なく、卸

先事業者のサービス提供を制限すること。 

第 29条第１項第５号 

第 29条第１項第 10号 

第 30条第４項第３号 

⑨業務の受託に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務に関する料金請求・回収代行業務等の受託に関して、コスト、

業務内容、販売数量等の条件が同様であるにもかかわらず、自己の関係事業者

から徴収する手数料に比べて他の電気通信事業者から徴収する手数料を高く

設定する、又は受託業務の提供時期を遅らせるなど、合理的な理由なく、特定

の事業者についてのみ優先的又は不利な取扱いをすること。 

第 29条第１項第２号 

第 29条第１項第 12号 

第 31条第 5項第２号 
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電気通信事業法上問題となり得る行為 15 該当条項 

⑩正当な理由がない役務提供拒否及び情報提示拒否 

・第一種特定卸役務について、 

１） 卸提供事業者の電気通信役務の円滑な提供に支障があること 

２） 当該第一種特定卸役務の提供が卸提供事業者の利益を不当に害するおそ

れがあること 

３） 当該第一種特定卸役務の提供に関する契約の申入れをした他の電気通信

事業者がその第一種特定卸役務の提供に関し負担すべき金額の支払を怠

り、又は怠るおそれがあること 

４） 当該第一種特定卸役務を提供に応ずることが技術的又は経済的に著しく困

難であること 

といった電気通信事業法第 32条及び電気通信事業法施行規則第 23条に規定

する電気通信回線との接続を拒める場合 21と同等の正当な理由がないのに、他

の電気通信事業者への提供を拒むこと。 

・第一種特定卸役務の提供に関する契約の締結の申入れ 22を受けた場合におい

て、契約締結に関する協議の円滑化に資する事項 23について、 

１） 当該事項が、卸提供事業者が他の電気通信事業者と締結した秘密保持契約

による保護対象である事項のうち、個別の電気通信事業者のみに係る事項で

あることが明らかであること、 

２） 当該事項が、卸提供事業者が提供する役務（卸電気通信役務を除く。）の設

計に関する営業秘密であって、当該事項を提示することにより、卸提供事業

者の競争上の地位を不当に害すること 

といった正当な理由がないのに、当該申入れをした電気通信事業者への提示

を拒むこと。 

※ 単に事業の経営に関する秘密であることのみをもって提示を拒むことは正

当な理由にはあたらない。 

第 38条の２第２項 

第 38条の２第３項 

 

  

 
21 ①電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき、②当該接続が当該電気通信事業者の利益を

不当に害するおそれがあるとき、③電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設

備の接続に関し負担すべき金額の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき、④電気通信設備の接続に応ずるため

の電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であるとき。 
22 現に第一種特定卸役務の提供を受けている電気通信事業者が、当該第一種特定卸役務を提供する電気通信事

業者に対し、新たな料金又は提供条件による当該第一種特定卸役務の提供に関する契約の締結の申入れを行う

場合を含む。 
23 脚注 10 に同じ。 
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（２）第一種特定卸役務について卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者を除く。）24が

行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為 該当条項 

① 競争阻害的な料金の設定等 

・第一種特定卸役務の提供を受けてサービスを提供する際に、第一種特定卸役

務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する競争事業者を排除又

は弱体化させるために適正なコストを著しく下回るような料金 25を設定すること。 

※  移動通信市場については、固定通信市場の隣接市場であること及び協調

的寡占の色彩が強い市場であると指摘されていること等から、利用者料金等

の設定が公正競争環境に与える影響が特に大きいと考えられる。このため、

移動通信事業者（MNO）が卸先事業者になり、第一種特定卸役務の提供を受

けて提供する電気通信役務と自社の移動通信の役務とを組み合わせて料金

設定を行って提供する場合（いわゆるセット割引）において、料金設定につい

て懸念が生じたときには、それぞれの役務の料金について合理的な説明を行

うことが求められる。 

・第一種特定卸役務の提供を受けてサービスを提供する際に（第一種特定卸役

務の提供を受けて提供するサービスとセットで移動通信サービス等を提供する

場合を含む。）、競争阻害的な料金設定や過度のキャッシュバックなどの行為に

より、第一種特定卸役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する

競争事業者の設備の保持が経営上困難となるおそれを生じさせること。 

第 29条第１項第５号 

第 29条第１項第 11号 

②契約前の説明義務の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第２章の解説を参照。 

第 26条 

③書面交付義務の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第３章の解説を参照。 

第 26条の２ 

④業務の休廃止の周知の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第８章の解説を参照。 

第 26条の５第１項 

⑤苦情等の処理の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第５章の解説を参照。 

第 27条 

⑥不実告知、事実不告知 

・消費者保護ガイドライン第６章第１節の解説を参照。 

第 27条の２第１号 

⑦自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止 

・消費者保護ガイドライン第６章第２節の解説を参照。 

第 27条の２第２号 

⑧勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為 

・消費者保護ガイドライン第６章第３節の解説を参照。 

第 27条の２第３号 

 
24 NTT東西から第一種特定卸役務の提供を受けて利用者向けサービスを提供する携帯電話事業者(株式会社

NTTドコモを除く。)、ISP、MVNO等の電気通信事業者がこれに該当する。また、NTT東西から第一種特定

卸役務の提供を受けた卸先事業者から当該役務の提供（いわゆる再卸）を受ける電気通信事業者も含む。 
25 脚注 19に同じ。 
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⑨その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止 

・消費者保護ガイドライン第６章第４節の解説を参照。 

第 27条の２第４号 

⑩卸先契約代理業者に対する指導等の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第７章の解説を参照。 

第 27条の４ 
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（３）第一種特定卸役務について卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者に限る。）26が

行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為 該当条項 

① 競争阻害的な料金の設定等 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、自己のサービスを提供する際（卸先契約代

理業者等への委託等による場合も含む。）に、自己の関係事業者（当該市場支配

的な電気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定したものに限る。

以下（３）において同じ。）のみを合理的な理由なく有利に取り扱うこと。 

・（２）に同じ。 

第 29条第１項第５号 

第 29条第１項第 11号 

第 30条第３項第２号 

 

② 排他的な割引サービス 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、排他的に自己が提供す

る他のサービスと組み合わせて、割引サービスを提供すること。 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、排他的に自己のサービ

スと自己の関係事業者のサービスを組み合わせて、割引サービスを提供するこ

と。 

第 30条第３項第２号 

 

③ 関係事業者と一体となって行う排他的な業務 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、自己の関係事業者と一

体となって排他的な業務を行うこと（電気通信役務の提供以外の業務（例：料金

明細書への商品案内の同封、課金・認証等のプラットフォーム機能の管理・運

営）については、当該業務が電気通信役務の提供と密接不可分に関係してお

り、その態様が合理的な理由なく差別的であることにより電気通信市場の公正な

競争にただちに弊害を及ぼす場合に限る）。 

同上 

④契約前の説明義務の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 26条 

⑤書面交付義務の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 26条の２ 

⑥業務の休廃止の周知の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 26条の４第１項 

⑦苦情等の処理の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 27条 

⑧不実告知、事実不告知 

・（２）に同じ。 

第 27条の２第１号 

⑨自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止 

・（２）に同じ。 

第 27条の２第２号 

 
26 NTT東西から第一種特定卸役務の提供を受けて利用者向けサービスを提供する株式会社NTTドコモがこ

れに該当する。また、株式会社 NTTドコモが、NTT東西から第一種特定卸役務の提供をうけた卸先事業者

から当該役務の提供（いわゆる再卸）を受けて行う行為も含む。 
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⑩勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為 

・（２）に同じ。 

第 27条の２第３号 

⑪その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止 

・（２）に同じ。 

第 27条の２第４号 

⑫卸先契約代理業者に対する指導等の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 27条の４ 

228



18 

 

（４）第一種特定卸役務について卸先契約代理業者 27が行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為 該当条項 

①契約前の説明義務の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 26条 

②不実告知、事実不告知 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 27 条の２第１

号 

③自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 27 条の２第２

号 

④勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 27 条の２第３

号 

④ その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止 

･(２)に同じ。 

第73条の３において準

用する第 27 条の２第４

号 

※ 卸先契約代理業者への指導等について、二次以降の卸先契約代理業者に対して

は、その委託元たる卸先契約代理業者においてその委託元たる電気通信事業者等と

の関係において必要な措置が講じられていることが必要となる。 

 

 

 
27 いわゆる販売代理店等がこれに該当する。 
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NTT東西の活用業務に関する「地域電気通信業務等の円滑な遂行及び電

気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内」についての考え方 
【NTT 東西の活用業務に係る公正競争ガイドライン】 

 
Ⅰ ガイドラインの目的  
 
(1) 日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和59年法律第85号。以下「NTT法」

という。）第2条第7項の規定に基づき、NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式

会社（以下「NTT東西」という。）は、地域電気通信業務等1の円滑な遂行及び電

気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、実施基準の作成・届出・

公表により、同社が地域電気通信業務等を営むために保有する設備若しくは技術

又はその職員を活用して行う電気通信業務2その他の業務3（以下「活用業務」と

いう。）を営むことができる。 
 
(2) NTT東西が実施基準に基づいて行う活用業務は、NTT法第2条第8項から第10項

までの規定により、「地域電気通信業務等の円滑な遂行及び電気通信事業の公正

な競争の確保に支障のない範囲内」に限り営むことが認められているものであり、

総務大臣は、NTT東西の実施基準がこの規定に適合しないと認められる場合には、

同条第12項に基づき、実施基準の変更を命ずることができるほか、活用業務が実

施基準の範囲内で営まれていると認められない場合には、同条第13項に基づき、

NTT東西に対し、実施基準を遵守すべきことを命ずることができる。 
 
(3) 本ガイドラインは、以下の点について明確化することにより、行政判断の客観

性・透明性の向上を図るとともに、関係事業者等の予見可能性を高め、もって電

気通信事業の公正な競争の確保等に資することを目的とするものである。 

①活用業務として実施可能な業務、「地域電気通信業務等の円滑な遂行及び電気

通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内」についての考え方その他

の活用業務に関するNTT法の運用方針 
②実施基準に記載する事項 
③実施状況報告として報告する事項 

 
1 「等」とは、地域電気通信業務に附帯する業務（NTT 法第 2 条第 3 項第 2 号）を指す。 
2 活用業務に該当する電気通信業務には、NTT 東西が目的業務区域を越えて電気通信役務の

提供を行うことのほか、目的業務区域を越えて料金設定を行うことが含まれる。なお、活用

業務が NTT 東西のそれぞれの目的業務区域における電気通信業務と不可分一体のものとして

提供されることとなる場合においては、これら業務を一体として捉えた上で確認を行う。 
3 「その他の業務」としては、例えば、顧客設備の保守等の受託、顧客ニーズにあった他社商

品の販売等を想定しており、非電気通信に係る業務も含まれる。 
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Ⅱ 活用業務として実施可能な業務  
 

NTT法第2条第7項及び第9項では、NTT東西の活用業務は、次の３つの要件を満

たすことが必要であるとされている。 
 
１．移動電気通信役務、ISP、その他省令で定める役務でないこと。  
２．地域電気通信業務等の円滑な遂行に支障のない範囲内であること 
３．電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内であること 

 
１．移動通信役務、ISP、その他省令で定める役務でないこと。 
 

ただし、移動電気通信役務のうち、ローカル5G、公衆無線LANについては、公

正な競争の確保に支障があるとは認められないことから、日本電信電話株式会社

等に関する法律施行規則（昭和60年郵政省令第23号。以下「NTT法施行規則」と

いう。）第1条の2により、活用業務として実施可能である4。また、ISPとは、専

らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であり、ASP用等の特定サ

ーバに接続するための通信経路として、インターネットを一時的に経由するもの

は含まれない。 
また、NTT東西が放送（放送法（昭和25年法律第132号）第2条第1号に規定す

る放送をいう）の業務を行うことについても、NTT法施行規則第2条の4により、

認められない。 
 
２．地域電気通信業務等の円滑な遂行に支障のない範囲内であること 
 
(1) 趣旨 

NTT東西は、活用業務を営む場合には、特殊会社としての本来業務である地域

電気通信業務等の円滑な遂行に支障のない範囲内であることを確保する必要が

ある。 
 
(2) 「地域電気通信業務等の円滑な遂行に支障のない範囲内」の内容 

次のような場合には、届出に係る活用業務が「地域電気通信業務等の円滑な遂

行に支障のない範囲内」で営まれるとは認められない。 
① 活用業務を営むために過大な投資を行うことにより、NTT東西の財務を圧迫

し、地域電気通信業務等の円滑な遂行を困難にするおそれがある場合 
② 地域電気通信業務等を営むために保有している設備や職員等の既存の経営

 
4 この他、公正な競争の確保に支障がないと認められる移動通信役務についても、告示によ

り実施可能とすることができることとしている。 

231



 

3 
 

資源5を過度に転用することにより、地域電気通信業務等に関する利用者サー

ビスの維持・向上に係る取組がおろそかになるおそれがある場合 
 

３．電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内であること 
 
(1) 趣旨 

平成11年に実施されたNTT再編成において、NTT東西の業務範囲は地域電気通

信業務等や目的達成業務に制限されることとされたが、これは、ボトルネック設

備を保有する独占的な地域通信部門と競争分野である長距離通信部門を構造的

に分離し、不当な内部相互補助の防止や接続ルールの公平な適用等を可能とする

ことにより、NTT東西の地域通信分野におけるボトルネック独占の弊害が拡大す

ることを防止し、もって公正な競争を確保しようとする趣旨によるものである。 
平成13年のNTT法改正により、NTT東西が既存の経営資源を活用した新たな業

務や、例えば県内／県間の区分のないインターネット時代に対応した低廉で多様

なサービスといった技術革新による新しい技術的可能性の増大に対応した新た

なサービスの提供を可能とすることで、高コスト構造の改善や利用者利便の向上

に資することが期待されるといった観点から、業務範囲に関する規制は一部緩和

され、NTT東西は、総務大臣の認可により、活用業務を営むことができることと

されたが、この法改正後においても、NTT東西の業務範囲に関する規制が、公正

な競争を確保する上で重要な要素であることに変わるところはない。 
その後、平成23年に認可制から事前届出制となり、令和7年のNTT法改正によ

り、IP化の進展に伴う県域業務規制の撤廃、活用業務の類型化に伴う手続きの簡

素化・効率化（実施基準の作成と事後検証の実施）が行われたが、上記の考え方

に変わりはなく、NTT東西が活用業務を営む場合には、NTT再編成の趣旨が没却

されることがないよう、電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で

あることを確保する必要がある。 
 

(2) 「電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内」の内容 
次のような場合を始め、NTT東西が地域通信市場における市場支配力を濫用す

ることにより、活用業務に関する市場において公正な競争を歪めることとなるお

それがある場合6には、届出に係る活用業務が「電気通信事業の公正な競争の確保

 
5 NTT 東西の地域電気通信業務等に関し、同社からの受託業務を主たる業務とする子会社等

の経営資源についても、必要に応じて考慮する。 
6 この他、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（平成 18 年 5 月公正取引

委員会・総務省）においては、「電気通信事業法上問題となる行為」として、例えば、次の

ような行為を列挙している。 
(1) 他の電気通信事業者との接続に関して知り得た当該他事業者又はその利用者に関する情報

を、当該情報の本来の利用目的を超えて社内の他部門又は自己の関係事業者等へ提供する
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に支障のない範囲内」で営まれるとは認められない。 
① NTT東西が活用業務を営むに当たり、ボトルネック設備の保有や独占的業務

の提供において獲得した顧客情報を用いる一方で、競争事業者が同様の業務を

営む際にこれらをNTT東西と同等の条件で利用できないことにより、活用業務

に関する市場において競争事業者との競争上優位な立場に立つ場合 
② 競争事業者がNTT東西の活用業務と同様の業務を営む場合に、その業務を妨

害する反競争的行為を行う場合 
③ 活用業務を営むに当たり、関連するISPやコンテンツ提供事業者、電気通信

設備の製造業者等を不当に差別的に取り扱ったり、その業務に対し不当な規律、

干渉を加える場合 
 
Ⅲ 実施基準の記載事項  
 
(1) NTT東西は、活用業務を営もうとする場合には、NTT法第2条第8項及び第9項
並びにNTT法施行規則第2条の5及び第2条の6等に基づき、当該業務の開始の日の

30日前までに、次の事項を記載した実施基準を定め、これを総務大臣に届け出る

とともに、公表しなければならない7。 
① 業務の概要 
② 主な業務の実施方法 
③ 業務の収支計画の方針 
④ 所要資金の調達方針 
⑤ 活用する設備若しくは技術又は職員の概要 
⑥ 電気通信事業の公正な競争を確保するために講じる次の事項（別紙参照） 

１．ネットワークのオープン化 
２．ネットワーク情報の開示 
３．必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保 
４．営業面でのファイアーウォール 
５．不当な内部相互補助の防止（会計の分離等） 
６．関連事業者の公平な取扱い 

 
(2) NTT東西は、(1)の実施基準の作成に当たっては、前述のⅡ「地域電気通信業務

等の円滑な遂行に支障のない範囲内であること」及び「電気通信事業の公正な競

 
こと（第 1 の 3(2)エ①）。 

(2) 独占的分野から競争分野への内部相互補助により不当な競争を引き起こす料金を設定する

こと（第 3 の 3(1)ｲ(ｱ)ｇ③）。 
7 既に届出を行った実施基準に含まれない内容を含む活用業務を開始する場合には、実施基

準の変更又は新たな実施基準としての届出等が必要となる。 

233



 

5 
 

争の確保に支障のない範囲内であること」の考え方に基づき、①から⑥までにつ

いて記載すること。このうち、⑥については、(4)の考え方に基づき、別紙に掲げ

る6つの項目ごとに、公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置について

記載すること。 
 
(3) 上記の点を踏まえると、NTT東西は、少なくとも以下の類型毎に実施基準の記

載を分ける必要がある8。 
①業務区域外通信を含む通信サービス 
②アプリケーションサービス等（いわゆる上位レイヤ―系サービス） 
③非電気通信の業務の実施 
なお、非電気通信の業務の実施など、NTT東西のボトルネック設備に一切依存

しない業務の類型については、その旨を明示した上で、「ネットワークのオープ

ン化」及び「ネットワーク情報の開示」の記載を省略することができる。 
 
(4) 「電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内」において営まれるこ

とを確保するための措置についての考え方 
 

「電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内」で活用業務が営まれ

ることを確保するためには、NTT東西が活用業務を営むことにより、電気通信事

業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれの程度に応じた公正な競争を確保

するために必要な措置を講じる必要がある。 
このため、NTT東西は、次の考え方に基づき「電気通信事業の公正な競争の確

保に支障のない範囲内において営まれることを確保するための措置」を実施基準

に記載すること。 

ア 「電気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれ」の程度 

地域通信市場において市場支配力を有するNTT東西が地域電気通信業務等

についての業務範囲に係る制限を超えて新たな競争分野に進出するに当たり、

十分な公正競争確保措置が講じられなければ、NTT東西の市場支配力が濫用さ

れることによって「電気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれ」

の蓋然性は高いものとなる。 

NTT東西が活用業務を営むことによってもたらされる「電気通信事業の公正

な競争の確保に支障を及ぼすおそれ」の程度は、通常、地域通信市場における

競争の進展状況や活用業務として営む具体的な業務の内容やその提供形態等

 
8 これらのほか、令和 7 年の電気通信事業法の改正等により、特定信書便事業に整理された

電報についても、実施基準の記載を分けることが考えられる。 
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により異なることがあり得るものであり、次のような要素を考慮する必要があ

る。 

① 地域通信市場における競争の進展状況9 
一般に、地域通信市場における競争が進展した場合には、NTT東西が地域

通信市場における市場支配力を活用業務に関する市場において濫用する可

能性は低下すると考えられる。 
他方、地域通信市場における競争が進展しているとは言い難い場合には、

活用業務に関する市場において独占的な地位が濫用されるおそれが大きい

と判断される。 
こうした場合には、公正競争を確保するための措置が必要であり、それに

よって活用業務に関する市場において独占的地位が濫用されるおそれが生

じないことを見極めた上で、NTT東西の活用業務が電気通信事業の公正な競

争の確保に支障のない範囲内で営まれる必要がある。 

② ボトルネック設備（エッセンシャル・ファシリティ）との関連性 
競争事業者がNTT東西の営む活用業務と同様の業務を営む上で、NTT東西

の設置するボトルネック設備への依存度が大きい場合には、当該ボトルネッ

ク設備及びこれと一体として構築されるネットワーク要素のオープン化の

要請は高まることとなる。 
このため、活用業務の提供形態におけるボトルネック設備との関連性等に

ついて考慮する必要がある。 

③ 他の市場支配的な電気通信事業者との連携 
市場支配的な電気通信事業者10であるNTT東西が、活用業務を営むに当た

って他の市場支配的な電気通信事業者との連携11を行う場合、その市場支配

力が結合することにより、競争事業者等との実質的な公平性の確保が困難と

なる等、競争阻害的な要素が拡大するおそれがある。 
したがって、NTT東西の活用業務が電気通信事業の公正な競争の確保に支

障のない範囲内で営まれることを確保するに当たっては、他の市場支配的な

 
9 地域通信市場における競争の進展状況の評価に当たっては、総務省において平成 15 年度よ

り実施している競争評価（市場検証）の結果を可能な限り活用する。ただし、地域通信市場と

して、その新規性等により市場が十分に形成されていないものについての評価を行う際には、

活用業務に関する市場への影響が必ずしも明確ではないことから、特に慎重な評価を行う。 
10 「市場支配的な電気通信事業者」とは、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 34 条

第 2 項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者のうち同法第 30 条第 1
項の規定により総務大臣から指定を受けた電気通信事業者及び同法第 33 条第 2 項に規定す

る第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者をいう。 
11 NTT 東西が NTT ドコモと連携する場合のほか、NTT 東西間において連携する場合が該当

する。 
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電気通信事業者との連携の有無を考慮する必要がある。 

イ 公正な競争を確保するために必要な措置 

NTT東西が活用業務を営むに当たっては、NTT東西の地域通信市場における

市場支配力が濫用されること等により、「電気通信事業の公正な競争の確保に

支障のない範囲内」を超えることのないようにしなければならない。 

そのためには、競争事業者とNTT東西との間において、接続条件の同等性や、

顧客情報へのアクセスの同等性を確保することなど、競争事業者がNTT東西と

同様の業務を営む上で重要かつ不可欠な要素について、NTT東西と競争事業者

の同等性を確保するために必要な措置を、NTT東西自身が講ずることが求めら

れる。 

この場合における同等性には、内容のみならず時期の同等性も含み得るもの

であり、競争事業者がNTT東西の活用業務と同種の業務を営む際に、NTT東西

の保有する設備等の使用が必要不可欠である場合においては、NTT東西が当該

業務を開始する時点までに、競争事業者がNTT東西と同等の条件で同種の業務

の提供を開始できる環境が整備されていることを基本とする。その場合、競争

事業者が同種の業務を開始するまでに十分な時間的余裕をもって試験を実施

できるよう、所要の技術情報の開示や関連設備の使用許諾等が迅速かつ円滑に

行われることが必要である。ただし、それによって、NTT東西の研究開発意欲

を損ない、又は業務開始を不当に遅らせることのないよう留意する必要がある。 

総務大臣は、実施基準において、「電気通信事業の公正な競争の確保に支障

のない範囲内において営まれることを確保するための措置」が十分かつ有効な

ものではないと認める場合には、NTT法第2条第12項に基づき、NTT東西に対

し、これを変更することを命じることができる。また、NTT東西が、活用業務

を営むに当たり、実施基準を遵守していないと認める場合には、電気通信事業

の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれること等を確保する

ために必要な限度において、NTT法第2条第13項に基づき、NTT東西に対し、実

施基準を遵守すべきことを命じることができる。 

 
Ⅳ 実施状況報告の記載事項  
 
(1) NTT東西は、実施基準に記載した各種措置が適切に講じられていることを確保

するため、NTT法第2条第11項及びNTT法施行規則第2条の7等に基づき、次の事

項について、毎事業年度、総務大臣に報告するとともに、特定の者の権利又は競

争上の地位その他正当な利益を害する等の理由により公表することが困難であ
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る事項を除き公表しなければならない。ただし、公表することが困難であると判

断した事項については、その理由を具体的に示すこと。 
① 当該年度に開始したサービスの概要 
② ネットワークのオープン化 
③ ネットワーク情報の開示 
④ 必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保 
⑤ 営業面でのファイアーウォール 
⑥ 不当な内部相互補助の防止（会計の分離等）及び収支状況 
⑦ 関連事業者の公平な取扱い 
⑧ サービス毎の契約数等の状況12 

 
上記の他、サービス卸ガイドライン13に基づき、「サービス卸の提供に係る適正

性・公平性・一定の透明性の確保」についても記載する必要がある。 
 

Ⅴ 総務省による検証等  
(1) 総務省は、活用業務に関する市場において、継続的に公正な競争が確保されて

いるか否かについて、NTT東西が上記Ⅳに基づき行う公正な競争を確保するため

に必要な措置の実施状況や活用業務の収支状況等の報告等を踏まえつつ、検証す

る。 
 
(2) 具体的には、市場検証委員会14の意見を聞きながら、NTT東西が公正競争を確

保するために実施基準において講ずることとした措置の有効性・適正性を検証す

るとともに、当該措置の遵守状況を検証する。 
 
(3) 検証の結果、NTT東西において、実施基準において講ずることとした措置が十

分に確保されていない場合や、届出後の社会的経済的事情の変化により、当該措

置のみでは公正な競争を確保するために十分でないと認められるに至った場合

には、NTT法又は電気通信事業法（「電気通信事業分野における競争の促進に関

する指針」を含む。）に基づき、所要の措置を講ずる。 
 なお、当該措置のうち、その役割を終えた等と認められるものは、これを見直

すこととする。 
 

 
12 非電気通信の業務でサービス利用者に係る契約数等の把握が困難なものその他特別な事情

があるものについては、記載を省略することができる。 
13 NTT 東西の FTTH アクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に

関するガイドライン（平成 27 年 2 月策定） 
14 情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会市場検証委員会 
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(4) この他、競争事業者等から、活用業務が地域電気通信業務等の円滑な遂行及び

電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で営まれないことについ

ての指摘や事例の提示がなされ、現に当該活用業務が当該範囲内で営まれないと

認められる場合には、総務大臣は、(3)と同様に、所要の措置を講ずるものとする。 
 
(5) また、本ガイドラインは、現時点において想定される範囲内で、NTT東西が活

用業務を営むに当たり、公正競争確保上講ずべき各種措置等についての考え方を

明らかにしたものであるが、市場環境の変化に伴い、NTT東西が講ずべき措置に

ついても変化していくことが考えられる。 
このため、総務省においては、市場等の状況を注視しつつ、必要に応じて本ガ

イドラインの見直しを行うこととする15が、その際はパブリック・コメントを招

請することとする。 
 

Ⅵ その他  
 
本ガイドラインは、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の

一部を改正する法律（令和7年法律第46号）附則第1条に基づく施行の日から運用す

ることとする。 

 
15 必要に応じ、本ガイドラインの見直しと併せ、総務省において NTT 法第 15 条第 2 項に基

づき NTT 東西に対し必要な命令をする。 
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NTT東西が活用業務を電気通信事業の公正な競争の 
確保に支障のない範囲内で営むために講ずべき措置 

 
 
１ ネットワークのオープン化 

NTT東西が活用業務を営むために構築する新たなネットワーク設備又は機能

について、当該設備が第一種指定電気通信設備に指定されている場合においては

接続ルールに従ったオープン化を行うとともに、接続ルールでカバーされていな

い場合であっても、競争事業者が同様の業務を営むために当該設備又は機能が必

要不可欠であると認められる場合には、競争事業者との同等性を確保するため、

当該設備又は機能について、接続等の迅速性、公平性を確保すること。 
具体的には、当該設備を自ら構築する場合において、その時点で当該設備が第

一種指定電気通信設備に指定されていない場合や当該機能をアンバンドル化す

ることが義務付けられていない場合であっても、NTT東西は、機能のアンバンド

ル化、適正な原価に基づき算定された接続料の設定、コロケーションに必要な場

所等の提供といった措置を講ずること。 
 
なお、NTT東西が活用業務を営むために目的業務区域外のネットワーク設備等

を他の電気通信事業者から調達する場合においては、接続事業者の選定を含む当

該調達手続の透明性・公平性を確保すること。 
 
さらに、活用業務を営むに当たり、NTT東西が既に構築した第一種指定電気通

信設備に係る接続約款の変更を予定している場合には、当該変更の概要を作成し、

開示すること。 
 
 
２ ネットワーク情報の開示 

NTT東西は、NTT東西の活用業務と同様の業務を営む又は営もうとする競争事

業者にとって必要不可欠なハード（端末設備を含む。）又はソフトの技術的要件

について、可能な限り国際的な標準化動向と整合的なものとなるよう努めるとと

もに、その技術的インターフェース等のネットワークに関する情報を迅速かつ合

理的な価格（又は無償）で提供すること。 
 
また、競争事業者のサービス提供に影響を及ぼし得るネットワークの変更を行

う場合には、当該変更に先立ち、そのネットワーク情報を事前に開示すること。 
 

（別紙） 
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その際、開示すべき情報の内容、時期及び方法については、接続約款における

技術的条件の記載や網機能計画の届出に準じて行うこと。 
 
 
３ 必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保 

NTT東西は、NTT東西の活用業務と同様の業務を営む又は営もうとする競争事

業者が、顧客からの申込み、開通工事、保守・修理、料金の請求等に対応するた

めに必要不可欠な情報を、NTT東西が活用業務を営む場合と同等の条件で迅速か

つ合理的な価格により入手、利用することを可能とすること。 
 
この際、NTT東西が保有している又は新たに構築するOSS（オペレーション・

サポート・システム）を活用業務に利用することとなる場合であって、競争事業

者が同様の業務を営むために当該OSSの利用が必要不可欠である場合には、自ら

が利用する場合と同等の条件で競争事業者が当該OSSを利用可能とすること。 
 

 
４ 営業面でのファイアーウォール 

NTT東西は、独占的業務を通じて獲得した膨大な顧客情報や、接続の業務に関

して知り得た他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を、活用業務に関

する市場において用いる可能性がある。このため、競争事業者がNTT東西の活用

業務と同様の業務を営む際に、当該情報をNTT東西と同等の条件で利用できない

こと又はNTT東西が競争事業者の業務を妨害する営業活動を行うことにより、公

正な競争が阻害されることのないよう、営業面でのファイアーウォールを確保す

ること。 
 
例えば、加入電話やINS64といった独占的業務において獲得した顧客情報につ

いて、電話帳に記載されているため他の電気通信事業者も利用可能である等、相

当な理由があるときを除き、これを活用業務に関する営業活動に用いる等、当該

情報の本来の収集目的以外の目的に流用されることを防止するため、顧客情報を

厳格に維持・管理するための措置を講ずること。 
 
また、活用業務と既存のサービスのバンドルサービスの提供を行う際は、公正

競争を阻害するおそれが生じないための十分な措置を講ずること。 
 
なお、NTT東西が活用業務の営業活動を子会社等に委託する場合にあっては、

自ら営業活動を行う場合と同様に、当該子会社等を通じた営業活動においてもフ
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ァイアーウォールが確保されることを実効的に担保すること。 
 
 

５ 不当な内部相互補助の防止（会計の分離等） 

NTT東西は、活用業務と独占的な既存の業務との間の内部相互補助を厳格に防

止するために会計を分離するとともに、両者の間のコスト配分の考え方を明らか

にすること。 
 
会計の分離に当たっては、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）

に準じた配賦計算により分計することを基本とすること。 
 
また、活用業務に係る利用者料金がネットワークコスト及び営業費（顧客獲得

に要する費用を除く。）の合計額を下回るなど競争阻害的な料金で提供されてい

ないことを客観的に検証可能とすること。 
 
なお、NTT東西が活用業務に係る営業活動等16を子会社等に委託する場合にあ

っては、当該営業活動等に係る費用の配賦の考え方を明らかにすること。 
 
 
６ 関連事業者の公平な取扱い 

活用業務を営むに当たり、NTT東西が資本関係や自己のサービスの利用の有無

等を理由に特定の事業者のみを不当に有利に又は不利に取り扱うことのないよ

う、NTT東西において、コンテンツ提供事業者やISP事業者その他の電気通信事

業者等との提携条件等を公表する等、関連する事業者の取扱いに関する公平性を

確保し、透明性を高めること。 
 
また、NTT東西が、活用業務を営むに当たり、他の市場支配的な電気通信事業

者との連携によりサービスを提供することを予定している場合においては、当該

連携の概要について明らかにするとともに、他の市場支配的な電気通信事業者と

は別個の設備を構築すること、排他的な共同営業を行わないこと、当該連携に係

る技術的条件に関する取決めが競争事業者との相互接続に支障を及ぼすものと

はならないことを確保すること等、競争事業者との実質的な公平性を確保するた

めの措置を講ずること。 
 

 
16 「等」には、保守・工事が含まれる。 
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さらに、競争事業者がNTT東西の活用業務と同種の業務を営む際に、NTT東西

の保有する設備等の使用が必要不可欠である場合においては、NTT東西は、事前

の情報開示等により活用業務を開始する時点までに競争事業者がNTT東西と同

等の条件で同種の業務の提供が可能となるような環境を整備するための措置を

講ずること、番号ポータビリティについて競争事業者と同等の仕組みを活用する

こと、NTT東西の局舎内におけるコロケーションについて第一種指定電気通信設

備に指定されていない設備の設置に際し競争事業者と同等の手続を経ること等、

競争事業者との間における同等性を確保するための措置を講ずること。 
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